
平成18年（第１回）山鹿市議会３月定例会 
 

会 期 日 程 表 

 

日次 月 日 曜 日 本     会     議 委 員 会 

 １ ３月 ３日 金 開 会 ・ 提 案 理 由 説 明 

 ２ ３月 ４日 （土） 

 ３ ３月 ５日 （日） 
休 会 

 ４ ３月 ６日 月 発言通告締切（午後５時まで） 

 ５ ３月 ７日 火 

 ６ ３月 ８日 水 
本 会 議 な し 

 ７ ３月 ９日 木 

 ８ ３月 10日 金 
質 疑 ・ 一 般 質 問 

 ９ ３月 11日 （土） 

１０ ３月 12日 （日） 
休 会 

１１ ３月 13日 月 本 会 議 な し 

１２ ３月 14日 火 質 疑 ・ 一 般 質 問 ・ 委 員 会 付 託 

 

１３ ３月 15日 水 経 済 観 光

１４ ３月 16日 木 文 教 厚 生

１５ ３月 17日 金 

本 会 議 な し 

建 設 環 境

文 教 厚 生

１６ ３月 18日 （土） 

１７ ３月 19日 （日） 
休 会  

１８ ３月 20日 月 本 会 議 な し 総 務 企 画

１９ ３月 21日 （火） 休  会 （ 春 分 の 日 ）  

２０ ３月 22日 水 本 会 議 な し 議 会 運 営

２１ ３月 23日 木 委員長報告・討論・採決・閉会  

 



（1）   

平成18年（第１回）山鹿市議会３月定例会   

 

目 次   

 

第１号（３月３日） 

１．議事日程 ……………………………………………………………………………… 3 

２．本日の会議に付した事件 …………………………………………………………… 6 

３．出席議員 ……………………………………………………………………………… 6 

４．説明のため出席した者 ……………………………………………………………… 7 

５．事務局職員出席者 …………………………………………………………………… 8 

６．日程第１ 会議録署名議員の指名 ………………………………………………… 9 

７．日程第２ 会期の決定 ……………………………………………………………… 9 

８．日程第３ 請願の取り下げについて ……………………………………………… 9 

９．日程第４ 市長のあいさつ …………………………………………………………10 

10．日程第５ 議案第１号～議案第91号                      

       報告第１号～報告第３号…………………………………………………19 

11．提案理由の説明 ……………………………………………………………………… 22 

  （１）議案第１号（西田総務部長） ……………………………………………… 22 

  （２）議案第２号（西田総務部長） ……………………………………………… 22 

  （３）議案第３号（西田総務部長） ……………………………………………… 24 

  （４）議案第４号（森市民福祉部長） …………………………………………… 25 

  （５）議案第５号（森市民福祉部長） …………………………………………… 25 

  （６）議案第６号（角野市民福祉部次長） ……………………………………… 26 

  （７）議案第７号（有尾経済部次長） …………………………………………… 27 

  （８）議案第８号（有尾経済部次長） …………………………………………… 27 

  （９）議案第９号（有尾経済部次長） …………………………………………… 27 

  （10）議案第10号（有尾経済部次長） …………………………………………… 27 

  （11）議案第11号（清田病院事務部長） ………………………………………… 28 

  （12）議案第12号（西田総務部長） ……………………………………………… 29 

  （13）議案第13号（西田総務部長） ……………………………………………… 29 

  （14）議案第14号（杉燒助役） …………………………………………………… 30 

  （15）議案第15号（西田総務部長） ……………………………………………… 30 

  （16）議案第16号（西田総務部長） ……………………………………………… 31 

  （17）議案第17号（西田総務部長） ……………………………………………… 31 



（2）   

  （18）議案第18号（西田総務部長） ……………………………………………… 32 

  （19）議案第19号（森市民福祉部長） …………………………………………… 33 

  （20）議案第20号（森市民福祉部長） …………………………………………… 33 

  （21）議案第21号（森市民福祉部長） …………………………………………… 34 

  （22）議案第22号（森市民福祉部長） …………………………………………… 34 

  （23）議案第23号（角野市民福祉部次長） ……………………………………… 36 

  （24）議案第24号（有尾経済部次長） …………………………………………… 37 

  （25）議案第25号（有尾経済部次長） …………………………………………… 38 

  （26）議案第26号（藏原経済部長） ……………………………………………… 38 

  （27）議案第27号（池田建設部長） ……………………………………………… 39 

  （28）議案第28号（熊野環境部長） ……………………………………………… 39 

  （29）議案第29号（熊野環境部長） ……………………………………………… 40 

  （30）議案第30号（熊野環境部長） ……………………………………………… 40 

  （31）議案第31号（清田病院事務部長） ………………………………………… 40 

  （32）議案第32号（西田総務部長） ……………………………………………… 41 

  （33）議案第33号（森市民福祉部長） …………………………………………… 46 

  （34）議案第34号（森市民福祉部長） …………………………………………… 48 

  （35）議案第35号（西田総務部長） ……………………………………………… 49 

  （36）議案第36号（熊野環境部長） ……………………………………………… 50 

  （37）議案第37号（角野市民福祉部次長） ……………………………………… 51 

  （38）議案第38号（角野市民福祉部次長） ……………………………………… 53 

  （39）議案第39号（池田水道局長） ……………………………………………… 54 

  （40）議案第40号（有尾経済部次長） …………………………………………… 55 

  （41）議案第41号（有尾経済部次長） …………………………………………… 55 

  （42）議案第42号（有尾経済部次長） …………………………………………… 55 

  （43）議案第43号（有尾経済部次長） …………………………………………… 55 

  （44）議案第44号（池田水道局長） ……………………………………………… 56 

  （45）議案第45号（清田病院事務部長） ………………………………………… 57 

  （46）議案第46号（熊野環境部長） ……………………………………………… 58 

  （47）議案第47号（福田企画振興部長） ………………………………………… 60 

  （48）議案第48号（福田企画振興部長） ………………………………………… 61 

  （49）議案第49号（福田企画振興部長） ………………………………………… 61 

  （50）議案第50号（森市民福祉部長） …………………………………………… 62 

  （51）議案第51号（西田総務部長） ……………………………………………… 63 



（3）   

  （52）議案第52号（福田企画振興部長） ………………………………………… 63 

  （53）議案第53号（藏原経済部長） ……………………………………………… 63 

  （54）議案第54号（藏原経済部長） ……………………………………………… 63 

  （55）議案第55号（藏原経済部長） ……………………………………………… 64 

  （56）議案第56号（藏原経済部長） ……………………………………………… 64 

  （57）議案第57号（藏原経済部長） ……………………………………………… 64 

  （58）議案第58号（藏原経済部長） ……………………………………………… 64 

  （59）議案第59号（藏原経済部長） ……………………………………………… 64 

  （60）議案第60号（藏原経済部長） ……………………………………………… 64 

  （61）議案第61号（藏原経済部長） ……………………………………………… 64 

  （62）議案第62号（藏原経済部長） ……………………………………………… 64 

  （63）議案第63号（藏原経済部長） ……………………………………………… 65 

  （64）議案第64号（藏原経済部長） ……………………………………………… 65 

  （65）議案第65号（藏原経済部長） ……………………………………………… 65 

  （66）議案第66号（藏原経済部長） ……………………………………………… 65 

  （67）議案第67号（藏原経済部長） ……………………………………………… 65 

  （68）議案第68号（藏原経済部長） ……………………………………………… 65 

  （69）議案第69号（藏原経済部長） ……………………………………………… 65 

  （70）議案第70号（藏原経済部長） ……………………………………………… 65 

  （71）議案第71号（藏原経済部長） ……………………………………………… 65 

  （72）議案第72号（池田建設部長） ……………………………………………… 66 

  （73）議案第73号（池田建設部長） ……………………………………………… 66 

  （74）議案第74号（八木田教育次長） …………………………………………… 66 

  （75）議案第75号（八木田教育次長） …………………………………………… 66 

  （76）議案第76号（八木田教育次長） …………………………………………… 66 

  （77）議案第77号（八木田教育次長） …………………………………………… 66 

  （78）議案第78号（八木田教育次長） …………………………………………… 67 

  （79）議案第79号（池田建設部長） ……………………………………………… 67 

  （80）議案第80号（池田建設部長） ……………………………………………… 67 

  （81）議案第81号（池田建設部長） ……………………………………………… 67 

  （82）議案第82号（池田建設部長） ……………………………………………… 67 

  （83）議案第83号（池田建設部長） ……………………………………………… 67 

  （84）議案第84号（池田建設部長） ……………………………………………… 67 

  （85）議案第85号（杉燒助役） …………………………………………………… 68 



（4）   

  （86）議案第86号（杉燒助役） …………………………………………………… 68 

  （87）議案第87号（杉燒助役） …………………………………………………… 68 

  （88）議案第88号（杉燒助役） …………………………………………………… 68 

  （89）議案第89号（杉燒助役） …………………………………………………… 68 

  （90）議案第90号（杉燒助役） …………………………………………………… 68 

  （91）議案第91号（杉燒助役） …………………………………………………… 69 

  （92）報告第１号（藏原経済部長） ……………………………………………… 69 

  （93）報告第２号（藏原経済部長） ……………………………………………… 69 

  （94）報告第３号（西田総務部長） ……………………………………………… 70 

12．散 会 ………………………………………………………………………………… 70 

 

第２号（３月９日） 

１．議事日程 ……………………………………………………………………………… 73 

２．本日の会議に付した事件 …………………………………………………………… 74 

３．出席議員 ……………………………………………………………………………… 74 

４．説明のため出席した者 ……………………………………………………………… 75 

５．事務局職員出席者 …………………………………………………………………… 76 

６．日程第１ 質疑・一般質問 ………………………………………………………… 77 

  （１）丸山寛治議員第１回目一般質問 …………………………………………… 77 

    ○中嶋市長答弁 ………………………………………………………………… 78 

  （２）丸山寛治議員第２回目一般質問 …………………………………………… 79 

    ○中嶋市長答弁 ………………………………………………………………… 81 

  （３）丸山寛治議員第３目一般質問 …………………………………………… 82 

  （４）太田黒鐵郎議員第１回目質疑・一般質問 ………………………………… 83 

    ○福田企画振興部長答弁 ……………………………………………………… 87 

    ○森市民福祉部長答弁 ………………………………………………………… 88 

    ○藏原経済部長答弁 …………………………………………………………… 88 

    ○池田建設部長答弁 …………………………………………………………… 89 

    ○中嶋市長答弁 ………………………………………………………………… 90 

  （５）太田黒鐵郎議員第２回目質疑・一般質問 ………………………………… 92 

    ○森市民福祉部長答弁 ………………………………………………………… 94 

    ○中嶋市長答弁 ………………………………………………………………… 95 

  （６）太田黒鐵郎議員第３回目質疑・一般質問 ………………………………… 96 

  （７）永田紘二議員第１回目一般質問 …………………………………………… 96 



（5）   

    ○中嶋市長答弁 ………………………………………………………………… 98 

    ○藏原経済部長答弁 …………………………………………………………… 99 

  （８）永田紘二議員第２回目一般質問 ……………………………………………101 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………102 

  （９）永田紘二議員第３回目一般質問 ……………………………………………103 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………104 

  （10）森 久雄議員第１回目一般質問 ……………………………………………105 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………107 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………109 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………110 

  （11）森 久雄議員第２回目一般質問 ……………………………………………111 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………113 

  （12）森 久雄議員第３回目一般質問 ……………………………………………114 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………116 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………116 

  （13）原  徹議員第１回目一般質問 ……………………………………………117 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………120 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………121 

    ○池田建設部長答弁 ……………………………………………………………121 

    ○森市民福祉部長答弁 …………………………………………………………122 

    ○田中教育長答弁 ………………………………………………………………123 

  （14）原  徹議員第２回目一般質問 ……………………………………………123 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………128 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………129 

    ○田中教育長答弁 ………………………………………………………………129 

    ○森市民福祉部長答弁 …………………………………………………………130 

  （15）原  徹議員第３回目一般質問 ……………………………………………131 

    ○田中教育長答弁 ………………………………………………………………133 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………134 

７．散 会 ………………………………………………………………………………… 135 

 

第３号（３月10日） 

１．議事日程 ………………………………………………………………………………139 

２．本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………140 



（6）   

３．出席議員 ………………………………………………………………………………140 

４．説明のため出席した者 ………………………………………………………………141 

５．事務局職員出席者 ……………………………………………………………………142 

６．日程第１ 質疑・一般質問 …………………………………………………………143 

  （１）山口晋正議員第１回目一般質問 ……………………………………………143 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………145 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………146 

  （２）山口晋正議員第２回目一般質問 ……………………………………………152 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………153 

  （３）島田節男議員第１回目質疑・一般質問 ……………………………………153 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………157 

    ○池田建設部長答弁 ……………………………………………………………157 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………158 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………160 

  （４）島田節男議員第２回目質疑・一般質問 ……………………………………161 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………162 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………163 

  （５）島田節男議員第３回目質疑・一般質問 ……………………………………164 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………165 

  （６）池田誠一議員第１回目質疑・一般質問 ……………………………………166 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………169 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………170 

    ○田中教育長答弁 ………………………………………………………………171 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………173 

  （７）池田誠一議員第２回目質疑・一般質問 ……………………………………174 

    ○田中教育長答弁 ………………………………………………………………177 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………178 

  （８）平井邦廣議員第１回目一般質問 ……………………………………………179 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………180 

  （９）平井邦廣議員第２回目一般質問 ……………………………………………181 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………182 

  （10）平井邦廣議員第３回目一般質問 ……………………………………………183 

  （11）芹川正美議員第１回目一般質問 ……………………………………………183 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………184 



（7）   

  （12）芹川正美議員第２回目一般質問 ……………………………………………185 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………185 

  （13）芹川正美議員第３回目一般質問 ……………………………………………186 

７．散 会 ………………………………………………………………………………… 187 

 

第４号（３月14日） 

１．議事日程 ………………………………………………………………………………191 

２．本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………192 

３．出席議員 ………………………………………………………………………………192 

４．説明のため出席した者 ………………………………………………………………193 

５．事務局職員出席者 ……………………………………………………………………194 

６．日程第１ 質疑・一般質問 …………………………………………………………195 

  （１）藤原 豊議員第１回目一般質問 ……………………………………………195 

    ○田中教育長答弁 ………………………………………………………………197 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………198 

  （２）藤原 豊議員第２回目一般質問 ……………………………………………199 

    ○田中教育長答弁 ………………………………………………………………200 

  （３）古田信助議員第１回目質疑・一般質問 ……………………………………201 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………202 

    ○池田建設部長答弁 ……………………………………………………………202 

  （４）古田信助議員第２回目質疑・一般質問 ……………………………………203 

    ○田中教育長答弁 ………………………………………………………………204 

  （５）古田信助議員第３回目質疑・一般質問 ……………………………………205 

    ○田中教育長答弁 ………………………………………………………………205 

  （６）川野 功議員第１回目質疑・一般質問 ……………………………………206 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………207 

    ○八木田教育次長答弁 …………………………………………………………208 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………209 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………209 

  （７）川野 功議員第２回目質疑・一般質問 ……………………………………211 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………213 

    ○八木田教育次長答弁 …………………………………………………………214 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………215 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………215 



（8）   

  （８）川野 功議員第３回目質疑・一般質問 ……………………………………216 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………217 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………218 

  （９）立山 隆議員第１回目一般質問 ……………………………………………218 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………219 

  （10）立山 隆議員第２回目一般質問 ……………………………………………220 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………222 

  （11）立山 隆議員第３回目一般質問 ……………………………………………222 

  （12）北原昭三議員第１回目質疑・一般質問 ……………………………………223 

    ○熊野環境部長答弁 ……………………………………………………………224 

    ○森市民福祉部長答弁 …………………………………………………………224 

  （13）北原昭三議員第２回目質疑・一般質問 ……………………………………225 

    ○熊野環境部長答弁 ……………………………………………………………227 

    ○森市民福祉部長答弁 …………………………………………………………227 

  （14）北原昭三議員第３回目質疑・一般質問 ……………………………………228 

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………229 

  （15）横手啓介議員第１回目質疑・一般質問 ……………………………………229 

    ○森市民福祉部長答弁 …………………………………………………………230 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………231 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………232 

  （16）横手啓介議員第２回目質疑・一般質問 ……………………………………233 

    ○森市民福祉部長答弁 …………………………………………………………235 

    ○藏原経済部長答弁 ……………………………………………………………236 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………236 

  （17）横手啓介議員第３回目質疑・一般質問 ……………………………………237 

    ○福田企画振興部長答弁 ………………………………………………………237 

    ○杉燒助役答弁 …………………………………………………………………238 

７．日程第２ 委員会付託 ………………………………………………………………239 

８．散 会 …………………………………………………………………………………239 

 

第５号（３月23日） 

１．議事日程 ………………………………………………………………………………243 

２．本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………246 

３．出席議員 ………………………………………………………………………………249 



（9）   

４．説明のため出席した者 ………………………………………………………………250 

５．事務局職員出席者 ……………………………………………………………………251 

６．日程第１ 議案第１号～議案第91号                      

       請願第３号                            

       陳情第５号～陳情第８号 ………………………………………………252 

７．各常任委員長の報告 …………………………………………………………………255 

  （１）経済観光常任委員長報告 ……………………………………………………255 

  （２）文教厚生常任委員長報告 ……………………………………………………258 

  （３）建設環境常任委員長報告 ……………………………………………………261 

  （４）総務企画常任委員長報告 ……………………………………………………262 

８．質 疑 …………………………………………………………………………………264 

９．討 論 …………………………………………………………………………………264 

  （１）原  徹議員討論………………………………………………………………264 

10．採 決 …………………………………………………………………………………268 

11．日程第２ 所管事務調査の委員会付託 ……………………………………………272 

12．日程追加 日程第３ 議案第92号～議案第94号 ………………………………… 272 

  （１）議案第92号（西田総務部長） ……………………………………………… 273 

  （２）議案第93号（西田総務部長） ……………………………………………… 273 

  （３）議案第94号（西田総務部長） ……………………………………………… 274 

13．質 疑 ………………………………………………………………………………… 274 

  （１）家入憲隆議員第１回目質疑……………………………………………………274 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………277 

  （２）家入憲隆議員第２回目質疑……………………………………………………279 

    ○西田総務部長答弁 ……………………………………………………………279 

14．討 論 ………………………………………………………………………………… 280 

15．採 決 ………………………………………………………………………………… 280 

16．閉 会 ………………………………………………………………………………… 280 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月３日(金曜日) 



- 3 -   

平成18年（第１回）山鹿市議会３月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第１号）   

 

平成18年３月３日（金曜日）午前10時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 請願の取り下げについて 

（請願第２号 山鹿市教育の日条例制定に関する請願書） 

第４ 市長のあいさつ 

第５ 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

         （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の一部変更について） 

   議案第２号 専決処分の承認を求めることについて 

         （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、

共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について） 

   議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号） 

   議案第４号 平成17年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第５号 平成17年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第６号 平成17年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第７号 平成17年度六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第８号 平成17年度城北財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第９号 平成17年度稲田財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第10号 平成17年度稲田六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第11号 平成17年度山鹿市病院事業会計補正予算（第５号） 

   議案第12号 山鹿市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

   議案第13号 山鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例 

   議案第14号 山鹿市長等の給与の特例に関する条例 

   議案第15号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第16号 山鹿市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

   議案第17号 山鹿市国民保護協議会条例 

   議案第18号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 



- 4 -   

   議案第19号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例 

   議案第20号 山鹿市在宅高齢者福祉対策事業費用徴収条例の一部を改正する条例 

   議案第21号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条

例 

   議案第22号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

   議案第23号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第24号 山鹿市城北財産区財政調整基金条例等の一部を改正する条例 

   議案第25号 山鹿市稲田財産区財政調整基金条例 

   議案第26号 山鹿市鹿央古代の森交流施設条例 

   議案第27号 山鹿市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

   議案第28号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

   議案第29号 山鹿市営墓地条例の一部を改正する条例 

   議案第30号 山鹿市放置自動車発生の防止及び適正な処理に関する条例 

   議案第31号 山鹿市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

   議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   議案第33号 平成18年度山鹿市国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第34号 平成18年度山鹿市老人保健事業特別会計予算 

   議案第35号 平成18年度山鹿市用地先行取得事業特別会計予算 

   議案第36号 平成18年度山鹿市農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第37号 平成18年度山鹿市介護保険事業特別会計予算 

   議案第38号 平成18年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計予算 

   議案第39号 平成18年度山鹿市簡易水道事業特別会計予算 

   議案第40号 平成18年度六郷財産区特別会計予算 

   議案第41号 平成18年度城北財産区特別会計予算 

   議案第42号 平成18年度稲田財産区特別会計予算 

   議案第43号 平成18年度稲田六郷財産区特別会計予算 

   議案第44号 平成18年度山鹿市水道事業会計予算 

   議案第45号 平成18年度山鹿市病院事業会計予算 

   議案第46号 平成18年度山鹿市下水道事業会計予算 

   議案第47号 山鹿市基本構想 

   議案第48号 須屋・星原辺地総合整備計画 

   議案第49号 岩倉辺地総合整備計画 

   議案第50号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の共同設置について 

   議案第51号 公の施設の指定管理者の指定について（消防団第16分団拠点施設） 



- 5 -   

   議案第52号 公の施設の指定管理者の指定について（市民会館） 

   議案第53号 公の施設の指定管理者の指定について（稲田地域交流センター） 

   議案第54号 公の施設の指定管理者の指定について（木工体験施設） 

   議案第55号 公の施設の指定管理者の指定について（本分地区多目的集会施設） 

   議案第56号 公の施設の指定管理者の指定について（山村・都市交流施設） 

   議案第57号 公の施設の指定管理者の指定について（池田地区農業集落多目的集

会施設） 

   議案第58号 公の施設の指定管理者の指定について（酒造野地区農業集落多目的

集会施設） 

   議案第59号 公の施設の指定管理者の指定について（一本松農村公園） 

   議案第60号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央生産物直売所） 

   議案第61号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央ふるさと親木館） 

   議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿本ふれあい木香館） 

   議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について（特産工芸村） 

   議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について（鞠智城跡物産館） 

   議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について（水辺プラザかもと） 

   議案第66号 公の施設の指定管理者の指定について（道の駅小栗郷） 

   議案第67号 公の施設の指定管理者の指定について（小栗郷カントリーパーク） 

   議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（灯籠民芸館） 

   議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（キャ

ンプ場、テント村）） 

   議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（きら

り）） 

   議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について（岳間渓谷キャンプ場） 

   議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（待合所

棟）） 

   議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（物販棟）） 

   議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について（勤労青少年ホーム） 

   議案第75号 公の施設の指定管理者の指定について（八千代座等） 

   議案第76号 公の施設の指定管理者の指定について（市民スポーツセンター） 

   議案第77号 公の施設の指定管理者の指定について（市民プール） 

   議案第78号 公の施設の指定管理者の指定について（サイクリングターミナル） 

   議案第79号 市道路線の認定について 

   議案第80号 市道路線の認定について 



- 6 -   

   議案第81号 市道路線の認定について 

   議案第82号 市道路線の認定について 

   議案第83号 市道路線の認定について 

   議案第84号 市道路線の認定について 

   議案第85号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第86号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第87号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第88号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第89号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第90号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第91号 城北財産区管理委員の選任について 

   報告第１号 専決処分の報告について 

   報告第２号 専決処分の報告について 

   報告第３号 専決処分の報告について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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午前10時00分 開会 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 おはようございます。ただいまから平成18年（第１回）山鹿市議会３月定例会を

開会いたします。 

 お手元に議案の正誤表が提出されておりますのでご了承願います。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（高野誠二君）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、古荘克郎議員及び島田節男議

員を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 会期の決定   

○議長（高野誠二君）   

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月23日までの21日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 請願の取り下げについて（請願第２号 山鹿市教育の日条例制定に関する

請願書） 

○議長（高野誠二君）   

 日程第３、請願の取り下げの件を議題といたします。 

 お諮りいたします。請願第２号 山鹿市教育の日条例制定に関する請願書につい

て、請願者から取り下げたいとの申し出がありますので、これを承認することにご

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。よって、請願第２号の取り下げにつきましては承認する
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ことに決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４ 市長のあいさつ 

○議長（高野誠二君）   

 日程第４、この際、市長から発言の申し出があっておりますのでこれを許可いた

します。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 おはようございます。本日ここに平成18年（第１回）３月定例会を招集いたしま

したところ、議員各位には、公私ともご多忙にもかかわりませず、ご参集いただき

まして厚くお礼を申し上げます。 

 新山鹿市がスタートいたしまして１年余りが過ぎました。私も市長に就任いたし

まして早くも２年目を迎えることになり、心を新たにしているところでございます。

この間、議会並びに市民の皆様の適切かつ温かいご支援とご協力を賜りまして今日

に至りましたことに、心から感謝申し上げます。 

 本定例会の開会に当たり平成18年度予算案及びその他諸議案の説明に先立ちまし

て、新年度の市政運営の基本方針並びに予算の編成及び主要施策の概要について申

し上げ、議員各位をはじめ市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げたいと思

います。 

 この１年間、多くの方々に支えられながら職責を果たしてまいりましたが、新市

の初代市長としての私に課せられた命題は、多くの苦難を乗り越えて合併したこれ

までの思いを忘れることなく、本市の一体性確保に努め、市政発展の礎を築くこと

にあるものと認識しております。そのためには、それぞれの地域の個性を伸ばしな

がら、６万市民が目標を共有化できるような施策を進めることが重要であると考え

ております。 

 昨年度実施された国勢調査の速報によれば、本市の人口減少率は予想を上回って

おり、また国の行財政改革による影響も大きく、今後とも厳しい市政運営が予想さ

れるところであります。また、最近の住民意識調査では、７割を超える市民がずっ

と山鹿市に住み続けたいという意向であり、市民の皆様の新市への期待と、直面し

ている厳しい現状を考えるときに、責任の重さに身が引き締まる思いであります。 

 今議会には、合併時に作成しました「新市建設計画」を基本として、新市の長期

的なまちづくりの方針を明らかにした「第１次山鹿市総合計画」の基本構想を提案

しております。その中で、新市の都市像を「まほろば創生・人輝く温もりの都市や

まが」と掲げ、これからのまちづくりの目標といたしました。 
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 さらに、行政サービスの維持・向上に努めながら、簡素で効率的な行政システム

の構築に全庁を挙げて取り組むための「山鹿市行政改革大綱」と、国の三位一体改

革等に伴う厳しい財政状況に対処する指針としての「山鹿市財政構造改革大綱」を

本年度中に制定し、これらを着実に実施していくことで総合計画の実現を図ってま

いります。 

 そして、この将来都市像を実現させるため、合併一周年を記念して制定いたしま

した山鹿市民「愛市憲章」を道しるべとして、ふるさと山鹿の資源を生かしながら、

市民の皆様とともに新しい山鹿市のまちづくりを進めてまいりたいと思います。 

〔市政運営の基本方針〕 

日本経済が民間需要中心の緩やかな回復を続ける中で、政府においてはさまざま

な改革が進められており、一方では、人口減少社会という新たな時代を迎えており

ます。 

 このような中にあって、地方自治体は公債費が高い水準で推移することや社会保

障関係経費の自然増等により、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれ

ています。このため、地方財政計画の歳出については、累次の改革基本方針等に沿

って国の歳出と歩を一にして抑制に努め、日本再生へ向けての取り組みが各自治体

には求められています。 

 このような現状を踏まえ、平成18年度の山鹿市の予算編成におきましては、第

１次総合計画を基調とし、行政改革大綱並びに財政構造改革大綱を遵守し、編成に

当たるとともに、新たな自治体として「将来への礎」を築き上げてまいります。 

 まちづくりの基本目標である五つのテーマを基本とし、財政の健全性の確保に留

意しつつ、本市経済の現状に鑑み、個性と工夫に満ちた魅力ある都市の形成とさま

ざまな地域課題に積極的に取り組み、市民の視点からその再生に全力を傾けるもの

であります。 

 特に、予算の重点化・効率化に当たっては、活力ある社会・経済の実現に向けた

次の５分野へ施策を集中するとともに、各政策について成果目標を設定し、厳格な

事後評価を行ってまいります。 

①「次世代の育成、人間力の向上（明日を担う、地域を担うひとづくり）」、②

「グローバル戦略の強化（地域産業、地域経済の活性化）」、③「持続可能な社会

保障制度の構築（保健、医療、福祉の充実）」、④「市民の安全、安心の確保」、

⑤「循環型社会の構築・地球（地域）環境問題への対応」であります。 

 その一方で、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを構築し、

財源の重点的、効率的配分に努め「成果重視型行政」の確立と「新しい躍動する時

代の実現」を目指します。 
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 これからの山鹿市を支えていくのは「人」であります。「物で栄えて心で滅ぶ」

ことのないよう、また、難局に敢然と立ち向かい困難を乗り切る勇気と、危機を飛

躍につなげ、先人たちの築き上げた繁栄の基盤をさらに強固にし、新しい時代、激

動する環境変化に対応できる体制を構築してまいります。 

 このような基本方針のもと編成いたしました平成18年度の一般会計の予算規模は、

260億7700万円であります。これに11特別会計と３企業会計を合わせますと、純計

で499億426万円であります。 

〔施策の概要〕 

以下、今議会にご提案いたしております第１次山鹿市総合計画・基本構想の五つ

の基本目標ごとに、平成18年度施策の概要をご説明申し上げます。 

 一つ、「心豊かにたくましく生きる人づくり」につきましては、私が市長就任以

来、継続してその大切さを申し上げてきたところであります。 

 その思いは、地域の人口が減少しつつある中で、最も活用されるべき資源は「人

材」であり、人にしっかりと視点を当てた施策を展開すべきであるとの基本的な考

えからであります。 

 昨年は「新山鹿市百人展」をその一例として開催いたしましたが、この山鹿市に

は、まだ多くの方々が活躍できる場所と機会を求めておられるのではないかと思い

ます。したがって、子どもたちにはその能力を引き出す教育に心掛け、高齢者には

生きがい対策を含めた人づくりに努めてまいりたいと思います。 

 そのような観点から、今回の総合計画におきましても、人づくりを基本目標の冒

頭に掲げて推進していくことといたしました。 

 まず、本市の将来に向けた人づくりの基礎となる教育の分野におきましては、教

育的課題に迅速に対応できる教育センターを設立するとともに、教育のあるべき姿

と推進する施策の方向性を示し、今後の教育行政の指針とするために、市民との協

働により教育基本計画を策定します。 

 また、児童生徒の個性に応じて一人一人を大切にする教育を徹底するため、子ど

も輝きプラン事業として、不登校児童への相談や指導を行うための専門の指導講師

や、障害を持つ児童生徒の状況に応じた臨時講師を配置した授業を行い、人権や生

命の尊重、他人を思いやる教育を推進します。 

 さらに、これからの少子化の進展を見据え、学校を含む教育施設や設備の将来的

なあり方を検討するとともに、国際化・情報化が進む中で、子どもたちの情報教育

を推進するための教育環境の整備を図ります。 

 社会教育面での施策として、次代を担う青少年の健全育成を本市全体の活動とし

て推進していくため、青少年育成市民会議や青少年育成センター推進員との連携に
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より、青少年の健全育成と児童の下校時の安全確保のための巡視活動や相談事業の

充実を図ります。 

 また、休日などにおける子どもたちのスポーツや文化の活動を支援し、公民館活

動や地域行事への積極的な参加も促しつつ、保護者を対象とした講演会等を開催す

ることで、家庭の教育力を育ててまいります。 

 市民の人権に関する意識を高める取り組みとして人権教育啓発に係る基本計画を

策定し、この計画をもとに人権感覚あふれる人づくりを目指します。 

 男女共同参画においては、施策推進の基本となる条例を制定することにより、あ

らゆる分野において総合的・計画的な施策を展開し、市民のだれもが住みよいまち

づくりの推進に努めます。 

 また、市民一人一人の健康づくりを応援する生涯スポーツの振興では、「スポー

ツを通して健康で活気ある地域づくり人づくり」を目指し、より多くの市民が気軽

に参加できる機会や場所の提供に努めるとともに、体育指導員や体育協会等の関係

機関との連携を図り、総合型地域スポーツクラブを中心としたスポーツ活動団体の

育成を積極的に推進します。 

 国外や国内の他地域との交流については、子どもから大人までの幅広い国内外交

流の推進により、相互の友好関係の確立と広い視野を持った人づくりを目指し、各

種施策を進めます。 

国際面では、国外との交流事業参加者の拡大や民間団体の自主的な国際相互交流

に対する支援を中心に進めます。また、学校教育における英語指導助手の配置や公

民館における外国語講座も継続します。 

国内においては、姉妹都市交流を初めとして地域の資源や人材を活用した交流の

支援を行います。 

 文化振興面、文化財面におきましては、市民文化・芸術文化の振興並びに地域の

文化遺産の継承と活用に努めます。国指定重要文化財八千代座については、施設の

第２次整備構想を策定することで文化的価値を生かしつつ新たな活用を見出し、県

内外へ情報を発信するとともに、山鹿市の文化・観光の核として、さらに充実を図

ります。 

 二つに、「活力ある産業づくり」につきましては、豊かな市民生活を営むために

は、雇用の場の確保と所得の向上が不可欠な要素であるとともに、働くことは市民

の生きがいの創造にもつながるものと考えます。そのような観点から、産業振興は

人づくりと同様に力を注ぐべき分野でありますので、本市の豊かな自然や歴史的資

源、地理的特性を生かして、新たな経済的活力を生み出す施策展開に取り組んでま

いります。 
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 本市の基幹産業である農業振興につきましては、高齢化や後継者の減少に伴って

担い手不足が進んでいるため、各地域での話し合いを基本としながら事業推進に取

り組みます。 

 新たな農業政策に対応するためには、認定農業者及び集落営農の育成が緊急の課

題であり、県及び農業団体などと一体となって担い手農家への支援を進めます。 

また、優良農地の保全対策として、農地保有合理化法人による担い手農家への農

地の流動化や集落営農を促進します。さらに、農業の活性化に向けて、産学官のお

のおのが持っている機能と知識を連携させながら、短期・中期・長期のそれぞれの

視野に立った活性化計画の樹立と早期展開を行います。 

 農業生産基盤の整備による生産性の向上を図るため、中山間地の農業用用排水施

設、圃場等を中心に整備を進めるとともに、農地の荒廃を防止することで農業の多

面的機能の充実に取り組みます。 

 林業振興については、森林機能の発揮を図る観点から林業施設等の整備・管理を

実施するとともに、間伐材等の有効活用を促進することにより林業経営の安定化を

図ります。 

 商業振興では、本市の中心市街地商業の核となるプラザファイブの再生事業を支

援するとともに、商店街が実施する各種事業を商工会議所・商工会と連携をとりな

がら積極的に支援します。 

また、和紙及び地元の素材を生かした新商品の開発に努め、県内外での観光物産

展開催により販路拡大を目指します。特に、本市の和紙伝統工芸品を新たな特産品

として育成し、後継者対策等に取り組みます。 

 企業誘致は、雇用機会の確保だけでなく税収面などの効果も高く、本市の均衡あ

る発展と市民生活の向上に大きく寄与し、人口減少にも歯止めをかけるなど波及効

果の高い事業であり、市民からの期待も大きい施策です。新年度は、企業誘致を積

極的に推進するため、最も重要である新たな工業団地の検討や適地選定などの調査

業務を実施いたします。 

 観光振興面では、本市内の六地域で湧出する良質な温泉（六湯）や文化遺産、伝

統芸能など、豊富な観光資源を生かした歴史浪漫息づく田園観光都市づくりを目指

します。また、山鹿市のイメージアップを図るためボランティアガイド等の活動を

積極的に支援し、観光客の受入態勢の充実を図ります。 

 これらをもとに、福岡エリアをターゲットにした観光ＣＭの放送や観光キャン

ペーンを行い、山鹿の魅力を積極的に発信し、観光客誘致に取り組みます。また、

山鹿の顔にふさわしい景観（山鹿八景）を選定し、市民はもとより全国に向けて新

たな魅力をＰＲし、交流人口の増加に努めます。 
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 三つに、「地域とともに支えあう暮らしづくり」については、市民のだれもが住

み慣れた家庭や地域で安全で安心して、そして、豊かな暮らしを営めるようにする

ことが重要であると考えております。 

 そのためには、地域の保健福祉分野において、地域福祉から障害者福祉、そして

次世代育成支援、健康増進、男女共同参画、さらには人権啓発までの各事業にわた

って有機的な連携が必要となります。新年度は、これらに共通した理念を取りまと

め、これを土台として施策や取り組みを総合化した新しい「地域福祉計画」を策定

し、効果的な事業推進と地域の福祉を担う人づくりを推進します。 

 まず、高齢者対策としては、高齢者の自立支援、健康づくり及びいきがい活動な

どの支援として、国の新たな介護保険制度により創設する山鹿市地域包括支援セン

ターを拠点に、各種サービスの基盤整備を図ります。 

 少子化対策としては、保育施策の充実を図るとともに、地域の子育て支援者の発

掘とリーダー育成、次代の親となる中・高校生の育児体験・保育講習などを実施し

ます。 

 また、虐待防止ネットワークを構築し、地域の見守り力を強化します。さらに、

放課後児童健全育成事業等による子どもの居場所づくりに取り組み、安心して生み

育てることができるまちづくりを目指します。 

 市民の健康づくりは、高齢化社会への対応や医療費の抑制などから大きな行政課

題となってきております。新年度におきましては、生活習慣病の予防や検診体制の

充実を図るための組織を新設し、市民の健康増進に努めます。 

 市立病院においては、地域の公的病院として良質で思いやりのある医療を提供す

るため、研修等による人材育成や人材の登用を行い、職員全体のレベルアップに努

めます。 

診療においては、昨年９月の病院事業審議会の答申を踏まえ、急性期医療を展開

し、地域中核病院を目指しながら、がん、心疾患、脳血管疾患に対応するための機

能の充実を図るとともに、地域医療機関との医療連携を推進します。また、病棟等

の改築に向けての実施設計を行うとともに、病院経営の基盤をさらに強化してまい

ります。 

 四つに、「安全で快適な暮らしを支える基盤づくり」については、市民の日常生

活を支える社会資本の整備は市政発展の基礎となるものであり、社会情勢の推移に

対応できる安全性と快適性の視点から整備を進めます。また、本市の社会資本整備

水準の向上による一体的発展と市民福祉の向上を目標に、着実かつ効果的に魅力あ

る都市づくりを進めます。 

 そのため、新年度は主要幹線道路や生活関連道路の整備の方針を示す「道路マス
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タープラン」や都市機能の集約と再構築により、まちの顔となるべき中心市街地の

再生を実施するための「都市再生整備計画」、景観面からまちづくりを指導・支援

するための「景観計画」、並びに住宅行政の全体指針となる「地域住宅計画」を新

市の総合計画に沿った建設行政の指針として策定いたします。 

 一方、交通の利便性向上を目指して、旧市町の継続事業の早期完了を図るととも

に、特に緊急性の高い幹線道路については、整備に一部着手いたします。 

 災害予防における市民の安全と安心については、「地域防災計画」に基づき総合

的な防災体制の整備に努めます。平成18年度においては、災害発生時の緊急放送シ

ステムを統一し、スムーズな情報伝達により地域住民の安心で安全な暮らしを守る

ため、防災行政無線の設置に向けた調査等を実施いたします。 

 地域内における公共交通制度の一環として循環バス等の実現に向けた分析と検討

のため、コミュニティーバスや乗合タクシー等の実証試験の運行を行い、地域の特

性に応じた新たな交通手段の導入を検討します。 

 また、安全で良質な水道水の供給を行うため、既設の上水道・簡易水道施設の計

画的な改修と更新を行うとともに、未給水地区や民営簡易水道地域においては、よ

り安全性の高い飲用水確保のための調査をもとに、今後の水道整備の計画策定を進

めます。 

 生活排水対策としては、生活環境の向上、河川などの公共用水域の水質保全を図

るため、公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置整備事業を計

画的かつ体系的に実施します。 

 これからの高度情報化社会に対応し、本市の行政情報化と地域情報化を総合的か

つ計画的に実施していくため、有識者による調査・検討をもとに高度情報化計画を

策定します。 

また、地域に根ざした放送手段であるオフトーク施設については、機器の老朽化

により運用面の支障も危惧されており、設備の更新を行います。 

 五つに、「人と自然が共生する環境づくり」については、恵まれた本市の自然環

境を次の世代へより良い形で引き継ぐとともに、市民の健康で文化的な都市生活を

創造するため、市民との協働による環境保全施策の展開を進めます。 

 そのため、平成17年度制定いたしました山鹿市環境基本条例に基づき、市の環境

保全の基本方針として、山鹿市の環境特性に応じた独自の環境保全方針を規定する

「環境基本計画」を新年度から２カ年をかけて策定し、環境政策についての全体的

な計画と体系づくりを進めます。なお、この策定に当たっては、市民参画事業や地

域活動団体との協議を行い、市内各地域の状況に応じた計画を策定し、また、公募

市民によるワークショップ等を通じて環境面での人材の発掘と、そのネットワーク



- 17 -   

形成を図ります。 

 循環型社会の構築を図るため、ごみの減量化や再資源化といった廃棄物対策とし

て、ごみの分別収集を推進するとともに、ごみの再資源活動について引き続き啓

発・支援を行います。 

 さらに、このような環境施策には市民や事業者の主体的な参画が不可欠であるた

め、広報誌やホームページにより環境情報を提供し、アンケートやワークショップ、

説明会等を通じて広く市民の意見や参画を求め、環境教育・学習を推進し、人づく

りを通しての環境保全施策を展開します。 

 六つに、以上五つのまちづくりの基本目標ごとに施策の概要をご説明いたしまし

たが、最後にこれらの目標を市民と行政が一体となって推進し、実現するために必

要な三つの基本的方針をご説明いたします。 

 まず、その一つは「開かれた市政の推進」です。地方公共団体は、地方分権の進

展による自己決定権の拡大に伴い、各種の施策に対する説明責任がますます重くな

ってきております。また、市民との協働の前提となるパートナーシップの構築のた

めにも、まず市民に積極的な情報提供を行い、市民との相互理解を基に市政参加を

促していくという、開かれた市政の推進が今後の市政運営の基本に必要であると考

えます。 

 そのため、広報誌などによる情報の内容充実や、その提供手段の整備を図るとと

もに、情報公開制度と公聴制度の充実を進めます。 

 二つ目に、この開かれた市政の推進を前提として「市民協働によるまちづくり」

を推進します。これからのまちづくりは、行政と地域住民がそれぞれに適切な役割

を果たしながら連携・協力して進めることで地域の活力が生まれ、住民が望む地域

社会が実現できるものと考えます。そのため、多くの市民が活動に参加できる機会

の提供や拠点の整備を行うとともに、活動しやすいシステムづくりを進めます。 

組織や体制としては、各地域審議会、地域づくり協働組織などを中心に、各地域

が主体的に魅力ある地域づくりを進めることができるよう指導に努めます。 

また、地域づくりは、そのリーダーに負うところが大きいため、各種団体等の人

材育成について継続的な支援を行い、市民の自主的で魅力ある地域づくり活動の支

援を進めます。 

 そして三つ目に、行政の普遍的な取り組みとしての「簡素で効率的な行財政シス

テムの構築」があります。冒頭でも触れましたが、第１次の総合計画の実現を確実

なものとするために、行政改革と財政構造改革を並行して推進し、あわせて職員の

意識改革も進めるものであります。 

 行政改革については、本年度中に策定します大綱及び実施計画に基づき、市民と
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の協働を図りながら、全庁挙げての抜本的な取り組みとして推進できるよう的確な

進行管理に努めます。 

 財政構造改革については、大綱に掲げる「聖域なき構造改革」等を基本方針とし

て、市民が求める質の高いサービスを効率的かつ多様に享受できる環境をつくり上

げることを目標に推進いたします。 

 職員の意識改革については、これからの職員に必要な資質や職務能力の向上を図

るためのシステムづくりと人事管理に積極的に取り組み、時代の変化に対応できる

人材の育成を目指します。 

 以上、説明いたしました三つの基本的方針は、相互に補完的役割を持つものであ

り、これらを一体的に推進することで、本市が目指す新しいまちづくりが可能にな

るものと考えております。 

〔むすびに〕 

改めて、本市の現状を考えるとき、今後に大きな影響が予想されるものとして国の

制度改革と少子高齢化が挙げられます。平成18年度で第１段階が終わる三位一体改

革も、継続して次の改革が実施されると思われます。 

また、少子化・高齢化の進展の影響も厳しく、新年度では複式学級編成となる小

学校も出る状況の中、一方では高齢化率も３割を超える地域が多くなってきており

ます。 

 しかし、このような事態が予想されたからこそ、私たちは合併を選択したもので

あります。厳しい中においても、今この機を逃さず改革に取り組むべきであり、ま

さに時代は改革と創造、そして実行するときであると思います。 

 また、平成17年度は、合併前の継続事業の早期完成を中心として、各地域の一体

的促進と６万市民の心の融和に努めるとともに、新市の基本方針を定めることに力

を注いでまいりました。その結果、各種計画の最上位計画としての「総合計画」を

本年度中に策定し、新年度はこれらと整合性を図った新市建設の第一歩としての各

分野別計画を策定し、事業を推進してまいります。 

 また、公の施設の指定管理者制度の導入に見られるように、もはや公共的な部分

を担うのは必ず行政でという時代ではありません。民間団体や各地域の力、すなわ

ち６万市民のふるさとへの「愛情と誇り」が、まちづくりにつながる最大のエネル

ギーであると確信しております。市内の各地域間の交流により新たな連携が始まり、

行政との関係も含めてさまざまな事業を協働で進めることで、行政サービスの水準

を維持しながら、これからの改革を成し遂げることができるものと考えます。 

 以上、述べましたような厳しい現実を認識した上で新市への夢と希望をつなぐた

め、市民と行政が心を一つにして「まほろば創生・人輝く温もりの都市やまが」の
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実現を図りたいと思います。どうか皆様方のなお一層のご支援とご協力をお願いい

たします。 

 本日から21日間にわたりご審議いただきます議案は、条例20件、予算24件、その

他47件の合計91件でございます。これらの諸議案につきましては、職員をして説明

をさせていただきます。よろしくご審議の上、ご採決を賜りますようお願い申し上

げます。 

 なお、続きまして、大きな懸案でありました新庁舎の建設についてご説明いたし

ます。結論として、新庁舎建設の時期につきましては、３年以内の着工は困難であ

ると判断し、場所の決定もさらに慎重に検討すべきものと考えます。 

 今、市民が求めるものは、新市の総合計画や行財政改革を踏まえ、合併前の継続

事業や市民生活の基盤となる事業を推進することであると思います。さらには、ま

ちづくりの方向性もコンパクトシティの方向へ制度改正が進んでおり、行政改革に

よる本市の組織改編なども含め、多くの行政課題との整合性を図る必要がございま

す。 

 以上が、今回の考え方の大きな前提でございます。 

 議員各位には、諸般の事情をお汲み取りいただき、ご理解をいただきますようお

願い申し上げます。終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５ 議案第１号～議案第91号   

     報告第１号～報告第３号   

○議長（高野誠二君）   

 日程第５、議案第１号から報告第３号までの全案件を一括議題といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

        （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び 

規約の一部変更について） 

  議案第２号 専決処分の承認を求めることについて 

        （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、共 

同処理する事務の変更及び規約の一部変更について） 

  議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号） 

  議案第４号 平成17年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  議案第５号 平成17年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第６号 平成17年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  議案第７号 平成17年度六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 
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  議案第８号 平成17年度城北財産区特別会計補正予算（第１号） 

  議案第９号 平成17年度稲田財産区特別会計補正予算（第１号） 

  議案第10号 平成17年度稲田六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 

  議案第11号 平成17年度山鹿市病院事業会計補正予算（第５号） 

  議案第12号 山鹿市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

  議案第13号 山鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条 

例の一部を改正する条例 

  議案第14号 山鹿市長等の給与の特例に関する条例 

  議案第15号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第16号 山鹿市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

  議案第17号 山鹿市国民保護協議会条例 

  議案第18号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改 

正する条例 

  議案第19号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例 

  議案第20号 山鹿市在宅高齢者福祉対策事業費用徴収条例の一部を改正する条例 

  議案第21号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例 

  議案第22号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  議案第23号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第24号 山鹿市城北財産区財政調整基金条例等の一部を改正する条例 

  議案第25号 山鹿市稲田財産区財政調整基金条例 

  議案第26号 山鹿市鹿央古代の森交流施設条例 

  議案第27号 山鹿市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

  議案第28号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

  議案第29号 山鹿市営墓地条例の一部を改正する条例 

  議案第30号 山鹿市放置自動車発生の防止及び適正な処理に関する条例 

  議案第31号 山鹿市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

  議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

  議案第33号 平成18年度山鹿市国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第34号 平成18年度山鹿市老人保健事業特別会計予算 

  議案第35号 平成18年度山鹿市用地先行取得事業特別会計予算 

  議案第36号 平成18年度山鹿市農業集落排水事業特別会計予算 

  議案第37号 平成18年度山鹿市介護保険事業特別会計予算 

  議案第38号 平成18年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計予算 

  議案第39号 平成18年度山鹿市簡易水道事業特別会計予算 
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  議案第40号 平成18年度六郷財産区特別会計予算 

  議案第41号 平成18年度城北財産区特別会計予算 

  議案第42号 平成18年度稲田財産区特別会計予算 

  議案第43号 平成18年度稲田六郷財産区特別会計予算 

  議案第44号 平成18年度山鹿市水道事業会計予算 

  議案第45号 平成18年度山鹿市病院事業会計予算 

  議案第46号 平成18年度山鹿市下水道事業会計予算 

  議案第47号 山鹿市基本構想 

  議案第48号 須屋・星原辺地総合整備計画 

  議案第49号 岩倉辺地総合整備計画 

  議案第50号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の共同設置について 

  議案第51号 公の施設の指定管理者の指定について（消防団第16分団拠点施設） 

  議案第52号 公の施設の指定管理者の指定について（市民会館） 

  議案第53号 公の施設の指定管理者の指定について（稲田地域交流センター） 

  議案第54号 公の施設の指定管理者の指定について（木工体験施設） 

  議案第55号 公の施設の指定管理者の指定について（本分地区多目的集会施設） 

  議案第56号 公の施設の指定管理者の指定について（山村・都市交流施設） 

  議案第57号 公の施設の指定管理者の指定について（池田地区農業集落多目的集会 

施設） 

  議案第58号 公の施設の指定管理者の指定について（酒造野地区農業集落多目的集 

会施設） 

  議案第59号 公の施設の指定管理者の指定について（一本松農村公園） 

  議案第60号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央生産物直売所） 

  議案第61号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央ふるさと親木館） 

  議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿本ふれあい木香館） 

  議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について（特産工芸村） 

  議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について（鞠智城跡物産館） 

  議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について（水辺プラザかもと） 

  議案第66号 公の施設の指定管理者の指定について（道の駅小栗郷） 

  議案第67号 公の施設の指定管理者の指定について（小栗郷カントリーパーク） 

  議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（灯籠民芸館） 

  議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（キャン 

プ場、テント村）） 

議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について(矢谷渓谷キャンプ場(きらり)) 
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  議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について（岳間渓谷キャンプ場） 

  議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（待合所棟）） 

  議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（物販棟）） 

  議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について（勤労青少年ホーム） 

  議案第75号 公の施設の指定管理者の指定について（八千代座等） 

  議案第76号 公の施設の指定管理者の指定について（市民スポーツセンター） 

  議案第77号 公の施設の指定管理者の指定について（市民プール） 

  議案第78号 公の施設の指定管理者の指定について（サイクリングターミナル） 

  議案第79号 市道路線の認定について 

  議案第80号 市道路線の認定について 

  議案第81号 市道路線の認定について 

  議案第82号 市道路線の認定について 

  議案第83号 市道路線の認定について 

  議案第84号 市道路線の認定について 

  議案第85号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第86号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第87号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第88号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第89号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第90号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第91号 城北財産区管理委員の選任について 

  報告第１号 専決処分の報告について 

  報告第２号 専決処分の報告について 

  報告第３号 専決処分の報告について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 提案理由の説明を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

 おはようございます。議案第１号及び議案第２号についてご説明申し上げます。

２議案とも専決処分の承認を求めることについてでありまして、地方自治法第179

条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求めるものでございます。議案第１号は、熊本県内の市町村及び

一部事務組合等で組織し、山鹿市も加入しておりますが、熊本県市町村総合事務組
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合の加入団体であります北天草衛生施設組合が平成17年12月28日に解散し、脱退い

たしました。これに伴い、地方自治法の規定により組合を組織する地方公共団体の

数を減少し、組合規約を変更することについて協議を行う必要が生じ、この協議を

行うためには議会の議決が必要でしたが、議会を招集するいとまがありませんでし

たので平成17年12月26日に専決処分したところであります。以下、規約の一部変更

をする規約についてご説明いたします。 

 別表第１及び別表第２中「、北天草衛生施設組合」を削ります。別表第１は、組

合を組織する地方公共団体名をすべて列記しており、別表第２は組合の共同処理す

る事務についておのおのの事務ごとに加入する団体名を列記しているものでござい

ます。 

附則といたしまして、この規約は平成17年12月29日から施行いたしました。 

続きまして議案第２号ですが、第１号でご説明しました熊本県市町村総合事務組

合の構成団体であります合志町、西合志町が２月27日に合併し「合志市」に、それ

から菊水町、三加和町が３月１日に合併し「和水町」になり、本渡市、牛深市、有

明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町、河浦町が３月27日に

合併して「天草市」となる予定でございます。これらの合併によりまして、合志西

合志下水道組合が２月26日に解散し、西天草清掃施設一部事務組合が３月26日に解

散する予定であります。 

これらの合併関係市町村は、合併の日の前日に総合事務組合を脱退し、新たに誕

生した市町村は合併の日に総合事務組合に加入することとなり、解散する団体は解

散の日に総合事務組合を脱退することとなります。また、組合の共同処理する事務

のうち自治会館に関する事務以外の事務から天草８町が除外されることとなります。 

以上申し上げました組合から脱退、加入によります団体の数の減少、共同処理す

る事務の変更、これらに伴います規約の一部変更につきましては、市町村の合併の

特例に関する法律及び地方自治法の規定により関係団体の協議が必要で、この協議

には議会の議決を経る必要がありましたが、議会を招集するいとまがありませんで

したので平成18年２月９日に専決処分したところであります。 

以下、規約の一部変更についてご説明をいたします。組合を組織します団体名を

列記しました別表第１に脱退、加入による改正を行いまして、組合の共同処理する

事務についてそれぞれ定めております別表第２につきましても、別表第１と同様に

所要の改正を行うものであります。 

なお、附則といたしまして、この規約は平成18年３月27日から施行するものであ

ります。 

経過措置といたしまして、改正後の別表第２第３条第１項に関する事務の項に係
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る部分に限りますが、これは職員の退職手当事務に関するものでありますが、天草

市においては旧８町の職員であったものに限り平成19年３月31日まで適用するもの

でございます。 

なお、２議案とも総合事務組合のすべての構成団体におきまして同文によります

議決または専決処分をすることとなっております。 

続きまして、議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号）につき

まして説明を申し上げます。１ページをお願いいたします。今回の補正予算は歳入

歳出予算の補正、繰越明許費及び地方債の補正です。まず第１条、歳入歳出予算の

補正は、総額から１億5478万7000円を減額し、総額を273億1579万3000円とするも

のです。 

５ページをお願いします。第２表 繰越明許費です。（款）土木費、（項）都市

計画費の歴史的地区環境整備街路事業及び（款）災害復旧費、公共土木施設災害復

旧事業につきましては、年度内の完成が見込めないため地方自治法第213条第１項

の規定に基づき繰越明許費を設定するものであります。 

６ページをお願いします。第３表 地方債の補正です。地方債の変更につきまし

ては、国・県支出金の内示、事業費の確定及び地方債の許可見込みにより起債の限

度額をそれぞれ変更するものであります。起債の方法、利率、償還の方法は補正前

と同じです。 

今回の補正予算は、事業費の確定に伴います調整、また、国・県支出金等の内示

に伴う財源組み替え等を主体としております。これらに関する説明は割愛させてい

ただきまして、歳出予算の主なものにについてご説明を申し上げます。 

20ページをお願いします。３歳出、（款）総務費、（目）人事管理費の補正額

4780万4000円は、一般職の早期退職者に係る経費です。次の（目）基金費の中にあ

ります財政調整基金積立金の補正額、説明欄ですが、5071万2000円につきましては

預金利子の確定によるもの、土地の売り払いによるもの及び第三セクターからの寄

附によるものをそれぞれ積み立てるものであります。 

続きまして、21ページにあります（款）民生費、（目）社会福祉総務費の補正額

4803万6000円は、国保会計における基盤安定事業負担金の確定に伴うものでありま

す。財源は、国・県支出金及び一般財源であります。 

22ページをお願いします。（款）農林水産業費、（目）農業振興費の補正額461

万4000円は、省エネルギー対策の一環として循環扇の導入を図り、原油高騰のあお

りを受けている施設園芸農家を支援するものでございます。財源は、県支出金です。 

以上、歳出及び財源内訳について概略ご説明申し上げました。 

総括といたしまして、歳入歳出補正予算事項別明細書総括表を12ページから13
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ページにかけて、また、補正予算に関する説明書として29ページに給与費明細書、

30ページから31ページにかけまして地方債に関する調書を掲載いたしております。

ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

 おはようございます。 

議案第４号 平成17年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正でござい

ます。第１条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に3368万2000円を追加

し、総額を67億9351万8000円とするものでございます。 

内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出により説明申し上げ

ます。 

 ９ページをお願いいたします。３歳出、（款）保険給付費、（目）一般被保険者

高額療養費の補正額2030万9000円は、一人当たりの給付費単価の増加に伴い、不足

を生じる見込みであるために補正するものでございます。財源は、国庫支出金及び

一般財源でございます。（款）諸支出金、（目）償還金の補正額1337万3000円は、

平成16年度国庫支出金精算返納金でございます。財源は一般財源でございます。 

 以上、概略ご説明申し上げましたが、総括といたしまして歳入歳出補正予算の事

項別明細書総括表を７ページに掲載いたしております。 

 続きまして、議案第５号 平成17年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第

１号）についてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。今回の補正予算は歳入歳出予算の補正でございま

す。第１条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に１億642万円を追加し、

総額を79億4908万7000円とするものでございます。内容につきましては、歳入歳出

補正予算事項別明細書の歳出により説明いたします。 

 10ページをお願いいたします。３歳出、（款）総務費（目）一般管理費は、老人

保健医療費適正化推進事業費補助金の内示に伴います一般財源との財源組替を行う

ものです。（款）医療諸費、（目）医療給付費の補正額１億642万円は、老人保健

医療費（現物給付）でございまして、当初見込額より伸び、不足する見込みのため

に増額するものでございます。 

 以上、概略ご説明いたしましたが、総括としまして歳入歳出補正予算の事項別明
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細書総括表を７ページに掲載いたしておりますので、ご参照の上、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

角野市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 角野恵子君 登壇］ 

○市民福祉部次長（角野恵子君）   

 おはようございます。議案第６号 平成17年度山鹿市介護保険事業特別会計補正

予算（第４号）についてご説明申し上げます。今回の補正の内容でございますが、

歳入歳出予算の補正及び地方債の補正予算でございます。 

 １ページをお願いいたします。第１条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の

補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額を「第１表歳入歳出予算補正」とする

ものでございます。なお、今回の補正予算の編成につきましては、歳入歳出予算の

総額に異同がなく、歳入予算における款相互の額の異動に伴うものでございます。

第２条地方債の変更は「第２表 地方債補正」とするものでございます。 

３ページをお願いいたします。第２表 地方債補正でございます。地方債の変更

につきましては、介護保険事業における財政安定化基金貸付金の限度額を3089万

8000円からゼロ円に変更するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は

補正前と同様でございます。 

次に、補正予算の内容につきまして歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出により

ご説明申し上げます。今回の歳出の補正予算につきましては、歳入予算の補正にお

ける財源の組み替えに伴うものでございます。 

 10ページをお願いいたします。（款）保険給付費、（目）介護サービス給付費の

補正額はゼロ円であります。地方債を2894万9000円の減とし、一般財源を2894万

9000円とするものでございます。次に（款）保険給付費、（目）支援サービス給付

費の補正額はゼロ円であります。地方債を155万1000円の減とし、一般財源を155万

1000円とするものでございます。 

 11ページをお願いいたします。（款）保険給付費、（目）審査支払手数料の補正

額はゼロ円であります。地方債を５万8000円の減とし、一般財源を５万8000円とす

るものであります。 

 次に（款）保険給付費、（目）高額介護サービス費の補正額はゼロ円であります。

地方債を34万円の減とし、一般財源を34万円とするものであります。 

 以上、補正予算の内容について概略ご説明申し上げましたが、総括といたしまし

て歳入歳出補正予算事項別明細書総括表を７ページに掲載をいたしております。ま

た、補正予算に関する説明書として地方債に関する調書を12ページに掲載をいたし
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ておりますので、ご参照の上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げま

して説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 有尾経済部次長。 

［経済部次長 有尾隆俊君 登壇］ 

○経済部次長（有尾隆俊君）   

 議案第７号 平成17年度六郷財産区特別会計補正予算（第１号）についてご説明

を申し上げます。 

 １ページをお願いします。第１条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ425万7000

円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ495万8000円と定めるものでございま

す。 

 ６ページをお開きください。歳出予算についてご説明申し上げます。平成16年度

の決算における繰越金のうち425万7000円を積立金として増額するものであります。 

 ５ページに歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しております。 

 続きまして、議案第８号 平成17年度城北財産区特別会計補正予算（第１号）に

ついてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いします。第１条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ14万1000円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1074万1000円と定めるものでございます。 

 ７ページをお開きください。歳出予算についてご説明申し上げます。利子配当金

14万1000円を基金条例に基づき財政調整基金に編入するものであります。 

 ５ページに歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しております。 

 続きまして、議案第９号 平成17年度稲田財産区特別会計補正予算（第１号）に

ついてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。第１条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ199万

9000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ300万4000円と定めるものでござ

います。 

 ６ページをお開きください。歳出予算についてご説明申し上げます。平成16年度

決算における繰越金のうち199万9000円を積立金として増額するものであります。 

 ５ページに歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しております。 

 続きまして、議案第10号 平成17年度稲田六郷財産区特別会計補正予算（第

１号）についてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いします。第１条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ536万円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ746万1000円と定めるものでございます。 

 ６ページをお開きください。歳出予算についてご説明申し上げます。平成16年度
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の決算における繰越金のうち536万円を積立金として増額するものであります。 

 ５ページに歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しております。ご参照の上、ご

審議賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 清田病院事務部長。 

［病院事務部長 清田辰郎君 登壇］ 

○病院事務部長（清田辰郎君）   

 議案第11号 平成17年度山鹿市病院事業会計補正予算（第５号）についてご説明

いたします。今回の補正は、ＣＴ装置の管球の故障による管球交換に要する経費及

び一般会計における早期退職者の退職給与金に係る退職手当負担金、並びに３月31

日付で早期退職いたします職員１名の退職給与金を地方公営企業法施行令第26条第

２項及び第３項の規定に基づき補正を行うものでございます。 

 以下、議案によりご説明いたします。１ページをお開き願います。第１条は、総

則でございます。第２条は、収益的収入及び支出でございます。このうち支出につ

いて補正をお願いするものでございます。 

（第１款）病院事業費用の既決予定額に1583万4000円を増額し、総額を27億5731

万2000円とするものでございます。 

２ページに続きます。第３条は、資本的収入及び支出でございます。このうち支

出について補正をお願いするものであります。 

（第１款）資本的支出を既決予定額に2378万8000円を増額し、総額を３億9775万

8000円とするものでございます。 

以下、総体的事項についてご説明いたしましたが、内容につきましては補正予算

実施計画によりご説明いたします。 

６ページをお開き願います。支出の（款）病院事業費用、（項）医療費用、

（目）経費の補正予定額1522万5000円はＣＴ装置の管球故障により、その交換に要

する経費の増額分でございます。次に（目）他会計負担金の補正予定額60万9000円

は、一般会計における早期退職者に伴う退職手当負担金でございます。 

７ページをお開き願います。支出の（款）資本的支出、（項）繰延資産、（目）

退職給与金の補正予定額2778万8000円は３月31日付で早期退職いたします職員１名

の退職給与金でございます。 

なお、補正いたします退職給与金につきましては、地方公営企業法施行令第26条

第２項及び第３項の規定に基づき、翌年度以降５カ年で均等に費用化し償却するも

のであります。 

以上、概略をご説明申し上げました。ご審議賜りますようお願い申し上げまして
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説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時03分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時13分 開議 

○議長（高野誠二君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。 

清田病院事務部長。 

［病院事務部長 清田辰郎君 登壇］ 

○病院事務部長（清田辰郎君）   

数字の訂正をお願いいたします。議案第11号の７ページをお開き願います。退職

給与金の補正予定額を2778万8000円と申し上げましたけれども、2378万8000円の誤

りでございます。訂正してお詫び申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長（高野誠二君）   

西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

議案第12号 山鹿市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についてご説明

申し上げます。 

本案は、本市の人事行政の運営等の状況の公表に関しまして、地方公務員法第58

条の２の規定に基づき条例を制定する必要があり、ご提案するものであります。平

成16年の地方公務員法の改正によりまして、毎年、任命権者及び公平委員会から人

事行政の運営等の報告を受け、その概要等を公表するものであります。 

まず、第２条で、各任命権者は市長に対しまして８月までに前年度の人事行政の

運営等の状況を報告しなければならないものとし、第３条におきまして、その報告

事項を定めるものであります。次に、第４条で公平委員会につきましても、任命権

者と同様に８月までに前年度の業務の状況を報告しなければならないものとし、第

５条におきまして報告事項を定めるものであります。第６条におきまして、市長が

公表する時期を毎年12月末までとし、第７条でその方法を山鹿市公告式条例に定め

ます方法及び規則で定めます方法とするものです。 

附則としまして、この条例は公布の日から施行いたします。 

次に、議案第13号 山鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。この条例は、障害
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程度区分認定審査会の設置及び教育関係指導員等の報酬額の見直しに伴い条例を改

正するものであります。 

別表第１では、障害者自立支援法第15条に基づき設置します障害程度区分認定審

査会委員の報酬額を介護認定審査会委員に準じ２万円と定めるものであります。 

別表第２では、清浦記念館長の報酬を年額５万円に改め、学校教育指導員を新た

に加え、月額報酬を14万円とし、社会教育指導員及び青少年育成指導員についても

月額報酬を14万円に改めるものであります。 

附則としまして、平成18年４月１日から施行するものであります。よろしくお願

いいたします。 

○議長（高野誠二君）   

杉燒助役。 

［助役 杉燒義文君 登壇］ 

○助役（杉燒義文君）   

おはようございます。議案第14号について提案理由を説明いたします。議案第14

号 山鹿市長等の給与の特例に関する条例。この条例を制定したいから議会の議決

を求める。 

この議案は、市長、助役、収入役及び教育長の給与の支給額を、現市長が在任す

る期間減額するため条例を制定する必要があり、提案するものでございます。 

第１条では、市長について100分の10を、助役、収入役について100分の７、給料

月額を減じるものでございます。 

第２条では、教育長について100分の７を給料月額を減じるものでございます。 

附則といたしまして、平成18年４月１日から施行するものとし、現市長の在任中

に限り適用するものでございます。 

市政２年目を迎えておりますが、市の財政状況極めて厳しき中に行政課題は山積

をいたしております。本年からこれらの課題に対応し、市民の負託にこたえていく

べく行政改革と財政構造改革を力強く進めてまいります。この指導的使命職にあり

ます市長、助役、収入役、教育長の改革に向かう姿勢の一端として本条例案を提案

するものでございます。審議賜りますようお願いを申し上げ、説明とします。 

○議長（高野誠二君）   

   西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

議案第15号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、ご説明申し上げます。本案は、人事院勧告に基づきまして国家公務員の給与
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改定に伴い条例を改正する必要があり、提案するものであります。 

これは、平成17年の人事院勧告におきまして昭和32年以来、約50年ぶりとなりま

す給与構造の抜本的な改革がなされ、平成18年度から順次実施されることになった

ため条例を改正するものです。 

主な内容をご説明しますと、今回の制度改革は職員の士気を確保しつつ能率的な

人事管理を推進するため、年功的な給与上昇を抑制し、職務、職責や勤務実績に応

じた適切な給与への転換、勤務実績をより的確に繁栄し得るような昇給制度の整備

を実施するために行われました。 

具体的には、給料表につきまして全体として4.8％引き下げを行い、若年層につ

いては引き下げを行わず、中高齢層について７％引き下げることにより給与カーブ

のフラット化を行いました。 

手当に関しましては、民間賃金の地域格差を適切に反映するため、現行の調整手

当に変えて地域手当を支給することとしました。昇給制度につきましても、職員の

勤務成績が適切に反映される昇給制度とするものであります。そのほか、勤勉手当

への勤務成績の反映も行います。 

最後に、実施時期につきましては経過措置を設けて段階的に導入し、平成22年度

までの５年間をかけて制度を完成する予定であります。このため、平成18年度は新

給料表への切り替え、地域手当の導入、昇給方法の切り替えにつきまして経過措置

を設けて行います。 

改正の内容をご説明いたします。第２条は、手当の名称を「、調整手当」から「、

地域手当」に改めるものです。第４条は昇給の基準、第３項で昇給日の統一、第

４項で昇給号数の基準、第５項で55歳以上の高齢層の昇給について、第６項で枠外

昇給の停止について、それぞれ定めます。第８条の２は、地域手当の規定でござい

ます。そのほか該当する条文の整備を行いまして、別表における給料表の改正を行

います。 

附則といたしまして、この条例は平成18年４月１日から施行いたします。 

また、マイナス改定の経過措置としまして、現在受けております給料月額につき

ましては現給補償を行うものであります。 

次に、議案第16号 山鹿市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例、議

案第17号 山鹿市国民保護協議会条例について、ご説明いたします。 

まず、両案の根拠となっております武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律、いわゆる国民保護法について、その概略をご説明いたします。

武力攻撃等が生じた場合、国民の生命・身体・財産を保護し、国民生活に及ぼす影

響を最小限にするため、国・地方公共団体・指定公共機関等の責務を初め住民の避
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難及び避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処等が定められており

ます。 

この法律で想定されております武力攻撃等は、着上陸攻撃、ゲリラや特殊部隊に

よる攻撃、弾道ミサイル攻撃及び航空攻撃の四つの類型を想定されております。 

この法律に基づきます地方公共団体の役割としましては、警報の伝達や避難の指

示、救援の実施等であります。いざというときに国民保護措置ができるよう、国民

の保護に関する計画の作成や組織の整備、訓練の実施などが求められております。 

それでは、議案第16号 山鹿市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

でありますが、国民保護対策本部は武力攻撃事態が発生した場合、一方、緊急対処

事態対策本部は武力攻撃に準じたテロ等の事態が発生した場合に、国・県の指示に

基づき設置されるものであります。 

第１条は、対策本部の設置目的及び根拠、第２条から７条まで組織及び機能分署

を定めております。第８条において、武力攻撃に準ずる事態が発生した場合に設置

される緊急対処事態対策本部に準用する旨を定めております。 

附則において、施行日を平成18年４月１日といたしております。 

次に、議案第17号 山鹿市国民保護協議会条例ですが、自然災害に対処します災

害対策基本法に基づき、地域防災計画の策定及び実施推進するために設置しており

ます山鹿市防災会議に類似するものでございます。 

武力攻撃事態等及び緊急対処事態を想定し、避難・救援・武力攻撃災害への対処

に関する総合的な山鹿市国民保護計画を策定し、計画を実施するために山鹿市国民

保護協議会を設置するものであります。 

第１条に目的、第２条から第４条に委員の定数、会議に関する事項を定めており

ます。また、第５条、第６条において実務的な調査検討機関として、幹事会並びに

部会を設置できる規定であります。 

なお、附則におきまして平成18年４月１日より施行することといたしております。 

続きまして、議案第18号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。消防団は、今日まで地域災

害や防災だけでなく、有事における国民保護に係る対処に重要な役割を担うことと

なり、地域住民の安心・安全を確保するために欠かせない組織として、今後も大い

に活躍することが期待されるところであります。 

今回の改正は、地域防災力の向上に欠かせない消防団員の確保の重要性にかんが

み、消防団活動の環境整備、団員の処遇を改善し、人材を確保する一助となるよう

改正するものでございます。第12条の次に１項を加え第３項とし、水火災、警戒、

訓練等の職務に従事する場合、予算の範囲内で市長が定める額を費用弁償として支
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給することができるとするものであります。 

なお、支給対象となる職務等の詳細については、団本部と十分に協議しながら取

り扱いに関する支給要項を定めることといたしております。 

以上ご説明申し上げましたが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

議案第19号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げ

ます。本案は、石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されましたことに伴

いまして、条例の改正をお願いするものでございます。 

本条例の第５条第２項は、戸籍事項の証明について法令に基づき条例に定めるこ

とで手数料を免除する規定であります。今回、石綿による健康被害の救済に関する

法律に規定する救済等を求めようとする方の負担軽減の観点から、手数料を無料と

する場合を追加するものでございます。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたします。 

続きまして、議案第20号 山鹿市在宅高齢者福祉対策事業費用徴収条例の一部を

改正する条例について、ご説明申し上げます。本案は、在宅高齢者福祉対策事業の

見直しによる利用者負担の改定及び事業の一部廃止に伴い条例を改正するものです。 

平成18年度からの予防を重視した介護保険法の改正に伴い、高齢者福祉で実施さ

れていました国の介護予防、地域支え合い事業は廃止されました。以前より当事業

で行ってきました事業の一部は、介護保険特別会計の地域支援事業交付金により実

施しますが、その他の事業は補助対象から外れ、市単独での実施となります。 

今後は限られた財源でより効率的、効果的な事業の展開をするために、今回いく

つかの事業の見直しを行う中で、次のとおり利用者負担等の改正を行うものです。 

別表中、食の自立支援事業において１食300円を500円に、老人緊急通報システム

事業において、生活保護法による被保護世帯以外の世帯を毎月1000円に、生活管理

指導事業の家事指導において１時間以内100円を500円に、１時間を超える場合30分

ごと50円を250円に、生きがい活動支援通所事業において１回700円を1000円にする

ものです。 

なお、附則につきましては、第１項において条例の施行日を平成18年４月１日と

し、第２項において経過措置について定めるものです。 

続きまして、議案第21号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の委員の定数

等を定める条例について、ご説明申し上げます。 



- 34 -   

議案第21号の説明を行います前に、関連いたします障害者自立支援法についてご

説明申し上げます。障害者自立支援法は、昨年11月７日に公布され、現在の居宅

サービス等につきましては平成18年４月１日、新体系のサービス等は10月１日より

施行されることになります。 

この障害者自立支援法の内容といたしましては、障害者の地域生活と就労を勧め、

自立を支援する観点から、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供され

ていた福祉サービス、公費負担医療などについて共通の制度のもとで一元的に提供

するものです。なお、利用者負担につきましては原則１割負担となります。 

それでは、議案第21号についてご説明申し上げます。山鹿市と植木町との障害程

度区分認定審査会の共同設置については、障害者自立支援法第15条及び地方自治法

第252条の７第１項の規定に基づき行うものです。本案は、障害者自立支援法第16

条の規定により、審査会の委員の定数を制定する必要があり提案するものです。 

その内容につきましてご説明申し上げます。第１条は、審査会の委員の定数につ

いての規定で、委員の定数を24人以内とするものです。第２条は、委任事項を規定

したもので、認定審査会に必要な事項は規則で定めます。 

なお、附則につきましては、第１項において条例の施行日を平成18年４月１日と

し、第２項において準備行為について定めるものです。 

続きまして、議案第22号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて、ご説明申し上げます。本案は、合併に伴い国民健康保険税の基礎課税額及び

介護納付金課税額における負担割合等の見直しに伴い、条例を改正する必要があり

提案するものです。 

改正の理由といたしまして、合併協議会における協定項目として国民健康保険の

医療給付分、介護納付金分の税率については、合併直前の医療費等の事業費や関係

法令の改正状況をもとに、合併時から平成18年度まで不均一課税を行い、平成19年

度から統一するとされております。平成19年度の統一税率につきましては、今後の

市民所得の動向や医療費の動向、また、平成20年度から予定されております抜本的

な医療保険制度の改正状況に基づく影響がございますので、その動向を見極め、適

宜見直しが必要であると考えております。 

議案の説明を申し上げます。１ページをお願いいたします。第３条第１項は、所

得割額を定めたものです。旧山鹿市「100分の9.1」を「100分の9.3」に、旧鹿北町

「100分の8.2」を「100分の8.8」に、旧菊鹿町「100分の8.1」を「100分の8.8」に、

旧鹿本町「100分の8.3」を「100分の8.9」に、旧鹿央町「100分の8.7」を「100分

の9.1」に改めるものでございます。 

次に、第４条は資産割額を定めたものです。旧山鹿市「100分の46」を「100分の
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43」に、旧鹿北町「100分の50」を「100分の45」に、旧菊鹿町「100分の53」を

「100分の47」に、旧鹿本町「100分の39」を「100分の40」に、旧鹿央町「100分の

48」を「100分の44」に改めるものでございます。 

次に、第５条は被保険者均等割額を定めたものです。被保険者１人について旧山

鹿市「２万5200円」を「２万5000円」に、旧鹿北町「２万4200円」を「２万4500

円」に、旧菊鹿町「２万3600円」を「２万4200円」に、旧鹿本町「２万3800円」を

「２万4300円」に、旧鹿央町「２万5200円」を「２万5000円」に改めるものでござ

います。 

次に、第６条は世帯別平等割額を定めたものです。１世帯について旧山鹿市

「３万4500円」を「３万4300円」に、旧鹿北町「３万3200円」を「３万3600円」に、

旧菊鹿町「３万1000円」を「３万2500円」に、旧鹿本町「３万1200円」を「３万

2600円」に、旧鹿央町「３万3200円」を「３万3600円」に改めるものでございます。 

第７条は、介護納付金課税に係る所得割額を定めたものです。旧山鹿市「100分

の1.6」を「100分の2.1」に、旧鹿北町「100分の1.8」を「100分の2.2」に、旧菊

鹿町「100分の2.1」を「100分の2.3」に、旧鹿本町「100分の1.8」を「100分の

2.2」に、旧鹿央町「100分の2.0」を「100分の2.3」に改めるものでございます。 

第８条は、介護納付金課税に係る均等割額を定めたものでございます。被保険者

１人について、旧山鹿市「１万2300円」を「１万3000円」に、旧鹿北町「１万2000

円」を「１万2900円」に、旧菊鹿町「１万2600円」を「１万3200円」、旧鹿本町

「１万1700円」を「１万2700円」に、旧鹿央町「１万2300円」を「１万3000円」に

改めるものでございます。 

次に、２ページをお願いいたします。第14条は、国民健康保険税の減額を定めた

ものでございます。低所得者階層に対する国保税の負担軽減を図るための制度でご

ざいまして、一般被保険者に係る減額分については保険基盤安定制度で財源措置が

なされているところでございます。第14条第１項第１号は７割軽減、第14条第１項

第２号は５割軽減、第14条第１項第３号は２割軽減の規定でございまして、それぞ

れ旧市町の医療分の均等割額、平等割額及び介護分の均等割額の７割・５割・２割

の額を、改正後の額の７割・５割・２割に改めるものでございます。 

今回の改正につきましては、増減要因がないものとした場合の調定で医療分

1.1％、介護分13.1％、全体では2.0％の増と推計いたしております。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。 

適用区分で、改正後の条例の規定は平成18年度分の国保税から適用し、平成17年

度分までの国保税については従前の例によるものでございます。 

厳しい経済情勢が続く中での負担増は大変心苦しいものがございますが、国保財
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政の健全運営のため格別のご理解を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終

わります。 

○22番（森 久雄君）   

   議長。要望が一つございますが。 

○議長（高野誠二君）   

   森議員。 

○22番（森 久雄君）   

   市民福祉部長が説明されましたが聞き取りも筆記もできないわけでございまして、

今ご説明をいただいた文書を事前に配付してもらって、そして説明してもらえばよ

かったと思いますけれども、なかなか今の説明を聞いて理解しろと言われても大変

難しいわけです。要望です。 

○議長（高野誠二君）   

   後ほど、部長の方に私から要望しておきますので、よろしくお願いします。 

   角野市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 角野恵子君 登壇］ 

○市民福祉部次長（角野恵子君）   

 議案第23号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げ

ます。 

 今回の改正条例は、第２期中期財政実施期間が平成18年３月末で終了することと、

第３期中期財政実施期間におけます第１号被保険者の保険料の改定、介護保険法改

正によります保険料段階の変更、税制改正によります激変緩和措置に伴います条例

改正でございます。 

第３期の第１号被保険者の保険料改定でございますが、合併協定項目に「第１号

被保険者の保険料については、第２期事業運営期間の平成17年度までは現行のとお

りとし、平成18年度から統一する。ただし、第３期事業運営期間の保険料が急激な

負担増となる場合は、平成18年度から３年間を不均一賦課とし、第４期事業運営期

間の平成21年度から統一する。」とあります。 

山鹿市老人保健福祉計画、介護保険事業計画策定委員会におきまして、統一する

か、また不均一賦課とするか慎重に検討されました。その結果、合併協定項目を尊

重し、第３期事業実施期間は不均一賦課とし、第４期事業実施期間の平成21年度か

ら統一すると決定をいただいたところでございます。 

 １ページをお願いいたします。改正内容でございますが、第３条第１項中、第

３期事業実施期間を「平成18年度から20年度まで」に改めるものでございます。 

 次に第５条関係でございますが、保険料段階の変更によりまして賦課期日後にお
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いて第１号被保険者の資格取得、資格喪失等があった場合の保険料段階区分を改め、

保険料の額は当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当

該第１号被保険者に係る保険料の額とし、当該該当するに至った日の属する月から

第38条第１項第１号から第５号までのいずれかに規定する者として、月割により算

定保険料の額の合算額を改めるものでございます。 

 次に、第16条は罰則関係でございます。介護保険法改正によりまして要介護認定

等区分が変更され、現在の認定区分の要介護１が要支援２と要介護１に区分される

ことに伴いまして、「要支援２の方の要支援状態区分の変更申請をする場合、被保

険者証の提出を求められて、これに応じない者」を加えるものでございます。 

 ２ページ、３ページをお開きください。第１号被保険者の保険料率及び税制改正

に伴う激変緩和措置を、別表のとおりに改めるものでございます。現行の保険料の

設定段階は５段階でございますが、平成18年度より現行の２段階部分を新２段階と

新３段階に区分しまして６段階に設定変更されるものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。附則といたしまして、施行期日を平成18年４月

１日から施行するものでございます。また、経過措置といたしまして、改正後の第

３条の規定は平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度

分の保険料については、なお従前の例によるものでございます。 

 よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 有尾経済部次長。 

［経済部次長 有尾隆俊君 登壇］ 

○経済部次長（有尾隆俊君）   

 議案第24号 山鹿市城北財産区財政調整基金条例等の一部を改正する条例につい

て、ご説明を申し上げます。本案は、各基金における積立て及び剰余金の取扱規定

の見直しに伴い条例を改正する必要があり、提案するものでございます。 

第１条におきましては、山鹿市城北財産区財政調整基金条例の一部改正であり、

第２条中「城北財産区特別会計歳入歳出予算において」を「歳入歳出予算で」とい

う表記に改正するものであります。 

 第２条に、第２項として特別会計の剰余金の取り扱いについて、その全部又は一

部を翌年度へ繰り越さないで基金へ編入することができる旨の条項追加であり、山

鹿市財政調整基金条例の会計処理の例に合わせた規定へ改正するものであります。 

第４条は、前文の改正でありまして、基金の運用収益を予算に計上して基金に編

入する旨の規定であり、山鹿市財政調整基金条例の会計処理に合わせた規定へ改正

するものであります。 



- 38 -   

第２条につきましては、山鹿市稲田財産区・六郷財産区共同管理財政調整基金条

例の一部改正であり、内容につきましては城北財産区と同様でございます。 

第３条につきましては、山鹿市六郷財産区財政調整基金条例の一部改正であり、

内容につきましては城北財産区と同様でございます。 

議案第25号 山鹿市稲田財産区財政調整基金条例についてご説明を申し上げます。

他の財産区と同様に基金を設置するために条例を制定するものであります。その目

的につきましては、第１条にありますように地方自治法に基づき、財源の調整に必

要な資金を積立て、健全な運営に資するためであります。 

以下、２条の積立てから７条の委任まで他の財産区財政調整基金条例と同様であ

ります。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

議案第26号 山鹿市鹿央古代の森交流施設条例についてご説明をいたします。山

鹿市鹿央古代の森交流施設につきましては、山鹿市の自然環境及び古墳群などの地

域資源を活かして、体験学習や農業体験などを通じて都市住民との交流を図ること

を目的に整備を進めているもので、本年３月末に完成予定でございます。この古代

の森交流施設の設置及び管理に関する事項について条例を制定する必要があり、今

回ご提案するものでございます。 

１ページをお願いいたします。第２条で、交流施設の名称及び位置を定めるもの

でございます。名称は、山鹿市鹿央古代の森交流施設。位置、山鹿市鹿央町岩原

2808番地とするものでございます。第４条、第５条は、施設の休場日及び開場時間

についての規定でございます。 

２ページをお願いいたします。第７条は入場料を規定するものでございますが、

入場料につきましては別表第１に定めるとおりといたしております。なお、料金徴

収の対象期間はフジ、ハスの開花期間であります４月下旬から８月下旬とするもの

であります。第10条は利用の承認について、第14条は使用料について規定するもの

でございますが、使用料金については別表第２で定めるとおりでございます。 

３ページをお願いいたします。第17条は、指定管理者による管理に関する規定で

あります。地方自治法第244条の２第３項の規定により、管理を指定管理者に行わ

せることができる旨を規定するものでありますが、当面直営で行うことといたして

おります。 
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４ページをお願いいたします。第23条は委任に関する規定でございます。この条

例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものでございます。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたします。ただし、第７条

の規定、入場料に関する規定でございますが、これにつきましては規則で定める日

から施行するものといたしております。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

議案第27号 山鹿市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明申し上

げます。本案は、公営住宅法施行令の改正に伴い条例を改正する必要があり、提案

するものでございます。 

第５条第７号は、既存入居者が他の公営住宅へ住み替えが可能となる事由の拡大

でございます。世帯構成及び心身の状況から見て世帯人数に対して住宅規模が適当

でない場合、他の公営住宅へ住み替えることができるとしたものでございます。 

第６条は単身での入居が可能なものとして「身体障害者」に限定していたものに

精神障害者、知的障害者等を加え、「障害者」に改めるものでございます。 

第９条第４項は、市営住宅等入居者選考委員会の役割を定めるものでございます

が、委員会の意見を聞いて住宅困窮度を判定していたものを、委員会の意見を聞い

て住宅困窮度判定基準を定めるとするものでございます。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

以上、説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 熊野環境部長。 

［環境部長 熊野次男君 登壇］ 

○環境部長（熊野次男君）   

議案第28号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例についてご

説明申し上げます。 

本案は、農業集落排水処理施設の新設に伴い条例を改正するものであります。平

成17年度で完成いたしました鹿北町岩野の柚の木谷地区小規模集合排水処理施設、

同じく鹿北町椎持の須屋地区小規模集合排水処理施設、鹿央町中浦の中浦浄水セン

ターを農業集落排水処理施設を掲げております別表第１に加えるものであります。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 
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続きまして、議案第29号 山鹿市営墓地条例の一部を改正する条例について、ご

説明申し上げます。本案は、市営墓地の使用料及び管理料の還付要件の見直しに伴

い条例を改正する必要があり、ご提案申し上げるものでございます。 

これまで市営墓地では、利用許可後３年以内に墓地区画を返還した場合のみ使用

料の半額を還付すると規定されておりました。これを前納した管理料の残余期間が

１年以上あって墓地区画を返還した場合にも、管理料負担の公平性の見地から、そ

の残余年度分を還付するため、使用料、管理料の返還要件等の詳細を規則に委任す

る旨、改正しようとするものであります。 

なお、附則といたしまして、施行期日は公布の日からといたしております。 

続きまして、議案第30号 山鹿市放置自動車発生の防止及び適正な処理に関する

条例について、ご説明申し上げます。本案は、公共の場所に放置された自動車で生

じる障害や危険を速やかに除去し、市民の安全、快適な生活環境を確保することを

目的として制定するものであります。 

現在、市の施設、市道等に放置されている自動車等につきましては、交通安全、

都市景観上大きな問題となっているばかりか、防犯上におきましても懸念を生じさ

せるものとなっております。また、自動車リサイクル法の施行により、廃車時のリ

サイクル費用負担を逃れるための放置増加も想定されるところでございます。こう

した放置自動車の発生を防止し、また、適正な処理を行うため本条例をご提案申し

上げるところでございます。 

主な内容につきまして、条文に即してご説明いたします。まず、第３条から第

６条にかけて放置自動車に関係する市、事業者、市民、土地所有者等の責務や協力

について規定いたしております。第７条では、放置自動車の廃物認定等を行う対策

審議会の設置を、また、第９条以下で具体的な放置自動車の処理手続や認定基準を

定め、第18条で廃物と認定された放置自動車を処分等する旨、規定いたしておりま

す。 

また、第23条以降で罰則規定を設けており、本条例案では一定の周知期間をおく

ため、附則で施行期日を平成18年７月１日といたしております。 

以上、条例改正及び制定について概略ご説明申し上げました。よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げまして説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 清田病院事務部長。 

［病院事務部長 清田辰郎君 登壇］ 

○病院事務部長（清田辰郎君）   

議案第31号 山鹿市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について
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ご説明申し上げます。本案は、当院が発行いたします診断書料等の手数料について

料金の見直しを行うものでございます。 

近年、診断書記載内容が複雑化し、その作業も繁雑となってまいりましたので、

県内の主な公立病院及び鹿本郡市医師会の料金を参考に、平成３年以来14年ぶりに

条例の改正を行うものでございます。今回新設いたしました手数料は、保険会社の

担当者が症状照会のため医師と面談を行った場合の面談料といたしまして、１回に

つき5000円を徴収するものでございます。 

また、料金の見直しを行いますものは、身体障害者手帳交付用診断書及び生命保

険診断書を3000円から4000円に、交通事故診断書を3000円から5000円に、交通事故

明細書を2000円から3000円に、死体検案書を2000円から5000円に、死体検案料を

4000円から１万円に改定するものでございます。 

附則といたしまして、この条例は料金改定の周知期間を１カ月間設け、平成18年

５月１日から施行するものでございます。 

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

ここで、昼食のためしばらく休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

午前11時58分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時00分 開議 

○議長（高野誠二君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。 

西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

 議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算につきましてご説明申し上げます前

に、国の三位一体の改革の概要及び山鹿市へのその影響額並びに18年度予算編成方

針について概略ご説明申し上げます。 

 まず、平成16年度から18年度までの三位一体改革の全体像についてご説明申し上

げます。恐れ入りますが、別添資料として配付いたしております「平成18年度当初

予算のあらまし」の２ページをお開き願いたいと思います。 

 まず１点目に地方交付税の改革でありますが、総額の大幅な抑制により約５兆

1000億円が削減される見通しであります。このうち18年度は１兆3000億円程度の縮

減見通しです。２点目に、国庫補助負担金改革におきましては４兆7000億円の削減。

３点目に税源移譲、これは収入の方になりますけれども、18年度税制改正において
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所得税から個人住民税への３兆円規模の税源が移譲されます。ただし、18年度に限

りましては移譲額の全額を所得譲与税という形で措置することとされております。 

次に、これらの改革に伴います山鹿市への影響でありますけれども、16年度から

18年度までの３年間実施されますこの改革の影響額は、地方交付税において約21億

円、国庫補助負担金において６億1000万円、合わせまして総額約27億1000万円とな

る見込みであります。一方、税源移譲分として交付されます所得譲与税については

３億9000万円程度であります。この財源不足27億1000万円の補てん策としまして、

今申し上げました所得譲与税３億9000万円、合併による効果といたしまして３億

6000万円、事務事業の見直しによる削減としまして２億6000万円程度であります。

それでも不足する部分につきまして、財政調整基金の取り崩しにより対応いたして

おります。 

このような状況のもと編成いたしました平成18年度の一般会計の予算規模は260

億7700万円、前年比2.9％の増となっております。 

続きまして、18年度予算における編成方針について概略をご説明申し上げます。

まず、18年度は市長説明要旨の中でも申し上げましたように第１次総合計画を基調

とし、五つのテーマを基本に編成に当たっております。特に、予算の重点化、効率

化に当たっては、喫緊の課題である五つの分野へ施策を集中するとともに、財政の

健全化に向けての取り組みを心掛けております。 

また、さまざまな地域課題、これはオフトークの老朽化に伴う整備、市道、農道

など生活基盤の維持管理、消防団運営、義務教育施設の維持管理など、これらにも

積極的に取り組んでおります。 

厳しい財政状況の中にありながらも市民の福祉向上に努めるべく行動、躍動の年

と位置づけて予算編成に当たりました。 

それでは、議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算の概要についてご説明を

申し上げます。１ページをお願いします。第１条は、歳入歳出予算の総額を260億

7700万円と定めるものです。第２条及び第３条は、債務負担行為並びに地方債であ

ります。第４条は、一時借入金の最高額を28億円と定めるものです。第５条は、歳

出予算の流用について定めるものであります。 

12ページをお願いいたします。第２表 債務負担行為です。１の固定資産評価業

務委託から５の景観計画策定業務まで、また、６の山鹿市市民会館管理運営業務、

それから、指定管理者制度の実施に伴います公の施設の管理運営業務委託について

債務の期間、限度額を記載のとおり定めるものであります。 

15ページをお願いします。第３表 地方債についてご説明いたします。地方債制

度に基づく住民税等減税補てん債ほか10の事業に係るものを掲載いたしております。
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限度額の総額は29億8830万円です。起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとお

りでございます。 

では、歳出予算につきまして経常的な事務事業に関する説明を割愛させていただ

きまして、主要事業及び政策的な経費の主なものについてご説明を申し上げます。

大分飛びますが71ページです。（款）総務費、（目）人事管理費の中でありますが、

説明欄の最後の方だと思いますが、人材育成事業170万円は県内の大学と、それぞ

れの事業課において業務ごとに連携、共同作業を行うことにより、職員の能力向上

を図るものでございます。 

次の（目）文書広報費の中にありますオフトーク更新事業１億3900万円は、鹿北、

菊鹿、鹿央地区において、情報伝達手段として利用されておりますオフトーク施設

の更新を行います。 

76ページをお願いします。（目）地域振興費の中に生活交通調査事業500万円は、

生活交通確保対策としまして地域循環バスの導入に向けての調査と試験運行でござ

います。 

次、84ページです。（款）民生費、（目）社会福祉総務費の中ほどにあります地

域福祉計画推進事業1150万円は、これからの山鹿市の福祉行政の指針とする各種計

画を作成するとともに、福祉の担い手づくりを行うものでございます。 

90ページをお願いします。（目）児童福祉総務費の中に、子育ての喜びを感じな

がら働き続けることができる環境づくり、また、子どもたちが健やかに育つことが

できる良好な環境整備に係る各事業を予算化しております。 

次に、95ページをお願いします。（款）衛生費、（目）保健衛生総務費、病院事

業会計負担金の中に、市立病院で実施しております小児夜間診療に対する経費を計

上いたしております。 

次、98ページです。（目）環境対策費の中に環境基本計画策定事業700万円とな

っておりますが、地域環境対策を初め、これからの本市の環境施策の指針とする計

画策定を行うもので、あわせて環境にやさしい人づくりを行ってまいります。 

101ページをお願いします。（款）農林水産業費、（目）農業振興費の中に、昨

今の農業情勢の現状にかんがみ、高品質低コスト農業の推進はもちろん地域間競争

力の強化、生産性の向上、地産地消、安全で安心な農作物の供給等、活力ある農業

づくりに係る各事業を行います。また、独創的な技術を持っている人材の確保、育

成、新規事業への挑戦支援など、やる気のある農家を積極的に応援してまいります。 

また、農業振興費の中にあります野菜、果樹、花き振興事業では、農産物の生産

履歴に関する検索システムの構築としましてユビキタス食の安全システムモデル事

業に取り組むこととしております。 
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104ページをお願いします。農業振興費の一番下にあります農業活性化支援事業

500万円は、これからの本市の農業行政の指針とする計画を策定するものでござい

ます。 

105ページ、（目）畜産業費の中にあります畜産振興事業1096万9000円は、肉用

牛、乳用牛の品質の向上によるブランド化を図り畜産経営の向上を図るものでござ

います。 

続きまして、（目）農地費の中では、農業生産基盤の整備、生産性の向上及び維

持管理コストの低減を図り、農業経営の安定向上に取り組むための各種事業を計上

いたしております。なお、本年度は、農業用施設の維持管理、機械借上、原材料等

の充実を図りました。 

108ページをお願いします。（目）林業振興費の中に、優良な地元産材の安定供

給を図り林業従事者の安定経営につなげるための各事業を予算化いたしております。

また、本年度は茂田井地区における地滑り調査を実施いたします。なお、林業施設

の維持管理につきましても充実を図ったところであります。 

110ページをお願いします。（款）商工費、（目）商工振興費の中に商業振興対

策事業9820万2000円ございますが、商店街活性化支援策、中小企業金融対策等に要

する経費を計上いたしております。 

111ページをお願いします。企業誘致対策事業1356万8000円は、地元雇用機会の

確保を目指すとともに、本年度は新たな工業団地整備に向けての適地調査を行いま

す。また、一番下にありますプラザファイブ再生支援事業1200万円は、プラザファ

イブが実施します再生事業に対し支援を行うものでございます。 

続きまして、（目）観光費の中で誘客宣伝事業1968万円は、観光地としてのイ

メージアップ対策、ＰＲ活動等に要する経費を計上しております。18年度は、福岡

都市圏を誘致のターゲットとして、さまざまな観光戦略を展開してまいります。 

113ページをお願いします。中ほどにあります矢谷渓谷キャンプ場管理費8246万

3000円は、奥矢谷渓谷きらりのケビン整備に係る経費です。 

115ページをお願いします。（款）土木費、（目）道路橋梁総務費の管理経費

5970万3000円は、これからの本市の道路網整備の指針とする道路マスタープラン策

定に係る経費も含んでおります。 

116ページにあります（目）道路橋梁新設改良費の中には、人にやさしい安全な

道づくりを目指すための生活基盤道路、幹線道路等の整備に要する経費、臨時地方

道整備事業から地方道路整備臨時交付金事業につきましては、主要道路に係る改良

等を行い、交通の円滑化、利便性の向上を図るものです。 

また、合併支援道路整備事業4800万円は、吹上稲田線、それから十三部御宇田線
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の整備に係る経費でございます。 

117ページをお願いします。（目）河川改良費860万円は、三楠川及び小坂川の調

査及び改修に要する経費です。 

続きまして118ページ、（目）都市計画総務費の中にあります管理経費の中には、

景観形成の指針とする計画策定に係る経費を計上いたしております。また、都市計

画基礎調査事業3500万円は、都市計画法の規定に基づき熊本県が行う本市都市計画

の現状及び今後の動向に関する調査に係る経費であります。 

120ページをお願いします。（目）住宅管理費の中に公営住宅維持管理費１億

2679万2000円の中には、これからの公営住宅の管理方針を策定する経費を計上いた

しております。 

121ページをお願いします。（款）消防費、（目）非常備消防費の中に消防団運

営費とございますが、これは団員の団服、活動服等の購入に係る経費、合わせまし

て、18年度より消防団員の出動に係る経費を計上いたしております。 

また、防災行政無線施設整備事業610万円は、緊急放送を初め地域住民への情報

伝達手段として防災行政無線の整備の基本設計を行うものでございます。 

122ページにあります（目）災害対策費の中には、災害時における避難生活に必

要な備蓄品購入に係る経費を計上し、市民の安全、安心に努めることといたします。 

あわせまして、17年度に策定しました地域防災計画に基づき、地域防災マップを

全世帯に配布することとしております。 

123ページをお願いします。（款）教育費、（目）教育委員会費の中で語学指導

外国青年招致事業2907万9000円は、英語力の向上、国際化時代に適合する人材の養

成を目指すものであります。18年度から２名増員し、事業の充実を図ります。 

また、中ほどにあります子ども輝きプラン3953万3000円は、児童生徒の個性に応

じた一人一人を大切にする教育、人権や生命の尊さ、他人を思いやる教育を推進す

るものであります。本事業につきましても、職員を増員し事業の充実を図ります。 

124ページにあります教育基本計画策定事業につきましては、これからの本市の

教育全般にわたる指針を策定するものでございます。社会の中で子どもたちを健や

かに育てるとの認識に立ち、学校だけでなく家庭や地域と連携しながら体験活動や

ふれあい交流を通じて命の尊さ、社会貢献の大切さを教え、道徳や規範意識を身に

つけることを目的とするものであります。 

134ページをお願いします。（目）保健体育総務費及び、次の（目）体育施設費、

この中にはスポーツを通して健康で活気のある地域づくり、人づくりを基本理念と

して世代を超えたスポーツの交流、いつでもどこでもだれもが気楽にスポーツを楽

しめる地域づくり環境整備に係る事業を実施するものでございます。 



- 46 -   

以上、歳出予算について概略ご説明申し上げました。ただいま説明申し上げまし

た事業につきましては、当初予算のあらましにおきまして取りまとめて掲載いたし

ております。また、事業の詳細、財源等につきましては、別冊で作成しております

予算に関する説明書をご参照願いたいと思います。 

また、総括としまして歳入歳出予算の事項別明細書総括表21ページから22ページ、

その他予算に関する説明としまして139ページから156ページにかけまして給与費明

細書、債務負担行為に関する調書等を掲載いたしております。ご参照の上、よろし

くご審議賜りますようお願いいたします。 

以上をもちまして当初予算の説明を終わりますが、18年度は市長も申し上げまし

たとおり第１次総合計画の策定と同時に、これからの山鹿市の進むべき道筋、礎を

築き上げる年であると考えております。合併後の新たな山鹿市の将来に向けての基

礎づくりをするという極めて重要な時代になると思います。私たちも、この重大な

役割を担っておると認識して全職員が真摯にこのことを受け止め、日々精進し、

個々の業務を精一杯遂行してまいる所存であります。以上、終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

議案第33号 平成18年度山鹿市国民健康保険事業特別会計予算についてご説明申

し上げます。 

１ページをお願いいたします。第１条は、歳入歳出予算の総額を66億3236万8000

円と定めるものであります。第２条は、地方自治法第235条の３第２項の規定に基

づき、一時借入金の最高額を６億円と定めるものです。それから、第３条は地方自

治法第220条第２項ただし書の規定に基づき、歳出予算の流用について定めるもの

です。 

次に、歳入予算の主なものにつきまして、歳入歳出予算事項別明細書の歳入によ

り説明申し上げます。12ページをお願いします。２歳入、（款）国民健康保険税に

つきましては、一般被保険者分及び退職被保険者等分を合わせまして20億5413万

8000円を計上いたしております。 

13ページをお願いいたします。（款）国庫支出金、（項）国庫負担金は、説明欄

のとおりでありまして、平成18年度の給付費等の定率国庫負担は、平成17年度三位

一体改革により36％から34％となり、15億8736万4000円を計上いたしております。 

14ページをお願いします。同じく（款）国庫支出金、（目）財政調整交付金は、

市町村国保の財政力の不均衡を調整する普通調整交付金と特殊事情等の発生に伴い
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交付される特別調整交付金があります。７億750万8000円を計上していたしており

ます。（款）療養給付費等交付金、（目）療養給付費等交付金は、退職被保険者等

の医療費に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金で、退職被保険者等の増加

により９億1834万9000円を計上しております。 

15ページをお願いいたします。（款）県支出金、（目）財政調整交付金は平成17

年度から国と地方の三位一体の改革で国保に都道府県からの負担が導入されました。

平成18年度は給付費等の５％から７％となり、３億4725万3000円を計上いたしてお

ります。 

16ページをお願いいたします。（款）繰入金、（目）一般会計繰入金は、総務省

の繰入基準に基づく一般会計からの繰入金です。６億2850万6000円を計上いたして

おります。一般会計からの繰入金の内訳は右側説明欄のとおりでございます。 

次に、（款）繰入金、（目）財政調整基金繰入金は、基金条例第５条の規定に基

づくものであり２億円を計上いたしております。 

続きまして、歳出予算の主なものにつきまして申し上げます。18ページでござい

ます。３歳出、（款）総務費、（項）総務管理費から20ページの（項）運営協議会

費につきましては、職員給10名分及び賦課徴収費、運営協議会費等の通常業務に係

る経費を計上いたしております。 

20ページをお願いいたします。20ページから21ページにかけまして、（款）保険

給付費、（項）療養諸費は、一般被保険者及び退職被保険者等の入院、外来等に係

る療養給付費並びに治療用の補装具等の療養費及び審査支払手数料ということで、

40億7303万9000円を計上いたしております。増加要因としまして、70歳以上の高齢

受給者の増、退職被保険者等の加入増、減少要因としては診療報酬の改正を加味し

て計上いたしております。 

次に、（款）保険給付費、（項）高額療養費は、被保険者が医療機関に支払った

費用、いわゆる一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超過分を払い戻す

もので４億2893万8000円を計上いたしております。 

22ページをお願いいたします。中段でございますが、（款）保険給付費、（項）

出産育児諸費は、被保険者が出産したとき当該被保険者の属する世帯の世帯主に対

して１人当たり30万円を支給するものです。116人分、3480万円を計上いたしてお

ります。なお、出産育児一時金につきましては、10月から35万円に引き上げの予定

でございます。 

次に、23ページをお願いいたします。（款）保険給付費、（項）葬祭諸費は、被

保険者が死亡したとき、その者の葬祭を行う者に対して２万円を支給するものであ

ります。474件分、948万円を計上いたしております。 
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次に、（款）老人保健拠出金、（項）老人保健拠出金は、老人保健法の規定に基

づき保険者が医療費及び事務費に対して納付義務を負う拠出金であり、公費負担割

合及び老人保健対象年齢の引き上げに伴い前年度より減少いたしており、12億2720

万6000円を計上いたしております。 

24ページをお願いいたします。（款）介護納付金、（項）介護納付金は、介護保

険における第２号被保険者40歳から64歳までですが、介護保険料を介護給付費納付

金として支払基金へ納付するものです。介護給付費の増加に伴い１人当たりの負担

額も増加することから４億2335万円を計上いたしております。 

次に、（款）共同事業拠出金、（項）共同事業拠出金は、高額な医療費に対する

保険者の財政運営の安定を図るため、国保連合会を実施主体として行う高額医療費

共同事業医療費拠出金等として拠出するものです。１億4080万6000円を計上いたし

ております。 

25ページをお願いします。（款）保健事業費、（目）保健衛生普及費は、被保険

者の健康の保持増進及び医療費の適正化を目的として、人間ドック・はり・きゅう

等の助成並びに保健事業推進に係る経費です。8274万5000円を計上いたしておりま

す。 

27ページでございます。（款）諸支出金、（目）直営診療施設勘定繰出金は、山

鹿市立病院で実施する健康管理事業に係る繰出金で262万9000円を計上いたしてお

ります。 

以上で歳入歳出予算について概略ご説明申し上げましたが、総括としまして10

ページから11ページにかけまして歳入歳出予算事項別明細書総括表を、また、28

ページから35ページにかけまして給与費明細書を掲載いたしておりますので、ご参

照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

続きまして、議案第34号 平成18年度山鹿市老人保健事業特別会計予算について

ご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。第１条は、歳入歳出予算の総額を78億7416万5000

円と定めるものです。 

次に、歳入予算の主なものにつきまして歳入歳出予算事項別明細書の歳入により、

ご説明申し上げます。８ページをお願いいたします。２歳入、（款）支払基金交付

金は、各保険者の拠出金により医療諸費及び審査支払手数料に対する社会保険診療

報酬支払基金からの交付金で41億9202万円を計上いたしております。 

次に、（款）国庫支出金、（目）医療費国庫負担金は、支払基金交付金と同様に

医療諸費に係る国庫負担金であり、24億4346万1000円を計上いたしております。 

９ページをお願いいたします。（款）国庫支出金、（目）事務費国庫補助金は、
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老人医療費適正化推進事業に係る国庫補助金であり、261万8000円を計上しており

ます。 

（款）県支出金、（目）医療費県負担金は、国庫負担金と同様に医療諸費に係る

県負担金であり６億1086万6000円を計上いたしております。 

（款）繰入金、（目）一般会計繰入金は、医療諸費及び事務費に係る一般会計か

らの繰入金で６億2000万円を計上いたしております。 

続きまして、歳出予算の主なものについて申し上げます。11ページをお願いいた

します。３歳出、（款）総務費、（目）一般管理費は、説明欄にありますように一

般管理事務費、老人医療費適正化推進事業及び医療受給者健康指導事業に係る経費

で1175万2000円を計上いたしております。 

12ページをお願いします。（款）医療諸費、（目）医療給付費は、入院・外来・

歯科等に係る現物給付費で77億1223万8000円を計上いたしております。（目）医療

費支給費は、高額医療費や治療用の補装具等の現金給付費で１億2511万7000円を計

上いたしております。 

以上、歳入歳出予算につきまして概略ご説明申し上げましたけれども、総括とし

まして７ページに歳入歳出予算事項別明細書総括表を掲載いたしておりますので、

ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

   西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

 議案第35号 平成18年度山鹿市用地先行取得事業特別会計予算についてご説明申

し上げます。 

１ページをお願いします。第１条は、歳入歳出総額を８億1573万5000円と定める

ものです。 

続きまして、７ページをお願いいたします。３歳出、（款）公債費、（目）元金

８億760万円は、当会計保有の用地、これは文化会館施設予定地でありますが、取

得後10年目を迎えるに当たりまして、地方債制度に基づき当該長期債の償還を行う

ものであります。次の（目）利子813万5000円につきましては、当該長期債に係る

利子の償還でございます。財源は一般会計繰入金であります。 

よろしくご審議賜りますようお願いします。 

○議長（高野誠二君）   

 熊野環境部長。 

［環境部長 熊野次男君 登壇］ 
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○環境部長（熊野次男君）   

議案第36号 平成18年度山鹿市農業集落排水事業特別会計予算についてご説明い

たします。 

１ページをお願いいたします。第１条は、歳入歳出予算の総額を19億4198万3000

円と定めるものであります。内容につきましては、後ほど事項別明細書によりご説

明いたします。第２条及び第３条は、債務負担行為並びに地方債について定めるも

のであります。第４条は、一時借入金の最高額を９億7000万円と定めるものであり

ます。第５条は、歳出予算の流用について定めるものであります。 

４ページをお願いいたします。第２表 債務負担行為であります。水洗便所等改

造資金利子補給について、期間、債務の限度額を記載のとおり定めるものでありま

す。 

第３表 地方債であります。農業集落排水事業について、限度額を５億6300万円

と定めるものであります。起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりであり

ます。 

次に、歳入予算の主なものについてご説明いたします。10ページをお願いいたし

ます。（款）分担金及び負担金、（目）農業集落排水事業費分担金1550万円は、農

業集落排水事業の実施に伴います受益者分担金であります。（款）使用料及び手数

料、（目）農業集落排水施設使用料１億1500万円であります。 

11ページをお願いいたします。（款）国庫支出金、（目）農業集落排水事業費国

庫補助金４億4339万円は、三玉・八幡処理区、椿井処理区、合里・山内処理区、菊

鹿東部１期処理区、庄・石渕処理区、以上５処理区の事業に係るものであります。 

（款）県支出金、（目）農業集落排水事業費県補助金7176万円は、前年度すなわ

ち17年度の補助対象事業費に対して6.5％の県補助金が交付されるものであります。 

なお、この補助金につきましては、農業集落排水事業基金条例に基づき地方債の

元利償還に対して交付されるものであります。 

12ページをお願いいたします。（款）繰入金、（目）一般会計繰入金６億7100万

円であります。（款）繰入金、（目）農業集落排水事業基金繰入金6230万円であり

ます。（款）市債、（目）農業集落排水事業債５億6300万円は、三玉・八幡外４処

理区の管路工事及び処理場建設に係るものであります。 

次に、歳出予算の主なものについてご説明いたします。14ページをお願いいたし

ます。（款）農業集落排水事業費、（目）処理場管理費１億4206万8000円は、三玉

東部浄水センター外16カ所の維持管理に係る経費であります。（目）管路管理費

1930万5000円は、中継ポンプ186カ所の維持管理に係るものであります。 

15ページをお願いいたします。（目）施設建設費10億9036万7000円は、三玉・八
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幡外４処理区の管路工事及び処理場に係る建設事業費等であります。 

16ページをお願いいたします。（款）公債費、（目）元金４億1852万8000円は、

長期債の元金の償還金であります。（目）利子１億6537万3000円は、長期債の利子

及び一時借入金の利子であります。 

以上、予算の概要につきましてご説明いたしましたが、予算の説明書といたしま

して17ページから26ページにかけまして給与費明細書、債務負担に関する調書、地

方債に関する調書を掲載いたしております。 

よろしくお願い申し上げまして説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 角野市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 角野恵子君 登壇］ 

○市民福祉部次長（角野恵子君）   

議案第37号 平成18年度山鹿市介護保険事業特別会計予算についてご説明申し上

げます。平成18年度当初予算は、対前年度予算と比較いたしますと伸び率は5.1％

でございます。 

１ページをお願いいたします。第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ47億

3071万7000円と定めるものでございます。第２条は、一時借入金について借入の最

高額を２億円と定めるものでございます。第３条は、地方自治法第220条第２項た

だし書の規定により、歳出予算額に過不足が生じた場合に流用できる事項を定めた

ものでございます。 

８ページをお願いいたします。歳入予算につきご説明申し上げます。１保険料

７億2523万7000円につきましては、第１号被保険者の特別徴収、普通徴収に係る介

護保険料でございます。 

９ページをお願いいたします。３国庫支出金は、介護給付費負担金８億8922万

6000円と調整交付金３億8236万6000円及び地域支援事業交付金2829万円並びに事業

費補助金168万4000円で、合計いたしまして13億156万6000円でございます。 

10ページをお願いいたします。４支払基金交付金13億8989万6000円は、第２号被

保険者に係る介護保険料相当額13億7830万1000円と地域支援事業支援交付金1159万

5000円でございます。５県支出金は、介護給付費に係る県の負担金５億5576万4000

円と11ページの上段でございます地域支援事業交付金1414万3000円で、合計５億

6990万7000円でございます。11ページの下段でございます６繰入金７億1053万1000

円は、一般会計繰入金でございます。内訳は、説明欄のとおりでございます。 

12ページをお願いいたします。７諸収入は、要介護状態等審査判定業務受託事業

収入、それから要介護認定等情報提供に係るコピー代、それから13ページ上段の地



- 52 -   

域包括支援センターが実施いたします居宅支援サービス計画作成費3249万円で、合

計の3348万円でございます。 

次に、歳出予算につきましてご説明を申し上げます。15ページをお願いいたしま

す。（款）総務費、（目）一般管理費の6405万7000円のうち、説明欄でお示しをい

たしております職員給5634万2000円は、職員７名分の給与費でございます。 

16ページをお願いいたします。（款）総務費、（目）賦課徴収費449万6000円は、

介護保険料の賦課徴収に係る経費でございます。同じく、（目）認定調査等費4450

万7000円は、介護認定のための訪問調査及び主治医意見書に係る経費でございます。 

17ページをお願いいたします。（款）総務費、（目）計画策定委員会費89万2000

円は、計画の進行管理及び評価並びに事業所指定を図る策定委員会経費でございま

す。 

次に（款）保険給付費、（目）介護サービス給付費37億573万3000円は、要介護

１から要介護５と認定された被保険者に係る介護サービス給付費でございます。 

18ページをお願いいたします。（款）保険給付費、（目）介護予防サービス給付

費５億445万3000円は、要支援１と要支援２と認定された被保険者に係る介護予防

給付費でございます。同じく、（目）審査支払手数料658万2000円は、国民健康保

険団体連合会に支払う介護給付費等の審査支払業務に係る経費でございます。 

19ページをお願いいたします。（款）保険給付費、（目）高額介護サービス費

6840万円は、被保険者が支払った自己負担額が一定額を超えた場合に支給する高額

介護サービス費でございます。同じく（目）市町村特別給付費823万1000円は、要

介護３以上の認定を受けておられる在宅の被保険者で、市町村特別給付といたしま

してオムツ代を月額１万円を限度として支給するものでございます。 

20ページをお願いいたします。（款）保険給付費、（目）特定入所者介護サービ

ス費１億6097万1000円は、施設利用に係る利用料及び食費が原則自己負担となった

ところでございますが、低所得者対策といたしまして補足的給付をするものでござ

います。同じく（款）財政安定化基金拠出金、（目）財政安定化基金拠出金462万

6000円は、介護保険財政の安定化のために熊本県に設置される基金への負担金でご

ざいます。 

21ページをお願いいたします。（款）地域支援事業費、（目）介護予防特定高齢

者施策事業費2402万6000円は、要介護・要支援認定者ではございませんが、何らか

の支援をしないと要介護・要支援者となり得る高齢者に対します事業に係る経費で

ございます。同じく（目）介護予防一般高齢者施策事業費1338万2000円は、元気な

高齢者に対します事業に係る経費でございます。 

22ページをお願いいたします。（款）地域支援事業費、（目）包括的支援事業費



- 53 -   

4550万5000円は、要支援１と要支援２と認定された被保険者及び特定高齢者等に対

しまして継続性・一過性を図り、要介護状態の改善、さらには介護予防を目的とし

た地域包括支援センターを中心に包括的に支援を実施するための経費でございます。 

23ページをお願いいたします。（款）地域支援事業費、（目）任意事業費126万

円は、家族介護教室、成年後見制度事業に係る経費でございます。同じく（目）居

宅介護支援事業費3249万円は、要支援１と要支援２と認定された被保険者に対しま

す地域包括センターで居宅介護サービス計画を作成する経費でございます。 

24ページをお願いいたします。（款）諸支出金、（目）第１号被保険者保険料還

付金250万円は、保険料の過誤納に対します還付金を計上いたしております。同じ

く、（目）他会計繰出金2785万6000円は、山鹿市・植木町介護認定審査事業に係り

ます山鹿市の負担分でございます。 

25ページをお願いいたします。（款）公債費、（目）利子75万円は、一時借入金

の利子を計上いたしております。同じく、（目）財政安定化基金償還金276万6000

円は、熊本県財政安定化基金貸付金に係る償還金でございます。 

以上、概略ご説明を申し上げましたが、総括といたしまして歳入歳出予算の事項

別明細書総括表を７ページに、また、27ページから34ページに給与費明細書を掲載

いたしております。また、予算に関する説明といたしまして別冊、予算に関する説

明書の166ページに掲載をいたしておりますので、ご参照の上、よろしくご審議い

ただきますようお願いを申し上げます。 

続きまして、議案第38号 平成18年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計

予算についてご説明を申し上げます。平成18年度当初予算は、対前年度予算と比較

をいたしますと伸び率はマイナス23.8％でございます。 

１ページをお願いいたします。第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4042万

3000円と定めるものでございます。 

歳入予算につきましてご説明申し上げます。８ページをお願いいたします。１分

担金及び負担金1256万7000円は、植木町からの負担金でございます。２繰入金2785

万6000円は、山鹿市の負担分でございます。 

次に、歳出予算についてご説明を申し上げます。９ページをお願いいたします。

総務費につきましては、山鹿市と植木町で共同設置しております介護認定審査会の

通常業務に係る経費でございます。主なものといたしまして、（款）総務費、

（目）一般管理費の説明欄でお示しをしております職員給628万5000円は、職員

１名分の給与費でございます。（節）報酬の2179万2000円は、認定審査会に係る審

査委員等の報酬でございます。役務費の192万2000円は、電話代及び郵便代等でご

ざいます。使用料及び賃借料の542万9000円は、介護認定審査会システムリース料
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と認定審査会会場の使用料等でございます。 

以上、概略ご説明を申し上げましたが、総括といたしまして歳入歳出予算の事項

別明細書総括表を７ページに、また、10ページから17ページまでに給与費明細書、

18ページに債務負担行為額の支出予定額の調書を掲載いたしております。また、予

算に関する説明といたしまして別冊、予算に関する説明書の167ページに掲載をい

たしておりますので、ご参照の上、よろしくご審議いただきますようお願いを申し

上げまして説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 池田水道局長。 

［水道局長 池田幸一君 登壇］ 

○水道局長（池田幸一君）   

議案第39号 平成18年度山鹿市簡易水道事業特別会計予算についてご説明申し上

げます。 

１ページをお願いいたします。第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億

2205万1000円と定めるものであります。内容につきましては、後ほど歳入歳出予算

事項別明細書によりご説明いたします。第２条は、地方債について定めるものであ

ります。第３条は、一時借入金の最高額を8500万円と定めるものであります。 

４ページをお願いいたします。第２表 地方債であります。簡易水道事業につい

て、限度額を2130万円と定めるものであります。起債の方法、利率及び償還の方法

は記載のとおりです。 

次に、歳入予算の主なものについてご説明いたします。９ページをお願いいたし

ます。（款）分担金及び負担金、（目）簡易水道事業費負担金72万4000円は、給水

装置の新設及び増径工事に係る加入金であります。（款）使用料及び手数料、

（目）簡易水道使用料3984万2000円は、水道料金収入であります。（款）国庫支出

金、（目）簡易水道事業費国庫補助金515万2000円は、鹿北町の簡易水道施設整備

事業に係るものであります。 

10ページをお願いいたします。（款）繰入金、（目）一般会計繰入金5500万円は、

一般会計からの繰入金であります。（款）市債、（目）簡易水道債2130万円は、鹿

北町の簡易水道施設整備事業に係るものであります。 

次に、歳出予算についてご説明いたします。11ページをお願いいたします。

（款）簡易水道事業費、（目）施設管理費2529万4000円は、鹿北町及び菊鹿町の簡

易水道施設の維持管理に係る経費であります。（目）施設建設費3750万7000円は、

平成８年度に変更事業認可を受け継続して行っております鹿北町の簡易水道施設整

備事業及び老朽管更新事業等に係る経費であります。 
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12ページをお願いいたします。（款）公債費、（目）元金4016万円は、長期債元

金の償還金であります。（目）利子1859万円は、長期債及び一時借入金の利子であ

ります。 

以上、予算の概要につきましてご説明いたしましたが、予算の説明書といたしま

して13ページ以降に給与費明細書及び地方債に関する調書を掲載いたしております

ので、ご参照の上よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして説明を終わり

ます。 

○議長（高野誠二君）   

 有尾経済部次長。 

［経済部次長 有尾隆俊君 登壇］ 

○経済部次長（有尾隆俊君）   

議案第40号 平成18年度六郷財産区特別会計予算についてご説明を申し上げます。 

１ページをお願いします。第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ103万9000

円と定めるものでございます。 

歳出につきましては、７ページをお願いします。（款）総務費、（目）財産管理

費48万5000円は、造林作業や作業道管理など財産の維持管理に要する経費でござい

ます。 

基金費35万4000円は、基金利子を財政調整基金に積み立てるものであります。 

概略ご説明申し上げましたが、総括といたしまして歳入歳出予算事項別明細書を

５ページに掲載いたしております。また、給与費明細書を８ページに掲載しており

ますので、ご参照の上、ご審議をよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、議案第41号 平成18年度城北財産区特別会計予算についてご説明申

し上げます。１ページをお願いします。第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

1097万円と定めるものでございます。 

内容につきましては、議案第40号 六郷財産区と同様でございます。 

続きまして、議案第42号 平成18年度稲田財産区特別会計予算についてご説明申

し上げます。１ページをお願いします。第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

100万5000円と定めるものでございます。 

内容につきましては、議案第40号 六郷財産区と同様でございます。 

続きまして、議案第43号 平成18年度稲田六郷財産区特別会計予算についてご説

明申し上げます。１ページをお願いします。第１条は、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ171万1000円と定めるものでございます。 

内容につきましては、議案第40号 六郷財産区と同様でございます。 

それぞれご参照の上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げまして説明
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を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 池田水道局長。 

［水道局長 池田幸一君 登壇］ 

○水道局長（池田幸一君）   

議案第44号 平成18年度山鹿市水道事業会計予算についてご説明申し上げます。 

１ページをお願いいたします。第１条は総則であります。第２条は業務の予定量

であります。給水戸数１万1260戸、年間総配水量318万8000立法メートル、１日平

均配水量8734立法メートルを見込んでおります。主な建設改良事業は、配水管整備

事業に8921万6000円、取水施設整備事業に8043万円、導水施設整備事業に1149万

8000円を予定いたしております。 

第３条は、収益的収入及び支出の予定額であります。まず、収入によりご説明い

たします。（第１款）水道事業収益は３億9118万1000円を見込んでおります。内訳

は、主に水道料金収入にかかわる営業収益３億9064万3000円、預金及び貸付金利息

等にかかわります営業外収益53万2000円、過年度損益修正益等にかかわります特別

利益6000円を見込んでおります。 

次に、支出でありますが、（第１款）水道事業費は３億9039万6000円を予定して

おります。内訳は、給与費、動力費及び減価償却費等にかかわる営業費用３億1460

万2000円、企業債利息及び消費税等にかかわります営業外費用7479万3000円、過年

度損益修正損等にかかわります特別損失100万1000円を予定しております。 

２ページをお願いいたします。第４条は、資本的収入及び支出の予定額でありま

す。まず、収入によりご説明いたします。（第１款）資本的収入を8767万4000円見

込んでおります。内訳は、消火栓設置にかかわります一般会計からの工事負担金

380万円、給水装置の新設及び増径工事にかかわる加入金386万4000円、配水管整備

にかかわります企業債発行額8000万円、固定資産売却代金１万円を見込んでおりま

す。 

次に、支出でありますが、（第１款）資本的支出は２億8210万9000円を予定して

おります。内訳は、配水管及び水源施設の整備等にかかわる建設改良費２億798万

7000円、企業債の元金償還にかかわります企業債償還金7412万2000円を予定してお

ります。 

第５条は、企業債であります。起債の目的は配水管整備のためのもので限度額を

8000万円と定めるものであります。起債の方法、利率及び償還の方法は記載のとお

りです。 

３ページをお願いいたします。第６条は、予定支出の各項の経費の流用について
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定めるもので、収益的支出の営業費用及び営業外費用間の流用することができる金

額を100万円とするものであります。第７条は、議会の議決を経なければ流用する

ことができない経費について定めるもので、職員給与費9638万8000円、交際費を

５万円とするものであります。第８条は、たな卸資産の購入限度額を744万5000円

と定めるものであります。 

以上、予算の概要につきましてご説明いたしましたが、予算の説明書といたしま

して７ページ以降に予算実施計画、資金計画、給与費明細書、損益計算書及び貸借

対照表を掲載いたしておりますので、ご参照の上よろしくご審議賜りますようお願

い申し上げまして説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 清田病院事務部長。 

［病院事務部長 清田辰郎君 登壇］ 

○病院事務部長（清田辰郎君）   

議案第45号 平成18年度山鹿市病院事業会計予算についてご説明いたします。 

１ページをお開き願います。第１条は、総則でございます。第２条は、業務の予

定量でございます。病床数は、一般病床197床、感染症病床４床、計201床でござい

ます。年間延べ患者数は、入院６万6795人、外来11万250人を見込んでおります。

１日平均患者数は、入院183人、外来375人を見込んでおります。 

主な建設改良事業は、施設整備事業に係る実施設計に7800万円、医療機器整備に

6100万円を予定しております。 

２ページに続きます。第３条は、収益的収入及び支出でございます。まず、収入

でございます。（第１款）病院事業収益は28億3778万9000円を見込んでおります。

内訳は、入院及び外来等の医業収益27億5553万8000円、他会計補助金及び負担金な

どの医業外収益8175万1000円、過年度損益修正益などの特別利益50万円でございま

す。 

次に、支出でございます。（第１款）病院事業費用は28億2643万3000円を予定し

ております。内訳は、給与費、材料費及び管理経費などの医業費用27億166万8000

円、企業債利息、繰延勘定償却及び消費税の医業外費用１億1976万5000円、過年度

損益修正損などの特別損失500万円でございます。 

３ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出でございます。まず、

収入でございます。（第１款）資本的収入は２億1354万6000円を見込んでおります。

内訳は、施設整備事業に係る実施設計及び医療機器整備に係る企業債１億3800万円、

企業債の元利償還に係る他会計負担金7554万6000円でございます。 

次に、支出でございます。（第１款）資本的支出は４億2990万9000円を予定して
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おります。内訳は、施設整備事業に係る実施設計及び医療機器整備等に係る建設改

良費１億5072万5000円、企業債の元利償還に係る企業債償還金２億5493万9000円、

退職金に係る繰延資産2424万5000円でございます。 

４ページに続きます。第５条は、企業債でございます。起債の目的は、施設整備

実施設計及び医療機器整備であり、限度額を１億3800万円とするものでございます。 

なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 

第６条は、一時借入金の借入限度額に関する規定で、借入限度額を１億円と定め

るものでございます。 

第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用について定めるもので、金額を流

用できる場合は医業費用、医業外費用を100万円とするものでございます。 

５ページをお開き願います。第８条は、議会の議決を経なければ流用することの

できない経費について定めるもので、職員給与費15億1076万8000円、交際費を60万

円とするものでございます。 

第９条は、たな卸資産購入限度額について定めるもので、限度額を６億4492万

6000円とするものでございます。 

以上、概略をご説明いたしましたが、予算の説明書として９ページ以降に実施計

画、資金計画、給与費明細書、債務負担行為に関する調、予定損益計算書、予定貸

借対照表を掲載いたしております。ご参照の上、ご審議賜りますようお願いいたし

まして説明を終わらせていただきます 

○議長（高野誠二君）   

 熊野環境部長。 

［環境部長 熊野次男君 登壇］ 

○環境部長（熊野次男君）   

議案第46号 平成18年度山鹿市下水道事業会計予算についてご説明いたします。 

１ページをお願いいたします。第１条は、総則であります。第２条は、業務の予

定量であります。排水件数9387件、年間総排水量702万1430立法メートルで１日平

均排水量を１万9240立法メートルと見込んでおります。 

主な建設改良事業は、山鹿処理区、鹿本処理区の管きょ整備及び下水処理場整備

事業に７億834万6000円を予定いたしております。 

第３条は、収益的収入及び支出の予定額であります。まず、収入よりご説明いた

します。（第１款）下水道事業収益は８億7935万2000円を見込んでおります。内訳

は、主に料金収入及び他会計負担金等に係る営業収益８億5427万8000円、他会計補

助金等に係る営業外収益2507万2000円、過年度損益修正益等にかかわります特別利

益2000円を見込んでおります。 
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次に、支出でありますが、（第１款）下水道事業費用は８億4904万8000円を予定

いたしております。内訳は、給与、動力費及び減価償却費にかかわります営業費用

５億7199万円、企業債利息及び消費税等にかかわります営業外費用２億7405万7000

円、過年度損益修正損等にかかわります特別損失200万1000円を予定しております。 

２ページをお願いいたします。第４条は、資本的収入及び支出の予定額でありま

す。まず、収入よりご説明いたします。（第１款）資本的収入７億6690万2000円を

見込んでおります。内訳は、管渠及び処理場建設にかかわります企業債を３億9080

万円、同じく補助金３億6310万1000円、工事負担金1300万円、固定資産売却代金

1000円を見込んでおります。 

次に、支出でありますが、（第１款）資本的支出は11億6171万5000円を予定して

おります。内訳は、管渠工事7800メートル及び処理場第１鎮砂地の改築更新に係る

建設改良費７億834万6000円、企業債の元金償還に係る企業債償還金４億5336万

9000円を予定いたしております。 

第５条は、債務負担行為であります。水洗便所改造貸付金利子補給について、期

間、債務の限度額を記載のとおり定めるものであります。 

３ページをお願いいたします。第６条は、企業債であります。公共下水道事業の

企業債限度額を３億9080万円と定めるものであります。起債の方法、利率、償還の

方法は記載のとおりであります。 

第７条は、一時借入金であります。一時借入金の限度額を11億円と定めるもので

あります。 

第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費について定める

ものであります。職員給を6549万6000円と定めるものであります。 

以上、予算の概要につきましてご説明いたしましたが、予算の説明書といたしま

して７ページ以降に予算実施計画、資金計画、給与費明細書、債務負担に関する調

書、損益計算書、貸借対照表を掲載いたしております。 

よろしくお願い申し上げまして説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

ここでしばらく休憩いたします。 

午後２時08分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後２時22分 開議 

○議長（高野誠二君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。 

福田企画振興部長。 
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［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

 議案第47号 山鹿市基本構想につきましてご説明申し上げます。地方自治法第

２条第４項の規定に基づきまして、本市における総合的かつ計画的な行政運営を図

るための基本構想を次のように定めたいから、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 第１次山鹿市総合計画のうち議決を経るべき基本構想の説明の前に、総合計画全

体の策定系統につきましてご説明を申し上げます。第１次山鹿市総合計画は、合併

時に策定いたしました新市建設計画との整合性を図りながら、合併後の諸課題や新

たな住民ニーズに対応するために、さらに発展させた計画として位置づけをいたし

ております。 

 したがいまして、新市の長期的な展望のもとにその将来像を描き、市政運営の基

本方針を示すとともに、今後策定する各種計画の上位計画として策定するものでご

ざいます。総合計画の構成は、長期計画である10年間の基本構想、中期計画として

５年間の基本計画、そして短期の３年間の実施計画の３層といたしております。 

 総合計画の策定につきましては、新市建設計画を基本としながら、住民アンケー

トの結果などを参考に庁内の各種検討組織において調整を重ねてまいりました。こ

のうち基本構想につきましては、学識経験者や各種団体の代表者からなる山鹿市総

合計画審議会に諮問をいたしまして、その答申をもとに調整し、ご提案をしている

ものでございます。 

 では、続きまして議案、基本構想の内容についてご説明を申し上げます。第１章

は目的です。10年後の平成27年を目標年度として、将来像の実現に向けたまちづく

りの方針を明らかにすることを目的といたしております。 

第２章は、将来都市像でございます。山鹿市が目指す都市像を「まほろば創生、

人輝く温もりの都市やまが」と定めております。ここで「まほろば創生」という言

葉は、新市建設計画のキャッチフレーズを継承いたしております。これに続く「人

輝く都市」並びに「温もりの都市」の意味するところは記載のとおりでございます。 

第３章では、人材の育成により産業の振興や人々が生き生きと暮らせるまちづく

りを、市民と行政が一体となって進めることを基本理念として掲げております。 

第４章の基本目標では、基本理念をもとに将来都市像の実現に向けたまちづくり

を進めるために、１「心豊かにたくましく生きる人づくり」から、５「人と自然が

共生する環境づくり」までの五つの基本目標を掲げております。 

第５章の「構想の推進に向けて」では、第４章で掲げる五つの基本目標を実現し

ていくために、これらの全体に係る推進の方向性を示しておるところでございます。 
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続きまして、議案第48号及び議案第49号の各辺地総合整備計画の説明に先立ちま

して辺地対策の概要についてご説明を申し上げます。 

まず、辺地振興対策の経緯でございますが、他の地域と比較いたしまして生活文

化水準が著しく低位であった山間地などの辺地におきまして、公共的施設の総合的

かつ計画的な整備の推進を図るために昭和37年、辺地に係る公共的施設の総合整備

のための財政上の特別措置等に関する法律、いわゆる辺地法が制定されたところで

ございます。 

この法律によりまして、今回提案しております総合整備計画を策定いたしますと、

財政上の特別措置といたしまして辺地対策事業債により資金を借り入れることがで

きます。この起債の充当率は原則100％でございまして、後年度の元利償還の80％

が交付税措置されることになっております。財源的にも非常に有利なもので、償還

期間につきましては２年据え置きの10年償還となっております。 

次に、本市における辺地対象地区は、鹿北町で12地区、菊鹿町で５地区、鹿央町

で１地区の計18地区でございます。今回は、２地区の総合整備計画を提案いたして

おります。辺地の要件といたしましては、面積と人口及びへんぴな程度基準点数が

100点以上を満たすことが必要でございます。今回の両地区はこれを満たしており

ます。 

それでは、議案第48号 須屋・星原辺地総合整備計画についてご説明申し上げま

す。辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第

３条第１項の規定に基づき、須屋・星原辺地総合整備計画を定めたいから、議会の

議決を求めるものでございます。 

様式は、自治省令によっておりますが、まず１辺地の概況でございます。（１）

辺地を構成する町又は字の名称と、（２）辺地の中心の位置は記載のとおりでござ

います。（３）辺地度点数は181点で要件を満たしております。 

次に、２公共的施設の整備を必要とする事情につきましては、最後の１行にまと

めておりますように、市道星原線を改良舗装することによりまして、交通安全の確

保、当該地区までの到着時間の短縮などによる住民の利便性の向上を図るものでご

ざいます。３公共的施設の整備計画につきましては、事業期間が平成18年度から20

年度までの３年間で、事業費１億1000万円で計画をいたしております。 

次に、議案第49号 岩倉辺地総合整備計画についてご説明を申し上げます。 

２ページをお願いしたいと思います。１辺地の概況では、（１）辺地を構成する

町又は字の名称、（２）辺地の中心の位置は記載のとおりでございます。（３）辺

地度点数は123点で要件を満たしております。 

２公共的施設の整備を必要とする事情につきましては、市道七夕岩倉線の道路改
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良によりまして見学やハイキングに訪れる人がふえることにより、住民の意識の高

揚と他地区との格差の是正が図られるものでございます。３公共的施設の整備計画

につきましては、事業期間が平成18年の１年間で事業費3100万円の計画でございま

す。以上で説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

議案第50号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の共同設置についてご説明

申し上げます。本案は、先ほどの議案第21号で申し上げました山鹿市・植木町障害

程度区分認定審査会の共同設置に関するものでございます。地方自治法第252条の

７第１項の規定に基づき規約を定め、同条第３項において準用する同法第252条の

２第３項の規定により議会の議決を経る必要があり、提案するものでございます。 

その内容につきまして、ご説明申し上げます。２ページをお願いします。第１条

は、審査会の共同設置についての規定でございます。第２条、第３条は、審査会の

名称と執務場所を規定しております。第４条は、審査会の委員の選任の方法を規定

したものでございます。第５条、第６条は、負担金に関する規定及び特例の事務に

要する経費を規定したものです。第７条は、審査会に関する予算は一般会計とする

規定でございます。第８条は、その決算報告についての規定でございます。第９条

から第11条は、審査会の事務の管理及び執行、審査会委員の身分の取り扱い、その

委員の懲戒処分等に関する規定でございます。第12条に雑則といたしまして、この

規約に定めるものを除くほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市

町の長が協議して定めることを規定したものです。 

なお、附則につきましては、第１項において規約の施行日を平成18年４月１日と

し、第２項において山鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関

する条例の公表について定めるものです。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

次に、議案第51号でございますが、この議案についてご説明申し上げます前に、

今議会におきまして山鹿市の26の公の施設につきまして28の団体を指定管理者とし

て指定する議案を提案いたしております。総括的なご説明をさせていただきます。 
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昨年12月、条例の改正をお願いしました公の施設のうちで、平成18年４月１日か

ら地方自治法の規定に基づく指定管理者に管理を行わせる26の施設につきまして、

非公募方式でありますが選定委員会においてそれぞれにヒアリングを行い、審査の

結果28の団体を指定管理候補者として選定いたしましたので議会の議決をお願いす

るものでございます。 

続きまして、議案第51号についてご説明いたします。指定管理者に管理を行わせ

る公の施設の名称は、山鹿市消防団第16分団拠点施設。指定管理者に指定しようと

する団体は、山鹿市鹿本町梶屋183番地２、鹿本町下梶屋区自治会。指定の期間は、

平成18年４月１日から23年３月31日までとするものです。 

なお、業務内容、指定管理料等詳細につきましては、それぞれに協定書により定

めることといたしております。 

以下につきましては各所管においてご説明をいたしますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（高野誠二君）   

福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

 議案第52号 公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 

指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、山鹿市市民会館でございます。

指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市山鹿978番地、財団法人山鹿市地域

振興公社でございます。指定の期間は、平成18年４月１日から平成21年３月31日ま

ででございます。 

○議長（高野誠二君）   

藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

 続きまして、議案第53号から議案第71号までご説明申し上げます。 

 まず、議案第53号は、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、山鹿市稲

田地域交流センター。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市鹿本町高橋

299番地2、高橋区自治会。指定の期間は、平成18年４月１日から平成23年３月31日

までとするものです。 

 続きまして、議案第54号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市木工体験施設。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市鹿北

町岩野4186番地130、株式会社小栗郷。指定の期間は、平成18年４月１日から平成
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21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第55号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市本分地区多目的集会施設。指定管理者に指定しようとする団体は、

山鹿市菊鹿町木野3141番地1、上下本分自治会。指定の期間は、平成18年４月１日

から平成23年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第56号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市山村・都市交流施設。指定管理者に指定しようとする団体は、熊本

市新屋敷１丁目14番30号、特定非営利活動法人自然を愛する会ジュニア・アウトド

ア・クラブ。指定の期間は、平成18年４月１日から平成21年３月31日までとするも

のです。 

 続きまして、議案第57号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、池田地区農業集落多目的集会施設。指定管理者に指定しようとする団体は、

山鹿市菊鹿町池永75番地、池田区。指定の期間は、平成18年４月１日から平成23年

３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第58号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、酒造野地区農業集落多目的集会施設。指定管理者に指定しようとする団体

は、山鹿市菊鹿町池永1520番地、酒造野区。指定の期間は、平成18年４月１日から

平成23年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第59号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市一本松農村公園。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市鹿

本町来民1234番地、かもと物産振興会。指定の期間は、平成18年４月１日から平成

21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第60号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市鹿央生産物直売所。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市

鹿央町岩原2965番地、鹿央物産館運営グループ味彩会。指定の期間は、平成18年

４月１日から平成21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第61号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市鹿央ふるさと親木館。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿

市鹿央町広2180番地、鹿央町ふるさと親木館管理組合。指定の期間は、平成18年

４月１日から平成23年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第62号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市鹿本ふれあい木香館。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿

市鹿本町来民1125番地２、６区自治公民館。指定の期間は、平成18年４月１日から

平成23年３月31日までとするものです。 
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 続きまして、議案第63号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市特産工芸村。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市菊鹿町

下内田733番地、株式会社あんずの丘。指定の期間は、平成18年４月１日から平成

21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第64号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市鞠智城跡物産館。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市菊

鹿町下内田733番地、株式会社あんずの丘。指定の期間は、平成18年４月１日から

平成21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第65号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市水辺プラザかもと。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市

鹿本町梶屋1257番地、株式会社鹿本町振興公社。指定の期間は、平成18年４月１日

から平成21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第66号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市道の駅小栗郷。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市鹿北

町岩野4186番地130、株式会社小栗郷。指定の期間は、平成18年４月１日から平成

21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第67号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市小栗郷カントリーパーク。指定管理者に指定しようとする団体は、

山鹿市鹿北町岩野4186番地130、株式会社小栗郷。指定の期間は、平成18年４月

１日から平成21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第68号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿灯籠民芸館。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市山鹿978

番地、財団法人山鹿市地域振興公社。指定の期間は、平成18年４月１日から平成21

年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第69号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市矢谷渓谷キャンプ場（キャンプ場及びテント村）。指定管理者に指

定しようとする団体は、山鹿市菊鹿町下内田596番地２、矢谷渓谷観光開発社。指

定の期間は、平成18年４月１日から平成21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第70号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市矢谷渓谷キャンプ場（奥矢谷渓谷きらり）。指定管理者に指定しよ

うとする団体は、山鹿市菊鹿町矢谷1168番地、奥矢谷渓谷公園管理運営組合。指定

の期間は、平成18年４月１日から平成21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第71号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、岳間渓谷キャンプ場。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市鹿北
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町四丁1787番地、岳間渓谷観光組合。指定の期間は、平成18年４月１日から平成21

年３月31日までとするものです。以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

 議案第72号についてご説明申し上げます。指定管理者に管理を行わせる公の施設

の名称は、山鹿バスセンター（待合所棟）。指定管理者に指定をしようとする団体

は、熊本市桜町３番10号、九州産業交通株式会社。指定の期間は、平成18年４月

１日から平成21年３月31日までとするものです。 

 続きまして、議案第73号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿バスセンター（物販棟）。指定管理者に指定しようとする団体は、山

鹿市山鹿1436番地、山鹿温泉観光協会。指定の期間は、平成18年４月１日から平成

21年３月31日までとするものでございます。以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 八木田教育次長。 

［教育次長 八木田達博君 登壇］ 

○教育次長（八木田達博君）   

以下、教育関係分についてご説明申し上げます。 

議案第74号についてご説明いたします。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市勤労青少年ホームでございます。指定管理者に指定しようとする団

体は、山鹿市山鹿978番地、財団法人山鹿市地域振興公社。指定の期間は、平成18

年４月１日から平成21年３月31日までとするものです。 

続きまして、議案第75号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、八千代座、八千代座管理資料館及び新楽屋。指定管理者に指定しようとす

る団体は、山鹿市山鹿978番地、財団法人山鹿市地域振興公社。指定の期間は、平

成18年４月１日から平成21年３月31日までとするものです。 

続きまして、議案第76号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市民スポーツセンター。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿

市山鹿978番地、財団法人山鹿市地域振興公社。指定の期間は、平成18年４月１日

から平成21年３月31日までとするものです。 

続きまして、議案第77号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市民プール。指定管理者に指定しようとする団体は、山鹿市山鹿978

番地、財団法人山鹿市地域振興公社。指定の期間は、平成18年４月１日から平成21
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年３月31日までとするものです。 

続きまして、議案第78号でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の

名称は、山鹿市サイクリングターミナル。指定管理者に指定しようとする団体は、

山鹿市山鹿978番地、財団法人山鹿市地域振興公社。指定の期間は、平成18年４月

１日から平成21年３月31日までとするものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

議案第79号から議案第84号についてご説明申し上げます。道路法第８条第２項の

規定に基づき市道路線の認定を行うため議会の議決を経る必要があり、提案するも

のでございます。 

今回、市道認定を求めるに至った経緯につきましては、地元区長より要望書の提

出を受けまして道路状況等を調査した結果、公共的見地から市道として認定し、適

正な維持管理を行う必要があると判断したものでございます。 

以下、議案ごとに市道路線調書によりご説明申し上げます。 

議案第79号、路線番号871号。路線名、向尾線。起点、山鹿市久原。終点、山鹿

市久原でございます。 

次に、議案第80号、路線番号1033号。路線名、古閑丸東方線。起点、山鹿市古閑。

終点、山鹿市古閑でございます。 

次に、議案第81号、路線番号164号。路線名、一里木団地１号線。起点、山鹿市

鹿央町広。終点、山鹿市鹿央町広でございます。 

次に、議案第82号、路線番号165号。路線名、一里木団地２号線。起点、山鹿市

鹿央町広。終点、山鹿市鹿央町広でございます。 

次に、議案第83号、路線番号251号。路線名、不老地内線。起点、山鹿市鹿央町

岩原。終点、山鹿市鹿央町岩原でございます。 

次に、議案第84号、路線番号333号。路線名、谷境谷線。起点、山鹿市鹿央町大

浦。終点、山鹿市鹿央町梅木谷でございます。 

なお、市道路線調書の次のページに、それぞれ路線の位置、延長及び幅員を示し

ておりますのでご参照をお願いし、説明を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

杉燒助役。 

［助役 杉燒義文君 登壇］ 
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○助役（杉燒義文君）   

議案第85号から議案第91号は、関連議案の城北財産区管理委員の選任同意であり

ます。通して説明をさせていただきます。 

次の者を城北財産区管理委員に選任したいので、財産区の財産の管理及び処分に

関する条例（平成17年山鹿市条例85号）第３条の規定によって、議会の同意を求め

る。 

現在、条例の定めによりまして城北財産区管理委員として７名の方にご就任をい

ただいておりますが、平成18年３月31日をもって任期満了の全員が任期満了となら

れます。それに伴いまして、委員選任のための同意をいただきたく今議会に提案す

るものでございます。 

議案第85号におきましては、住所 山鹿市菊鹿町池永1922番地、氏名 坂本洵一、

昭和12年３月19日生まれでございます。 

提案理由といたしましては、同委員の任期満了に伴い、再度選任するものでござ

います。 

議案第86号では、住所 山鹿市菊鹿町木野319番地、氏名 井手上良誠、昭和13

年９月25日生まれでございます。 

提案理由といたしましては、同委員の任期満了に伴い、再度選任するものでござ

います。 

議案第87号では、住所 山鹿市菊鹿町松尾1795番地、氏名 有働照雄、昭和20年

１月25日生まれでございます。 

提案理由といたしましては、同委員の任期満了に伴い、再度選任するものでござ

います。 

議案第88号では、住所 山鹿市菊鹿町松尾763番地、氏名 德永博美、昭和24年

７月29日生まれでございます。 

提案理由といたしましては、同委員の任期満了に伴い、再度選任するものでござ

います。 

議案第89号では、住所 山鹿市菊鹿町米原659番地、氏名 泉 昭生、昭和16年

８月17日生まれでございます。 

提案理由といたしましては、田中憲誠委員の任期満了に伴い、選任するものでご

ざいます。 

議案第90号では、住所 山鹿市菊鹿町木野2834番地、氏名 平野秀雄、昭和21年

７月28日生まれでございます。 

提案理由といたしましては、前田博之委員の任期満了に伴い、選任するものでご

ざいます。 
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議案第91号では、住所 山鹿市菊鹿町池永448番地、氏名 丸山一幸、昭和26年

７月16日生まれでございます。 

提案理由といたしましては、鈴木義孝委員の任期満了に伴い、選任するものでご

ざいます。 

以上、よろしくご同意を賜りますようお願いを申し上げ説明とします。 

○議長（高野誠二君）   

   藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

報告第１号 専決処分の報告についてご説明申し上げます。地方自治法第180条

第１項の規定に基づき、公用車での事故による損害賠償に係る額の決定及び和解に

ついて専決処分をしましたので、ご報告申し上げます。 

２ページをお願いいたします。事故発生日時は、平成17年８月24日午後１時20分

頃でございます。相手方は、山鹿市城3931番地１ 渕上聡記氏。事故の概要につき

ましては、米の生産調整に係る作付確認の際に、山鹿市城地内の農道を走行中、市

道鶴山線との交差点で右側から走行してきた相手方の車両に出会い頭に衝突し、相

手方車両の左側部を損傷したものでございます。これに対する損害賠償の額は15万

6580円でございます。 

また、和解事項といたしまして、山鹿市は賠償金を支払い、今後いかなる事情が

発生しても双方とも異議の申し立てをしないとするものでございます。 

続きまして、報告第２号 専決処分の報告についてご説明いたします。地方自治

法第180条第１項の規定に基づき、公用車での事故による損害賠償に係る額の決定

及び和解について専決処分をしましたので、ご報告申し上げます。 

２ページをお願いいたします。事故発生日時は、平成17年11月４日午後０時45分

頃でございます。相手方は、久留米市松ヶ枝町34番地４ 平井良一氏。事故の概要

につきましては、山鹿市鹿本町市内を液肥の運搬のため走行中、市道石渕・山の井

線の石渕交差点を右折する際、幅員が狭く停車していた相手方の車に接触し、相手

方車両の右側後部を損傷したものでございます。これに対する損害賠償の額は22万

7966円でございます。 

また、和解事項といたしまして、山鹿市は賠償金を支払い、今後いかなる事情が

発生しても双方とも異議の申し立てをしないとするものでございます。 

以上、ご報告申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

西田総務部長。 
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［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

報告第３号 専決処分の報告についてご説明申し上げます。これも、公用車での

事故による損害賠償に係る額の決定及び和解について専決処分をしましたのでご報

告をいたします。 

２ページをお願いします。事故発生日時は、平成17年12月27日午前９時。相手方

は、山鹿市久原2994番地２ 米田守夫。事故の概要は、議員駐車場前で車載物運搬

中に、相手方の車に接触し損傷させたものでございます。損害賠償の額は４万635

円。和解事項は、報告１号、２号と同様であります。終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 散 会   

○議長（高野誠二君）   

 以上で、本日の会議は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後３時01分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月９日(木曜日) 
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平成18年（第１回）山鹿市議会３月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第２号）   

 

平成18年３月９日（木曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

発言通告 

１．丸山寛治 

 一般質問 

 （１）合併協議会で合意された協定項目について 

２．太田黒鐵郎 

 質  疑 

 （１）議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   ①Ｐ72 オフトーク更新事業 

   ②Ｐ88 外出支援サービス事業 

   ③Ｐ108有害鳥獣対策事業 

   ④Ｐ115道路維持費 

 一般質問 

 （１）市庁舎位置の決定について 

 （２）地域振興局の統廃合による今後の考え方について 

３．永田紘二 

 一般質問 

 （１）山鹿市農業振興対策について 

   ①品目横断的経営安定対策について 

   ②有機農業、環境保全型農業対策について 

   ③野菜の黄化病対策について 

４．森 久雄 

 一般質問 

 （１）総合計画の進捗状況報告について 

 （２）農業振興について（産・学・官の連携による特産品の開発） 

 （３）バイオマス施設の独立採算運営の時期について 

 （４）サンリブ跡地とプラザファイブの今後について 

５．原  徹 
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 一般質問 

 （１）中小業者の経営を守る支援策について 

   ①大型店進出を規制するための「まちづくり条例」の制定は 

   ②市内商店業からの市の一般備品・物品購入の状況は 

   ③中小業者支援策としての「小規模工事登録制度」の採用は 

 （２）同和問題の早期解決をめざす同和行政について 

   ①地域改善向け住宅の一般住宅への移行状況は 

   ②運動団体（解放同盟）への補助金は、どのように削減されたのか 

   ③「解放子ども学習会」は、どのような状況になったら廃止されるのか 

 （３）障害者の生活を守る福祉対策について 

   ①小泉自民・公明党政権がすすめる障害者「自立支援法」への評価と対応は 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

出席議員（30名） 

１番  北 原 昭 三 君   

２番  芹 川 正 美 君   

３番  藤 原   豊 君   

４番  立 山 秀 木 君   

５番  立 山   隆 君   

６番  原     徹 君   

７番  平 井 邦 廣 君   

８番  吉 本 政 幸 君   

９番  池 田 誠 一 君   

10番  堀   茂 幸 君   

11番  永 田 紘 二 君   

12番  森 川 昭 彦 君   

13番  早 田 順 一 君   

14番  川 野   功 君   

15番  古 荘 克 郎 君   

16番  島 田 節 男 君   

17番  森   芳 顕 君   

18番  家 入 憲 隆 君   
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19番  横 手 啓 介 君   

20番  高 野 誠 二 君   

21番  藤 原   弘 君   

22番  森   久 雄 君   

23番  西牟田   長 君   

24番  太田黒 鐵 郎 君   

25番  丸 山 寛 治 君   

26番  寺 崎 勇 児 君   

27番  高 口 功二郎 君   

28番  山 口 晋 正 君   

29番  古 田 信 助 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

助      役     杉 燒 義 文 君   

収   入   役     永 田 忠 晴 君   

教   育   長     田 中   宏 君   

総 務 部 長     西 田 秀 行 君   

企 画 振 興 部 長     福 田 憲 之 君   

市 民 福 祉 部 長     森   和 芳 君   

経 済 部 長     藏 原 栄 一 君   

建 設 部 長     池 田 永 実 君   

環 境 部 長     熊 野 次 男 君   

水 道 局 長     池 田 幸 一 君   

病 院 事 務 部 長     清 田 辰 郎 君   

鹿央総合支所長     深 川 賢 一 君   

市民福祉部次長     角 野 恵 子 君   

教 育 次 長     八木田 達 博 君   

総 務 課 長     星 子 四 郎 君   

財 政 課 長     戸 次 由 夫 君   

企 画 振 興 課 長     寺 崎 泰 和 君   

情 報 企 画 課 長     前 田 泰 秀 君   

いきがい推進課長     前 田 幸 春 君   
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人 権 啓 発 課 長     上 野 敬 助 君   

農 林 振 興 課 長     富 安   豪 君   

商 工 振 興 課 長     永 田 義 文 君   

建 設 課 長     酒 井 博 士 君   

住 宅 課 長     長 迫 三紀夫 君   

農業委員会事務局長     松 山   寛 君   

病 院 管 理 課 長     田 上 信 博 君   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     宮 本 誠 之 君   

議 事 係 長     今 坂 英 俊 君   

議会総務係主任     堤   真 澄 君   

書      記     中 村 武 志 君   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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午前10時00分 開議 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 質疑・一般質問   

○議長（高野誠二君）   

 日程第１、質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。丸山寛治議員。 

［25番 丸山寛治君 登壇］ 

○25番（丸山寛治君）   

 おはようございます。議席番号25番、菊鹿町選挙区丸山寛治と申します。よろし

くお願いします。 

質問に入らせていただきます。合併協議会で合意された協定項目についてお尋ね

します。平成15年１月８日に１市４町の合併協議会が設立され、以来49の協定項目

について協議がなされ、関係各位のご努力の結果、その合意がなされてきました。

これらの合意のもとに１市４町のそれぞれの議会において審議がなされ、廃置分合

の議決がなされたものであります。 

すなわち、廃置分合の議決の判断は協議された49の協定項目の合意によるもので

あります。当然、合意された協定項目は、合併後の新市において実現すべきもので

あります。合併協議会で協議された内容については、１市４町の住民の意見を聞き、

また、理解を得るため１市４町それぞれにおいて、住民説明会がなされてきました。

住民の方々も、この協定項目の内容には大きな期待をもって合併に臨まれてきたと

ころであります。 

その合意項目の一つとして、新市建設計画があります。この計画は、１市４町の

合併後の新市を建設していくための基本方針を定め、これに基づく建設計画を策定

し、その実現を図ることにより１市４町の速やかな一本化を促進し、地域のさらな

る発展と住民福祉の向上を目指すものとあります。計画策定には、１市４町の将来

の人口推計、財政状況、行政サービス、少子高齢化対策及び社会経済の状況など、

十分な検討がなされた結果、策定された計画であると確信しています。 

新市になり、この山鹿市の市政運営の基本方針を示す第１次山鹿市総合計画の中

でも十分な検討がなされ、この新市建設計画が反映された計画であると考えます。

そこで、合併協議会で合意された新市建設計画の中の五つの構想の一つである情報



- 78 -   

ハイウェイ構想についてお尋ねします。この構想の目的は、新市において地域に密

着した映像状況を提供するケーブルテレビを整備し、行政情報、緊急情報、福祉情

報、地域の生活に必要不可欠な文化・教養の放送など多彩な情報提供や発信を通じ

て、均衡ある快適な情報化社会の実現を図りますとあります。 

ケーブルテレビの整備は、オフトーク施設の代替でなく今日の情報化社会を勝ち

抜くためのブロードバンド化の普及はもとより、関係する事業所などにとっては光

ケーブルによる高速通信はなくてはならないものであります。さらに、地上波デジ

タル放送への対応、ＩＰ電話、難視聴地域の解消など多くの利用があり、さらなる

住民サービスの向上を図るものであります。 

この山鹿市においては、ＡＤＳＬはもとよりＩＳＤＮがやっと開通した地域もあ

ります。今日の情報化社会において、このような情報格差は地域社会の発展の停滞

を招き、足を引っ張る大きな問題であります。ケーブルテレビの整備に対する関係

住民の期待は大きく、ＡＤＳＬの地域や、特にＩＳＤＮの内田地区の住民の皆様に

とっては大きな期待が寄せられるところであります。 

第１次山鹿市総合計画の中においても、安全で快適な暮らしを支える基礎づくり

の一つとして、ケーブルテレビなど情報基盤の整備計画がなされるものと考えます。

平成16年10月に合併協議会に報告され承認された情報ハイウェイ構想の基本方針に

ついての整備方針では、１点目、ケーブルテレビ施設整備事業の期間は５年ないし

６年程度とする。２点目、事業施行については地域の状況を考慮し、地域別に整備

するとなっていますが、合併協議会で合意され、山鹿市における情報ハイウェイ構

想、ケーブルテレビの整備は、今後どのような計画をされていくのか市長にお尋ね

します。 

○議長（高野誠二君）   

 これより執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

おはようございます。ただいまの丸山議員の情報ハイウェイ構想、ケーブルテレ

ビの今後の整備計画についてお答えいたします。情報ハイウェイ構想については、

高度情報化社会に向けて市内全域に光ファイバー網を整備し、高速な情報通信を可

能にし、行政情報や地域の情報など利便性の高い情報を高度に利用することにより

市民サービスの向上を図り、地域間の情報格差を解消するとともに、有線によるテ

レビの視聴により難視聴地域を解消し、来るべき高度情報化社会に対応する手段と

して新市建設計画において位置づけられたものでございます。 

現在、高度情報化社会と呼ばれていますが、情報化の流れには速いものがありま
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す。国においては、今年の１月19日にＩＴ新改革戦略が公表されました。ＩＴの恩

恵を実感できる社会の実現や世界の先導的立場を確保することを目標とした構想で

すが、これまでさまざまなＩＴ戦略が公表された経緯を考えても、施策の展開には

スピードの速いものがあると言えます。流れの速い情報化の中で、山鹿市の情報ハ

イウェイ構想をどのように発展させていくべきか、時代を見越した情報化、利便性

の高い情報化、住民の理解が得られる情報化、といったさまざまな見地から検証し

ていく必要があると考えます。 

合併前の住民説明会において情報ハイウェイ構想の説明がなされ、近い将来実現

できると思われた住民の方もあると思いますが、高度情報化に関するアンケート調

査においては、ケーブルテレビの内容を「知らない」「内容まではわからない」と

答えられた方が８割近くあったことや、ほかに優先すべき課題があると考えられて

いる方もあり、市民の認識度が低いということが伺えました。 

新市建設計画において、本事業を５年ないし６年の事業期間と定めたところです

が、今後の情報化の流れや住民の意向を見極める必要があると考えております。特

に、本事業は構想もさることながら事業費も大きな事業でございます。それだけに

情報化の構想と財政面での将来的な視点から検討し、的確な判断が必要であると考

えていますので、もう少し検討の期間をいただきたいと考えております。 

しかしながら、当面する問題としてオフトーク放送機器の老朽化に伴う機器の更

新については、平成18年度において対応していきたいと考えておりますし、ブロー

ドバンド未整備による情報格差の是正問題についても、通信事業者とも協議を重ね

ながら、今後、問題の解決に取り組んでいきたいと考えております。 

ＩＴを利用した市民生活の利便性の向上といった側面につきましても、今後、情

報化計画を策定する中で将来的な情報施策の構想を確立していきたいと考えていま

すし、公共ネットワークの整備についても、地域イントラネット基盤施設整備事業

の実現に向けて計画を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 丸山議員、了解ですか。 

○25番（丸山寛治君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 丸山議員。 

［25番 丸山寛治君 登壇］ 

○25番（丸山寛治君）   

ただいまの市長の答弁では、オフトーク放送については老朽化に伴う機器の更新
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としては18年度において対応していくとの考えでございました。菊鹿支所の方も、

修理については大変苦労をなされていると思います。３町の皆様も、今まで同様行

政サービスを聞けることだと思い、執行部に対して、それについては感謝を申し上

げます。 

再度、質問をいたします。この新市建設計画がなされた情報ハイウェイ構想につ

いては、今後の情報化の流れや住民の意向を見極める必要がある、もう少し検討の

期間をいただきたいとのことであります。当然、将来の財政状況などを含め十分な

検討が必要だと考えますが、６月の一般質問の市長の答弁では「まほろばネット構

想についてはオフトークの老朽化に対応し、また、地域情報の格差をなくし、地域

情報化のために重要な事業であり、合併前の協議会での合意事項として尊重しなき

ゃならない事業であると認識しております。本年度は、これは17年度ですね、本事

業の調査にかかる先進地視察の経費を計上し、ケーブルテレビに関する最新技術動

向の調査、山鹿市におけるケーブルテレビを実施した場合の設備、システムや運用

体制の検討を行わせることとしております。」また、「山鹿市に今後必要な情報化

の計画について住民が求める情報化、行政のあるべき情報化の姿を実現するための

指針として、地域情報化計画の策定に着手することとしている。」との答弁であり

ました。 

そこで１点目、まほろばネット構想に係る先進地視察においてケーブルテレビに

関する最新技術動向の調査、山鹿市におけるケーブルテレビ事業を実施した場合の

設備、システムや運用体制の検討は、当然山鹿市総合計画に反映されてきたと思い

ますが、調査・検討の結果はどのようにまとめられていますか。 

２点目、地域情報化計画の策定は、山鹿市総合計画の策定とともに進められてこ

られたと思うが、住民が求める情報化、まさしくそのとおりであります。住民が求

める情報化を実現するためには、住民のニーズを的確に把握することが最も重要と

考えます。そのためには、一部の世帯のみならず山鹿市全世帯と地域内の事業所等

を対象としたアンケート調査は最小限の必要不可欠なことでありますが、住民ニー

ズの把握はどのような方法で行われてきたのか。また、地域情報化計画は、いつま

でに策定されるのか。 

３点目、それから先ほど新市建設計画で計画された情報ハイウェイ構想について

の第１回目の答弁では、「もう少し検討の時期をいただきたい。」とのことであり

ましたが、もう少しとはどのくらいの期間を指すのですか。また、山鹿市総合計画

の実施計画では何年度に計画される予定なのか。 

４点目、第１回目の質問でも述べたように、平成16年10月に合併協議会で承認さ

れた、情報ハイウェイ構想の基本方針についての整備方針では、「情報ハイウェイ
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構想は新市の目玉的事業であり、情報通信基盤の格差是正を図るために短期間での

整備が望まれるが、現状などを踏まえケーブルテレビなどの整備計画については、

次のとおりとする。」とあります。その１で、ケーブルテレビ施設整備事業の事業

期間は５年ないし６年程度とするということで協議会で承認され、合意に達してい

ます。 

先ほど申しましたが、この事業に対する関係住民等の期待は大きく、また、多く

の方々が「ケーブルテレビは、いつからできるとですか。それともできんとです

か。」というお尋ねがあります。この計画が大幅に遅れるような場合、期待してい

る住民に対して今後の計画について、行政としてしっかりとした説明責任があるの

ではないかと考えます。また、この新市建設計画のほかにも約２カ年をかけて慎重

に協議された合意に至った協定項目においても、新市でどのようにするのか基本方

針がいまだに不透明な件がありますが、このようなことは今後、住民の新市に対す

る不満となり、行政不信を招くことにもなりかねません。 

合併して１年が過ぎまして新市の総合計画なども完成しつつありますが、当然こ

のような諸計画についても、山鹿市総合計画などにも反映されているものと考えま

すが、これらの基本方針の不透明な合意事項については、市民に対して市民が納得

できるよう十分な説明が必要と考えます。いかがでしょうか。 

以上、４点について市長にお尋ねします。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 丸山議員の２回目の質問にお答えいたします。１点目、先進地視察における調

査・検討の結果は、どのようにまとめられたのかという質問についてお答えいたし

ます。 

これまでの県下で行われたケーブルテレビの通信網は、光ファイバーと同軸ケー

ブルを使った方式がとられてきましたが、合併協議会においては、主要幹線である

光ファイバーの分岐点に変換器を設置する新しい計画がなされました。一方、将来

において、すべて光ファイバーで結ぶ方式が主流になるであろうという意見もあり

ます。このように、ネットワーク構築の技術の進歩には目覚ましいものがあります。

社会や国の施策における情報化の流れが速い中で、将来を見越したネットワーク構

築について、再度検討する必要が出てきたところでございます。 

また、管理運用面については、それぞれの自治体の状況を参考にすれば、山鹿市

の人口規模では直営による運用が適しているように思えますが、施設管理について
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民間活力を積極的に活用するといった視点から、山鹿市全体での施設管理の方向性

を踏まえ、さらなる検討が必要であると考えております。 

２点目の質問の地域情報化計画の策定に伴う住民ニーズの把握は、どのような方

法で行われてきたのか。また、いつまでに策定されるのかという質問についてお答

えいたします。地域情報化と行政情報化を総合的に進めることとする高度情報化計

画策定のため、住民ニーズを把握する必要性からアンケート調査を実施いたしまし

た。対象は、年齢、性別、地域性等を勘案し、一般市民3000名と事業所500カ所を

無作為に抽出したものでございます。調査による高い信頼性を考えれば、ご指摘の

とおり全世帯、全事業所を対象に実施するのが有効であると思いますが、策定委員

会委員には各地域から市民の代表者も選出いただいておりますので、十分な市民の

意見を拝聴できるものと考えております。 

次に、計画の策定時期につきましては、18年度中の策定完了を目指してきたとこ

ろですが、委員の皆様のご意見を踏まえながら、年度前半のなるべく早い時期に策

定を完了したいと考えております。 

３点目、情報ハイウェイ構想について、総合計画の実施計画で何年度の事業計画

とするのかという質問についてお答えいたします。情報ハイウェイ構想については、

山鹿市の情報化を総合的に、かつ、高度に進めるための高度情報化計画の中で論議

をいただき、方向性が導き出されることとなりますので、その策定を受けて判断し

てまいりたいと考えております。 

４点目、ケーブルテレビについて、市民への明確な説明が必要であるということ

に関してお答えいたします。合併前の住民説明会においてケーブルテレビ施設整備

事業が５、６年のうちに実施されると思われている市民の方もあると思いますが、

先に述べましたアンケート調査において「ケーブルテレビのサービスがよくわから

ない」、「全くわからない」と答えられた方が多くいらっしゃいますので、慎重に

判断する必要があると思われます。高度情報化計画も策定中であり、その計画を受

けて判断し、説明の責任を果たしていきたいと考えております。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 丸山議員、了解ですか。 

○25番（丸山寛治君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 丸山議員。 

［25番 丸山寛治君 登壇］ 

○25番（丸山寛治君）   
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答弁、説明ありがとうございました。49協定項目の中の新市建設計画の中の１項

目についてお聞きしました。協定のほかの内容についても、市民の皆様は期待して

合併に臨んでこられたと思います。基本計画が作成され、18年度から実施に向けて

市長さんや執行部の方々も、財政厳しい中での山鹿市２年目だと思いますが、どう

か少子高齢化の過疎対策としてよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わらせ

ていただきます。ご静聴ありがとうございました。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、丸山議員の一般質問は終了いたしました。 

 次の通告順により、太田黒鐵郎議員の発言を許します。太田黒議員。 

［24番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○24番（太田黒鐵郎君）   

おはようございます。24番、太田黒鐵郎でございます。私は、議案第32号 平成

18年度山鹿市一般会計予算、これにつきまして４点、それから、一般質問につきま

して２点をお尋ねしたいと思います。 

まず最初に、72ページでございますけれどもオフトーク更新事業についてお尋ね

いたします。整備後15年余りが経過し、鹿北・菊鹿地域の宅内装置の製造中止とい

う現状にかんがみ、老朽化したセンター装置と宅内装置を更新し、市民への音声に

よる広報手段を維持確保することを目的とするということで１億3900万円の予算が

計上されております。この内容につきましてお尋ねいたします。 

このことにつきましては、私たちの町でも長年これを聞きながら、特に議会の内

容がよくわかるとか、いろいろな広報には欠かせないものでございました。今度の

更新につきましては、非常に町民が喜んで期待しているところではなかろうかと思

います。その中で、全世帯の更新ということがありまして5000世帯ということです

が、今、鹿北町と菊鹿町と鹿央町３町がオフトークを利用しているわけでございま

すが、この３町の全世帯が、これに入るのか。その辺を、まず１点お尋ねいたしま

す。 

次に、今度の更新をしていただく、いわゆる宅内の装置、これにつきまして予算

は１億3900万円でございますけれども、これについての利用者の負担はあるのかな

いのか。また、工事の時期については、どういうふうになるのか。それから、よそ

の町は知りませんが、鹿北町では新しく家を新築されたところで、加入の申し込み

をすると、機械が古くてありませんとか、部品がありませんとかいうことで、新設

が不可能になっておりましたけれども、今度の更新によりまして、未加入者の追加

加入ができるのかお尋ねをいたします。 

それから、センター装置ということで、私はこういう機械のことはわかりません
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けれども、センター装置というのは今、各総合支所の中で放送をしている機械のこ

とだろうと思いますけれども、これを一本化するということですが、一本化するな

らば例えば鹿北だけ放送するといいが、菊鹿・鹿央全体に流れるのか。一カ所にま

とめて流すということはそういうことであるのか、その中身についてお尋ねをいた

します。 

それから、２点目でございますが、これは88ページでございます。外出支援サー

ビス事業について、家庭での移送または路線バスの利用が困難な高齢者等の外出支

援としてタクシーを利用する場合に、その利用の一部を助成することにより高齢者

等の福祉の増進に寄与することを目的とするということで994万2000円の予算でご

ざいます。これは、以前から鹿本町と、またほかの町もあっていたようでございま

すが、全市ではございませんでした。今度の内容は、タクシー利用の助成は月に

2000円を限度とし、高齢者等外出支援タクシー利用券ということで、１枚500円分

として交付するということですが、それだけでございますので、これも内容がわか

らないわけでございます。「高齢者等」と書いてあるが「等」が入っておりますの

で高齢者と誰かということです。それと高齢者の範囲、これは高齢者全員かどうか

というところが、どういうふうに中身はなっておるのか。報酬として34万2000円計

上してありますけれども、有償運送運営協議会会員報酬とありますが、この中身は

どういうものか。この２点についてお尋ねいたします。 

 次に、３点目でございますが、これは108ページです。有害鳥獣対策についてと

いうことでございますが、このことにつきましては先の12月定例議会でも質問をい

たしました件でございますが、いわゆるイノシシ、それにカラスによる農作物の被

害が増加しているので、被害を最小限度に防止するということで今度の予算の内容

は猟友会補助が15万円、それから駆除委託料が350万円、電気柵設置補助が２万円

掛けるの100件で200万円、それから新規に免許を取得される、これに対する補助が

１万円掛けるの10人で10万円ということで計上されておりますけれども。 

駆除委託料の支払方法について、先の12月も申し上げておりましたけれども、17

年度は１日当たりの日当ということでの予算の配分の仕方、支払方法をそういうふ

うにしてあったわけでございますが、私はそういうことではなくしてやっぱり実績

主義、１頭幾らかということで是非お願いしたいと私は要望をしておったわけであ

りますが、その内容はこの予算書を見てわかりません。１頭幾らということに、も

しすれば毎月支払うのか。１頭１頭という確認は、私は今まで鹿北町でやりよった

ことはわかっておりますけれども今後の方法、何頭捕獲したかという方法のとらえ

方、それはどういうふうにするのか。写真なのか、鹿北町では尻尾を持って行きよ

ったわけでございます。しかし、それも尻尾持って行くのも３カ月も半年も一遍に
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というわけにはいきませんので、その辺をどういうふうにして調査をされるのか。 

それから国の方で、農水省と思いますけれども取り組んでおられる大きな事業が

ございます。これも、先の12月議会で申し上げておきましたが、その後の国の事業

に対する取り組みは、どのようにされておるのかをお尋ねいたします。 

 それから４点目でございます。これは115ページです。土木費の道路維持費につ

いてでございます。市道は、地域社会の活性化のみならず安全で暮らしやすい生活

基盤を形成するため、欠かすことのできない社会資本でございます。少子高齢化が

進む中で、人にやさしい道づくりの観点から、安全性と利便性の両立を目指して利

用者の立場に立った安全な道づくりが急務となっている。特に市街地では、歩きや

すい舗装や排水路の整備、農村部では広域農道などの幹線道路への市道の円滑な接

続を進め、道路生活水準の向上を図らなければならないという観点から1597路線、

延長1011キロメートル、市道のグレードアップを図るということでの２億843万

2000円の予算計上でございますが、この事業は市民の生活において必要不可欠な事

業でございます。この事業が、小さなところの側溝の問題とか、日頃生活するため

に不便であるという小さいところを、手の届くことによって行政サービスがいいか、

悪いかという、市民からの評価が出るところではなかろうかと思うわけでございま

す。 

 それで、この事業を実施することによる考え方でございますけれども、この予算

の配分、いわゆる各支所にどういうふうにして配分されるのか、やっぱりこの予算

の積み上げ方をどういうふうにして積み上げたのかということでございます。例え

ば、面積あたりから申し上げますと、皆さん方十分ご承知と思いますが、それぞれ

の旧各町の面積は違うわけでありまして、例えば鹿北町の５分の１が鹿本町という

ことで、それぞれ格差があるわけですから、その辺の予算の配分についてどうする

のか。今、このままの予算を見ますと早く取った方が勝ちという感じもしますので、

その辺につきましてのお尋ねをいたします。 

 次に、一般質問２点お願いいたしますが、これは17年の３月、６月、９月、12月、

４回、私は質問した件でございますが、新市の庁舎の位置決定についてでございま

す。先の12月の一般質問の中で、市長は非常に不透明といわれるような答弁でござ

いまして、再度質問を申し上げますが、この前の12月の最後に助役の答弁の中で、

12月の定例議会の私の質問に対して「３月には、市長としてもはっきりとした方向

づけを考えておられますので、それまでに委員会といたしましては、この後、委員

会としての詰めをいたしまして、それを私の方から市長の方に報告という形でお届

けすることになると思いますし、それを受けられまして市長の方で判断をされるこ

とになるであろうと思う。」というような答弁でございました。 
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この結論としては、市長のきょうの答弁はまだ聞いていないわけですけれども、

今会期の冒頭に市長の説明要旨を配られまして、その最後の部分に「新庁舎の時期

につきましては３年以内の着工は困難と判断し、場所の決定も、さらに慎重に検討

すべきものと考えます。今、市民が求めているのは、新市の総合計画や行政改革を

踏まえて、合併前の継続事業や市民生活の基盤となる事業を推進することであると

考えます。さらには、まちづくりの方向性もコンパクトシティの方向へ制度改正が

進んでおり、行政改革による本市の組織改編などを含め、多くの行政課題との整合

性を図る必要がございます。」ということを書いてございます。これを見ますと

「ああ、今度もはっきりした返事は出てこないな。」と、私は思いました。 

はっきりしたことは、３年以内の着工は不可能ということでございます。それか

ら着工は不可能だが、場所の決定も、これは総合的に判断してと、いつまで総合的

かわかりませんけれども、何回も何回も総合的な判断がありよるようでございます

が場所の決定もできない。 

それから、後の方にコンパクトシティというようなことがございます。コンパク

トシティと言うても私どもはぼんくらですから、あんまりわかりませんが、どうい

うものであるか。コンパクトシティを市民がどういうふうに受けとめるといいのか、

オフトークを３町はこの放送を聞きよりますのでわかりやすく説明をしていただき

たい。それから、そのコンパクトシティということに対しての市長のイメージプラ

ンというのはあると思います。何をするにも、今からやりかかるときに、最後には

こういうふうになるといいなというようなことがなくてはいろいろな計画はできま

せんので、それに対する市長のイメージプランをお尋ねしたいと思います。 

 それから、次に一般質問の２点目でございます。これは地域振興局の統廃合によ

る今後の考え方ということで出しておりますが、地域振興局の統廃合が県の方で具

体化する中で、市の今後の考え方をお伺いしたいというわけです。今、皆さん方ご

承知のとおり、山鹿市から撤退してよそに行ったものがいっぱいございます。ハ

ローワークとかＮＴＴ、九電、ＪＲとか、ほかにもいろいろございますし、また聞

くところによりますと、今度は裁判所も玉名の方に何か移るというような話を聞き

ますけれども、地域振興局が熊本県で最終的に何カ所ぐらいになるというようなこ

とを市長は考えておられるのか。もし、城北ということでどこにか一本化になるこ

とにおいて、山鹿市として市内に誘致する気持ちがあるのかないのか。 

コンパクトシティというのは、よそに出て行くことがコンパクトシティではない

ようでございますので、私はわかりませんけれども、やっぱり小さな、コンパクト

というのは小さな市とか町とかということだろうと思いますので、みんながよそに

出て行くことが、この趣旨じゃないと考えますので、この辺も市長はどういうふう
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に慎重に考えていかにゃならん時期にきていると私は考えますので、本日お尋ねを

しているわけでございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

 おはようございます。太田黒議員の質疑の議案第32号 平成18年度山鹿市一般会

計予算の72ページのオフトーク更新事業について、ご説明を申し上げます。 

 鹿北町、菊鹿町、鹿央町で利用されておりますオフトーク放送につきましては、

平成２年から４年にかけて整備がされておりまして、既に耐用年数を経過し、機器

の老朽化や部品の製造中止などの状況にありますので、今回、機器の更新をするも

のでございます。 

 センター装置につきましては、現在、各総合支所内に設置してございます。この

装置につきましては１カ所に集約し、運用をしたいと考えております。また、各家

庭に設置している宅内装置につきましては、鹿央町を除き、新しいセンター装置に

対応できない鹿北・菊鹿地区の宅内装置を取り替えるものでございます。 

 ご質疑の新規加入の件、また、宅内装置の更新等によります個人負担の件につき

ましては、山鹿市オフトーク通信施設条例の適用によりまして、宅内装置及び取付

工事は市の負担とするとございます。そういうことで、物品等につきましては市の

備品とし、加入者に貸し付けるということでございますので、加入者の負担金はご

ざいません。 

また、工事の時期、期間関係でございますが、一応、機器を発注しましてから

９カ月ほどかかるようでございます。そういうことで、機器が取り付けられますの

は年度末と考えております。発注し、機器が来まして短期間に取付関係につきまし

てはしたいと考えております。 

また、放送につきましての地域を限定しての放送関係ができるのかということで

ございますが、それも可能でございまして、原則的には今までどおりの運用と変わ

らないということでございます。新規加入関係も更新関係も一緒でございまして、

このオフトーク通信施設条例の第９条に適用をうたってございます。そういうこと

で、宅内装置取付工事関係については市の負担とするとなっておりますので、市が

負担をいたして機器は貸与するということになります。それで、加入者の負担金は

ございません。今回の更新時に加入はできます。以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 
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［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

 おはようございます。太田黒議員の質疑にお答えいたします。一般会計の予算書

88ページの外出支援サービス事業につきまして申し上げます。 

この事業の目的等につきましては、議員の方からお述べになりましたけども、再

度繰り返し申し上げます。この事業は、家庭での移送または路線バス等の利用が困

難な高齢者等の外出支援としてタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成

することにより高齢者等の社会参加の機会をふやし、生きがいづくり、さらには介

護予防につなげることを目的として全市を統一して実施するものでございます。 

対象者につきましては、高齢者のみの世帯等であって、なおかつ住民税非課税世

帯に属され、介護保険制度による要支援、要介護認定を受けている方を対象といた

します。それから、「高齢者等」ということの「等」の中には、40歳以上の障害者

で介護認定を受けた方という意味の「等」でございます。 

それから、助成内容につきましては、これも議員の方からおっしゃいましたけれ

ども月に2000円を限度といたしまして、高齢者等外出支援タクシー利用券というの

を１枚500円分になりますけども交付するものでございます。 

もう一つ、有償運送運営協議会について申し上げます。有償運送運営協議会とは、

ボランティアが有償で外出支援をするために協議会を設置しなければならないとい

うことで、目的でございますが、山鹿市における特定非営利活動法人等による福祉

有償運送の必要性、並びに、その実施における安全性の確保及び利用者の利便の確

保にかかる方法等を協議するために、山鹿市福祉有償運送運営協議会というものを

設置するものでございます。当然、運営協議会では、運送の必要性とか運送の対象

に関すること、安全性の確保、そういった諸々を協議していくことになります。以

上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

おはようございます。質疑の３点目、108ページ有害鳥獣対策事業についてお答

えいたします。有害鳥獣駆除につきましては、山鹿市猟友会と委託契約を結び、有

害鳥獣であるイノシシ、カラスなどの駆除を行っているところでございます。平成

17年度におきましては、駆除に出ていただいた日当を支払う方法により有害鳥獣の

捕獲駆除に取り組んでおるところでございます。 

しかしながら、鹿北、菊鹿、山鹿を中心に、イノシシによる農作物の被害がます
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ます増加してきており、また、カラスによる農作物やビニールハウス等に対する被

害も増加傾向にあるところでございます。 

このようなことから、委託の方法につきましては、昨年から内容の検討を重ね、

猟友会との協議を進めている中で、１頭幾らといった実績に基づいた内容を取り入

れることを提案しており、より効果的な駆除を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

確認の方法につきましては、各総合支所で確認をしていきたいと思いますが、そ

の内容につきましては従前、鹿北でやっておられました尻尾による現物の確認等に

つきましても、猟友会の方と今後協議の上、決定をしていきたいと思います。 

支払の方法でございますが、これも猟友会と今後協議の上、決定していきたいと

思いますが、できますならば３カ月程度に取りまとめて支払う方法を考えていると

ころでございます。 

次に、国が進めております有害鳥獣捕獲対策についてでございますが、国は平成

18年度から新たに野生鳥獣による被害防止対策の充実・強化を図るため、環境省と

の連携のもと県域をまたぐ広域地域を拠点として設定し、被害軽減と地域活性化を

もたらす最新防除技術体系の確立と肉資源等利活用システムの構築を総合的に推進

する対策事業などを創設するということでございます。 

具体的には、鳥獣の捕獲と処理加工、販売を一体的に運営するシステムや、ＧＰ

Ｓ、ＧＩＳなどの衛星情報システムの活用による鳥獣の行動範囲や移動経路に関す

る情報マップの作成、また、サル用電気柵やイノシシ用フェンスと新たな土地利用

等を組み合わせた最新の総合的な防除技術体系の確立を図ろうとするものでござい

ます。 

ただ、この事業につきましては、冒頭述べましたように県域をまたぐ広域地域を

拠点として設定され、広域協議会を設立し、行動計画を作成の上、取り組むもので

ございますので、今後、熊本県鹿本地域振興局などと協議を進めながら検討してま

いりたいと考えております。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

おはようございます。質疑の４点目、道路橋梁維持費の道路維持費についてお答

えをいたします。道路維持費の１億9643万2000円につきましては、市道全体で1597

路線、延長にしまして1011キロメートルに及ぶ市道のグレードアップ、道路機能の

強化を図るものでございます。 
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この予算要求につきましては、まず各総合支所の建設課から地元の要望を取りま

とめた予算要求書を持ち寄りまして、本庁建設課と各支所の担当者によります現地

調査、調整会議を実施し、緊急性や効果、それから、地域バランスなどを協議調整

の上、予算要求を行っております。その予算の配当につきましては、予算の執行上、

各総合支所単位での配当を行うことが望ましいと考えておりますので、一般道路改

良につきましては既に箇所ごとの張りつけが終わっております。特に、ご質問の道

路維持費につきましては、地元からの要望が最も多く住民の方にとりましても、最

も身近な生活基盤の整備でございますので、現在、各総合支所を交え十分に協議を

しているところでございます。 

したがいまして、今月中にはその調整を終えまして、各総合支所への配当を行う

ことにしております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの太田黒議員のご質問、１点目の新庁舎位置の決定についてお答えいた

します。庁舎建設の時期及び位置の公表につきましては、合併協議会により私に委

ねられた重要なことであります。慎重を期しての判断を行ったところでございます。 

山鹿市総合計画に掲げます施策、合併時の新市建設計画を継承する事業、生活基

盤の整備、教育環境、商工農林業等の経済基盤の整備など、市民福祉の向上に直結

する施策事業を優先すべきであり、また、今後なお厳しい財政見通しを踏まえて限

られた合併特例債を市民に密着した建設事業、福祉施策、山鹿市経済の原点である

農林商工業の活性化に投資すべきであると思っております。 

市長就任以来、早１年を経過したところでありますが、さまざまな会議や懇談会

またはイベントに参加いたしまして、それぞれの地域における課題を投げかけられ

ましたが、最も感じますのは地域経済の活性化、少子高齢化に伴う福祉基盤の充実

でございました。庁舎建設に投じる20ないし30億円の予算を市民生活基盤の整備向

上に、優先的な投資が求められていると感じたところでございます。今やるべきこ

とは、市民の生活に密着した福祉向上施策への財源投資を優先すべきであり、その

ことが私の任期中にすべきことであると、そのように考えております。何卒、私の

思いをご理解いただきますようお願い申し上げます。 

さらに、お尋ねでございましたコンパクトシティにつきましては、郊外へ拡大す

る都市を見直して住を含めたさまざまな機能、職や学や遊び等を都市の中心部にコ

ンパクトに集積することで、中心市街地活性化等相乗効果を生もうとするもので、
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都市の拡大により可住地をふやし続け、人口を増大させる方策をとってきた従来の

都市計画に対し、見直しを迫る考えでございます。市街地区域内の未利用地の有効

活用といった、都心部の土地の高度利用により、職・住近接による交通渋滞の緩和、

環境改善が見込まれるだけでなく、近郊の緑地や農地の保全が図られるとされる。

従来のような人口増大が見込めない状況下で都市の活力を保持する政策であると認

識いたしております。 

次に、まちづくりのイメージということでお尋ねがあったわけでございますけど

も、先ほどもいろいろと申し上げましたように、非常に今日の社会状況、厳しい財

政状況にあるわけでございます、国も県も自治体も。そういった中で、これまでの

ように、どんどんとハード事業を展開していくような時代ではないというふうに認

識をいたしております。 

私も、先ほど申し上げましたように合併いたしましたいろんな地域に出掛けて行

ったわけでございますけども、この新生山鹿市のそれぞれの地域が素晴らしい資源、

可能性を秘めておるといつも申し上げますけれども、そんな認識をいたしました。

自然や歴史や文化、さらには素晴らしい人々が住んでいらっしゃる。その地域地域

の特性をしっかりと生かしながら、この山鹿市をつくり上げていくことが大事だろ

うと思っております。 

そして、人にしっかりとした視点を当てていく。ハードではなく、物ではなく、

やはりそこに住む６万市民、そこにしっかりとした視点を当てていくことが必要で

あろうし、また、市や地域をつくっていくのも６万市民であろうと思っております。 

そして、自然や歴史や文化を生かしながら、やはり外からも多くの方々が来訪い

ただくような、交流人口をふやしていく、そういったことの中で産業活性化してい

く方策が必要であろうと思います。さらには、基幹産業である農業を中心的に活性

化を図っていく必要があると思いますし、その魅力を対外的に発信していくことが

必要であろうと思っております。 

また、人づくりとともに産業の活性化、これが大事でございます。今申し上げま

した農業や商工業、観光ということももちろんでございますけども、さらには新た

な産業の活性化ということで新たな企業の誘致も非常に大事な要素だろうと思って

おります。 

先ほど、コンパクトシティの説明もしましたが、やはり当初申し上げましたよう

にハードをどんどん進めていく時代じゃないというようなことで、今ある物をしっ

かりと大事にしながら、それを活かして活性化を図っていくことが大事であろうと

思います。 

先ほど、人に視点を当てたということを申し上げましたけれども、やはりこの山
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鹿市をつくっていくのも人でございますし、その人が幸せになるために医療や福祉

や環境、いろんな施策を充実しながら、そこに住む市民の方々が、このふるさとに

誇りや自信や、そしたまた喜びを持って生活できるような社会を、山鹿市をつくっ

ていきたいと、そんなことをイメージしながら取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

２点目の地域振興局の統廃合による今後の考え方についてお答えいたします。ご

案内のとおり、地域振興局の再編・統合につきましては、平成18年度に方針が決定

されるようでありまして、基幹となる数カ所の振興局に集約される方向で検討がな

されておると聞いております。県北の６市、阿蘇市、菊池市、合志市、山鹿市、玉

名市、荒尾市をエリアとする基幹地域振興局への再編であろうと思いますが、県北

の中心となる山鹿市に是非ともお願いしたいと考えております。 

県北に残ります植木町、阿蘇郡３町３村、菊池郡２町、玉名郡４町の10町３村で

ありまして、東西に伸びます県北域の中心である山鹿市の地理的条件から、また、

中心街の過疎化につながる懸念もございます。是非とも基幹地域振興局として、鹿

本地域振興局の存続を期待しますとともに、議員各位の協力をいただきながら県へ

の強力な要請を行ってまいりたいと思っております。 

なお、市の担当窓口といたします職員を配置して連絡調整に当たらせたいと考え、

既にそのような取り組みをいたしておるところでございます。よろしくお願い申し

上げます。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時10分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時22分 開議 

○議長（高野誠二君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 太田黒議員、了解ですか。 

○24番（太田黒鐵郎君）   

議長。 

○議長（高野誠二君）   

太田黒議員。 

［24番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○24番（太田黒鐵郎君）   

２回目の質問を行います。途中で休憩が入りますもので、ちょっと忘れましたけ
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れども、質疑の１番目のオフトーク更新事業につきましては、ただいまご答弁がご

ざいましたように鹿北町と菊鹿町を新しく更新するということ。それから、市の負

担とするから利用者の負担は要らないと。工事の時期については、発注して９カ月

ぐらいかかるから年度末になるだろうと。放送は、今までどおりに変わったことは

ないというようなことで、非常にいい声で今度は放送されるものと思います。これ

には、もう答弁は要りません、時間がありませんので。 

それから、外出支援サービス事業につきましては、「高齢者等」というようなこ

とで指摘しましたけれども、これは高齢者じゃなくても要介護の認定を受けた人が

おられますので、そういう範囲というようなことですが、これで一つわからないの

が960万円の算定基礎、いわゆる介護認定者を何名ぐらいに想定しての960万円であ

るかということについて１点お尋ねします。 

それから、有害鳥獣対策につきましては、これはまだ今、猟友会との話し合いを

せにゃならん部分が多いようでございますが、実績主義にするということは今、部

長の答弁でございましたので、12月に私が要望しておりましたように１頭5000円と

いうようなことで350万円ありますので700頭分というような計算で私は頭に入って

おりますので、是非そういうことでお願いしたいと思います。 

それから、農水省の国への対策の事業の対応につきましては、県域をまたがって

ということでございますので、福岡県並びに大分県当たりと、やっぱり向こうの方

も相当被害が出ておりますので、協議の上どんどん、これは進めていただきたいと

思います。 

それから、次の道路維持費につきましては、ただいまご答弁がございましたので

別にこれ以上申し上げるところはございませんが、維持費につきましては現在協議

をしながら配分するというようなことでございますので、さっきも申し上げました

ように、これは末端住民が非常に期待しておるところでございますので、早急にお

願いしたいと思います。 

次に、一般質問のこれは２点とも市長にお尋ねでございますので、時間の都合で

一遍にいきますけれども、今の市長の答弁でちょっと休憩も入りましたので忘れて

しまいましたけれども、何かまだ不透明でございます。言われますように、農林業、

商工業、それから福祉、こういうことが非常に大事であるということは私もそうい

うふうに思います。 

しかし、そういう事業を進めていくためには、拠点となる市の庁舎の位置当たり

はちゃんと決めていかないことには、次の段階には私は移れないのじゃなかろうか

と考えます。それで、今決まっておりますように質疑、質問においては登壇３回で

ございますが、もう時間がきよります。あと１回立っていいけれども時間がきより
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ますので、率直にお尋ねします。これまで４回、今度で５回目、今、庁舎問題で発

言しとるわけですから、今度は決着をつけて、もうこれから先は次の人が誰かいく

ならば知りませんが、私はこれで庁舎問題についてはやめようと思いますので、合

併協議会で決めたことは、それでは守らなくても、これは無視していいと。今まで

の市長の答弁では、「合併協議会で決めたことは、これは大切なことでございます

ので尊重します。」というような答弁ばっかりだったけれども、今度は３年以内に

は着工不可能とか、それから場所の決定につきましても、協議して当分の間という

ことは、いつまでかわからないけど。 

それから、コンパクトシティにつきましても、今読まれた資料は私もここに持っ

ているわけです。その中には、大きな市の稚内とか青森とか仙台とか神戸市とか、

そういうところがコンパクトシティ事業に取り組んでおるわけです。山鹿は、まだ

コンパクトのコンパクトで、そういう大きなまちではありませんので、それよりも

さっきから申し上げますように、いろいろな事業所がよそに撤退して出て行くとい

うようなことが一つでもないように力を入れにゃならないということ、そういうこ

とがコンパクトシティの考え方じゃなかろうかと思います。 

それで、地域振興局のことにつきましても、やはり城南、城北、天草というよう

なことで将来決まるかどうかわかりませんけれども、恐らく大きな中での何カ所か

に決まると思いますので、先ほど市長からの答弁にありましたように、今から運動

を展開しながら、そして、ちゃんと考えていかにゃならんと。ちゃんと職員も配置

しますということでございますので、これには期待するわけでございますけれども、

庁舎の位置決定につきましては、本日はっきり市長から市民にわかりやすく「ああ、

そういうことならば合併協議会の協定事項を守らんでもいいな。仕方がないな。」

というようなことで市民の皆さん方が十分安心されるような、答弁を最後にお願い

します。 

それから、そういうことで拠点をつくらないということは、これは将来本庁方式

ということが話に出ておりますけれども、これは拠点ができないことには恐らく本

庁方式じゃなくして、将来も総合支所方式でいくのかなと、そういう考えが市長に

あるのかなということを思っておりますので、もう１回ございますので時間の都合

もございますから、ざっと今お尋ねをしたわけでございます。お尋ねはざっとだけ

れどもしっかりした答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   
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２回目の質疑にお答えいたします。外出支援タクシー券の960万円の算定根拠は

ということでございますが、人員としましては400名を算定根拠といたしておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの太田黒議員の２回目の質問にお答えいたします。合併協定項目を無視

していいのかというお話でございます。今回の先の所信表明におきまして、庁舎の

位置問題につきまして３年以内の着工は困難であるというような考え方を表明した

ところでございます。これにつきましては、庁舎の建設については、３年以内に着

工というような大きな決定事項があったわけでございます。それにつきまして今回、

先ほど申しましたようないろんな事情の中で着工ができないと、決定項目を覆すよ

うな形での方向性を出さねばならなくなったことについては、非常にいろんな状況

の中で、これまでそういった協定の中で合併も進んできたところでございますし、

その重さを考えますときに大変心苦しい、そんな思いをいたすわけでございます。 

しかしながら、先ほど申し上げましたように新市発足してからの現状、そしてま

た、財政状況厳しい中で市民の方々のニーズや、これからの新しい山鹿市をつくる

中でのあるべき姿、また取り組まねばならない事業等々を考えますときに、市民の

方々に身近なものを優先的に取り組むべきであるという思いを強くしたところでご

ざいます。 

先ほど、いろんなほかの件につきましても申し上げましたけれども、やはり優先

すべき事業が山積しておると、そういったことを優先すべきであるという判断の中

で、今回３年以内の着工は厳しいという考え方に至ったところでございます。 

また、現在の総合支所方式から本庁方式というような形を目指しておりますけれ

ども、そういった形は目指さないのかというお尋ねもあったわけでございますけど

も、当初から計画しておりますように行政改革を進めながら本庁方式、そういった

あるべき姿を求めていきたいと思っておりますし、そういった状況とあわせながら

組織のあり方をきちっと検証し、新庁舎の建設にも並行しながら取り組んでいきた

いと思っております。先ほど申し上げましたように本庁方式、将来的に10年の時間

をかけながら取り組んでいくという方針には変わりはないということを申し上げて

おきたいと思います。 

地域振興局の集約等につきましては、是非ともこの山鹿市に拠点の振興局を残す、
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つくる、そういった思いの中で皆さん方とともに全力を挙げて頑張っていきたいと、

そんな思いをいたしております。以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 太田黒議員、了解ですか。 

○24番（太田黒鐵郎君）   

議長。 

○議長（高野誠二君）   

太田黒議員。 

［24番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○24番（太田黒鐵郎君）   

３回目の質問でございますが、時間の都合で答弁は要りませんけれども、外出支

援サービスにつきましては400名ということでの予算ということでございます。タ

クシー券の500円の１カ月に2000円ということでは、まだ十分ではないということ

は考えますけれども、新しくこういうことを全市にわたって予算化していただいた

ことにつきましては、やっぱり高齢者の皆さん方も非常に喜ばれるものと期待して

おるわけでございます。 

市長の答弁の庁舎のことでございますけれども、もう今回で５回目ですので、も

うこれで私も庁舎のことにつきましては最後でございますが、明確なというような

気持ちにはまだなっておりませんが、とにかく３年以内に着工は難しいということ

です。 

それから、優先順位ということでございますが、私は市民が期待しているのは、

優先順位の第１が庁舎の位置をどこに決めて、どこに建設するのかということに非

常に関心を持っておると感じておるわけでございます。市長の任期も議員も同じで、

あと３年でございますので、恐らく庁舎の位置も建設も任期中にはできないものと

いうことで、本日は了解したわけでございます。本庁方式も10年から先の話ですか

ら、またそのうちにはどういうふうに変わるかわからないなということを感じて、

５回質問をしましたけれども期待はずれに終わって非常に残念でございます。以上、

質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、太田黒議員の質疑、一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により永田紘二議員の発言を許します。永田議員。 

［11番 永田紘二君 登壇］ 

○11番（永田紘二君）   

おはようございます。11番議員の永田でございます。発言通告に基づきまして、
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山鹿市農業対策について３点ほどお伺いをしたいと思います。 

まず、品目横断的経営安定対策、それから有機農業、環境保全型の農業対策につ

いて、それから最近問題になっています野菜の黄化病対策についてということでお

尋ねをしたいと思います。 

先ほど来からお話があってますとおりに基本構想、活力ある産業づくりの中に

「本市の基幹産業は農業である。農業、林業が、安定的に自立できる体制づくりに

努めます。」という提案をされております。その中で平成19年度から農業政策が、

極端に言いますと農地解放以来の大きな改革がなされるということをお聞きするわ

けでありまして、今年の１月１日の最初に私が見た新聞の「品目横断的経営安定対

策へ変わります」というのが出ました。 

見てみますと、中身が全くわからんわけでありますして、どういう形になるのか

なという心配をしておりました。そしたら早速、県、市行政、ＪＡ一緒になりまし

て、それに対応する担い手づくりの集落説明会が、それぞれの部署で行われました。

これをお手元にお持ちの議員さんもおられると思いますけれども、後ほど執行部の

方から配付をしていただきたいと思います。 

その品目横断的経営安定対策について、まずお尋ねをしたいと思うわけでありま

す。先ほどパンフレットの明示をしましたけれども、これに基づきまして恐らく

100カ所か200カ所か、それぞれ担当者分けて説明会があったと思います。私も、

５カ所ほど説明会に入りました。 

最終的には、こういう理解をしました。まず、認定農家は４ヘクタール以上経営

面積を持ちなさいよということが一つでありました。もう一つは、20ヘクタール以

上の集落営農を集落経営の中でやらないと、この二つのそれぞれができないと今ま

でやってきた米、麦、大豆の補助金は廃止しますよと、完全になくなりますよとい

うことでありまして、そういう形の説明会だったろうと理解をします。 

ただ、５カ所ほど一緒に勉強会に参加させていただきましたけれども、それぞれ

説明される担当者が分けておられましたので、全然違う担当者がそれぞれの部署で

説明されておりました。いろんな質問も出ました。後で、その内容等についておつ

なぎをしていただきたいと思いますけれども、どうも説明会の柱は何なのかなとい

うような疑問を持ちました。これだけ、農業政策が米を中心として変わる。変わる

というよりも変えさせられるという表現をしたがいいのかなということでありまし

て、こういう問題点につきまして市長にまず、この説明会をした目的、柱が何だっ

たのかというのを総合的にご説明をいただければと、一口に表現していただければ

一番助かると思います。 

次に担当部署におきましては、それぞれ反省点も出たでしょう。いろんな問題点
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も出たと思います。そういう内容を少し教えていただきたいと思います。 

それから、２点目でありますけれども、有機農業、環境保全型農業対策について、

これも基本計画の中の５カ年計画にはかなり謳われておりますけれども、従来から

土づくりは大事ですよと。それには、有機の投入が必要ですよとか、安全性の高い

生産をするためには減化学肥料、減農薬、無農薬栽培が大事ですよという表現をし

っかり今まで言われてきております。この山鹿市内におきまして、その必要性とい

うか、そういうものに対しての考え方を教えていただきたいと思いますし、特に有

作米とかいう表現もされてます。有機、減農薬、無農薬栽培の特性を生かした販売

戦略、有利に販売するための方法等を取られておりますけれども、そういう実例が

どういうものがあるのか、あれば教えていただきたいと思います。 

それから、３点目でありますけれども、野菜の黄化対策にということでお尋ねを

したいわけであります。もう４、５年前と思いますけれどもトマト黄化葉巻病とい

うのが話題になりました。これは、八代で出てきたわけでありますけれども、非常

に大変な病気であります。ただ、私が心配しましたのは、キュウリの黄化えそ病と

いうのがその次に、ここ２、３年前に出ておると思います。それから、もう一つは

山鹿地区の基幹品目でありますメロン、特に抑制メロンに圃場に100％近く黄化葉、

これは病気の名前がまだ決まってないようですけれども、黄化葉という病気が出た

と。結局、圃場100％にですね、１割、２割じゃなくて100％の圃場に黄化葉巻葉が

出たと。そして、それは一番玉が大きくなって一番糖度が乗るときにぱっと枯れて

しまうと、全く収益が激減したという表現がありました。こういう現状について、

少し教えていただきたいと思います。 

以上で１回目の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの永田議員の一般質問にお答えいたします。議員ご存知のとおり品目横

断的経営安定対策については、平成17年３月に新たな食料・農業・農村計画におい

て制度化されたもので、その内容につきましては平成17年10月に提示されたところ

でございます。 

山鹿市では、これを受けて関係職員の勉強会を行い、全農業集落を対象に対策の

周知を行ってまいったところでございます。今回の説明会では、今後の集落におけ

る農業の担い手育成・確保をするために、区長さんや集落内有識者による世話人会

の設立をお願いしたところでございます。この世話人さん方に、その地域地域の集
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落の農業の将来のあるべき姿、集落内でしっかりとその話し合いを始めていただき

たいと、そんな思いで伺ったところでございます。大きな目的は、新たなことで非

常に大きな担い手の問題、集落営農というのは大きな変革でございますけども、そ

ういった目的に向かっての最初の第一歩を踏み出す集会だったというふうに位置づ

けております。以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

永田議員の一般質問にお答えいたします。まず１点目でございます。今回の説明

会の内容等について、一部をご紹介させていただきたいと思います。 

まず、小さな農家や高齢農家の切り捨てではないかという質問が大変多く出たよ

うでございます。これに関しましては決してそうではなく、国際社会と国内におけ

る農業のおかれた状況をさらにご説明し、この政策に関わらず地域として当然取り

組まなければならない問題であることを理解いただくとともに、小さな農家も高齢

農家も集落営農に参加することで担い手になり得ることを知っていただいたものと

思っております。 

財政厳しい中で国税を使う以上は、効率的農業を目指さなければ国民の理解と支

援がいただけない状況を合わせて申し上げたところでございます。 

次に、認定農家のすべてが今回の政策における担い手として認められるのではな

く、基本的には４ヘクタールの経営面積がなければならないのですが、認定農家に

なるための要件として４ヘクタールの経営面積が必要であるかのように勘違いされ

る方もあったようでございました。 

次に、経営の一元化につきましては、米・麦・大豆が対象品目であるのですが、

それ以外の農作物についても販売等経営の一元化が必要であるとの勘違いがあった

ようであります。また、今回の差し迫った状況が理解できずに「今しばらくは自分

でできるから。」と言われる方も、意外と多かったようでございます。 

今回は、短期間で説明要員を多数育成し、全集落を回ったという事情もあり、説

明の濃淡や説明不足もあったであろうと思います。ご理解いただけるようにお伝え

することの難しさも感じたところでございます。今後もお伝えし、協議しなければ

ならないことがたくさん出てくると思いますので、反省を含め、心してかかりたい

と考えているところでございます。 

次に、２点目の有機農業についてでございます。農産物は、本来人々が安心して

食べるものであるということは言うまでもありません。しかし、戦後の農業は残念
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ながら生産性のみに重点が置かれ、省力化のために自然の生態系に目を向けない化

学肥料、農薬等に依存する体質を助長させてきました。化学物質が環境ホルモンと

して生態系と人々の健康に深刻な影響を与えていることが明らかになりつつあり、

従来の農業、農法への反省と対応が求められています。 

今後は、土づくりを基本においた自然環境への負担をできるだけ軽減させた農業

への移行、真に安全で安心できる農法への移行が求められています。このような取

り組みを通して21世紀を生きていく子どもたちの命とかけがえのない地球環境のた

めに、環境保全の観点から化学農薬に頼らない有機農業、環境保全型農業への移行

が急務であることを農業関係者が認識することが必要です。 

また、行政はもちろん生産者、消費者、流通がお互いに理解を深めることによっ

て、真に安全で安心できる農産物の生産が継続的に発展する有機農業、環境保全型

農業を推進していく必要があります。 

なお、管内の有機農業及び環境保全型農業への取り組み状況については、有機農

業について把握しているところは葉物野菜の１件、環境保全型農業については県の

有作くん、これは熊本型特別栽培農作物有作くん制度については、安全・安心な農

産物づくりを目的に平成２年度から実施されているものでございますが、これの登

録が４件。独自の認証制度といたしまして、減農薬、減化学肥料栽培等、市独自の

自然農業協議会認証などによるものでございますが、これが60件程度。また、エコ

ファーマー、これは持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、

土づくりのための有機質資材の施用、肥料の施用及び有害動植物の防除に関する技

術のうち土壌の性質を改善する効果が高いもの、化学的に合成された肥料の施用を

減少させる効果が高いもの及び化学農薬の使用を減少させる効果が高いものなどで

ございますが、これの登録件数が930件と把握しているところでございます。 

次に、３点目の黄化葉病についてでございますが、野菜の黄化病はトマト黄化葉

巻病、キュウリ黄化えそ病、メロン黄化葉と三つの黄化病が発生しております。お

尋ねの発症状況についてでございますが、まずトマト黄化葉巻病の発生状況といた

しましては、平成13年ごろから発止し始めており、現在も展開葉や成長点への被害

が見られております。 

次に、キュウリ黄化えそ病発生につきましては、平成17年１月ごろから鹿本地域

の一部で確認され、被害状況としましては展開葉や成長点への被害を与え、株の生

育不良や枯死を招いており、発生地域は拡大傾向にあります。 

次に、メロン黄化葉発生状況についてでございますが、平成16年11月ごろから発

生し始めており、被害状況といたしましてはメロンの葉が黄化し、糖度が低下する

のが特徴で、鹿央町、鹿本町で発生しており、産地としては今後、被害の拡大が懸
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念されている状況でございます。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 永田議員、了解ですか。 

○11番（永田紘二君）   

議長。 

○議長（高野誠二君）   

 永田議員。 

［11番 永田紘二君 登壇］ 

○11番（永田紘二君）   

２回目の質問をさせていただきます。12時から休み時間に入りますと途中で切れ

ますので12時までに納めたいと思います。しばらく引っ張るかもしれませんけれど

も、要点だけ質問をします。その辺を踏まえてご答弁をいただきたいと思います。 

まず、品目横断的経営対策につきましては先ほど言われました、今回は世話人会

をまずつくってもらうと。そして、今後の浸透については、世話人会を中心として

やっていくんだということで理解をしたわけであります。それでは、どれくらの集

落に何人ぐらいの世話人を立ち上げられたのか教えていただきたいと思いますし、

この世話人を通して今から浸透していく19年産までのこの政策変換をしていくのに、

どういう方向でどういうスケジュールでやっていくかということをお尋ねをしたい

と思います。 

それから二つ目です。有機農業、環境保全型農業対策についてでありますけれど

も、３点、要約してご質問をします。今、山鹿市管内で堆肥有機は、どれくらい使

用されているのかというのがわかられれば教えていただきたい。それから２点目は、

逆に畜産三法を引っくるめて排出物、し尿等を含めながら、堆肥、液肥の生産量が

山鹿の管内でどれくらいあるのだろうかというのを教えていただきたい。３点目は、

じゃあ山鹿市内で土づくりなり、安定生産をするために有機、液肥、堆肥が、どれ

くらい使う可能性があるのか。これくらいなら使えるという数字がどれくらいある

のかというのを教えていただきたいと思います。 

それから３点目であります黄化病でありますけれども、ごく最近の情報でありま

すけれども、益城のスイカに黄化葉が出たというのが出てまいっております。これ

は、メロンひっくるめてスイカまでそういう問題が出ると、鹿本地区に関しまして

は大変な問題であります。この原因と対策について、今の現状でやられていること

についてお尋ねをしたいと思います。特に、トマト黄化葉巻病に対しましては被害

対策資金というのが貸し出されて、利子補給等についても今回の予算計上がなされ

ております。メロンについても、どういう対策を取られているのか、そういうこと
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についてお尋ねをします。２回目を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

２回目の質問にお答えいたします。まず１点目、世話人会ができたのかと、それ

からまた今後の対応ということでございますが、農業集落196のうち現在届け出が

あっているのは142集落、世話人の数にして972名でございます。 

今後につきましては、まず役員さんに制度の目的と内容の詳細な理解をしていた

だきたいと思います。各集落や地域で認定農業者や集落営農などの担い手の育成と

確保の必要性を認識していただき、さらに集落での話し合いを進めるための方法と

具体的事項についての研修を行いたいと考えています。このことで、最終の目的で

あります土地利用型農業の担い手が、数多くの集落で育成確保できるようにしたい

と考えております。 

次に、有機農業についてでございますが、現在、山鹿市管内で実際使われている

堆肥量については残念ながら把握ができていません。しかし、山鹿市管内における

堆肥・液肥につきましては、推計をいたしますと畜産農家及び処理施設による生産

量が９万6219トンで、使用可能量については稲や芋類、豆類、野菜、落葉果樹など

が10アール当たり２トン、麦やかんきつ類が10アール当たり１トン、工芸作物10

アール当たり３トン、また、飼料作物10アール当たり４トンの基準施用量をもとに

管内の作付面積で積算いたしますと、11万1090トンとなっております。需要と供給

のバランスとしては、生産量を使用可能量で割りますと87％となり、全量、山鹿市

内で施用できるということになっております。 

なお、行政としましては、水田農業において耕畜連携により飼料用稲を栽培し、

畜産農家は代わりに堆肥を還元するといった耕畜連携の推進を図っているところで

ございます。 

次に、黄化葉病についてでございますが、原因としましてはウィルス病でキュウ

リ黄化えそ病はスリップス類の媒介による感染、そして、トマト黄化葉巻病はシル

バーリーフコナジラミの媒介による感染であります。また、メロン黄化葉につきま

しては、シルバーリーフコナジラミの影響と生理的問題が考えられております。 

このため、対策としてはＪＡ鹿本、県鹿本地域振興局農業振興課、農業普及指導

課など農業関係各団体と連携して、防虫ネットの被覆、一斉防除及びハウス周辺の

除草の徹底などの指導、助言を行っています。特に、コナジラミ等の活動が鈍くな

る冬期の周辺雑草などの防除対策が撲滅の有効手段であり、個別に生産農家等への
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現地指導を行っております。なお、トマト黄化葉巻病につきましては、県の農業制

度資金により対応をしております。 

また、防虫ネットにつきましては、国の補助制度等を活用してまいりたいと考え

ているところでございます。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 永田議員、了解ですか。 

○11番（永田紘二君）   

議長。 

○議長（高野誠二君）   

 永田議員。 

［11番 永田紘二君 登壇］ 

○11番（永田紘二君）   

３回目の質問を行います。最初の品目横断的経営安定対策についてはご答弁をい

ただきたいと思いますけれども、あと２点につきましては少し要望をしておきたい

と思います。 

まず、新たな食料農業農村計画の制度の確立に対しまして、今からそれぞれやっ

ていくわけですけれども、いろんなところとタイアップをしていくという話であり

ましたが、行政の、市のその中における役割というものはどういうものであるか明

確に教えていただきたいと思います。どの辺のポジションを指導していくのかとい

うことであります。 

２点目であります。有機栽培でありますけれども、まず、どれだけ使われている

かというのが、ここ１年間合併した後に統計資料をつくっていないということに少

し残念であります。それから、生産堆肥よりも使用可能堆肥の方が87ですから余る

んだということであります。 

しかしながら、本市が一般会計から投資しております例えばバイオマス管理費

3200万円、それから菊鹿・鹿北の有機液肥施設3400万円、ほかに諸々投資をしてあ

ると思いますので、当然そういうものも十分に活用できるような、そういう分析等

は必要かなということを考えます。特に、なぜ堆肥が動いていかないのか。じゃあ、

市外からたくさんの堆肥をどこがどういう具合に購入して振っているのか、そうい

う原因追及もしながら、市行政がかんでいるものについて完全に処理できるような

体制をつくっていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。 

それから、黄化葉巻に関しましても、黄化病に関しましては先ほど防虫網の話と

か補助金の話とか出ましたけれども、原因は先ほど言われましたようにスリップス、

コナジラミということ、虫が原因だということでありますので、虫の発生を防除す
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るということが一番大事だろうと。とにかく防虫網も、それは大事であります。一

斉防除も大事であります。一斉除草も大事でありますけれども、中身を考えますと、

ＪＡが介入している共販体制になっているメロンだとかトマトだとか、そういうも

のについては一緒になってそういう政策ができているようでありますけれども、一

般的に家庭でつくっておられる皆さん方、個人で販売されている皆さん方の黄化病

に対する指導強化もお願いをしたいと思います。 

特に、農業環境の整備というのは、先ほど言われました農業主体であるんですけ

ども、逆に道路だとか、特に最近言われるのはセイタカアワダチソウが非常に一番

悪いと。従来は、喘息に悪いからといってセイタカアワダチソウの撲滅運動があっ

てましたけども、最近はあってませんが、どうもセイタカアワダチソウからの発生

が一番大きいということになりますと、やっぱり地域環境美化というのも考える必

要があるのかな。そうしますと、１市４町合併しまして地域活動補助金というのが

あるわけであります。そういった環境整備、農業環境整備に、区役だとかそういう

やつがあるときに、そういう活用とか提言とかできないものかということを今考え

ておるところであります。以上、３回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

３回目の質問にお答えいたします。土地利用型農業の衰退は、急速かつ確実に農

地の荒廃を招きます。このことは農業生産だけでなく地下水の保全を含めた生活環

境の荒廃でもあり、集落の衰退につながる重要かつ大きな問題であります。この課

題を個々の取り組みで対処解決することは至難であり、地主を含めた農業者・県・

山鹿市・農業委員会・農協・その他関係機関・団体など、すべての力を結集するた

めの協力と努力が必要であります。行政といたしましても、農業と地域振興策とし

ての確たる位置づけを行い、積極的に取り組んでまいりますし、実際に行動してい

ただくべき農業者自身が主役であることを認識していただけるように努力してまい

ります。 

さらに、この農政への大改革への取り組みと必要性を多くの山鹿市民の方々にも

知っていただき、農業への理解につながるようにいたしたいと考えます。 

以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、永田議員の一般質問は終了いたしました。ここで、昼食のためしばらく

休憩いたします。午後は１時30分から再開いたします。 
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午後０時11分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時28分 開議 

○議長（高野誠二君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。次の通告順により森 久雄議員の発言を許し

ます。森議員。 

［22番 森 久雄君 登壇］ 

○22番（森 久雄君）   

皆さん、こんにちは。22番議員の森久雄でございます。昼食の後、大変眠い時間

かと思いますけれども、私も声を張り上げまして質問いたしますのでお聞きをいた

だきたいと思います。質問を４点行います。 

まず、１点目であります。総合計画の進捗状況報告についてということで発言通

告をいたしております。（１）前期５カ年計画の説明が、去る３日なされました。

百花繚乱のごとく、あらゆる計画を網羅された計画であります。前期５カ年計画の

すべてをなし遂げるには、いかほどの資金が必要でありましょうか。財政計画まで

掲載したものは４月になるとのことでしたが、普通は財政計画に裏打ちされてこそ

具体化が望めるというものではないでしょうか。財政計画について、資料なりご説

明は是非、委員会開催までにはお示しになるべきと思います。そうでなければ、本

計画については空論を交わすに等しいものと考えますが、いかがでありましょうか。 

（２）法令に基づくものは別にいたしまして、本市単独事業について伺います。

いろんな事業が各部に計画されています。それぞれの事業は、実施計画で予算措置

されますが、各事業計画の完成あるいは達成はいつまでとか、達成率は何％まで持

っていくとかということは計画でありますから当然考えておられるものと思います。 

そこで、ぜひお願いしたいことがございます。決算審査の際、歳入歳出決算書、

歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び主要な

施策の成果説明書が提出され、審査を行います。これらは義務づけられた書類で、

これ以上に参考書類はございません。これらをもって、総合計画の進捗状況がどう

なっているのかどうかは到底見極めはできません。 

お願いしたいことは、今回作成された市民の福祉向上のための具体的計画の完了

時期をそれぞれに明示しつつ、実施計画に入ったもののうち、Ａ事業は何％の進捗、

Ｂ事業は目標達成、また、Ｃ事業についてはいまだ実施計画に至っていないという

ようなことが、一目で理解できるよう年次報告書を作成していただきたいというこ

とでございます。その報告書には、行政みずからの評価も記載され、報告書は議会

だけに出されることなく、広報やまがにも紙面をふやして掲載をされ、市民の満足
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度と対比させていただくことも必要と考えております。そうすることにより市民と

行政の乖離は緩和され、当然議会の審査にも大いに役立つことは言うまでもないこ

とと思います。この要望は、市長説明要旨の中の開かれた市政の推進にも十分マッ

チしたものと考えます。行革の推進においても、市民に進捗状況の公表を約束され

ています。ぜひ実現していただきたいと思いますが、いかがでありましょうか。 

２点目であります。農業振興について、昨年12月議会で山鹿市の農業の活性化の

一つの方策として産学官連携による特産品開発に取り組まれるよう提案申し上げま

した。市長は「平成18年度以降しっかりと取り組んでいきたい。」と力強く大きい

声で答弁をされました。杉燒助役からもあわせての答弁をいただいたところでござ

います。今議会には期待を持って臨んだところでした。議会初日の市長説明で、市

長から「産学官の機能と知識を連携させながら、短・中・長期のそれぞれの視野に

立った活性化計画の樹立と早期展開を行う。」と述べられました。大変嬉しくあり

がたく思いましたし、18年度当初予算ではどのような提案がなされているのか予算

書を再度読み返しました。 

しかし、私の目では、経済部の予算のどこにも該当するような予算箇所を捜し得

ませんでした。予算に関する説明書の55ページ、農業活性化支援事業のところに

「産学官」の文字が見えました。目的、施策の概要、期待できる成果を読みました

が、私が求めているものとは若干違う施策のように読み取れました。どのような施

策として組み込んであるのか、ぜひ、市長から直々のご説明をいただきたいと存じ

ます。 

３点目です。バイオマス施設の独立採算運営の時期についてお尋ねをいたします。

この質問については、予算書の数字を参考に質問をいたします。バイオマスセン

ターは、昨年10月供用開始をいたしました。17年度1533万9000円の運営費決算見込

みであり、使用料収入は418万1000円であります。18年度は、運営費3266万5000円

に対し、使用料収入は733万3000円となっています。使用料収入と液肥、堆肥の売

上とは別に考えるものでしょうか。販売総数と販売額はどこで見ればよいのでしょ

うか。ぜひご説明をいただきたいと存じます。 

次に、供用開始から半年を経過しますので、現在はフル運転の状況にあるのでは

と思います。以前から言われていた農協を通じた液肥、堆肥の販売による3000万円

の売上による独立採算体制は一体いつごろになるのでしょうか伺います。また、そ

れまでの期間の運営費は一般会計が見続けることになるのか、これまでも再三申し

上げてきたことですが、事業の範囲や受益者、地域性から特別会計でやるべきもの

と思っております。特別会計にされますか、されませんか。されないのなら、その

理由をぜひ伺いたいと思います。 
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４点目です。サンリブ跡地とプラザファイブの今後について伺います。温泉プラ

ザ山鹿管理組合は、去る２月13日臨時総会を開かれました。主たる議案は、サンリ

ブ跡共益費負担等についての和解と、そのことに伴う補正予算の件でした。議決さ

れた内容は、①共益費の精算、和解後、最長平成20年３月31日までの賦課金の支払

い、その後の請求は発生をしない。②今後、ビル再生事業が明確となり、着手態勢

が整ったら無償で譲渡する旨の和解案の受け入れでした。さて、サンリブはこれま

で月額360万3500円、年額4324万2000円の共益費を払ってきました。しかし、平成

16年４月から支払いが滞り、解決策としての和解が成立し精算となったものであり

ます。 

今回質問をいたしますのは、本市は温泉プラザ山鹿管理組合法人の理事でありま

して、このたびの和解案の受諾、臨時総会議案の提案、議案可決といった一連の作

業にどのような考えで臨まれてきたのかを伺いたいからであります。今回の臨時総

会から今後の事態を想定しますと、以下のようなことが考えられます。（１）まず、

共益費はビル全体を維持するために必要なものですが、本市は現在プラザビルにか

かる歳出を、共益費を含め毎年年額どれだけ予算で組んでいるのかをお示しくださ

い。平成20年３月以降、共益費は不足額4324万2000円が発生をいたします。この巨

額の共益費はどのように調達するのか、持分比率に応じて負担を求めることになる

のか。もし、そうなった場合、本市の新たな負担増はいくらになるのか伺います。 

（２）、譲渡先は今のところ全く予測もつきませんが、仮に無償譲渡先が民間に

なった場合、諸税がかかることになります。各税金の内訳はどうなるのかお示しを

いただきたいと存じます。 

（３）、譲渡の受け入れを管理組合が行った場合を考えてみたいと思います。管

理組合には、本市が理事として入っております。加えて持分比率での責任、権利は

圧倒的に大きいものがございます。そうであれば、共益費の持分比率負担に加え、

（２）で申し上げた諸税負担も当然発生をいたします。このことについてどうお考

えか、お伺いをいたします。 

答弁につきましては、管理組合の理事としての認識を強くお持ちになり、未利用

の空きスペースを10年以上抱えたまま多額の税金投入を行う行政の立場からとして

のお答えをいただきたいと思います。以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

森議員の一般質問１点目の総合計画の進捗状況報告について、お答えをいたしま
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す。市町村の基本構想は地方自治法で定められておりますとおり、その自治体のグ

ランドデザインに関する長期的な基本方針を定めたものでございます。これに基づ

き具体的な目標と内容を示した中期的な基本計画、さらには、それを実施するため

の実施計画を短期的な計画として位置づけて、年度ごとにローリング方式で見直す

べきとされております。 

本市の総合計画につきましても、ただいま申し上げました基本的な考え方に基づ

き財政計画との整合性を図りながら策定をいたしております。また、今日の地方自

治体を取り巻く環境や中長期的な将来展望から推察するところ、収入が大きく伸び

ることは考えにくく、抜本的な改革なくして新たな施策を展開することは困難であ

ると認識をいたしております。 

新たな施策の実施につきましては、原則、既存の事務事業等の振り替え等が条件

でございます。その条件が整えば計画の実施は可能となり、当然その実施に向けて

努めてまいるものでございます。ご要望の委員会までに財政計画を示すべきとのこ

とでございますので、少し現状をご説明させていただきたいと思います。 

先日、議会の全員協議会におきまして、基本構想及びこれに基づく基本計画、そ

して行政改革大綱及び財政構造改革大綱をお示ししたところでございます。これら

基本計画や大綱の策定に際しましては、同時並行的にそれぞれの具体的な実施計画

の策定に取り組んできたところでありまして、現在、事業費や目標数値も含めた実

施計画の最終調整段階に入っております。 

したがいまして、財政計画の策定につきましては平成18年度当初予算をベースに

これら三つの実施計画を相互に連動させ、整合性を保ち、目標数値を反映させなが

ら調整する必要がございます。現在は、今月末まで取りまとめまして、４月末には

第１次山鹿市総合計画として製本の上、お示しをできるように努力をしているとこ

ろであります。以上のような現状でありますので、もうしばらく時間の方をいただ

きたいと思います。 

なお、おおむね方針といたしましては、前期５カ年の計画実施に要する資金につ

きましては、今回の前期基本計画の最終年度となる平成22年度の一般会計の予算規

模を240億円程度とし、うち投資的経費を40億円程度とした目標のもとに現在調整

を進めておりますので、これをご参考に、ご推察いただきますようお願い申し上げ

ます。 

次に、２番目にご質問の具体的計画等が一目で理解できるような年次報告書の作

成につきましてお答え申し上げます。今回策定いたします総合計画の実効性を確保

するためには、内部的にも毎年度、事業の進行管理を行う必要がありますので、こ

の結果をもとに行政の自己評価等も含め、議会や市民に対して、できる限りわかり
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やすい方法での報告を行っていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

森議員の農業振興についてのご質問にお答えいたします。ご案内の農業活性化支

援事業につきましては、山鹿市農産物の相当を占める野菜や園芸作物の価格低迷と

農業の担い手不足と高齢化が急速に進行している現状を踏まえ、産学官のもつ機能、

能力を連携させて施策の確立を図るものであります。情報の収集・提供や各種調査

を行い、山鹿市が抱える現状を打開するための方向性とアクションプログラムを含

めた計画を策定し、展開を図ってまいります。 

議員のおっしゃいますところの特産品開発についても、その中の重要な取り組み

項目に上げてまいります。ご承知のとおり山鹿市の農業は山間地から平野部まで広

範で、その中の営農形態もさまざまであります。 

先に述べましたように担い手の絶対数が急速に不足してくる事態と考えあわせま

すと、山鹿地域全体が取り組み生産できるような特産品の開発は考えにくく、人を

含めたその地域が持つ地域資源の上に立った特産物であり、農業であり、また施策

でなければならないと考えます。 

現在策定中である山鹿市総合計画がありますが、その総合計画の中の一部として

実際に事業を行うための実施計画をつくらねばなりません。この実施計画を策定す

るには、現在、山鹿市の各地域で展開されている農業とその特性を考え、さらに綿

密な検討とプランが必要であると考えます。このつなぎ部分への検討をしっかり実

行してこそ、初めて効率的・重点的施策となり、山鹿市の地域特性を生かした農業

の展開、言いかえますならば特産品を生み出す農業につながるものと考えます。 

事業に先だって、先般２回ほど農業者、農協、県、大学等のメンバーによる現状

課題の洗い出しや意見交換を行ったところであります。今後の展開について、幾度

となく大学や県等と検討を行い、詰めておるところでございます。平成18年度につ

きましては、プロジェクトチームを正式に立ち上げたいと思います。個々ではなく

産学官の連携の中から生み出した成果を、新たな具体的政策支援として生かすこと

を目指して取り組んでまいります。ご理解、ご支援を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げまして答弁といたします。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 
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○経済部長（藏原栄一君）   

一般質問の３点目、バイオマス施設の独立採算運営の時期についてお答えいたし

ます。まず、使用料収入と堆肥、液肥の売り上げとは別に考えるのでしょうかとい

うことでございますが、使用料は公の施設を利用された場合に、その反対給付とし

て徴収する金銭であり、その使用者から徴収するもの。諸収入は、特定の歳入のた

めの科目ではなく他の収入科目に含まれない収入をまとめた科目であり、延滞金、

貯金利子、雑入などに区分されるとあります。堆肥販売は、対象者や収入の目的、

性格が、ふん尿などの処理・運搬とは異なることから諸収入としているものでござ

います。 

販売量と販売額につきましては、販売額は予算書66ページ、農林水産業費雑入と

して980万5000円、量にいたしまして2500トンの販売を見込んでいるところでござ

います。なお、予算の説明資料中のその他には堆肥販売額980万5000円と、液肥散

布手数料等435万7000円を計上しているところでございます。 

次に、独立採算による運営の見通しについてでございます。平成17年度は、年度

途中からの稼働ということで年間収入及び必要経費の見極めには至っておりません

が、これまでの運営実績をもとにした経営分析を踏まえた平成18年度収支予算を作

成しており、収入の安定確保と経費の縮減に努めてまいりたいと思っておりますが、

現時点で移行の時期につきましては明言いたしかねるところでございます。 

最後に、特別会計の設置の考え方についてでございます。事業の着手時期の関係

から、受け入れの面におきましては旧町単位に限られておりますが、再資源化され

る堆肥等につきましては、山鹿市全域での利用を考えております。山鹿市の農業振

興あるいは環境保全に資する公共性の高い施設として位置づけており、一般会計に

よる経理を継続していくものでございます。 

次に一般質問の４点目、サンリブ跡地とプラザファイブの今後についてお答えい

たします。まず、プラザファイブに対する共益費を含めた市の予算措置額につきま

しては、さくら湯、温泉プール、市民会館及び改良住宅を合わせまして、平成18年

度で合計5305万5000円でございます。うち、共益費分といたしまして2462万5000円

を計上しているところでございます。 

次に、平成20年４月以降のサンリブ分共益費の調達方法及び持分比率に応じての

負担となった場合の市の負担増額についてでございますが、ご承知のとおりプラザ

ファイブにおきましては建替え計画委員会が中心となり、再生事業の実現に向けた

取り組みがなされており、現在、基本構想を計画中でございます。平成18年度から

は、基本計画・基本設計等が予定をされております。その中で、今後の事業計画、

資金計画及び事業スケジュール等の検討がなされ、ご質問いただいております件へ
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の対応策につきましても、今後十分に協議をしていかなければならないと考えてお

ります。 

次に、民間に譲渡された場合の各税金につきましては、法人税、法人市民税、不

動産取得税及び固定資産税が発生すると思われます。なお、税額につきましては試

算をいたしておりません。 

次に、管理組合に譲渡された場合の市の諸税負担についてでございますが、今後

計画づくりが進む中で譲渡受入の主体及び方法等につきましても、十分な協議を行

う必要があると考えております。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 森議員了解ですか。 

○22番（森 久雄君）   

議長。 

○議長（高野誠二君）   

 森議員。 

［22番 森 久雄君 登壇］ 

○22番（森 久雄君）   

２回目の質問を行います。先ほど福田部長の方からご説明をいただきました財政

計画についての状況はよく理解をできましたので、ぜひ製本ができ上がりまして、

なるべく早く配付をお願いしたいと思いますし、その後、後段の具体的計画が一目

で理解できるように年次報告書をお願いしたいということもお願いしておりました

が、できる限りわかりやすい方法で報告をやるというご説明でございましたので期

待をして、ぜひそのことの実現をお願いしたいと思います。よろしくお願いしてお

きます。 

それから、市長から答弁をいただきました農業活性化支援事業でございますけれ

ども、なかなか厳しい今日の農業の現状にある中で、中嶋市長も、ある意味では農

業生産者の１人であるというふうに思いますが、熱き思いというものは大変なもの

があろうかと思います。ぜひご答弁をいただいた内容に、しっかりと実を詰めて花

を開かせて、そして農家の人たちがよかったと思われるような施策の展開を、ぜひ

お願いを申し上げておきたいと思います。心からお願いを申し上げて、この点につ

きましては了解をいたします。 

次に、バイオマスについて先ほどご説明をいただきました。私の質問の前、永田

議員から堆肥の件について、山鹿市の総生産量がどれぐらいになるのかというよう

な質問がありましたけども、把握をしていないということでちょっと残念に思いま

したが、多分競争過多、供給過多ではないかなというふうに思っておりますが。 
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２回目の質問といたしましては、当センターは合併前の旧鹿本町時代に計画をさ

れまして新山鹿市になって完成を見、供用開始をした施設であります。一貫して、

私どもが耳にいたしてまいりましたのは、経営については独立採算による健全経営

を標榜しているということを言ってこられました。そのようなことにつきましては、

合併前も合併後もいささかも変わることなく内外に表明され、自信のほども示され

てきたというふうに伺っておりますし、聞いてもまいりました。 

バイオマスセンターは多額の資産を持っております。投資額が10億円をもって建

設されたわけですから、資産としても相当な資産を有しているという施設でありま

すし、その資産を有効に利用しつつ、中長期的に経営を判断する必要もあるものと

思っております。本来は私、一般会計の枠内の特別会計にも、馴染まないものだと

いうふうに思っております。なぜならば、独立採算を標榜しているからです。 

ところが、答弁では一般会計で面倒みていくということでございます。やはりそ

れだけの施設でありますなら損益取引とか資本取引をきちっと区分をしまして、発

生主義による期間損益計算を行いまして、財務諸表による経営状況と財政状況を明

確に表示・把握をして、経理内容の明確化と施設経営の健全化を図ることが絶対に

必要ではないかと思っております。一般会計に頼っていくということは現金主義の

世界にずっといるということでありますから、それはたくさんの資産を持っており

ながら減価償却もままならないという意味では、使うだけ使って壊れたときには、

また新品を買おうということになってしまいますから。どれだけの耐用年数がある

のかわかりませんが、その時点にまた大きな負担を生じるということも懸念されま

す。 

でありますから、ぜひ企業会計方式というものを取り入れてもらえないか。それ

も、特別会計であります。そのことについては、地方公営企業法の第２条の中にそ

の他の事業ということが書いてあります。施行令の第２条第３項でも、条例で定め

をすれば法の適用外の企業会計方式ができます。でありますから、独立採算の時期

の明言はできないと言われましたが、独立採算をするということが前提で、つくら

れていると思いますので、あと１、２年は一般会計で面倒見てもいいかもしれませ

んが、３年後とかには独立採算でいきますよということを、言うべきじゃないかな

と。それが、説明責任というものではないかなというふうに思います。ですから、

そのことについてもう１回答弁をいただきたいと思います。 

そして、以前から聞いておりました3000万円というのが、ここで先ほどのご答弁

では18年度の予算で考えると980万円ぐらいの販売ですね。それから、散布手数料

で430万円。使用料まで入れまして1400万円ぐらいの財源が見込めるようですけど

も、半分にも満たないわけですね。足りない分はどうするかというと、やっぱり一
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般会計で。それは、冒頭申し上げました話からしますと、随分とかけ離れた世界を

今走っているというふうな気がいたしますので、「もうできません。すみませんで

した。あんなことを言っておりましたが、もうできませんでしたよ。」ということ

であれば、そう言ってもらえれば気持ちの方がおさまるというふうに思いますが、

いかがでしょう。 

それから、プラザファイブの問題について２回目の質問をいたします。サンリブ

が、プラザファイブという場所の中で売り場を手に入れたのは昭和50年です。当時

のお金で12億1200万円というふうに聞いております。そのお金が安かったのか高か

ったのか、本来もう少し高く保留処分ということで売りたかったようですけれども、

その逆で収まったように聞いております。その当時12億1200万円したのが、今日、

評価額がどれぐらいになっているのかお聞きしたいと思います。 

それから、サンリブとの和解で20年３月が最長の共益費負担期間となっておりま

す。それ以前に譲渡先が見つかりますと、登記が済み次第、負担は解消になります。

無償譲渡でやると決めた側としましては、共益費負担の期間はできるだけ短い方が

嬉しいわけですから、一日でも早く譲渡先が見つかるように願っておられるわけで

す。ここで、譲渡先に最もふさわしい相手はどこだろうかと勝手なことを考えた場

合12億1200万円で売ったものがただで返ってくるなら、それはよかろうというふう

な声が起こっても不思議じゃないなと、そういうふうな気がいたします。このよう

なことが想定をされたことがあるのかないのかお聞きしたいと思います。 

私は以前、鶴屋が地上の建物部分をただでもらったことがございました。合併前

に収まったわけですけれども、その事件が起きていたときにサンリブもそのような

事態になったらどうなさるかということを聞いたことがございますけれども、答弁

ではその事態にまだなっていないので何とも言いかねるというような内容だったと

思います。 

しかし、私はこれだけはっきりした年月、20年３月というものが見えましたので、

安穏として日々を暮らすことはできないのではないかと思いますし、無償譲渡の和

解を受け入れた管理組合の理事であります本市も譲渡先を捜す責任もございますの

で、この点についてどのようにお考えかお伺いしたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

２回目の質問にお答えいたします。まず、バイオマス関係でございます。経営内

容を明確化する必要があるのではないかということで、法適外の企業会計方式を採
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用したらどうかというご指摘でございますが、このことにつきましては、内容等に

つきましては当然明確にする必要性は感じているところでございます。方法等につ

きましては、今後検討を進めていきたいと思います。 

それから一般会計充当分が、これは純然たる一般財源の持ち出しではないかとい

うご指摘でございますが、計上いたしております一般会計充当につきましては、現

在、家庭の生ごみ、それから、現在まだ持ち込んでおりませんが、集落排水の汚泥

等をバイオマスに搬入し、処理する予定でございます。一般財源充当につきまして

は、これらの処理費用分ということでぜひご理解をお願いしたいと思うところでご

ざいます。 

次に、サンリブ跡地とプラザファイブの今後についての２回目の質問にお答えい

たします。サンリブ所有分の現在の評価額についてということでございますが、現

在の評価額につきましては残念ながら把握できておりません。 

次に、市が譲渡先となるべきという世論が起きたことを考えたことはあるかとい

う質問でございますが、市といたしましても同ビルに資産を有する管理組合の一員

であるとともに、中心市街地活性化の推進も図ってきておるところでございますの

で、そういう声が起きることは想定をしておるところでございます。 

次に、譲渡先を捜すことについての市の責任についてということでございますが、

管理組合の一員でございますので１回目の質問にお答えいたしましたとおり、共益

費の負担と同じようなことで今後、協議・検討を進めていかなければならないと考

えているところでございます。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 森議員了解ですか。 

○22番（森 久雄君）   

議長。 

○議長（高野誠二君）   

 森議員。 

［22番 森 久雄君 登壇］ 

○22番（森 久雄君）   

バイオマスについて３回目の質問をいたします。一般財源の施設に対する繰り出

しといいますか、該当している部分は生ごみの部分だというふうに、家庭ごみの処

理だということで言われました。それが、18年度予算でいうと1117万円。それは余

分なものとして考えればいいわけですよね。私どもが聞いてきた3000万円で液肥、

堆肥を販売して3000万円を稼ぎ出して、独立採算で運営できるというふうに聞いて

きましたから、それプラスに家庭生ごみを処理してもらうために行政側からは1117
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万円を出しましょうと。それは、当然の必要経費だというふうに思います。あとは、

維持管理をするのに自前でやれるというものが標榜してありますから、そのことを

きちんと、言うなら自立をしてくださいよと。自立する方法としては企業会計がご

ざいますでしょうと。その企業会計に移行することも公営企業法ではだめだとは書

いてない、その他の事業として法の適用を受けない世界が存在するからということ

を私は申し上げました。 

できれば、もう１回最後に力強く答弁をしていただきたいのは、いつの時期には

企業会計あるいは一般会計に頼らない世界で自立をしますと、その目標の年度はい

つですとか、そういう形の答弁をぜひしていただきたいということをお願いします。 

それから、プラザファイブについてはもう１回質問をしますけれども、答弁の全

体のトーンがですね、質問の中でも書きましたけども、あそこには三つのビルが建

てて構成されています。まず、通称言われる温泉ビルです。それから、サンリブが

入っています中央ビルですね。それから、山鹿市の住宅が建っているビル、三つの

ビルがつながって温泉プラザファイブというふうに表現されていますけれども、そ

の中で一番の持分比率を持っているのは、現在は山鹿市と、譲渡先がないからサン

リブです。そのサンリブがなくなるということをもう受け入れたわけですから、山

鹿市としての果たすべき責務というのがどれだけ大きいかということを私は言いた

いわけです。 

これは、プラザ側の商店街の皆さんに立った質問でもなく、あるいは、行政側に

ひいきをする質問でもない。とにかく、当面する課題としての最大の案件だと私は

思っているから、もう少し前のめりに考えた答弁というものをいただきたいと思っ

たわけです。言うなら、活性化支援策にも千数百万円、今回基本構想計画に1200万

円ぐらいですか、支援計画に予算が組んでありますけども、それがどういうふうに

してでき上がってほしいからというみずからの思いを盛り込んだ1200万円になって

いるのかどうか。コンサルタントにポーンと投げて、コンサルタントがつくったも

のをまた、ああだこうだと言っているうちに20年３月がきてしまうんじゃないかな

というふうに懸念をいたします。 

でありますから、もう１回ご答弁いただきたいのは20年３月までには、ぜひいつ

の時期かは、行政としてはっきりとした物の言い方ができるようなスタンスという

ものを確立をしていただきたい。いつも何か答弁では、第三者的な答弁のトーンで

すから。私はいつも言っていますのは、管理組合の一員であるということです。そ

して、持分比率の大変大きな責任があるということでございますので、そこに立脚

した答弁をぜひお願いをしたいということを申し上げて３回目の質問といたします。

もう１回ご答弁いただければと思います。 
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○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

３回目の質問にお答えいたします。バイオマスにつきまして、その移行時期を明

言していただきたいということでございますが、前回も申し上げましたとおり、で

きるだけ早い時期にということで、ご理解をお願いしたいというふうに思います。

現在、堆肥の販売、それから生ごみの分別等につきまして、住民の皆様にご理解を

求めているところでございます。極力早い時期に、そういった体制ができ上がるよ

うに今後とも努めてまいりたいというふうに思っております。 

それから、プラザファイブの再生についてでございますが、ご承知のとおり昨年

10月の臨時会でビル再生の方向性が決定されたところでございます。現在は、再生

に向けましての基本構想の策定、それから18年度基本計画策定し、諸々の課題を解

決していかなくてはならない時期を迎えているところでございます。管理組合の皆

様方も再生に向けて頑張っておられるところでございます。山鹿市といたしまして

も、再生が実現いたしますように全力を挙げて支援を続けてまいりたいというふう

に覚悟しているところでございます。ぜひ、今後ともご指導、ご理解を賜りたいと

いうふうに思うところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

私に答弁は求められておりません。しかしながら今、経済部長の答弁をちょっと

補足させていただきたいと思います。バイオマスについてです。公営企業会計ある

いは特別会計へ移行を検討したいという旨、答弁がありましたけれども、元々この

バイオマスセンターは肥料を製造し、販売するための施設として建設されたのかど

うか、そこらあたりの目的が非常に大事な部分でありまして、循環型社会の中で農

業振興、特に有機肥料を使った農作物をつくって新たな農業の展開をやろうという

大きな目的があったはずでございます。 

したがいまして、確かに森議員が非常に勉強されておりまして公営企業会計に移

行できないものではないという点では合意できますが、現段階でこの施設の公営企

業会計への移行は私は考えておりません。以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   
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 以上で、森議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により原 徹議員の発言を許します。原議員。 

［６番 原 徹君 登壇］ 

○６番（原  徹君）   

議席番号６番、日本共産党の原 徹です。質問に入る前に資料の配付許可を議長

にお願いいたします。 

○議長（高野誠二君）   

資料配付の要求があっておりますので、会議規則第150条の規定により、これを

許可いたします。職員に配付いたさせます。 

［職員配付］ 

○６番（原  徹君）   

私は、市民の福祉と暮らしを守る立場から、そして市民の税金が正しく使われて

いるかをチェックする立場から、３問にわたって質問いたします。 

まず第１問、中小業者の経営を守り市の活性化を目指す支援策についてでありま

す。今、小泉構造改革路線は、中小業者と地域経済に大きな打撃を与えています。

不良債権処理の号令での貸し渋り、貸し剥がしの横行、規制緩和による大型店の野

放図な出店、大企業による下請切り捨て、消費落ち込みによる経営者への圧迫など

のもとで、年間4000人を超える中小零細企業経営者が自殺に追い込まれています。

この山鹿市でも、大型店の出店によって地元の商店街は大きな打撃を受けています。

幸いに自殺者は出ておりませんけれども、シャッターを閉めている商店が目立って

おります。このような状況から一歩でも抜け出し、まちを活性化させるために、行

政は何らかの対策を打たなければならないと考えます。 

そこで、３点質問いたします。１点目、大型店の進出を規制するためのまちづく

り条例の制定についてであります。今、全国各地で自民党の大型店進出の規制緩和

に抗して、中小業と地域経済を守るための協働した取り組みが生まれております。

自治体独自に大型店を規制するまちづくり条例をつくり、地元商店街の賑わいを取

り戻す取り組みが広がってきています。この山鹿市でも遅きに期した感はあります

が、地元の商店を守るために、もうこれ以上の大型店の進出を許さず、大型店出店

規制のまちづくり条例を制定すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

２点目、市内商店業者の経営を守るために、市の一般備品・物品等の購入につい

てであります。市の活性化を図るためには、地元の業者を最大限に利用して売上を

ふやしてやることが重要だと考えます。そのための手段として、市役所や学校、幼

稚園、保育園あるいは市立病院等で使用する一般備品や消耗品などが、どれだけ地

元の業者を通して購入されているかを見る必要があります。もちろん、備品・物品
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等によっては、地元の業者では賄えないものもあると思います。 

そこで、市役所関係に絞って質問します。本年度、市役所で購入した一般備品や

主な物品あるいは印刷物等で、市内の業者利用はおよそどのくらいの割合なのかを

お尋ねいたします。 

３点目、中小業者を支援する「小規模工事登録制度」の採用についてであります。

この制度については、昨年の３月議会で提起しましたが明確な答弁があっていませ

んので、資料を添えて再度提起いたします。資料１をご覧ください。この資料は、

平成16年11月に告示された玉名市小規模工事登録制度の要綱です。市の競争入札参

加資格のない市内の業者に対して、30万円以下の公共工事の受注の機会を与えて、

地元の零細業者の経営の安定と市の経済活性化を図ることを目的に制定されたもの

であります。即、市の経済活性化に直結するというのは不確かですが、入札資格を

持たなくてもすべての零細業者に市の公共事業に参加できるという希望を与える制

度となっております。地元の業者を支援するために、この山鹿市でもこのような制

度を採用したらと考えますが、いかがでしょうか。 

第２問、同和問題の早期解決を目指す同和行政についてであります。私は、これ

まで同和行政に関する特別措置法の執行に伴い、同和問題の早期解決と議会として

の予算のチェックを求めて幾度となく同和行政に関する質問を重ねてまいりました。

その質問への執行部答弁に「調整中」「指導する」「検討する」が数多くありまし

たので、その後の経過を確認する意味で再度質問いたします。 

１点目、地域改善向け住宅の一般市営住宅への移行についてであります。2005年

の３月議会におきまして池田建設部長は、「地域改善向け住宅については、一般住

宅移行に向けて家賃算定を調整中。17年度中に具体的な家賃改定の取りまとめを予

定している。また、入居申請時の支部長の推薦は、17年度より廃止の方向で調整す

る。」と、このように同和問題の解決に一歩前進する答弁をされております。その

後どのような結論に達したかをお尋ねいたします。 

２点目、運動団体（解放同盟）の補助金はどのように削減されたかということを

四つ質問いたします。一つは、「一運動団体の狭山裁判闘争と部落解放基本法制定

要求闘争への補助金は認めない。返還命令の手続きを取った。」との答弁があって

いました。その後の経過はどうなりましたか。 

二つ、「東京などへの飛行機旅費往復６万円前後は、税金の無駄遣いをなくすた

めにパック旅行、往復３万9000円を利用するよう指導する。７月に支部長を集めて

指導したが、結論はまだ出ていない。」との答弁があっていました。その後の経過

はどうなっておりますか。 

三つ、行動費、つまり日当についてであります。「各支部ばらばらなので値下げ
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して統一させる。」ここでは、旧山鹿市は県内は5000円、東京１万円となっており

ました。「引き続き指導する。」との答弁があっていましたが、その後の経過はい

かがでしょうか。 

四つ、支部長の活動費、年間１人９万円についてです。運動団体への補助金につ

いては、市長は「市民からいただいた大切な税金、適切に使われるようにしっかり

指導する。」と答弁され、また、市民福祉部長からは「支部長の活動費も含めて18

年度は補助金を減額すべきと考える。」との答弁があっておりました。どれだけ減

額されているのかお尋ねいたします。 

次３点目、子ども学習会についてであります。以前は、解放子ども学習会と言っ

ておりました。私は、同和問題の解決には、住宅問題、そして補助金問題、それに、

これから質問いたします子ども学習会、この三つの問題が解決されたときに同和問

題は終結するものと考えております。昨年の３月議会におきまして田中教育長は、

私が子ども学習会廃止を求めたのに対しまして「１、部落差別は依然として解消さ

れていない。２、学習会は同和問題の早期解決に向けて取り組んでいる。３、進路

状況にも若干の格差がある。４、差別に負けない力をつけるために、解放への武器

となる学力をもっとつける必要がある。」と述べられて、学習会の継続がまだ必要

であると答弁されました。 

しかし、この間、同和対策事業の特別措置法がなくなってから４年も経過してい

ること、そして、同和行政についての論議を行う中で、近年、部落差別事象は１件

も発生していないということが明白となり、同和住宅の一般住宅への移行や運動団

体への補助金の減額等に改善の方向が見えてきたのも事実であります。したがって、

学習会についても何らかの対応の変化があるべきだと考えております。 

そこで、三つ質問いたします。一つ、子ども学習会に使われる予算は総額いくら

になりますか。二つ、現在、学習会はどのような形態、方法、内容で実施されてい

るのでしょうか。三つ、学習会はまだ必要だと考えておられますか。必要だと考え

ておられるのならばどんな状況、どんな情勢になったら、行政指導の学習会が廃止

されるのでしょうか、ご説明ください。 

第３問、障害者の生活を守るための福祉対策についてであります。１点目、小泉

自民・公明党政権が進める障害者自立支援法への評価と対応についてお尋ねいたし

ます。障害者自立支援法が４月１日から実施されます。先日、私の事務所に障害を

持つ保護者の方から電話がかかってまいりました。「この法律は、障害者にとって

自立支援ではなく自立阻害法です。定率１割の利用なんて、とても払えません。法

律は国会で決めますが、市議会でも問題にしてもらえませんでしょうか。」との切

実な訴えでありました。 
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障害者自立支援法は、昨年10月31日、特別国会において自民党と公明党が日本共

産党や他の野党の反対を押し切って、一度は廃案になったものを可決成立させたも

のであります。身体・知的・精神この三つの障害に対する福祉サービスの提供の一

元化など、関係者の声を反映した前進部分もあります。しかし、この法律は、障害

者福祉にも小泉構造改革の自己責任と競争原理を徹底させて、国の財政負担の削減

を推し進めようとするものであり、多くの問題点を抱える制度となっています。 

そこで三つ質問します。一つ、山鹿市内で、この制度に該当する対象者は何名お

られますか。二つ、この自立支援法について、市はどのように評価されていますか。

三つ、この支援法に対して、市はどのように対応されるのですか。以上、三つ質問

します。以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 ここで、しばらく休憩いたします。 

午後２時27分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後２時42分 開議 

○議長（高野誠二君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

原議員の一般質問の１点目、中小業者の経営を守る支援策についての１番目、大

型店進出を規制するためのまちづくり条例についてお答えいたします。大型店舗の

設置について、平成12年５月までの大店法におきましては、県の認可制で店舗面積

500平方メートル以上について店舗開業の日時、閉店時間、休日日数、売場面積の

四つの経済規制があり、地元商業団体や商店街等の意見を反映させ、商業調整する

ことも可能でございました。 

しかし、現在の大店立地法におきましては、店舗面積1000平方メートル以上の場

合には県への届出制となっております。法の趣旨は、大型店の出店による地域社会

の環境の保全を保つためのものであり、交通安全、騒音、ごみ処理などを適正化し、

生活者を保護するものとなっております。新増設等の届出があった場合、市から県

への意見書は２件提出することになっております。一つは、地元説明会の開催回数

についてでございます。二つ目は、届出内容に関して、生活環境保持の見地から駐

車場の確保や駐車場出入口の交通整理、廃棄物減量化及びリサイクルについての配

慮、防災対策への協力、騒音対策等に限定した意見でございます。 

中心市街地商店街の現状については依然として厳しい傾向であるという認識を持
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っておりますが、大店立地法のもとで大型店の出店等についての規制につきまして

は難しいところでございます。また、大店立地法など、まちづくり三法の改正案が

現在国会へ提案されておりますが、中心市街地を活性化するために大型店などを中

心市街地へ誘導し、出店する場合の規制緩和や税制などの拡充などの支援措置、都

市機能の集積促進、街なか居住の推進を盛り込んだものであると伺っております。 

一方、都市計画法などの改正案におきましては、都市計画区域内の白地区域にお

ける床面積１万平方メートル以上の大規模集客施設については、原則として立地が

できないことになるようであります。このような法改正の動きを注意深く見守り、

中小商店などの活性化、また、中心市街地の活性化に向けて取り組んでまいります。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

市内の商店からの一般備品・物品購入の状況はというお尋ねでございました。原

議員に限らず、多くの意見をいただいております。その購入の割合についてはちょ

っと把握できておりませんが、一般消耗品・備品等については多くを市内から購入

しております。今後とも、さらに進めるように努力してまいりたいと思います。 

それから、３点目の小規模工事登録制度についてでございますが、昨年たしかお

尋ねがあって明確な答弁がない旨のお話でしたけれども、元々答弁をしておりませ

んので改めてお答えをいたします。実施している先進地等を参考に、受注機会の拡

大、地域経済の活性化を踏まえまして、制度化に向けて調査検討を行ってまいりま

す。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

一般質問の地域改善向け住宅の一般市営住宅への移行状況についてお答えをいた

します。まず、入居申請時の支部長の推薦状の添付につきましては、合併後、平成

17年度より廃止をしております。次に、地域改善向け住宅の家賃改定の状況につき

ましては、合併協議におきまして「新市において調整する」となっておりましたの

で、平成17年度に家賃改定についての検討作業を進め、入居者説明会等を行いまし

て平成18年度より改定を行います。 

なお、改定の内容でございますが、18年度から直ちに新家賃制度の応能・応益家
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賃を適用いたしますと入居者にとって大きな負担増が見込まれますので、負担調整

期間を設けまして段階的に改定することにしております。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

原議員の一般質問の２番目の２点目、運動団体への補助金はどのように削減され

たのかについてお答えいたします。裁判闘争におきます補助金の返還も、昨年なさ

れております。司法におきます支出につきましては認めないものであります。また、

東京などへの旅費及び行動費、日当につきましても、値下げの方向で指導いたして

おります。支部長活動費につきましても、廃止ということで18年度の予算計上して

いるところでございます。補助金につきましては、昨年12月の定例議会におきまし

て減額すべきと答弁申し上げております。ということで、本年度は昨年度の補助金

の10％削減を行ったところでございます。 

いずれにいたしましても補助金の使途につきましては、今後も精査、指導してま

いりたいと思います。 

次に、３番目の障害者の生活を守る福祉対策についてお答えいたします。自立支

援法の目的、趣旨につきましては、提案理由説明で申し上げておりますので、ご質

問の１点目でございますが、この制度に該当する対象者数につきまして申し上げま

す。２月末現在で申し上げますと、障害福祉サービス関係では身体障害者の居宅及

び施設サービス利用者160名、知的障害者の居宅及び施設サービス利用者202名、精

神障害者の居宅及び施設サービス利用者が10名、児童の居宅サービス利用者が51名、

それから自立支援医療では、精神通院医療受給者534名、更生医療受給者188名とな

っております。 

次に、２点目の自立支援法に対する市の評価につきましてお答えいたします。現

在の支援費制度のもとでサービスを受けておられる障害者の方々は、新たな負担や

制度の利用に不安を抱かれておられると思いますが、この自立支援法は障害者の福

祉サービスの一元化、サービス利用に係る手続きや基準の透明化、明確化を図るも

のでございます。また、利用するサービスの量や所得に応じた公平な負担等につい

て制度化されたものであり、この制度に基づき障害福祉サービス及び自立支援医療

に係る施策を講じていきたいと考えております。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 
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○教育長（田中 宏君）   

同じく、原議員の一般質問２の３点目についてお答えいたします。一つ目の解放

子ども学習会の予算額についてですが、学習会の小中学生に使われる予算は総額

434万2000円でございます。主として、学習教材や講師謝礼として計上しておりま

す。 

二つ目、学習形態ですが、まず子どもの数は小中学生121名、高校生38名を対象

としております。学習会における内容は、教科学習を一週間のうちに１回、人権学

習を１回とし、一週間に２回行っております。人権学習は、小中学生等は仲間づく

り活動、いじめ等について等、高校生は各高校での様子についての意見の交換、予

断と偏見、部落問題、解放運動の歴史等について学習しているところでございます。 

三つ目、学習会は必要かというご質問でございます。結論から申しますなら、必

要であります。なぜなら、学習会は同和問題の早期解決に向け、被差別状況にある

子どもや保護者の思いや願いを受け止め、学力向上措置と適切な進路保障に努める

ことを目的に進めてきたところです。学習会は、ただ学力の向上を目指すだけでな

く一人一人が日常生活の中のあらゆることに対して人権尊重の視点に立って考え、

仲間と支え合い励まし合いながら行動できるような人権教育をするものであります。 

したがって、まだ現段階においては学習会は必要だと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 原議員、了解ですか。 

○６番（原  徹君）   

議長。 

○議長（高野誠二君）   

 原議員。 

［６番 原  徹君 登壇］ 

○６番（原  徹君）   

２回目の質問です。第１問の１です。まちづくり条例の制定についてご答弁があ

りました。現在、まちづくり三法が国会に提案されて審議中と、そして、今後の大

型店進出規制についてはまちづくり三法の結果に左右される、こういう旨の答弁で

した。今回は、したがってまちづくり条例制定の問題提起のみにして、今後の推移

を見守ってまいりたいと思います。 

ところで、議会開会時に市長の所信表明があり、また、第１次山鹿市総合計画が

発表されました。その中に活力ある商業振興が取り上げられていますが、市長の所

信表明並びに市の総合計画のいずれにも、山鹿市の商業に大きな打撃を与えている
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大型店への対応が何ら示されておりません。これでは、どんなに商業の振興を図る、

積極的に支援するといっても効果は期待できません。 

そこで市長は、また、総合計画には大型店の出店に対してどのような姿勢で臨む

かを今後明確にする必要があることを指摘しておきたいと思います。 

２点目です。市内業者からの一般備品や物品購入についてであります。市役所の

一般備品や消耗品・物品購入は、市内の業者を最大限に利用しているというような

答弁でありました。大変いいことだと思います。 

そこで、二つの事例を挙げて市内商店業会への支援策をさらにただしてみたいと

思います。事例の１です。こんなことがありました。名前を出すわけにはいきませ

んので、30万円以下の市の備品を購入するというときでありました。市の財務規則

によりますと、二つ以上の業者からの見積書を取らなければならないということに

なっているそうであります。担当課は、熊本市と福岡の大手業者、それに山鹿市の

業者から見積書を提出させました。このような場合、熊本市と福岡は大手のために、

山鹿市の零細業者よりも当然価格の低い見積書を出すことができるわけです。そう

であれば、山鹿市の業者は到底太刀打ちができません。 

したがって、最終的には山鹿市以外の業者から購入することが常になると、こう

いう状況が生まれてくるわけであります。これでは、山鹿市の業者の売上は伸びま

せん。このような状況に対して、市はどのような対応をとっているのでしょうか。

お尋ねします。 

事例２であります。私、教員を長くしておりましたので、こういうことを考えて

おります。学校で使用する用紙や掃除用具等の消耗品、これらは予算配分によって

各学校ごとに購入しております。学校では、少しでも安い物、安価な物をと業者を

選択しているために、用紙は安い福岡の大手業者から、掃除用具は近くの大手スー

パーからの購入が多くて、市内の業者を利用するということは極めてまれでありま

す。 

したがって、これを学校ごとに任せるのではなく山鹿市が20数校分まとめて発注

するなら相当な金額となります。これを市内の業者と、例えば新入生祝品のランド

セル購入と同じように、市が市内の業者と購入計画を結ぶならば大手の業者に負け

ないような価格で購入できるのではないでしょうか。そうしますと、市内の業者の

利用が大きくなるわけであります。毎年のことです。このような方法を採用するな

らば、市内の業者の利用がふえ、売上も上がると思います。この点いかがでしょう

か。 

３点目、小規模工事登録制度の採用について調査するということでありますが、

ある個人の建設業、大工さんですが、こんな話を聞きました。私に、「原議員さん、
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何か仕事はなかでしょうか。仕事がなくて困っております。市役所が何か工事ばせ

んでしょうかね。」私は「市営住宅の修繕や学校の工事など言ってこないです

か。」と尋ねると「私たちには全然こんですもん。市役所の人とのつながりのなか

ですけん。」とのことでした。私が八代や熊本、そして、さっきの玉名市の小規模

工事登録制度について話すと「ぜひ、山鹿にもそぎゃん制度をつくってください。

私たちにも、こまかですばってん市の仕事ば１回くらいしてみたかですよ。どの業

者にも市の仕事を請け負うチャンスがくるとよかですな。」こういう答えでありま

した。一刻も早く市内の零細建設業の皆さんに希望と活力を与える、この制度が採

用されることを強く期待しております。 

第２問は、同和行政についてであります。１点目、同和住宅の一般住宅への移行、

平成18年度から改定を行うとの答弁でありました。答弁を聞きながら、これで住宅

問題は解決できたと思いました。同和問題の解決に一歩前進できたと考えておりま

す。完全解決まで、あと数年はかかるわけですが、池田部長を初め担当職員の皆さ

んの努力に敬意を表すものであります。 

２点目、解放同盟への補助金についてであります。解放同盟の補助金は昨年度よ

り10％、約120万円減額する。支部長の活動費、１人９万円も全額削除するとの答

弁でした。これらは間違った予算なので削除は当然だとは思いますが、それにして

も30数年間、こういった誤った施策が続けられてきたわけであります。それを打ち

破って、こういった英断を下すということを高く評価するものであります。 

ここで、補助金交付の最終判断を下す最高責任者の市長にどうしても質問してお

きたいと思います。平成18年度には、減額したとはいえ、まだ一運動団体である解

放同盟に1121万4000円もの市民の税金が補助金として組まれております。まだまだ

特別扱いであります。また、補助金の交付も、昨年度の補助金よりも10％減額した

が、あとは支部で適当に使ってくれといった丸投げ的なやり方であります。こうい

ったやり方は改められるべきではないでしょうか。 

さらには、当然運動団体自身が会費やカンパを集めて納めるべき解放同盟全国大

会の負担金や解放同盟県連総会の日当や交通費、解放同盟県連の旗開きの祝金など

にも市民の税金が使われているわけであります。このような補助金は、不当ではな

いでしょうか。補助金交付に当たっては、どんな事業にどれだけ補助をするのか、

また、この事業には補助が必要なのかどうか。こういうことを厳しく精査して決め

るべきではないでしょうか。市民の税金を大切に使わなければならない、こう述べ

られる市長の答弁を求めます。 

３点目、学習会についてであります。教育長は、同和問題の解決のために、学習

会は当分必要であると答弁されました。私は、このような学習会を教育委員会が予
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算を組んでまで営々と実施するというのは同和問題の解決を遅らせるだけではなく、

さらに部落差別が拡大されるということを主張して学習会の早期廃止を求めるもの

であります。 

私が言いたいのは、そこの地区で自分たちで学習会を子ども会のようにすること

に対して反対と言っているのではありません。行政が、それも教育委員会がお金を

出してまでやるということに反対しているわけであります。そこで、教育長の答弁

の中から３点ほど反論してみたいと思います。どんな状況になったら学習会を廃止

するのかという質問に対してはまだお答えがありませんので、この次にお答えして

ください。 

一つは、同和問題の早期解決を目指した学習会ということについてであります。

同和地区に限って学校の先生たちが勉強を教えに来る、この状況はまさに特別扱い

であり異常であります。同和問題の解決は、このような特別扱いをやめて周辺地域

と同じようにすることではないでしょうか。行政が予算まで付けて学習会を継続す

る限り、同和地区はなくならないのです。国の段階では2002年３月末に、４年前に

同和対策事業特別措置法は失効して、既に行政としての地区指定がなくなり、同和

地区は完全に消滅しているはずであります。 

私は、教職に就いていたときの体験を旧山鹿市議会で紹介したことがあります。

議員の皆さんが入れかわっておられますので、もう一度簡単に紹介させてください。

26年前のある学校でのことですが、Ａ君は４年生、同和地区出身のＢ君と大の仲良

しでした。ある日学校で、夕食まで遊んでいると同和地区出身のＢ君が突然「ああ、

帰らなん。学習会に行かなん。」と言って帰ろうとしました。遊び足りないＡ君は

「何で君たちのところばっかり先生たちが来て勉強ば教えなはっとや。」と聞きま

した。Ｂ君は答えに困りましたが、「おれたちのところは、ばかの多かけんた

い。」と言いながら後で「被差別部落だけんたい、同和地区だけんたい。」と答え

たそうであります。学校では、被差別部落や同和地区などということは全く教えて

おりませんでした。このことが発覚して、職員会議では子どもたちをどのように指

導するか困窮したことがあります。 

私がここで述べたいのは、学習会が存続する限り、いつまでも同和地区や被差別

部落が子どもたちとともに付いて回るということであり、学習会が部落民宣言の役

割を果たしていることになるということであります。これでは、学習会が続く限り

いつまで経っても同和問題は解決しないのではないでしょうか。早期解決のために

学習会を継続するということでありますが、学習会の継続こそが同和問題の早期解

決を妨げていると言っても過言ではないと思います。 

２点目に、教育長は進路状況に若干の格差があるということを、昨年の３月に言



- 127 -   

われました。進路状況の格差とは高校進学率だと推察します。高校進学率について

は、全国的にも以前から数パーセントの差があることが発表されてきました。 

しかし、これは地域によって異なり、部落問題が要因ではないことが明らかにな

っています。例えば、熊本市の場合です。熊本市のある同和地区は進学率100％で

あります。周辺地区はそれに達していない、こういう結果が出ております。もう一

つ、高校に進学しても中途退学者が多いということが同和地区共通の問題となって

おります。これは、学習会が一つの大きな要因だと考えられます。特別措置法が失

効するまでは、同和地区のある学校には同和推進教員として１ないし２名が特別に

配置されていました。当時の推進教員は学校内での授業は持たない、そういう教員

でありました。持たせないということですね。そして、解放子ども学習会や、ある

いは裁判闘争、狭山裁判闘争などにも連れて行くと。学校の内外で同和地区の子ど

もたちに寄り添って指導に当たってきました。 

したがって、推進教員が同和地区の子どもたちの世話を常時専門的に見てやると

いうことは、私から見れば過保護の状態であり、内心「これでは、子どもたちに自

主性や自立心などは育たない。」と思ったものであります。その子どもたちが高校

に入ってさまざまな困難に直面したとき一人では解決できず、即挫折して退学の道

を選んでしまうのではないかという、こういう事例が多いわけであります。その点

からも、自主性や自立心の育成を阻害する学習会は廃止すべきだと思うのですが、

いかがでしょうか。 

３点目は、差別に負けない学力をしっかりつけるということについてであります。

学力をしっかりつけるということについては全く同感であります。しかし、学力の

問題は学校教育の課題であり社会教育の課題ではありません。また、現在、学力の

問題は同和地区だけの問題ではなく、日本の教育の重要な課題として、すべての子

どもを対象にして考えなければなりません。同和地区に限定して学力を重視する考

え方は間違いではありませんか。 

次に、差別に負けないためにという考え方にも疑問があります。この考え方は、

将来この子どもたちは部落差別を受けると断定した考え方で、部落民以外はすべて

差別者という部落排外主義、すなわち部落解放同盟の解放理論の立場に立つもので

あります。差別に負けない学力ではなく連帯と融和の学力でなければならないと考

えますが、いかがでしょうか。私は、教育基本法に示されております真理と正義を

愛し、平和を希求し、自他の敬愛と協力を身につけるための基礎学力をすべての子

どもを対象にして育てる、こういう考え方に立つべきではないかと考えます。その

ためにも、同和地区に限った学習会は廃止すべきだと思いますが、いかがでしょう

か。 
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第３問、障害者の福祉対策のための障害者自立支援法について述べます。市民福

祉部長から、自立支援法は妥当な法律であるから、この制度に基づき施策を講じる

との答弁がありました。つまり、国の言うとおりするということであります。この

ような姿勢では、障害者の暮らしや人権を守ることができるのでしょうか。この法

律の最大の問題点は、利用料は能力に応じて負担するという応能負担の原則を、利

用したサービス量に応じて負担するという応益負担へ転換したことであります。障

害者が人間として当たり前の生活をするために必要な支援を益と見なして負担を課

すという応益負担は、日本国憲法や福祉の趣旨に反します。これでは、障害が重い

人ほど負担が重くなり、負担に耐えられない障害者の方はサービスを受けられなく

なる事態が発生することも必至であります。 

日本共産党は、国会論戦で日本国憲法第25条の生存権の侵害とも言うべきこの重

大な問題点を徹底的に追及し、障害者の運動と連帯して戦いました。法案は成立し

ましたが、国や地方自治体には憲法が保証する障害者が人間らしく生きる権利を守

る責任があります。政府は、低所得者に配慮するなどとして、定率１割の自己負担

について、所得に応じて４段階の月額上限額を設けました。しかし、低所得者１の

場合、障害基礎年金６万6000円の収入のうち、その２割の負担を強いられるわけで

すから大幅な負担増になることには変わりありません。重い負担のために必要な

サービスを受けられなくなる深刻な事態が起きることは明らかであります。 

先ほど配りました資料の２をご覧ください。山鹿市とは逆に、国が押しつけた被

害から障害者の人権を守るために独自の支援策を講じている自治体があります。資

料２は、京都市の負担軽減策です。京都市は、所得に応じて５段階の上限額を設け

て国の基準の負担額を半分にする独自の軽減措置を実施します。横浜市や東京都も

独自の軽減措置を行います。山鹿市も、この自治体のように憲法25条や国際障害者

年の理念でもある障害者の人権保障、自立と社会参加の実現を目指して、京都市や

横浜市、東京都のように、市独自の軽減措置を講じるべきだと思いますが、いかが

でしょうか。以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

市内商店からの備品・物品購入の２回目のお尋ねにお答えします。事例を２件掲

げてお話がございました。確かに、まとめて発注をするということであれば、市外

の大型店舗あたりに対抗できるのではないかというお話でございます。いずれにし

ましても、先ほど１回目の答弁をしましたように極力といいますか、市内で調達で
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きるものについては市内の商店にお願いをしてまいりたいと思います。 

それから二つ目の、これは期待するということでございました。頑張りたいと思

います。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの原議員の２回目の質問にお答えいたします。補助金の使途につきまし

ては、先ほど担当部長が答弁いたしましたように十分注意してまいりたいと思いま

すし、しっかりとした指導をしてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

原議員の２回目の質問にお答えいたします。非常に問題が、あちらこちらと多う

ございました。大きく一つの違いといいますか、事業と啓発がごっちゃになってい

るんじゃなかろうかという思いが一つありました。それから、もう一つはやっぱり

同和教育の歴史といいますか、推移の中での取り組みの変容ということが一つ課題

となるのではなかろうかと。それから、私たち新生山鹿１市４町で合併しました。

地区があったところとなかったところがある、そういうところの温度差をどうする

かという市の現状があります。そういうものを含めまして、私の思いを全体的に述

べさせていただきまして、また不十分な点は３回目のご質問でお答え申し上げたい

と思います。 

昭和40年の同対審の答申の中に、こういう文言がございます「いかなる時代がこ

ようと、どのように社会が変化しようと同和問題が解決することは永久にあり得な

いと考えるのは妥当ではない。また、寝た子を起こすな式の考えで、同和問題はこ

のまま放置しておけば社会進化に伴い、いつとはなく解消すると主張することにも

同意できない。」という認識が昭和40年の同対審の答申の中にございます。私も、

まさにそのとおりであるというふうに理解しております。ですから、私は解決する

のだという思いでは議員さんと同じ思いを持っております。いつかは解決しなきゃ

ならない。 

それから、もう一つは啓発に努めるということでございます。平成12年12月、国

が人権教育啓発推進法を制定したわけでございますけど、その中に「市町村におい

ても施策を策定し、実施する責務がある。」という文言がございますし、県の人権
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教育啓発基本計画、平成16年の３月、ちょうど１年前にできたものでございますけ

ど、その中にも「同和問題は引き続き解決に取り組む県政の重要課題である。これ

からも粘り強く解決に向けた取り組みを推進していかなければならない。」という

ふうな内容がございます。それで私どもとしましては、事業は終わったけども教育

啓発は、これは行政の責務として続けるべきであるというふうに認識しております。 

ただ、議員さんの中で、私は何回も旧山鹿市議会からやり取りしておりますけど

も、教えられることはいっぱいありました。現に私は、今後は山鹿市の学習会の現

状、それから取り組みの方向性並びに学習会に期待される役割を明らかにしながら、

内容、形態等の見直しは、しっかりしていきたいと思います。そして、議員さんの

お話にありましたように地区外の仲間と連帯し合う、そういうふうな方向で人権教

育のあり方、啓発のあり方を大きく目に見える形で新生山鹿市の子どもたちが、そ

ういう人権差別のないまちづくりのために大きく寄与していくというような思いで、

これを取り組んでいきたいと思います。今まではどちらかというと、地区内でござ

いましたけど、地区外とは本当に一部の交流でございましたけど、それを広げてみ

たいというような思いをもっております。 

また、教職員につきましても、果たして教職員だけでこれを講師としていいのか

どうか。地域の人材活用とか、または、学校と子どもだけではなくて保護者の方々、

そういう方々の力が大きなものとなってくると思いますので、そういう思いを込め

ながら、今後とも学力の質等も問題にしながら、仲間づくり等問題にしながら学校

長初め関係の方々の知恵をお借りしながら進めていきたいと。一番大きなところで

は、原議員初め議員の皆さん方のご支援等いただきながら、本当に差別のないまち

づくりという、その発信地としたいというふうな思いでございますので、ご理解い

ただけたらと思います。以上お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

２回目の質問にお答えいたします。この制度に対する市独自の対応策についてと

いうことでございますが、先ほど議員配付の資料のように京都市など、３年間の暫

定措置として低所得者に対する補助を自治体独自で負担軽減策を打ち出しておられ

ますが、本市といたしまして厳しい財政上の問題等もございますので、国、県、関

係機関等からの情報収集に努めるとともに、今後の動向を見きわめ、どのように対

応することができるのか慎重に検討してまいりたいと思います。よろしくご理解を

賜りますようお願いいたします。以上、答弁終わります。 
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○議長（高野誠二君）   

 原議員、了解ですか。 

○６番（原  徹君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 原議員。 

［６番 原  徹君 登壇］ 

○６番（原  徹君）   

最後の質問です。時間がきつつありますので２問に絞ってみたいと思います。教

育長から学習会についての答弁がありましたが、どんな状態になったら学習会が終

わるのか、終結するのかというご答弁がありませんので、もう１回要請しておきま

す。 

私が言いたいのは、教育長いろいろ工夫されようとしておりますが、工夫されて

も、とにかく私は廃止、もうしちゃだめですよと、特別なところでですね。特別の

同和地区だけ、どうしてそういうことをするのかと、早くやめなさいと、どんなに

内容がよかったといってもですね、そういうことを言いたいわけですよ。そうしな

いと、「どうして、あそこの地区だけそぎゃんするとですか。」と、いつもこんな

目で見られるわけです。必要ならば、せんといかんですけどもね。 

ちょっと観点を変えて、前回、教育長が感動的な答弁をされたので私は反論でき

なかったんですが、やっとまた教育長の問題点をみつけました。そこで、やります。

同和地区における学習がなぜ始まったというところですね。歴史的に見てみますと、

平成16年６月の山鹿市議会定例会におきまして、田中教育長は同対審答申以前から、

山鹿市の同和地区において、子どもたちの学習会に取り組んだ先輩教師の記録を紹

介されました。そして、最後に「今日もあの子が机にいない。その１点に、凝縮さ

れた教師としての人間の痛みと子どもへの共感の場、それが当初の学習会に取り組

んだ教師たちの思いであったと受け止めている。」と、こういうふうに教育長、私

これにジーンときたわけですが、そして、学習会の必要性を継続するというふうに

述べられたわけです。 

しかし、よくよくこの教育長の明言をかみしめて吟味してみますと、教育長の答

弁には一つだけ忘れている重大な点がある。それは、当時の社会背景が欠落してい

るということであります。先輩教師の実践は同対審答申以前といいますから、今か

ら恐らく30年から40年前の実践であります。その当時の社会背景はどうだったでし

ょうか。当時の同和地区の子どもたちの中には、部落差別と貧困に苦しみ学校に行

けない状況にある子も数多くいましたし、長期欠席で授業も受けられない子もいた
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わけであります。したがって、学力低下は免れませんでした。 

このような状況を憂慮した良心的な教師たちは、教育長が紹介されました先輩教

師たちのように夜、同和地区に出掛けて行って同和地区の子どもたちの学力を補償

するために無償で、ただで、ボランティアで自主的に学習会を組織していったわけ

であります。これが、学習会の始まりです。しがって、当時のこの同対審前の学習

会というのは、非常に子どもたちの学力補償をする上で大きな役割を果たし、極め

て意義あるものであったと、このように私は思うわけであります。 

しかし、ここで注目しなければならない点は、当時の同和地区の生活環境、社会

環境といったものは、現在とは比べものにならないぐらい劣悪だったということで

あります。この違いを明確にして考えないと誤りということであります。現在の同

和地区の子どもたちに、差別と貧困で学校に行けない子などいるでしょうか。また、

同和地区の子どもたちの学力が周辺地区の子どもたちより落ちているでしょうか。

そんなことは全くありません。どこの地区でも同じように勉強を得意とする子もい

れば、苦手にしている子もいるわけです。同和地区の社会背景と生活環境は大きく

変化しております。このような変化を認識しないで学習会を継続させるということ

は、同和問題の解決を遅らせるだけでなく、同和地区の子どもたちに大きな苦悩と

重荷を抱かせる結果になるのではないでしょうか。一刻も早く廃止すべきだと考え

ます。 

この学習会のために400万円余の予算が組まれているそうであります。これだけ

の予算があったら２人の臨時教師を市独自で採用することができます。小学校３年

生までの30人学級、現在２年生までが30人学級ですが３年生まで30人学級ができる。

あるいは、川辺小学校などの小規模学校での複式学級、１年生と２年生を一緒に教

えるという、そういった複式学級ですね。それも回避できるのです。こんなところ

に教育予算を使うべきではないでしょうか。子どもたちの学力、そして、すべての

子どもたちを対象に学力向上を図るべきではないでしょうか。もう一度、教育長の

お考えをお願いしたいと思います。 

最後に、障害者自立支援法について、今度は市長の見解を求めます。政府は、応

益負担導入の理由を増大する福祉サービス費用をみんなで支えてもらうために、あ

るいは、お金がないからと説明しております。先ほど財政難ということで山鹿市は

できないということですが、これらは政府の説明を代弁していると思います。日本

の福祉予算は8131億円、2006年の予算で国家予算のわずか１％にすぎません。国際

的にみても、ＧＤＰ（国内総生産）に占める割合はドイツの５分の１、スウェーデ

ンの８分の１といわれております。無駄な公共事業、例えば関西空港第２工事は

１兆円だそうであります。川辺川ダム、これは要らないという3300億円であります。
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ほかにも、いっぱい無駄な公共事業があります。これを見直し、そのごく一部を回

すだけで応益負担など導入せずに障害福祉を大幅に充実できるわけであります。 

市長を初め執行部も、こうした立場で予算のあり方を見直す必要があるのではな

いでしょうか。障害者を持つ保護者のあの切実な電話の訴えが、私は耳に響いてく

るわけであります。最後に、「健康と笑顔で暮らせるふるさと山鹿づくり」と選挙

のときに公約されました市長に見解を求めて、質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

原議員の３回目のご質問にお答えいたします。まず、順番が後先になるかもしれ

ませんけど、第１点として学力の差がもうないのではないかということについてち

ょっと申し上げておきます。高等学校進学率に見られるような教育問題、これと密

接に関係する不安定な就労の問題と、格差はなお存在しているという報告を受けて

各種の資料見られるわけです。高等学校等の進学率は向上してきておりますが、こ

こ数年の流れを見ますと昨年ぐらい１回、県で追いついたか、上をいったことがあ

ると思いますが、また2005年３月の県の進路状況調査を見ますと、地区の子どもた

ちの進学率は94.1％で県下全体の率を2.1ポイント下回っております。 

また、このことからも教育就労等の面では、なお存在している格差の背景とさま

ざまな要因があり、短期間で集中的に格差を解消することは非常に難しいと、時間

をかけて粘り強く取り組まねばならないというような思いが一つあります。それか

ら、中途退学の問題等につきましては、これはかつて推進教員が配置されておりま

した。正確には、推進教員は、平成14年３月をもってその配置制度はなくなってお

ります。ただ、中途退学者に寄り添っていくということでは、地区に推進教員がお

ったところの方が中途退学者は少ないというような報告も、私は別のところで聞い

ております。今、正確な資料がありませんけども、その辺についてはさらに私の方

でも、また検討してまいりたいと思います。 

それから２点目に入りますけど、どのような状況になったら学習会を廃止される

のかというところでございます。私はこのように考えております。子どもたちが学

習会を通じて部落差別の不合理さを認識し、差別に打ち勝っていく力を身につけな

がら将来の進路について明るい展望を持つことは、人としてすばらしい生き方であ

ると。ここに、学習会の役割があると。それで、私は子どもたちが差別に負けず、

差別を乗り越えていく解放の力と、確かな学力を身につけ将来の進路についての明

るい展望を持てるようになったとき、学習会は発展的に解消できたらという思いで
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ございます。 

それから、次のことでございます。旧山鹿市の会議録を今ちょっと私見ておりま

して、何か私の答弁が大きく欠落しておるということでしたが、私はあんまり欠落

していないのではなかろうかと思いました。と、申しますのは、議員はこういう形

で私に問われたわけです。ちょっとそこのところ読ませていただきますと、「同和

地区における子ども学習会は30数年前に出された同対審答申以前から、ずっと前か

ら自覚的な教師たちによって自主的にボランティアで無報酬で始められました。そ

の当時の学習会の意義をどのように受けとめられているのか、まずお伺いした

い。」ということでありましたので、私はその当時という、いわゆる原点、始めた

その思いですね、そこを問われたものと、精神面で私はとらえたわけです。だから

結局、議員さんと私が一つすれ違いがするのは、やはり事業と啓発、それから、そ

のあたりのずれが多少誤解を招いているのではなかろうかと思っております。 

しかし、いずれにしましても、もうしばらく私たち時間をいただきまして、その

推移を見て「何かいっちょん変わらんじゃないか。」ということでありましたら、

また再度ご質問、お叱りいただきたいと。私どもも、今まで何回とご指摘いただき

ましたので関係の方々のお知恵をお借りしながら、学習会そのもののあり方も見直

したいと思っております。それから、予算面につきましても、本当に有効かどうか

ということについても十分吟味しながら、学習会のまずは充実、変容、プラス面で

の改善といいますか、そういう方向で取り組んでいきたいと思いますので、どうか

ご支援の方をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの原議員のご質問にお答えいたします。現在の支援制度のもとでサービ

スを受けておられる障害者の方にとっては新たな制度になり、不安を抱かれておら

れることと思いますが、現在の支援制度における費用負担のルールでは、ふえ続け

るサービス利用のための財源確保も厳しい状況から、やむを得ない制度であると思

います。この障害者自立支援法に基づいた支援制度への移行については、対象者の

方々には周知を図っており、新制度への移行へ円滑に進めるよう努めてまいりたい

と思います。よろしくご理解をお願い申し上げます。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、原議員の一般質問は終了いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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 散 会   

○議長（高野誠二君）   

 これをもちまして、本日の質疑、一般質問は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後３時33分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成18年（第１回）山鹿市議会３月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第３号）   

 

平成18年３月10日（金曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

発言通告 

１．山口晋正 

 一般質問 

 （１）行政改革大綱並びに市長説明要旨について市長に問う 

２．島田節男 

 質  疑 

 （１）議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   ①P101ユビキタス食の安全システムモデル事業 

   ②P118都市再生整備事業 

 一般質問 

 （１）地域づくり事業について 

 （２）庁舎建設について 

 （３）行政改革について 

３．池田誠一 

 質  疑 

 （１）議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   ①P72 人材育成事業 

   ②P74 財政調整基金積立金 

   ③P75 地域審議会 

   ④P76 あんずの丘子どもフェスティバル 

   ⑤P115道路維持費 

 一般質問 

 （１）温泉プール建設に対しての市としての対応について 

 （２）子ども達に対する教育理念について 

 （３）18年５月29日より施行される「改正食品衛生法」に対する本市の対応について 

４．平井邦廣 

 一般質問 
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 （１）行財政改革の取り組みについて 

 （２）市税及び税外収入について 

５．芹川正美 

 一般質問 

 （１）バイオマスセンター事業 

   ①施設、環境について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

出席議員（30名） 

１番  北 原 昭 三 君   

２番  芹 川 正 美 君   

３番  藤 原   豊 君   

４番  立 山 秀 木 君   

５番  立 山   隆 君   

６番  原     徹 君   

７番  平 井 邦 廣 君   

８番  吉 本 政 幸 君   

９番  池 田 誠 一 君   

10番  堀   茂 幸 君   

11番  永 田 紘 二 君   

12番  森 川 昭 彦 君   

13番  早 田 順 一 君   

14番  川 野   功 君   

15番  古 荘 克 郎 君   

16番  島 田 節 男 君   

17番  森   芳 顕 君   

18番  家 入 憲 隆 君   

19番  横 手 啓 介 君   

20番  高 野 誠 二 君   

21番  藤 原   弘 君   

22番  森   久 雄 君   

23番  西牟田   長 君   
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24番  太田黒 鐵 郎 君   

25番  丸 山 寛 治 君   

26番  寺 崎 勇 児 君   

27番  高 口 功二郎 君   

28番  山 口 晋 正 君   

29番  古 田 信 助 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

助      役     杉 燒 義 文 君   

収   入   役     永 田 忠 晴 君   

教   育   長     田 中   宏 君   
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午前10時00分 開議 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 質疑・一般質問   

○議長（高野誠二君）   

 日程第１、昨日に引き続き質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。山口晋正議員。 

［28番 山口晋正君 登壇］ 

○28番（山口晋正君）   

 おはようございます。28番の山口でございます。 

発言内容、通告しております。行政改革大綱並びに市長説明要旨を読んで市長に

問うというところで質問をいたします。市長の開会冒頭の説明を聞いたときには、

市全般にわたってすべて網羅され、あれもこれも手の届かぬところはない文章であ

り、これじゃあ質問もできないなと。いわゆる、わかったようでわからない状態で

ございました。 

その後、行政改革大綱を読み、さらに読み返してみたら市長の政策がどこにある

のか、どうもはっきりしませんでした。政策運営はどこにあるのだろうかなという

思いから、質問を大きく分けて２点ほどお尋ねいたします。 

まず第１に、市長の効率的な政策立案の行方というところで質問します。２番目

に、庁舎問題について。市長の行政運営は、「市民が市政の情報を的確に得て、市

民の協力を得ながら、また、市民の意見を導入し、行政の公平性、透明性の向上に

努め、市民の行政参加を推進します。」と述べられています。もっともなお言葉と

思っております。振り返ってみると、そのことは今まで多くの方が言われてきたこ

とだと思います。でも、なかなかできずに今日に至っておるのはなぜか、その原因

はどこにあるのか、そこを考えたいのです。 

行革を行うに当たって、手始めとして吏員の意識改革を述べられております。助

役さんも12月議会で、そのことを自分の思いとして熱心に答弁されました。全くそ

のとおりだなという思いをいたします。 

でも、見渡してみると、吏員の中にもたくさん勉強もし、一生懸命努力をされて

いる人はおられます。これは、地方分権が始まるまで、自治体としては機関委任事

務に頼っておればよかったのが、少しずつ自治体自身の自主・自立による行政運営
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を強いられ、さらに、三位一体改革などで、殊さら厳しい財政状況に見舞われるこ

とになりました。厳しい状況は予想されていたからこそ、合併をしたのです。それ

を考えての１年の舵取りだったと思っております。江戸、明治、大正、昭和の歴史

を見てもわかりますように、行政運営に楽なときはなかったはずです。結果からす

れば、あのときああすればよかったなどと何だかんだと言えますが、容易でないこ

とだけは確かです。 

詰まるところ、将来を見据えた首長の政策・理念が、いかに市民の目に見える形

で実行されるかにほかならないと思っております。簡素で効率的な行政、財源の重

点的配分はどこを指しているのでしょうか。悪い表現で申しわけないですが、率直

に言って複雑でわかりにくい行政に見えます。市長は、「難局に敢然と立ち向かい、

困難を乗り切る勇気を自ら決断して構築する。」と言われました。市長の１年間を

見ていると、どういうところを指しているのかはっきりしません。 

時間の都合上、多くを尋ねようとは思いませんが、市長の一番自身を持ってお答

えできる地域経済の活性化、その中でも絞って本市の基幹産業である農業振興につ

いて、どんな思いで活性化させようとしておられるのか。いろいろ抽象的なことは

抜きにして、早い話が昨年から議論になった福岡ターゲット構想との関わり合いで

もいいですから、ひとつわかりやすくお願いしたいのです。 

例えば、今年の予算にある農業振興費との結びつきはどうなっておるのか。どう

反映されていくのか。農業の実態は市長も十分にご存知と思いますが、認定農家だ

けが農業者じゃないんです。年輩者もおられますし、若い人、子育て中の人、お年

寄りを抱えて仕事をされる人、朝から晩まで夜なべは当然の如くしておられます。

目先がわからない状態、これが実態だと思うんです。たまたまそうして歳を経た末

に、65歳になれば少しばかりの年金がもらえますけれども、でも、ようしたもので、

その歳になると医者通いが始まります。 

国は、国際化、グローバル化を見据えて、平成19年度から全国一律に品目横断的

経営安定対策をやります。それは国の施策であり、委任事務にほかなりません。山

鹿では、立派に福岡ターゲット構想を立てておられます。平成18年度も調査検討、

調査検討では困ります。市長の政策能力を発揮するときです。どう敢然と立ち向か

われるのか、ご説明をお願いいたします。 

福岡ターゲット構想の説明では、「平成17年度で具体化するため調査費を予算化

し、県やＪＡとの連携を図りながら農産物の紹介や、その後の追跡調査などを実施

しているところです。」と、去年の９月13日に答弁がありました。そのとき、①福

岡事務所を開設し、新市のＰＲ、物産展の開催、市場調査の実施及び新産業の発掘。

②新市の産品の販売や販路拡大のためのアンテナショップの開設。③直売施設を兼
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ね備えた総合情報発信基地の話を伺っております。その後の経過と内容をお聞かせ

ください。 

２番目の質問に移ります。合併協議会で、約２年にわたり首長、議会代表ほか市

民代表の集合体による真剣な議論を踏まえ49項目の協定事項、そして、最たる事務

所の位置については極めて議論が伯仲したものです。ややもすると、合併不可能と

までの思いをいたしました。その混沌とした状況は、市長だけでなく助役もその当

事者であられたゆえ、十分認識しておられるはずです。その有り様の重みというも

のを、いかほどに考えておられるのか。決して忘れてはならない決定事項であった

はずです。 

合併委員の集合体というのは、市民の代表であります。代表であるがゆえに市民

の声であります。「場所については新市長が決定し、３年以内に着工の目途をつけ

る。」と、これは部落座談会で説明し、了解済みなのです。長引けば長引くほどま

すます混乱し、収拾がつかなくなることはおわかりになりませんか。市民の皆様に

何と弁明されますか。庁舎問題は、５年や10年の話じゃないのです。 

コンパクトシティの話もありましたが、行政としてのしっかりした対応が決まれ

ば制度もうまく乗り越えることができると信じています。そのあたりの対応、やる

気があるのかないのかが市民に見えてこないというのです。これこそ、あなたの言

う困難に敢然と立ち向かう姿勢じゃないですか。人様から借りた文句なら、これは

やむを得ません。今の庁舎も、昭和41年９月９日竣工でございますから、耐用年数

50年にして10年もありません。 

また、上級行政庁から、今後10年もかからないうちに耐震強度の問題も出てくる

でしょう。別館建設経済棟のことだって５年契約のはずです。行革の言葉を使って

も使わなくても本庁方式の問題もあります。アクセス道路の話も進めなくてはなら

ないでしょう。市民にあまり待たせては後々混乱も起きかねません。心配なのは先

送り、先送りばかりでできなかったじゃあ、おかしい限りです。 

市長の誤りないご判断を篤とお願いして、質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 これより執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

 おはようございます。山口議員の一般質問の１点目、まず福岡ターゲット構想に

ついてお答えいたします。福岡ターゲット構想は、熊本県の北端に位置し、福岡県

と隣接する山鹿市の地の利を生かして大消費地である福岡をターゲットに農業を初

め、山鹿市産業の振興を図るものであります。 
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この中で農業関係の計画戦略といたしましては、二つの方向性があると考えてお

ります。まず、一つ目は、福岡市内などで山鹿市の農産物を流通販売する戦略。二

つ目に、福岡からおいでいただく多くのお客様に山鹿市の農産物を味わって、そし

て購入していただく戦略であると思います。このために、福岡市内では販売拠点と

なりますアンテナショップの開設あるいは福岡事務所の開設とあわせまして、低コ

ストの流通システムの構築、山鹿市内では農業体験や地域農産物を観光宿泊施設で

味わえるシステムと供給体制の構築など、それぞれに検討を進めております。 

農産物の供給体制づくりでは、市内にある各直売施設との連携が即効性のある手

法ではないかと検討を進めているところでありますが、これとあわせて消費者が求

める安全・安心な農産物の栽培のさらなる促進と、流通情報発信基地の整備が必要

であると考えております。 

平成17年度においては、熊本県福岡事務所のアドバイスを受けながら、福岡都市

圏のレストランや農産物の直販店の調査や山鹿市の農産物の紹介のための産地見学

会などを実施いたしました。また、専門家の提言を受けながら、構想を具体化する

ために福岡都市圏での山鹿市のイメージ調査や、他地域から出店しているアンテナ

ショップの現状調査、山鹿市内の物産館での来訪者のアンケート調査などを実施し

ているところです。 

あわせて、随時、経済部内におきまして調査内容の中間結果の検討会などを行っ

てきたところですが、その中で農産物の分野では山鹿ブランドの知名度がまだまだ

低いという調査状況もあり、知名度アップの各種展開の再検討が必要だと考えてお

ります。 

また、農協体制におきましても、市場流通販売とあわせて直売流通体制を平成18

年度から強化する方針を持っておられ、農協との連携についても見直しを図ってい

きたいと考えております。 

これらの調査結果を踏まえまして、平成18年度にはさらなる検証を行い、福岡

ターゲット構想の早期実現に向け取り組んでまいりたいと考えております。また、

幸い平成18年度におきましては、熊本県福岡事務所に人材派遣ができることになり

ましたので、情報の収集、発信はもとより、調査結果を踏まえたより深い検証がで

きるものと期待をしておるところでございます。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの山口議員のご質問にお答えいたします。特に経済活性化、基幹産業で
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ございます農業の活性化についての基本的な考え方をお尋ねのようでございますの

で、その件につきまして私の基本的な農業振興策に対する考え方を述べてみたいと

思います。 

まず、農業につきましての考え方でございますけども、私は農業は人間が生きて

いくために欠くことのできない食糧を生産する、まさに基本的な大切な産業である

という思いがいたしますし、それとともに、その食糧の問題だけじゃなくして国土

保全や景観や、あるいはまた人を癒す、あるいはまた教育的な要素、そういった多

面的な機能を持つものであると。この社会になくてはならない、欠くことのできな

い素晴らしい職業であると思いますし、そのことを私は農業者の方々が自信と誇り、

そしてまた、喜びをもって取り組んでいただくことが基本であろうと思っておりま

す。さらには農業の現状、これもまた直視しながら山鹿市の農業政策を打ち立てて

いく、また、農業を活性化していくことが大事であろうと思っております。 

品目横断経営安定対策も出されましたように、この背景にはやはり今日の農業が、

我が国の農業だけで解決できない、あるいはまた、農業だけで考えない他産業との

関連、そういったグローバル的な中で農業が論じられる時代を迎えておる。そうい

った中で、日本の農業がどうあるべきかということを考えていかねばならないし、

また、現実として今日の農業農村の実態といたしましては、景気低迷の中で価格が

低迷しておる、あるいはまた、農業者の高齢化や数の減少、さらには、遊休農地の

増大と、そういった現状にあるのはしっかりと直視しながら、それに対応していか

ねばならないと、そんな思いをいたしております。 

そしてまた、厳しい現状をしっかりと受け止めながら、逃げることなくそれに対

応していくことが大事であろうと思っております。先ほども申し上げました国の施

策、品目横断経営安定対策につきましても、全体の中での状況を踏まえての国の施

策、農政であるわけでございます。 

いろんな問題、難しさもあるわけでございますけども、私はそういった社会状況

の中での国の流れ、農政の流れはしっかりと受け止めながら、そして、それをどう

生かしていくか、どう乗り越えながら克服しながら、そしてまた地域農業を構築し

ていくかといったことが非常に大事であろうと思うわけでございます。そういった

中で、昨日の質問の中にも担当が答えておりましたけども、各集落での座談会等を

開きながら、地域での話し合いのまず基礎をつくる世話人会の結成等々に今、取り

組んでおるところでございます。 

そう考えますとき、今の現状といたしまして担い手の減少、あるいはまた高齢化、

遊休地の増大、これは非常に厳しいマイナスの要素でございます。しかしながら、

それをマイナスな点だけを捉えながらだめだだめだと、農業はだめだと、農村はだ
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めだと、そういった思いの中では何も農業の活性化の策は生まれてこないと、私は

思います。それは現状を受け止めながら、それをどう解決していくか、乗り越えて

いくか、また生かしていくかといった発想が大事じゃないかなと、そんな思いがい

たします。 

担い手の減少あるいはまた高齢化の中で、これまで農地は農家の方々が本当に大

事な農地ということで、非常に大切にされてこられました。今でも同じでございま

す。しかしながら、担い手が少なくなってきたという中で遊休農地が増大する可能

性があると。そういった中で、今取り組んでおる農地の集積や、あるいはまた農地

の流動化が今可能なときを迎えておるのではないかなと。以前では、そういったこ

とはなかなか「俺の土地。俺の田んぼ。絶対よそには貸さん、売らん。」というよ

うな形だったと思いますけども、そういったことがやはり自分のところだけで農地

を管理することができなくなってきた時代の中で、地域全体の農地が地域全体の農

家の方々に担っていただく。そういった考え方が、非常に浸透しやすくなった時代

である。そういった中で、やはり農地の流動化や農地の集積、転作の集積も可能な

時代になってきた中で、今言われております中核的な認定農業者等への農地の集積

や、あるいはまた集落全体で農業を運営していく、一集落一農場、集落営農、そう

いった形の構築や高齢者や兼業農家の方々が参画していけるような、逆にそういっ

た時代を迎えておるのではないかなといった中で、遊休農地の解消等にもつながっ

ていくのではないかなと、そんな思いをいたしております。 

具体的に農業活性化のあり方といたしましては、大きな視点をまず申し上げます

けども、これからの農業のあり方としては、やはり生産性、効率を上げていくこと

が大事であろうと思っております。そういった中での先ほど言いました集落営農

等々の取り組み、また、農地を集積しながら認定農家を育てていく、そういった方

向性が打ち出されておると思います。そういったことが一つあろうと思います。 

それとともに、農産物を生産するときにどういった視点が必要かと考えますと、

やはりこれが消費されるためには人が何を求めておるかと。人が求めるものを生産

する、そういった考え方が非常に大事じゃないか。消費者のニーズをいかに的確に

捉えた農業の展開が大事であろうと思っております。今、消費者は何を求めておる

か。安全や安心、おいしい、健康、本物を今の消費者は望んでおるのではなかろう

かなと。そういったものをしっかりと捉えながら、それを現場の農業に、農産物の

生産に生かしていく視点が大事かなと思っております。 

さらに、この山鹿市の農業全体を見回しても、中山間地から平坦部、いろんな条

件がございます。それぞれの地域の実情に合った、また土地条件、気候等々に合っ

た農業の展開、農産物の生産と、そういった視点が必要かなと。その地域独特の農
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業の展開が必要だろうと思っております。中山間地農業、大変厳しいというお話も

いっぱい聞きますけど、逆に私たちが上京した折等にも、この山鹿地域の鹿北・菊

鹿等々のお茶、これは日本一ですよと。すごいですよ、すばらしいですよといった

お話を、お褒めをしっかりといただきました。先般も、市役所の方に「この地域の

タケノコ、これは量も質も非常に素晴らしい。もっと生産を拡大できないか。」、

そんな話も市場からもあったところでございます。 

さらに、いろんな物産館等もたくさん展開されておりますけども、そういった中

山間地の方々の小規模多品目の愛情込めた、心を込めた農産物というのは非常に今

の消費者にアピールする、好む、要素をたくさん持っておると私は思っております。

地域の特性を生かした農業の展開が必要であろうと思っております。 

全般的に言いますと、この山鹿鹿本地域は非常に温暖で肥沃な土壌、中で園芸か

ら花卉、たばこ、畜産、果樹、いろんな分野に非常に適するような条件を備えてお

り、それがかえってこれまで農業に対する厳しさといったものが生まれてこなかっ

た一つの原因かなと思いますけども、そういった特性を生かしながらの展開は私は

十分可能であると思っております。 

それから、これまで農業は生産することが基本であるということで生産を中心で

やってきましたけども、これからの農業のあり方としては生産から、それに付加価

値を付けていく、加工していく、さらには、販売を展開していく。そういった取り

組みが必要であろうと思っております。こういった動きにつきましても、いろんな

動きがあっておると思います。 

先般も酪農、今、乳が余っておりますけども、そういった酪農の牛乳を使っての

加工を若い後継者が展開しているという話も聞きましたし、お茶につきましても、

さらにそれを活用しながら新たな商品を開発して展開されておると、そういった付

加価値を付けながら、さらに加工販売まで展開していく。販売まで手掛ける中で、

消費者のニーズがどうあるかということを的確に掴むチャンスにもつながってくる

のではないかなと、そんな思いがいたします。 

それからもう一つの視点は、やはり今日これまで非常に規模拡大や生産拡大、効

率的等々の中で多くの化学肥料や農薬等々をしながらの大量生産という形もあった

わけでございます。効率性の面から非常によかったわけでございますけども、一方

それとは逆の方向で、自然的な農業、有機農業、循環型農業、そういった中での生

産された農産物が求められる時代を迎えておるのではないかなと、そんな思いがし

ますし、今日、安全・安心の中でトレーサビリティー、生産履歴と、どういった形

でどこで誰がつくったんだということが求められる時代を迎えております。そうい

った中での安全・安心を提供していく。さらにそれを大きくした中で、生産現場を
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見ていただく、そして食べていただく、買っていただく、そして消費の恒常的な消

費につなげていく展開が必要かなと。そういったものにつきましては、今日でも収

穫体験あるいはまたグリーンツーリズム的な取り組み等々の中での展開が今始まっ

ておると。こういったものをしっかりと大事にしながら本当に生産現場を見せなが

ら農業の素晴らしさや、この地域の農業の良さを、また、安全・安心をアピールし

ながら消費者に買っていただく、消費していただく展開が必要であろうというふう

に思っております。 

また、あえて林業のことにつきましても触れますけども、この山鹿市には非常に

素晴らしい森林がございます。特にアヤスギ、メノスギというのは、非常に名の通

った素晴らしい木材であるわけでございますけども、最近そういった地元の国産材

を使っての展開ということで、振興局等の支援もいただきながらアヤスギネット

ワークというような取り組みも展開されております。地元の素晴らしい木材を大事

にしながら、そして、その木材でつくった、やはりグレードアップした住宅を提供

していこうといった独自の展開もございますし、そういった動きが非常に大事かな

と思います。 

さらに森林は、自然や水、そしてまた人を育む大事な要素でございます。そうい

った中で先般、この山鹿市にはいくつもの財産区あるわけでございますけども、城

北の財産区の会合に行った折に、その地域の方々が半日総出で財産区の山を管理し

ていらっしゃる。非常に整備された状況にあるというお話を聞きまして、私も早速

翌日見に行ったわけでございますけども、やはり自分たちの地域の山を、自然をし

っかりと愛しながら育てていらっしゃる、そういった状況に非常に感動したわけで

ございます。百数十年経ったスギやヒノキを抱きしめながら、地域の方々のふるさ

とへの、また森林や自然への愛情をしっかりと感じ取ったわけでございます。そう

いった思いを大事にしながら進めていくべきであろうというふうに思っております。 

解決せねばならない、いろんな課題もございます。特に、この地域の基幹的な作

物でございますウリ類につきましては、ここ10年近く景気の低迷等によりまして、

また、消費者のニーズの変化によりまして生産量や価格も低迷しておるわけでござ

います。そういったことをどうするかということも大きな課題でございますし、こ

れにつきましても、山鹿市のこれからの施策として展開をしてまいりたいと思って

おります。 

さらにまた、中山間地の農業につきましても、先ほどいろんなことを申し上げま

したけども非常に厳しさもございます。そういった中でいろんな施策があるわけで

ございます、最近は特に国産和牛に対する評価が非常に高くなっております。以前

は外国からの輸入があったわけでございますけども、海外からの物には安全性が欠
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けるということでの思いの中で国産への、そしてまた高級な肉に対する需要が非常

に顕著なものがあるということで、和牛の生産等につきましては恒常的な不足の状

況にあると。そういった中での、先ほど申し上げました中山間地の遊休農地あたり

を活用した和牛の生産等々も、これからの一つの方向性としてありはしないかと、

そんな思いもいたします。今、例を挙げて申し上げたわけでございますけども、そ

ういった厳しさの中に、やはりその中から山鹿市の農業、地域農業を開いていく取

り組みが必要であると思っております。 

当初申し上げましたように今、各集落でいろんな話し合いを持っていただく、地

域の農業をどうするかという話し合いを持っていく取り組みの緒についたところで

ございますけども、自分たちの地域の農業を、また地域を、農村をどうするかとい

う、そこに住む方々が一生懸命になって取り組む、これが農業活性化の基本であろ

うと思うわけでございます。 

そういった思いや取り組みに対しまして、行政も農業団体も、あるいはまた研究

機関も、お互いが持つ情報やノウハウをしっかりと提供し、交流しながら、ともに

つくっていく姿を目指していきたい。そういった中で、産学官の連携による農業の

あり方の検討を平成18年度の大きな施策として取り組んでおるわけでございますし、

それぞれの地域での農業のあり方等につきましても、しっかりとした予算を付けな

がら取り組んでおるところでございます。なかなか一朝一夕に、こうすればパッと

この農業が変わるといったものはなかなかないと、やはり厳しゅうございます。し

かしながら、前進していくことが大事であろうと思っております。そういった思い

の中で、また、取り組みの中で全力で取り組んでいきたいと思っております。 

次に、２点目の新庁舎の建設に関するご質問でございますけども、建設の時期並

びに位置の公表に関しまして、私の判断につきましては、昨日の太田黒議員にご説

明いたしましたとおりでございますが、合併協定項目の履行に関する私の考え方を

含んでおりますようでございますので、やや違った角度でお答えをいたしたいと思

います。 

昨日、丸山寛治議員のご質問にもございましたが、49の協定項目の協議がなされ、

委員各位の互譲の精神による合意の上に今日に至っておるところでございまして、

私もまた、議員各位におかれましても、その協議の場におられたわけであります。

49の協定項目並びに新市建設計画に託された将来への希望や新市への思いを、初代

の市長として就任いたしましたときに、皆様方の崇高な決断による合意であったこ

と、敬意をもって取り組まなければならないと感じたところでございます。その崇

高な合意事項の協定、新市建設計画をベースとして、中長期の施策の指針となりま

す山鹿市総合計画を策定いたしたところでございます。 
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合併協定項目の中には、時間を要するもの、市民の価値観の変化、社会情勢の変

革、国・県の財政支援動向により見直しをせざるを得ないものも出てまいったとこ

ろでございます。今回の庁舎建設方針のように、計画の修正が必要な場合が生じて

くる可能性があることをご理解いただきたいと思うわけでございます。 

以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 山口議員、了解ですか。 

○28番（山口晋正君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 山口議員。 

［28番 山口晋正君 登壇］ 

○28番（山口晋正君）   

 時間も、私の質問の倍近いご答弁いただきまして、熱心に敢然と立ち向かう考え

を述べられたと思います。でも、昨日の全協のときもちょっと地方分権ということ

でお話もなされましたけれども、地方分権に対する市政の取り組みというのが、少

し私と違うんじゃないかなという思いがいたします。 

例えばどういうことかというと、自治体において自主独立ともなれば、やはり地

方の実態を踏まえた政策形成能力というのが必要になってくると思います。これか

ら、ますます国は制度の改正とか改革、これはもう急ピッチでなされてくると思い

ます。だから、それに対応する自治体の政策を効率的に処理する能力というのが、

当然求められてまいります。 

つまり、私が言いたいのは自治体で直接携わっておられる吏員の皆様だけでなく、

我々議員の研修はもちろんでございます。研鑽していかなければならない。それと、

市長さんも、やっぱり大事なことじゃないかなと思うんですよね。もちろん、市民

の皆様方も、法律とか条例についての理解を前提とする政策立案能力というのは、

必要不可欠な問題であるというふうに思うし、すなわち基礎的な素養であるという

ふうに思っております。そして、その上に立って行政分野においては先ほど思いと

か、こういうものがあるということを熱烈にお話になりましたが、その上に立って

市民の皆様の意見を聞いて、それから実施に移すということじゃないかなというふ

うに思っております。そして初めて、市長説明要旨の中にはパートナーシップのま

ちづくり、協働のまちづくり、これが初めて生まれてくるんじゃないかなというふ

うな思いでございます。 

私の言わんとするところは、つまり第１点目の市長のいわゆる政策立案の行方と
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いうことで質問した理由が、そこにあるわけです。急なご質問であるから、これは

もう意見として述べて終わりたいと思いますけれども、私の今言ったことに対する

意見であればお話をお伺いしましょう。そうでなければ、もうこれで終わります。 

 どうぞひとつまた意見があれば、もう時間もありませんので議事録を読まれて

６月議会でも９月議会でも結構です。また、私も１時間もらおうと思えばもらえる

と思いますので、また続編を意見を述べさせていただきたいというふうに思ってお

ります。どうぞひとつ、そういうところで終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁はありますか。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの私も含めまして職員の政策能力のアップ、そういったものに基づく政

策立案、そして、それを市民の方々に大きく知らせ、意見を聞きながらつくってい

く。そして、まさにそれを基にパートナーシップ、協働というお話、お考えをいた

だいたわけでございますけども、私たちも全くそのとおりであると思います。そう

いった中で、私たちの能力を高めるために、いろんな研修を積んでまいりたいと思

っております。今回の平成18年度の施策の中にもいろんな具体的な計画を立てる中

で、これにつきましても大学との連携等も図りながら、そういった違った知的な情

報や物を導入しながら政策を形成していく、その中で職員が育っていく、そういっ

た取り組みをいろんな部署で展開していきたいと。それを大きな柱にしておるとこ

ろでございますし、また、その情報公開につきましても、しっかりと提供しながら、

また、パブリックコメント等もいただきながら、ともに協働のパートナーシップの

路線を歩みたいと、そんな思いをいたしております。 

 以上、基本的な思いを述べましてお答えといたしたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   

 山口議員、了解ですか。 

○28番（山口晋正君）   

 終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、山口議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により島田節男議員の発言を許します。島田議員。 

［16番 島田節男君 登壇］ 

○16番（島田節男君）   

 おはようございます。16番、島田でございます。今回、私は二つの質疑と三つの
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一般質問をいたしたいと思います。ご答弁をよろしくお願い申し上げます。 

 まず、第１点目の質疑といたしまして、議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計

予算の中から101ページでございますけれども、（項）農業費、（目）農業振興費

におきまして、ユビキタス食の安全システムモデル事業についてということで伺い

たいと思います。この言葉の響きから何か非常に難しいようなことを伺えるわけで

ございますけれども、説明書によりますと農産物の生産履歴を導入するとのことで

ございます。この事業の内容等について伺いたいと思います。 

 次に、２点目の質疑でございますけれども、これも同じく18年度一般会計予算の

中の118ページでございます。（項）都市計画費、（目）都市計画総務費の中のこ

とで伺います。繰出金が８億760万円ですかね、計上されているわけでございます

が、私ども合併前に、この旧山鹿市のことにつきましては、合併のときのいろんな

会議の話し合いの中で、たびたび議論として質問が出てきた記憶をしているわけで

ございます。今回繰出金として処理されておりますけれども、このことに至った経

緯についてお伺いをいたします。 

 次に、一般質問に移らせていただきます。まず、第１点目に地域づくり事業につ

いて伺います。この事業の重要性につきましては、私はたびたび一般質問で取り上

げてまいったわけでございます。昨年度は、地域づくりの組織もできたばかりで、

手探り状態の中での事業が進められてきたと思います。その中で、地域審議会及び

地域協働組織、そして活動の原動力になった区長、公民館長、そして各リーダーの

ご苦労も大変だったのではないかと思っております。特に、活動補助金に関しまし

ては申請方式に変わり、慣れないことも手伝いまして本当に大変なことであったと

担当の方々から聞いておるわけでございます。 

市におきましても、地域づくりの講演会等何回か開催されまして、リーダーの

人々にとっても地域づくりの思いの大きな糧になったことと思い、ある程度の成果

は上がったものだと考えております。本年は、この事業も２年目に入り、ますます

この事業を発展させていくためには、１年間の問題点の反省の上に立った、これか

らの課題と今後の方向性や支援にあると思います。このことについてお考えをお伺

いいたします。 

次に、このことに関連してでございますけど、今回の予算案に地域づくりの職員

育成として予算の計上がしてあります。研修、そして養成塾参加や視察研修を行う

ことになっておるようでございます。このことが地域づくりにどのように関わって

いくのか、これもお伺いしたいと思います。 

また、昨年より各地域に地域協働組織が結成されておるわけでございます。この

組織は全くボランティアの組織であり、メンバーも各分野から熱意のある人々で結
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成されておるわけでございます。新市には、五つのこのような組織がある中で、お

互いの情報交換や意見交換が必要ではないでしょうか。そんな中で、また自分たち

の地域を見直す新たな発見につながることになるかもしれません。地域活動のかな

めであるこの組織の活性化のために、ぜひとも考えていただきたいと思いますが、

この点についてお伺いをいたしたいと思います。 

次に、一般質問の２点目に移らせていただきます。庁舎問題でございますけれど

も、同僚議員、そしてまた、ただいまは先輩議員のご質問があったわけでございま

す。今回、市長の考え方が示されたわけでございますけれども、そのことについて

伺いたいと思います。山口議員の質問にありましたように、私ども旧市町の議員と

して、この経緯について非常にいろんな面で苦労した思いもありますし、先ほど本

当にその思いを山口議員、一生懸命お話をいただいたわけでございまして、私も全

く同感でございますが、もう一度私なりに考えてみたいと思います。 

このことについて思い出してみますと、今回の合併は平成14年の任意協議会から

始まったわけでございます。そして、15年、16年と、２年間にわたり真剣な論議が

なされてまいりました。その間24回、大体月に１回だったと思います。たび重なる

協議の上、先ほど市長も申されました。互譲の精神をもって新山鹿市の誕生に至っ

たことは、まだ記憶に新しいことでございます。この協議の中で一番難航いたしま

したのは、庁舎の位置であったような気がいたします。庁舎の位置については、そ

れぞれ旧市町の思惑もあり、なかなか決定に至らず、最終的に首長、議長らの人々

によって構成されました検討会議によって、15回というたび重なる論議の上、皆様

もご存知のように３号線と325号線を結ぶ国体道路沿いに決定を見て、新市長が決

まりまして発表するということに決定したわけでございます。 

当時、この合併に関しての廃置分合決議案は、これらのことを踏まえまして、私

どもの議会におきましては少数の反対はありましたけれども可決され、新市の誕生

となったわけでございます。私は、本当に産みの苦しみをした上での合併であった

ことを申し上げたいのでございます。 

そこで、先般の市長の庁舎に対しての考えを述べられましたが、建設の時期につ

きましては３年以内の着工は困難であるというお話でしたが、確かにもろもろのこ

とから考えますと、市長としての熟慮の上の判断であったと思います。それは、私

も少しは理解できるところであります。 

しかし、場所の決定も「さらに慎重に検討すべき。」と申されました。このこと

は、場所等については白紙撤回もあるということでございましょうか。私は、１市

４町の合併の合意は何だったのであろうかと、本当に残念でなりません。このこと

につきまして、ご答弁をお願い申し上げます。 
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次に、第３点目の質問をいたします。これは、市の行政改革についてお伺いいた

します。今回、「市民との協働による新しい都市づくりに向けて」というサブテー

マのもと、第１回山鹿市行政改革大綱が提示されました。17年２月より18年２月ま

で、行政改革懇話会の皆さんの討議や専門部会における審議の結果、本案が作成さ

れたものと、その苦労と努力に敬意を表したいと思います。今回、新市の基本計画

達成のためにも一歩も二歩も踏み出した改革が必要であり、財政改革とともに、で

きるところから推進に当たっていただきたいと考えるところであります。 

私は、今回この大綱を読ませていただき、専門的な知識は持ち合わせておりませ

んが、二つ質問をさせていただきます。まず第１に、今回の行革の柱となるものは、

市民とともに共通課題を持ち協働しながら、つまり先ほどありましたパートナーシ

ップでございます。協働しながら、市をどんなに発展させていくかということであ

ると思います。その市民の行政参加と協働の中でパブリックコメント制度の導入と

ありますが、その定義、内容はどんなものか。また、その手法はどんなものかお伺

いをいたします。 

また、組織機構と人事管理の見直しの中で、「新たな時代に即した人（職員）づ

くりを促進します。」とあります。このことは、地方分権の進展に伴い職員の能力

開発が大きな課題になってきている今日、ぜひとも頑張っていただきたいと望むも

のであります。職員の政策形成能力やマネジメント能力を研修することにより高め、

その能力開発の成果を的確に評価し、人事管理に反映させることが職員のやる気を

引き出し、ひいては市民のためになると私は信じております。 

先般読んだ本の中に、全国の自治体では、人材育成基本方針の策定が2004年では

もう３割か４割策定されているということでございます。また、総務省では、2004

年度に自治法を改正いたしまして、地方自治体における人材育成基本方針の策定を

義務づけたと聞いております。2000年の地方分権一括法が制定以来、職員もこれま

でと大きく考え方の転換をしなくてはならないときにきております。新市のこのこ

とについての方針を伺いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時00分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時13分 開議 

○議長（高野誠二君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 
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○経済部長（藏原栄一君）   

島田議員の質疑の１点目、ユビキタス食の安全システムモデル事業についてお答

えいたします。まず、ユビキタスとは、ラテン語で「至るところで存在する」とい

う意味でございます。インターネットなどの情報ネットワークに、いつでもどこか

らでもアクセスできる環境を指し、ユビキタスが普及すると場所にとらわれない働

き方や娯楽が実現できるようになるということでございます。今回の事業について

は、こうした最先端の情報処理技術を活用して情報の記録等の自動化、簡便化を進

め、消費者が簡単に入手できる安全・安心情報の充実等を図る食の安全・安心シス

テムを開発するとともに、これらのシステムを導入するモデル地区を整備するもの

です。 

平成18年度に取り組みを計画している水辺プラザかもとでは、食の安全・安心確

保のために平成11年度から独自の認証制度を取り入れ、また、平成15年度からは農

産物出荷者全員の農産物の生産履歴の導入を行っています。この情報についてはフ

ァイル化をしておりますが、一部しか開示しておらず、消費者の方々へ十分なお知

らせをするまでには至っていないため、消費者と生産者の間に顔の見える関係づく

りが十分にできていないところであります。 

今回整備を行うことで、消費者への安全・安心情報の確実な提供と消費者からの

情報の生産者等へのフィードバックを容易に図り、地域農産物の安定供給と地域農

業の活性化を図る計画であります。なお、この事業に関する補助率につきましては、

生産部分に関するものついては２分の１以内、流通に関するものについては３分の

１以内となっております。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

質疑の２点目、都市再生整備事業についてお答えをいたします。まず、都市再生

整備事業の施工場所であります文化施設予定地のこれまでの経緯につきまして、簡

単にご説明いたします。 

文化施設予定地は、平成９年１月に旧山鹿市において取得したものでございます

が、平成16年度末現在で面積が１万648.45平方メートル、起債残高が８億760万円

となっております。用地取得後に文化施設建設に向けた作業に入りましたが、旧山

鹿市の財政構造改革大綱が策定され、その中で財政状況の悪化が懸念されたため、

平成14年度まで事業計画が凍結されたものでございます。さらに、その後、旧１市

４町によります広域合併が急速に展開したこともありまして、文化施設の建設につ
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いては新市において改めて議論を行うことになり、現在に至っております。 

この都市再生整備事業は、文化施設予定地の利活用を促進するとともに、中心市

街地の集客力の向上を目指して、現在の駐車場機能をさらに充実強化するため行う

事業でございます。また、当地は用地特別会計の財産でありまして、償還期限が平

成18年度となっておりますので、地方債の制度上、一旦一般会計へ引き取った上で

整備を行う必要があります。そのため、用地取得分として８億760万円を含んだ予

算を計上しております。なお、財源は、財政的に有利な過疎対策事業債、これは充

当率95％、元利償還金の交付税算入率が70％でございます。これを充てるものでご

ざいます。以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

島田議員の一般質問にお答え申し上げます。第１点目でございますが、地域活動

補助金による各地域の地域づくりにつきましては、ご存知のように初年度というこ

ともありまして皆さんの戸惑い、また、どういう事業がいいのか、どういう手続き

なのかわからないことも多かったようでございます。現在、実績報告が上がってき

ているところでございますが、これまでの申請や意見などから見ましても、初年度

ということもあり、従前からの集落活動への申請が多く、新しい地域づくりの取り

組みが少なかったように思います。行政区としての活動事業やスポーツ事業、敬老

事業などが多かったようです。 

ただ、子どもの登下校の安全見守り活動や新しい地域の祭り、子育て応援事業な

ど、新しい取り組みも見受けられたところでございます。地域づくりの芽は出てき

ております。 

今後は、従前の活動からそのような新しい地域づくり事業への拡大、誘導を進め

ていくことが、今後の課題であると考えております。そのためには、目指すべき地

域づくりと従前の活動との兼ね合いや充当できる経費基準など、地域状況にも配慮

しながら段階的に統一を図っていくことや、望ましい地域づくり事業の講演会や先

進地研修、ワークショップなどによりまして、活動主体への啓蒙、啓発を支援して

いきたいと考えております。 

地域づくりは、自発的で自主的な活動が基本でございます。補助金の使い方その

ものも自分たちで議論し、より効果的で新しい地域づくりに充当しようとする雰囲

気、合意が重要と考えております。時間がかかりますが、そのような方向にサポー

トしていきたいと考えております。 
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次に、質問の２点目でございますが、我々職員も最新の地域づくりという施策に

つきましては、さらなる研究等が必要であると思っております。全国には、地域づ

くりの施策を積極的に行い、元気で主体的な地域づくりの活動が行われている先進

地域などがありますので、それらの手法や活動内容などを研究するとともに、それ

らの活動事例を紹介したり、当市の活動団体を対象とした講演会や視察研修、勉強

会などへの支援ができればと考えております。 

３点目の地域協働組織の方向性と各地域協働組織の情報交換でございますが、い

ずれの地域協働組織も同じような悩みがあると思いますので情報交換といいましょ

うか、例えば合同でワークショップ形式での地域づくりの議論をするとか、地域づ

くりを実行する上部組織としての方向性を見出すような支援方法を検討していきた

いと考えております。 

次に、質問の３点目でございますが、行政改革についてお答えをいたします。今

回の行政改革につきましては、「市民との協働による新しい都市づくりに向けて」

をサブタイトルといたしまして推進することといたしております。その一つの手法

として、パブリックコメント制度の導入を進めてまいります。パブリックコメント

制度とは、市の施策に関する計画等を立案する過程で、その計画の趣旨、内容等、

必要な事項を広く公表し、その公表事項について提出された市民の意見を考慮して

最終的な意思決定を行うとともに、市民の意見に対する市の考え方を公表する制度

でございます。この制度に関する要綱等を策定し、市民の皆様からのご意見を広く

求め、全庁的に取り組んでまいりたいと考えております。 

今後は、各種事業を進めていく中で複数に市民参加を取り入れ、その機会をふや

していくことが大変重要な課題であると認識をいたしております。そのためには、

市民と人の情報の共有化が不可欠です。広報誌やホームページ等により、正確な情

報をわかりやすく市民に伝えていけるような、職員一人一人の意識改革も進めてい

く必要があります。この制度を導入し、他の市民参加手法を組み合わせながら、よ

り一層の市民との協働を図られるよう、市民と行政がまちづくりのビジョンやそれ

ぞれの情報を共有し、対等な立場で連携・協力して新しいまちづくりをともに進め

ることができるように努力をしてまいりたいと考えております。 

次に、人材育成基本方針についてお答えをいたします。政策の推進やきめ細やか

な市民サービスの実現には、職員一人一人が全体の奉仕者であることを改めて自覚

し、意欲をもって職務に取り組むことはもとより、住民に身近な行政サービスの担

い手としての心構えや、効律的な行政運営を図るための経営感覚を身につけること

が一層求められております。そのため、各地方公共団体においては、時代の変化に

即応できる人材の育成を積極的に推進していくことが、ますます重要になってきて
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おります。そこで平成９年に、当時の自治省で地方自治・新時代に対応した地方公

共団体の行政改革推進の指針を作成し、その中において職員の能力開発を効果的に

推進するため、人材育成の目的、方策等を明確にした人材育成に関する基本方針を

策定することとされたところでございます。 

続きまして、本市の状況についてでございますが、現在、新市におきましてはま

だ策定しておりませんので、行政改革の位置づけも踏まえ、平成18年度に着手して

いきたいと考えております。その人材育成基本方針の主な内容でございますが、ま

ず第１に人材育成の必要性といたしまして求められる職員像、第２に人材育成の基

本的な考え方といたしまして人材育成の目的、第３に具体的な方針といたしまして

人を育てる職場の運営状況や職員研修、人を育てる人事管理などを定めるものでご

ざいます。 

なお、人材育成基本方針策定後につきましては、この方針に基づき職場の状況の

改善、職員研修、人事管理制度等、それぞれ具体的に実施していくつもりでござい

ます。いずれにいたしましても、行政改革の推進につきましては、全職員が一丸と

なって強い意思と使命感、責任感を持ち、山鹿市の将来を見据え、真に実効性のあ

る行政改革として強力に推進してまいりたいと考えております。 

以上、答弁を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

庁舎建設に関します島田議員の質問にお答えいたします。合併協定を白紙撤回す

る印象を受けたということでございますが、決してそのようなことではございませ

ん。三位一体改革の推進により厳しい財政状況にある中、市民の生活基盤の整備、

教育施設の再編成、農林商工業の活性化施策への投資などを進めることが必要であ

ると考えます。協定項目の中の重要懸案及び課題に関する総合調整方針または指針

を策定する中で、さらに検討すべきと思われますので、合併協定にある３年後の着

工は困難と考える次第でございます。また、建設時期を決める段階で、そのときの

市の状況等を踏まえて、庁舎の建設位置についても決定すべきではないかと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 島田議員、了解ですか。 

○16番（島田節男君）   

 議長。 
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○議長（高野誠二君）   

 島田議員。 

［16番 島田節男君 登壇］ 

○16番（島田節男君）   

ありがとうございました。２回目の質問に移らせていただきます。質疑、質問と

ダブっておりますので非常にわかりにくいと思いますけれども、まず質疑の方から

入りたいと思います。 

水辺プラザにおいて、このユビキタス食の安全システムモデル事業ですね、それ

が行われるということで、消費者への安全・安心情報の確実な提供と、消費者から

も情報を生産者に逆に提供するという、全く情報時代の先駆的な取り組みと感じた

わけでございます。では、その対象品目と申しますか、農産物だけなのか、その他

の農産物加工品等は考えていらっしゃらないのか、その辺をお伺いいたします。 

また、具体的に消費者が簡単に情報を入手することが可能ということでございま

す、どのような方法で簡単に入手することができるのか、その辺をお伺いします。

そして、これは今年初めてのモデル事業でございます。今後どのような方向で展開

をされていかれるのか、お伺いします。 

次に、都市計画総務費につきましては、私どもの合併前にいろんなことを話し合

いながら、憶測でいろんなことを話しておりました、今ご説明がありましたので大

体わかりました。起債の償還に過疎債を利用したということで、非常に合併効果が

出てきたものだろうと思っております。本当に、これが旧山鹿市で戻さなんなら、

やおいかんだったろうと感じております。 

次に、一般質問の方の２回目に移りたいと思います。まず、庁舎建設について伺

いたいと思います。先ほど、市長は白紙撤回ではないということを申されました。

一応、安心はいたしました、やはり、何か検討を要するということで非常に私ども

まだ、撤回ではないけども、また検討を要すると。まだまだ議論を先送りしなけれ

ばいけないところじゃないかなと、今感じておるわけでございます。 

この合併協議会におきましては、こういう案件につきまして、１市４町の協議会

が開催されました後に、私どもの町では必ず区長会があっておりました。そして、

その報告、また次の懸案事項の意見交換があっておりました。それほど、非常に労

力的にも多くの方が頑張ってきたということは、市長もよくご存知だと思います。

その庁舎建設につきましても、その中で重大な問題であったので、これを３年以内

の建設はできないと。そしてまた、場所についてもまだ考える余地があるというこ

とを考えていらっしゃいますならば、何らかの形でそういう関わった人、そしてま

た、地区住民の方々にその説明責任が出てこないかなと、私は考えております。 



- 162 -   

それで、特に市長の任期を考えますと、このことを先送りすることは、先ほどの

山口議員のご質問にもありましたように、いろんな問題で混乱を来すのではないか

なと自分も考えております。例えば、先ほどご紹介のありました別館の問題、そし

てまた人的な問題、財政的な問題、いろんなことが混乱を来すのではないかなと考

えておる次第でございます、この辺の判断をどのように市長は考えていらっしゃい

ますか、ご答弁をお願いしたいと思います。 

次に、行政改革についての２回目の質問をいたしたいと思います。市長にお伺い

いたします。行政改革の必要性ということは、いつも市長から伺っておるわけでご

ざいます、特に新たな時代に即した職員づくりというのは、合併した今日において

非常に大事な課題の一つではないかと考えております。市長は、このことに関して

どのような考えをお持ちか、また、実行されていくのか。その辺の考え方をお伺い

したいと思います。一応、これで２回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

ユビキタス食の安心システムモデル事業について、２回目の質疑にお答えいたし

ます。対象品目は、水辺プラザかもとに出荷される米、野菜、果樹類等の農産物全

品目を対象としておりますが、加工品は対象としておりません。具体的な内容につ

いては、水辺プラザかもとに出荷された農産物の生産履歴が提出されておりますの

で、その情報を電算化し、消費者の方々がＱＲコードという農産物に貼付された二

次元バーコードを通して、固定端末や読み取り機能のある携帯電話などで情報を読

み取り、生産者の顔写真、肥料の種類や時期、農薬の種類及び散布時期など、栽培

に係る情報を見ることができるシステムでございます。 

そのことによって消費者の皆様への安全・安心の農産物の提供を行うことができ

るとともに、生産者に対するチェック機能も働くため、よりよい生産者の意識改革

ができるものと思います。さらに、生産者は出荷状況の在庫管理情報をパソコンで

呼び出すことができ、売れ行き状況の把握を行い、農産物の出荷管理や消費者志向

を把握できるなどの利点がございます。 

今回は、生産履歴情報提示の取り組みを行っている水辺プラザかもとにおいて、

より有利な販売を行うために導入しますが、市といたしましても、これをきっかけ

に他の直売施設などが食の安全・安心を消費者に提供するモデル事例となることを

期待しておりますし、この事例をもとに普及活動に努めたいと思っております。 

以上、お答えいたします。 
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○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの島田議員のご質問にお答えいたします。合併協定で決めたことを、そ

れが実行できなかったことをどう説明するかということでございますけども、こう

いったことは、しっかりと説明責任を果たしていくことが必要であると思っており

ますし、まず、この議会の中でそういった思いや経過、状況等をお話申し上げたと

ころでございます。市民の方々には、新聞等を通してそういった状況や経過、思い

等が伝わったと思います。 

しかしながら、さらに地域審議会あるいはまた住民の代表でございます嘱託員の

方々、そういった会、あるいはまた広報等を通じながら、さらにまた、本年は山鹿

市の総合計画を策定いたしました後は、山鹿市のあるべき方向を、地域住民の方々

に説明する機会も必要だろうと思います。そういった機会を捉えながら、こういっ

た経過を、また状況を説明していくべきだろうと思っております。 

また、別館等やいろんな組織の問題等々、ご心配な点もご指摘あったわけでござ

いますけども、そういった点ももちろんあるわけでございます。３年以内の着工は

困難であるということは申し上げましたけども、今後、庁舎建設についての検討は

内部で取り組みながら、いろんな課題や組織の問題、あるいはまた施設の問題等々

もあわせながら、どうあるべきかということを検討を進めていきたいと思っており

ます。 

次に、行政改革についての考えということでございますけども、やはり今日、行

政改革なくして山鹿市の将来はないという基本的な思いをいたしておりますし、合

併自体が、大きな改革であるということでございます。 

また、時代は国の財政状況等を考えますと、さらに大きな厳しさがやってくると、

そんな感じがいたします。そういった中で、確実な行政改革を進めていくことが大

事であると思っておりますし、この合併の時期を捉えなくして改革は進まないとい

う思いでございますので、不退転の構えでこの行政改革に取り組んでまいりたいと、

そう思っております。 

次に、私の職員に対する思いでございますけども、本年の仕事始めの折にも私の

思いをしっかりと幹部職員の皆さん方にお話申し上げたわけでございます、本年は

合併２年目に入り、山鹿市の改革と創造の第一歩を踏み出すときであるということ

を申し上げました。 

このためには、職員には一つには、全国に誇れる山鹿市をつくるという気概を持
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ってほしいと。志、目標を高く持ち、全国に誇れる山鹿市をつくっていくんだと、

そんな思いをお願い申し上げました。二つには、使命感、誇り、喜びをもって職務

に当たると。与えられた職責をそれぞれがきちっと果たし、自ら強い使命感と誇り、

喜びを持って当たってほしいと。三つには、この時代の大きな変化をしっかりと捉

えてほしいと。社会の変化に応じてどう的確に対応するか、常に改革、前進、創造

の心を持ち続けてほしいと。四つには、このふるさとの地を、６万市民をしっかり

と愛してほしいと。今の時代、改革の時代、そしてまた、この山鹿市を、そして市

民を愛する気持ちをしっかりと持ってほしいということを申し上げました。五つに

は、健康に留意して市民の奉仕者になろうと。健康で明るくさわやかな笑顔で、市

民へのサービスを行ってほしいということを申し上げました。さらに思いますこと

は、職員が５時15分過ぎの仕事を終わった後、あるいまた休日や祭日等々につきま

しては、職員から一住民として地域のいろんな活動に住民の方々と一緒に協働する、

同じ目線の中で地域に参画してほしい、そういったことを強く願っております。そ

ういった思いを申し上げたところでございますし、そういった気持ちを言い続けて

まいりたいと思っております。以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 島田議員、了解ですか。 

○16番（島田節男君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 島田議員。 

［16番 島田節男君 登壇］ 

○16番（島田節男君）   

ありがとうございました。市長の思い、十分に伝わりましたけれども、その思い

を実際に成果として表すためには、先ほど私が申し上げましたように人材育成基本

方針等を的確に策定いたしまして、ぜひとも山鹿市の行政の組織等につきまして、

ますます向上を図りまして、住民の負託に応えていただくようお願い申し上げる次

第でございます。 

ただ、先ほど２回目の質問に洩れておりましたので、最後の３回目の質問として

お願いしたいと思います。今、市長も申されましたけれども、私は職員の研修とい

うことで先ほどご答弁があったわけでございます。いろんな面でアドバイザーとし

て地域の活動に機能していくということを言われましたけど、大いに期待している

わけでございます。 

先般、私は市が主催します地域づくり講演会に参加をしたわけでございます。そ
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のとき話をされましたのは、お隣の三加和町、今は和水町になっておりますけども、

その中の十町という部落の方々の地域づくりについてのお話でございました。夢十

町というプランを掲げて、住んで楽しい温もりのある地区をつくる楽しいお話でご

ざいました。 

そのときに、地域づくりを仕掛けた町の課長さんも話をされたわけでございます

けど、そのときの話で印象に残ったものをご紹介したいと思います。「役場職員も、

家に帰れば地域を支える一員として地域の中で活動することによって、地域は活性

化する。」まさに今、市長が職員に言っているということを言われましたけども、

そのことでございます。また、本人にとっても、そのことは住む人々の課題を見つ

ける良い機会になるというお話でございました。 

私たちの地域で活動しているときに、そんな職員がいれば本当に心強く思います

し、お互いの情報も交換できるし、嬉しく思うわけでございます。今日、市民との

協働が叫ばれる時代に、何かあるときだけ「一緒にやりましょう」ではなく、かね

ての生活から地域づくりの一員として地域に参加する職員の姿が求められると思い

ます。 

この点についてご答弁をいただきまして、３回目の質問として終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

島田議員の再度のご質問にお答えをしたいと思います。市の職員の活動参加につ

きましては、各地域の住民の一人として、また、市職員としても集落活動などの社

会活動への参加は積極的であるべきと考えております。また、そのような活動への

参加と理解なくしては、いろいろな行政施策の推進の場面では信用がなされないも

のでございます。そのような職員研修での指導方法につきましても、職員課と相談

をしながら進めてまいりたいと考えております。 

また、地域づくり活動に関しても、職員はいろいろな担当部署で経験や情報、例

えば国・県等のソフト事業への補助情報など、いろいろと助言や相談できることが

あると思いますので、住民の一人として事務局的な立場での活動への参加を推進し

ていきたいと考えております。以上で答弁を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、島田議員の質疑、一般質問は終了いたしました。 

ここで、昼食のため休憩いたします。午後は１時30分から再開いたします。 

午前11時49分 休憩 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時30分 開議 

○議長（高野誠二君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次の通告順により池田誠一議員の発言を許します。池田議員。 

［９番 池田誠一君 登壇］ 

○９番（池田誠一君）   

皆さん、こんにちは。９番議員の池田誠一でございます。議長の特別な計らいに

より冒頭から質問をさせていただく機会を得ましたことを、心から厚くお礼申し上

げたいと思います。 

では、今回質疑を５点、一般質問を３点通告をいたしておりますが、その前にお

断りを申し上げます。２番目にしております財政調整基金というページ数を、60

ページの方の財政調整基金繰入金の方で質疑をさせていただきたいと思います。そ

れから、５番目の115ページの道路維持費につきましては、先般、太田黒議員さん

の方の質疑の中でご答弁がありましたので、同じような質疑の内容でございました

ので、これを省かせていただきたいと思います。 

それでは早速、質疑の方に入らせていただきます。まず１点目、総務費の中の72

ページでございますけども、人材育成事業について質疑を行います。170万円とい

う予算編成の金額の中で、今回予算措置がなされているわけでございますけども、

この人材育成事業、どういったものなのか。先ほどから、いろんな同僚議員さんの

質問にもございましたように、人材育成とはいいながらあくまでも職員さんに対す

る、市の職員さんの資質向上のための人材育成であろうかと思いますが、具体的な

内容についてご説明をお願いしたいと思います。 

それから２点目、先ほど申し上げました60ページでございますが、財政調整金の

繰入金というようなことで、昨年度は15億円、今回17億円の基金の取り崩しの中で

今回の予算措置がなされたかというふうに思っております。それにあわせまして、

全体的なこの財政調整基金というものが、合併時におきましてどれぐらい元々プー

ルされておったのか。そしてまた、昨年、本年にかけまして約32億円の取り崩しが

行われておりますが、このままいきますと、どれぐらいの中でその財政調整基金と

いうものがなくなってしまうということはちょっと変でございますけども、底をつ

いてしまうのかということをお尋ねしたいと思います。 

続きまして３点目75ページ、同じく総務費の中の地域審議会について質疑をいた

します。地域審議会が、合併当初から旧１市４町におきまして、それぞれの地域の

中で地域審議会というものが設立をされ、そしてまた１年経った中でいろんな活動
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もなされたおったかと思います。そういう中において、どのような内容で年間何回

ぐらいの会議を開かれておったのか。そしてまた、その中においてどのような申し

入れがあり、その申し入れによって、市当局が、どのような対応をしてきたのかっ

ていうことをお尋ねをいたします。 

続きまして４点目、あんずの丘子どもフェスティバルについてお尋ねをいたしま

す。これは地域振興費の中の一環でございまして、まず、この事業名を見たときに

「あんずの丘子どもフェスティバル」という文言だけを捉えてみますと、どうして

総務振興費の所管扱いになるにかなという気がしました。子どもフェスティバルと

いうことであるならば教育委員会の中で事業であるべきか、それともまた、子育て

支援課という課がございます。そういう中での事業じゃないかなという気がしまし

たものですからお尋ねをいたしました。 

そしてまた、これにつきまして同じ日じゃないんですけども、５月３日に旧山鹿

市におきまして「子ども祭り」というものが数年来にわたって開催をされておりま

した。ところが今回、本年度からでございますけども、その事業費そのものがなく

なっております。その辺のことにつきまして、同じ子どもに対するイベント的な部

分であったのが何でなくなったのかということを、あわせてお尋ねをします。 

続きまして、一般質問に入らせていただきます。３点ほど、先ほどから申し上げ

ましたように通告しておりますけども、まず１点目、温泉プール建設についてお尋

ねをいたします。このことに関しましては、今まで文教厚生委員会の方で請願の中

で取り扱い等々、十二分に審議をなされているかと思いますが、あえて今回一般質

問の中で私、取り上げさせていただきました。この件につきましては、本当に市民

の多くの方々からの要請の中で、その数610名の署名を伴った請願でございます。

どういった理由において今、継続審議になっているのかは別としましても、市の方

向性というものがどのような形の中で考えておられるのか、まずもってお尋ねをし

たいと思います。詳細につきましては、２回目で質問します。 

続きまして２点目でございます。子どもに対する教育理念ということであげてお

りますけども、このことは事業そのものと申しますか、そういった内容のことでは

ございませんし、私が今まで描いてきた子どもに対する教育的な理念の中で、どの

ような形で全体的な像として捉えられているのかということで質問をあげさせてい

ただいたわけでございます。 

そういった中において、現在本当に痛ましい事件もありますし、また、それぞれ

の保護者の皆様方の考え方等も違うかと思いますが、恐らくここに今在籍しておら

れる議員の諸先輩初め同僚議員の皆様方も、いみじくも子ども時代において、私、

今から申し上げますような経験もされてきたかと思います。と申し上げますのは、
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私たちが学校時代、それぞれに校則違反と申しますか、ちょっと悪いことしたとき

でも、やっぱり立たされたり座らされたり、職員室の前に座らされたり叩かれたり

もしたという経験は、ほとんどの方がお持ちだろうと思います。そのときにおいて、

今自身、私が思っていることは、そういった経験があったればこそ、今ほんわりと

した心の中に「ああ、いい思い出があるな。」また、その先生に対しましても「あ

あいう先生がいたんだ。」そのことが、いみじくも怨念とかそういうことじゃない、

本当に何と言っていいかわかりませんけども、温かみのある思い出として残ってい

るのは事実であろうと思うわけです。 

ところが、いつの時代かわかりませんが、体罰という言葉の中でそれが禁止され

てきている。体罰そのもののイメージといいますか、言葉自体は本当に悪いことか

もしれません。しかしながら、私たちの子ども時代にはそれが当たり前的な部分も

ありました。そのことが校則を破ったりしたときに、今どういった形の中で処罰と

いいますか訓戒といいますか、どういった形で行われてきているのかなということ

を、まずはもってお尋ねをしたいというふうに思います。 

それからもう１点でございますけども、今、教育カリキュラムの中で昔、私たち

が行っておりました精神的な学習の時間ということで、「道徳」という時間の中で

そのものがあっていたのを思い出しております。今現在、小中学校においてそうい

った精神的な教えをする時間割、そしてまた「道徳」という言葉があるのかないの

か、その辺のところもあわせてお示しをいただきたいというふうに思います。 

続きまして、３点目でございます。改正食品衛生法についてお尋ねをいたします。

これは本年でございますけども、５月29日から改正食品衛生法という言葉で改正を

なされました。これは国においてでございますけども、この法律そのものは厚生労

働省からの法律の制定でございます。 

ただ、問題点は、法案そのものは厚生労働省ですから、行政の中でいきますと多

分衛生部分の方に入るかと思いますが、実質的な部分の中ではやはり農業分野の方

に一番重きを持たせている法案であろうというふうに思います。通称、横文字でご

ざいますけどもポジティブリスト制という制度の導入です。これは概略申し上げま

すと例えば農薬等の散布におきまして自分のところが無農薬であるとか減農薬であ

るとか、そういった施法のもとでの圃場管理をしておったとしても、よその圃場の

方々が今まで通常どおりの農薬散布を行いまして、そのことによって無農薬の圃場

の方に作物の中にそれが紛れ込んでしまった。そのときに、作物そのものに残留農

薬として混じっておったならば、そこの生産物そのものが流通過程の中で流通する

ことができないというシステムが、５月29日から法制定で行われるということでご

ざいます。そういった中において、周知徹底という部分が多分今、相当な形の中で
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遅れているんじゃないか。もし、このことが本来的に行われますと、大変なことに

もなりはしないかというふうな気がしてなりません。 

と申し上げますのは、これの事務執行機関といいますか、その検査という部分の

中で、県が抜き打ち的にその生産物をピックアップしながら、残留農薬精度を調べ

るということでございます。今までの法律でありますと283の農薬等についての制

限でございましたけども、それが極端に今回大幅な農薬の種類まで入り込みます。

約２倍半、799の農薬について残留検査が行われるということでございます。その

辺のところにつきまして、当市としまして、どのような形で生産者なり市民の方々

に、施法そのものの内容等が理解されつつあるような形で報告なされているのかな

ということでお尋ねをしたいわけでございます。 

以上、１回目の質問を終わります。答弁方よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

質疑の１点目、人材育成事業についてお答えします。この事業は、大学が持ちま

す知的あるいは人的な資源を活用するために、県内各大学と共同研究などを行うこ

とによりまして、本市の行政課題の研究や施策の実施を行うというものであります。

あわせまして、それらに参加する職員の研修の機会と捉えまして能力アップを図る

ということであります。予算額170万円につきましては、委託料100万円、学生等の

派遣に係る費用50万4000円、それに事務費等19万6000円で予算を編成いたしており

ます。 

具体的な方法というお話でございました。既に観光振興等において協力をいただ

いております崇城大学のように、県内の熊大あるいは県立大等、各事業担当課にお

いて個別に協力・提携して、大学側からは教授あるいは学生を派遣いただきまして、

市の担当課の職員等を中心に合同会議、研究会などを行うものであります。これを

通じまして、大学側には政策アドバイザー的な役割としての意見をいただき、また、

必要に応じて職員への研修会、講演会等の開催など幅広く活用したいと考えており

ます。 

次に、財政調整基金についてのお答えをいたします。この基金に関しましては、

合併前に予測しておった以上に国の三位一体改革等の影響が出てまいりました。そ

のため、17年度、18年度、ご意見のように15億円、17億円と、基金の取り崩しを余

儀なくされたところでございます。合併前の16年度の１市４町の取り崩し総額の合

計は28億円以上であったことを考えますと、合併の第一次的な効果、それから、財
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政健全化に向けての取り組みの効果が見られているというのはあると思います。組

織改編と同時に職員数の削減を主たるものとする第二次的な合併効果が得られるま

での間にあって、基金を有効に活用しなければならないと考えております。 

この基金の適正規模につきましては、一般的には標準財政規模の20％以上を確保

しておいた方がよいとされておりまして、本市の場合16年度末で43.3％、17年度末

で32％程度になる見通しであります。このままこのような状況が続きますと、近い

将来、ご心配のように財政調整基金がなくなるのではないかということが考えられ

ますけれども、そのような中で18年度を改革元年の年と位置づけまして、速やかに

行財政改革に着手、そして実行し、将来に備えたいと考えております。終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

池田議員の質疑の３番目、各地域審議会の平成17年度の開催状況ですが、各地域

での違いもありますが、それぞれ５回から６回ほど開催がされている状況でござい

ます。主な議題の内容といたしましては、今回の総合計画におけます地域別計画の

策定に当たっての議論、検討をいただいております。また、地域活動補助金を使っ

た地域づくりについての調整や、各地域の事業予算や地域課題に関する行政への意

見や要望などもいただいております。 

なお、市長への意見具申についても地域審議会で検討され、提出をされたところ

もございます。なお、各地域審議会の運営につきましては、各総合支所の総務振興

課が事務局をいたしておりますが、議題内容に応じまして総合支所の各課説明で対

応をいたしております。重要な計画や全体調整などの問題につきましては、本庁関

係各課での対応をいたしております。 

次に、あんずの丘子どもフェスティバルの内容でございますが、菊鹿のあんずの

丘を中心に平成８年から毎年５月５日のこどもの日に開催されており、昨年で10回

目の開催となっております。このイベントは、あんずの丘の特性を生かして親子の

ふれあい、コミュニケーションを図ることで子どもの健やかな成長を図るとともに、

地域の観光や物産振興にも寄与することを目的に、地域づくり団体を中心とした実

行委員会方式で開催がされております。 

イベント内容といたしましては、ステージイベントといたしましてジュニア和太

鼓やエアロビクス、マジックショー、キャラクターショー、牛乳の早飲み大会、子

ども神楽など。また、フィールドイベントといたしましては、草スキーやミニＳＬ、

フワフワ、ダーツ、ヤマメのつかみ取りなど、楽しいイベントが盛りだくさんでご
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ざいまして、市内外から約２万人の来場者で賑わっております。 

なぜ、これだけが地域振興費なのかと申しますと、17年度の本予算の編成時に、

地域振興費には合併時にいろいろな事業が入っておりましたので、事業の整理を行

ったところでございます。地域振興という範囲の考え方につきましても難しいとこ

ろもございますが、つまり地域の祭りや施設の経費など地域振興にあった関係予算

については、予算書の目的別に沿って観光費や農林費などに変更いたしましたが、

菊鹿のあんずの丘フェスティバルや山鹿の子ども祭りにつきましては、観光目的と

いうよりも地域づくりということで地域振興費に計上をいたしたものでございます。 

また、山鹿の子ども祭りにつきましては今年度から中止となりましたが、この祭

りは、財団法人山鹿市地域振興公社の自主事業としてサイクリングターミナル周辺

で行われており、市がその事業費の一部に補助金を支出して支援してきたところで

ございます。中止の理由ですが、まず１点、新市になりまして、同じような時期に

同じような子ども祭が複数実施されているということから、市といたしましても整

理が必要と判断いたしました。２点目、サイクリングターミナルは今年度から指定

管理者制度となりますが、このような子ども祭りは指定管理者制度上は、その施設

管理における受託者の施設利用促進、ＰＲ事業、つまり自主事業として指定管理者

の申請時に自ら提案の判断ができるものでございます。 

しかしながら、地域振興公社が３年後の指定管理公募制への対応といたしまして、

今後の公社経営の強化を考えますと、今回の指定管理委託料の中では、これまでの

ように公社の予算を追加しての自主事業はできないと判断がなされたものでござい

ます。以上で答弁を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

池田議員の一般質問の１点目、温泉プール建設の今後の方向性についてお答えい

たします。温泉プールは、市民の健康づくりや体力づくり、また、この地は過去に

オリンピック選手が出るなど歴史的にも水泳競技が盛んな地域でもあり、競技力の

向上などスポーツの振興を図る上で重要な施設であると認識しております。 

今後の方向性につきましては建替えが検討されているところでございますが、現

温泉ビルでの再開は難しいものと考えており、また、市民プールが昭和38年に建設

され、施設設備等において、かなり老朽化が進んでいることから大規模改修あるい

は建替えの必要性に迫られている実情もございますので、財政面や利便性等を考慮

しますと両プールの機能を持ち合わせたものが建設できればありがたいと考えてお



- 172 -   

ります。 

建設場所といたしましては、本市のスポーツの拠点であり温泉源を有するカルチ

ャースポーツセンター内が最良地として考えております。しかしながら、本市の財

政状況はかなり厳しいものがあり、合併に伴います事業調整が必要とされておりま

す。教育委員会といたしましても、温泉プール建設に当たっては教育・文化施設等

の改修・建設計画を含め、市民のニーズ、財政面、事業効果等を総合的に調査・検

討し、議会のご理解を得ながら進めてまいりたいと考えております。どうかよろし

くお願いいたします。 

次に、ご質問の２点目でございます。校則違反についての対応、また、道徳のこ

とについてお答えいたします。まず１点目、校則についてでございます。校則の裁

量権は各学校長が有しているところでございます。ただ、学校長に、いわゆる校長

会議等でどういうふうに指導しているかということにつきまして、私の考え等述べ

させていただきたいと思います。 

まず、校則は最低のルールではないと、校則は最高のルールであると。これは、

新春の歌会始の選者でもあります安永蕗子先生が、県の教育委員会の教育委員長で

あったときに新聞に投稿されたもの中から、この文言を今申しております。結局、

最高のものであると。これを守っていたら児童生徒は集中すべきものがはっきりす

ると、こんなに素晴らしいものはないと、最低じゃなくて最高のものなんだという

ような捉え方、これを非常に大事にしていけたらと。そうすることによって今何に

打ち込むべきか、そのあたり非常にはっきりしてくるんじゃなかろうかと思ってお

ります。 

さて、体罰のとの関係ということでございますので申し上げます。学校教育は、

日本国憲法、教育基本法、学校教育法等の法律に基づいて運営されております。そ

して、生徒等の懲戒は学校教育法第11条に記載がなされております。つまり、学校

長及び教員は、教育上必要があると認めるときは懲戒を加えることができます。た

だし、体罰を加えることはできないと明示されております。今、先ほど議員さん、

非常に体罰の思い出を懐かしく語られました。 

しかし、現実的に全部が懐かしいかどうかということは、また疑問でございます。

その先生との心のつながりがあったかどうかとかいろんな思いがあろうと思います

が、時代が大きく変わりまして現在21世紀は人権の世紀でもございます。また、子

どもたちの人権堅持といいますか、それも非常に重要視される時代に入ってきてお

るところでございます。 

もし、体罰を加えた場合どうなるかとなりますと、教師は三重の責めを負わなけ

ればなりません。一つは、公務員法上の責任、いわゆる懲戒です。それから、刑事
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責任、損害賠償責任を問われることがあります。いわゆる三つの責めの可能性があ

るということでございます。 

教育は、子どもと教師が信頼し、自分が受けもっている子どもへの教育的愛情を

注ぐことで、子どもたちは教育活動に全力で投入することができるはずであります。

感情で怒るから叩くことになり、理性で叱れば指導に転化すると信じております。

そのような形で対応してほしいと、指導しているところでございます。 

次に、道徳教育についてでございます。現在、学校教育においては、小中学校と

もに週１時間、年間35時間の道徳の授業を行っております。人間としての生き方、

社会との関わり方の基本等を学んでいくのが、その狙いであります。内容といたし

ましては、美しいものや自然に感動する心、正義感や公正さを重んじる心、生命を

大切にし、人権を尊重する心などの基本的な倫理観、他人を思いやる心や社会貢献

の精神、自立心、自己抑制力、責任感等について、学校では学んで指導していると

ころでございます。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

一般質問の３点目、改正食品衛生法に対する本市の対応についてお答えいたしま

す。制度の内容につきましては、先ほど池田議員おっしゃられたとおりでございま

す。この中で799種類すべてに一律基準を設けるという発言がございましたが、こ

の基準につきましては0.01ppmという数値が設定してございます。この基準を超え

た場合に、食品の流通を禁止するという制度でございます。 

この制度の導入に伴いまして、農薬の使用基準を遵守することが必要になります。

これは、農家の皆様が農薬のラベルを見て登録番号、適用作物、希釈倍数、使用量

及び使用時期について確認して使用する必要がございます。このことにつきまして

は、山鹿市としても使用基準の遵守を農家に対して周知してきたところでございま

す。 

しかし、今回の基準強化で、これも先ほどご指摘があったところでございますが、

個人ではきちんと農薬の使用を遵守しても隣接農地から飛散する可能性があり、自

分で気付かないところで基準値を超えることもあり得ます。このことは、個々が農

薬の飛散防止のための対策を十分認識するとともに、隣接農地の耕作者との十分な

コミュニケーションが必要となります。 

飛散防止の対策といたしましては、風のないとき、風の弱いとき、風向きに注意

して散布すること、作物に接近して適正量を散布すること、適切なノズル、適正な
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圧力で散布すること、タンク・ホースの洗浄を徹底すること、遮へいシート、ネッ

トを利用することなどが挙げられますが、これらのことを十分踏まえ農薬の散布を

心がける必要がございます。 

この制度についての説明会は、本年１月末に県内全市町村を対象に行われたとこ

ろでございますが、現在はＪＡ鹿本の各部会の会合で、農家に対し周知等を行って

おります。また、市では、県、ＪＡ等農業団体で構成する鹿本地域農薬安全対策協

議会で対応施策を検討することとしておりますが、今後の対応につきましては、ま

ずパンフレット等による全農家への周知を行うとともに、随時、農薬の適正使用及

び散布方法の指導など、農家の方々への啓発活動及び推進を図っていきたいと考え

ております。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 池田議員、了解ですか。 

○９番（池田誠一君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 池田議員。 

［９番 池田誠一君 登壇］ 

○９番（池田誠一君）   

質疑、そして一般質問、それぞれご答弁をいただきました。質疑の４項目につき

ましては、人材育成事業というようなことで各職員さんたちに能力を引き上げるた

めのいろんな施策の中で講師なり、または、勉強会、そしてまた講演等々で上げて

いただくということでございます。そのことによって、本当にモチベーションの高

まりであるとか、それぞれの職員さんたちが市民のために十二分に働けるような要

素づくりができ得るのかなというふうにも思います。 

ただ、これは質疑内容とは違いますけども、そのことによる今回職員さんたちに

対する給与体系そのものが変わったのも事実でございますし、そういう中で能力審

査そのものが今回導入されるのも事実であろうと思います。そのことによる職員さ

んたちの萎縮等々が起こらないような形の中で、本当に市民の皆様方のためになる

ような職員さんたちの能力アップに心がけていただきたいというふうに願うもので

あります。 

それから、財政調整基金につきましては今、部長の方からも答弁ありましたよう

に、現在においても、また、どうしても三位一体改革の中で財源不足というのは否

めません。確かに、今まで積み立ててきた調整基金を取り崩さないと、この予算編

成の中ですべての市民の人たちに満足でき得るような予算配分というのもなされな
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いのも事実であろうと思います。 

しかしながら、この行財政改革の中できっちりとした10年スパン、そういった山

鹿市総合計画の中で、でき得る限りの予算の執行をお願い申し上げたいと思います。 

また、地域審議会の件につきましては、年に５、６回の会合をそれぞれの総合支

所担当の中で行われているというようなご答弁でもございました。私が思いますに、

その地域審議会のそもそもの発足の原点といいますか、そういうことを考えますと

きに市政の中でそれを反映し、酌み取り、そしてまた、それを市政の中で執行して

いく部分じゃないかなというふうに捉えておったわけです。 

ですから、ややもすると審議会でいろんな提言なり意見なり、そういうのがあっ

たことを執行部の方々が取り上げられて、それをまたできる限りの市民のために奉

仕していくのかなというふうに思っておりました。提言は若干出たらしいんですけ

ども、それぞれの内容についての説明であるとか意見とかいうふうなことが多かっ

たということも聞いております。市民の代表者の方でもございますし、当市議会と

の関連もございますが、そういった本来の地域の密着する問題等々を十二分に審議

なされた形の審議会であろうというふうに思いますので、できる限りのそれに対す

る対応、または答えも出していただきたいなというふうに思います。 

あんずの丘子どもフェスティバルにつきましては、先ほどの説明いただきました。

納得をいたしました。できる限りのＰＲといいますか、それも含めまして成功に向

けてのご努力方をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

質疑につきましては、２回目の答弁は要りません。 

２回目の一般質問に入らせていただきます。先ほど、教育長の方から温泉プール

のこれからの取り組み方法等についてご説明をいただきました。本当に、そういう

姿勢をとっておられること自体がありがたいなというふうに思います。合併前の旧

山鹿市議会の中でも、同じような請願の方法もとっておられましたし、そのときに

は採択という形をとり、そしてまた、前向きな形の中で協議会の項目の中に取り入

れますというようなご答弁をいただいていることでもございます。多くの市民の人

たちが願ってやまない、このプール建設、そしてまた、本当に現実の中で今、温泉

プールそのものの閉鎖を見ている中で、プールを利用する人たちや子どもたちが、

他市に練習なり活動に行っているという現実でもございます。菊池であるとか玉名

であるとか、そういったところまで行って今、練習等を行っておる現実を踏まえた

ときに、早急な形の中で確かに先般、市長のご答弁の中にも箱物をつくるハード的

な部分は、今つくる時期じゃないというふうなお答えもいただいておるわけでござ

いますけども、全市民と申しますか大半の市民の方たちが願っていることでもござ

いますし、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
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そしてまた、この菊池川流域の中で温泉地それぞれございますが、その最たる、

また、私たちが自身が自負するこの一番素晴らしい山鹿温泉という、この温泉を利

用する形でのプール建設。そのことによって、いろんなところからの大会、そして

また、来客等も勧誘することができるというプラス面を含めた中で、ただ単なる子

どもたちとか利用する人だけじゃなく、そういうイベントを開くことによる多くの

人たちの来客、そのことが、ひいては経済的な効果ももたらすんじゃないかなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

それから、教育理念についてでございますけれども、今、日本人として一番欠け

ている部分、それが子どもたちを含め今の子どもたちの親が、精神論に足りない行

動が、ややもすると多くの人たちが、そういう考えを持っているのかなという気が

してなりません。昔からあります日本のいい意味での言葉、私、八犬伝の中の８項

目の文字というものは、皆さんそれぞれご存知かと思います。仁、義、礼、智、忠、

信、孝、悌と、この８個の一文字ですけども、あるのはご存知だろうと思います。

それぞれの持っている字の意味、それを何とか教育の現場の中で、日本人が忘れ去

りつつある一番根本的な部分を何らかの形で残していただきたい。そして、そのこ

とが、ひいては私たち、未来の子どもたちに対する財産として受け継いでいただき

たいというふうに思います。 

広辞苑でちょっと調べましたけども、「仁」という言葉は自己抑制、思いやり、

慈しみという意味があるそうです。「義」には道理、そして条理、人間の行うべき

筋道です。「礼」これは敬意を持った人間的な振る舞いということです。そして

「智」これは物事を理解し、善悪を判断する心の作用、すなわち智恵を表しており

ます。「忠」これは偽りのない心、真心、誠としてあります。「信」これは欺かぬ

こと、言ったことを違えぬことの意味を表しておるそうです。「孝」これは父母に

対する父母に仕える、そしてまた、それを大切にする心ということです。「悌」は、

年長者、そしてまた目上の人に対する思い、そして大切にすることとなっておりま

す。この８文字を思い浮かべたときに、すべての精神的な部分はこれに網羅してし

まいはしないかなというふうに考えます。 

そういった中において、今の子どもたち我が権利だけを主張する。先ほど、教育

長もおっしゃいましたけども基本的人権、もちろん人権は大切です。しかしながら、

人権の前に責任と義務、そして思いやり、礼節、そういったものを十二分に今の子

どもたちに教えていただきたい。そして、まして社会教育の中でも今の大人たち、

30歳代、40歳代、そういう大人たちにも、この日本として一番ふさわしい儒学思想

でもございます、その精神論を伝えて啓蒙していただきたいなというふうに考えま

す。よろしくお願い申し上げます。それについての教育長の考え方をお聞かせいた
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だければと思います。 

続きまして、食品衛生法についての質問でございます。今、部長の方からも私が

足りなかった分を補足してまた説明していただき、そしてまた、ある程度の内容的

な部分はご理解いただけたのかなというふうに思います。しかしながら、導入する

ことによる危険度というのが、まだ認識されていないのが事実だろうと思います。

例えば、生産物等々が加工食品に移り変わるときに、各生産者が持ち寄って、その

加工を行います。例えば、30人、40人、50人、ＪＡですと何千人という方々の生産

物が一堂に会し、そしてまた、そのことの製品に違反的な要素が見つかれば全部が

出荷停止です。何千人の方が迷惑するわけです。その辺のところを本当に認識して

いただくような形で、この法案に対する、生産者への説明責任というのは相当なも

のがあろうかと思っております。経営安定対策の説明も、もちろん必要でしょう。 

しかしながら、５月29日から始まるこの制度に対する対策といいますか、皆さん

に周知していただくことも、あわせて必要じゃないかなというふうに思います。議

員さんたちの中にも生産者は何名の方かいらっしゃいますけども、例えばお茶にし

ましても、それぞれのお茶生産部会の中から集まった方々がお茶製品として出され

たときに、そのお茶１パックに対してそれが残ったときには全部が出荷停止になる

ということです。果樹にしてもしかりです。ミカンあたりで、例えば全部集約され

た形でジュースとして販売されたときに、ジュースの中からその残留農薬が見つか

った折には、すべての農家の生産品としての流通をストップされるわけですので、

大きな問題というものを認識していただき、啓蒙に努めていただきたいと思います。

再度、この法律についての取り扱いの方法をお尋ねを申し上げて、２回目の質問を

終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

池田議員の２回目のご質問にお答えいたします。１点目の温泉プールにつきまし

ては、諸般の事情をご推察の上、よろしくお願いしたいと思います。 

１回目申しましたように、教育委員会といたしましても教育文化施設等の改修・

建設経過を含め、市民のニーズ、財政面、事業効果等、総合的に調査検討し、皆様

方のご理解を得ながら進めてまいりたいと思っておりますので、どうかよろしくお

願いいたします。 

それから、２点目の日本人として欠けている部分といいますか八犬伝を引かれま

して、いわゆる倫理観の育成というか、そういうことについて問われました。私も、



- 178 -   

議員さんと同じように、やはり日本古来の教えというか、そういうことはやはり今

一番大事にしなきゃならないものじゃないかと思っております。例えば、よく言わ

れます、三つ心、六つ躾、九つ言葉、十二文、十五理、これで将来が決まると昔か

ら言われております。今、一番問題は、この三つ、３歳における心、三つ子の魂百

まで、３歳における心。それから、６歳までの躾、学校に入学する前の躾。このあ

たりが非常に弱くなっていると。そこから、次の九つ言葉、十二文、十五理という、

そのあたりが本物にならないのではないかというふうにも思います。また、先ほど

道徳教育についてもご質問いただきましたけども、やはり鍵はそのあたり、３歳、

６歳までがしっかりしておれば、授業におけるいろんな心理的な葛藤場面があった

としても、それはその子どもたちの心に根づいて大きく成長していくものと思いま

す。ただ、それが育ってない場合は、やはり枯れていってしまう。その短い時間だ

けはいろいろ考えるかもしれませんけども、長続きし、行動まで、それがつながっ

ていかないというように思っております。 

私も、以前から何回か議員さんにご質問いただきまして、教育理念については申

し上げておるとおりでございます。不易の部分と流行の部分を大事にしたいと思っ

ておりますし、特に不易の部分、義務教育においては生涯学習につながるような基

礎、基本を徹底して、やはり極端に言うとたたき込んでいいんじゃなかろうかと、

そういうところが随分変わっております。もちろん、叩き込むところと子どもたち

に自由に想像的に発想させるところのメリハリは、授業の中で十分付けていかなけ

ればなりませんけど、行動面においては、やはり日本古来のいわゆる型に入れ、型

に慣れさせ、型つくり、型より入れて形とするといいますか、そういう段階が必要

だろうと思います。それがないために、個性じゃなくて変わり者といいますか、本

当の個性というのは、やはり基礎、基本を十分鍛えられた上に開花するものである

というふうに受け止めております。 

また、権利と義務の関係もご指摘のように、権利に対しては非常に要求するけど、

義務、そういう責任というか、そういう面に対しても稀薄になっている現状は、も

う皆様方御存じのとおりでございます。いろいろご指摘いただきました部分を踏ま

えまして、私どもとして、また、校長会等でそういう思いを伝えてまいりたいと思

います。どうもありがとうございました。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

改正食品衛生法の２回目の質問にお答えいたします。ご指摘のように大変重要な
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ことだと認識をいたしております。先ほど申し上げましたように、県並びにＪＡ等

農業関係団体で構成する鹿本地域農薬安全対策協議会等で対応の施策を検討するこ

とといたしております。これにつきましては本日実施予定でございますが、これら

の中で今後の対応について協議を深めていくことといたしております。 

また、パンフレット等によります農家への周知、これにつきましては農業委員会

の広報等でも周知予定でございますが、これらによりまして全農家への周知を行い

ますとともに、随時、農薬の適正使用並びに散布方法等につきまして、農家の方々

への啓発活動並びに推進を図っていくことと考えておるところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 池田議員、了解ですか。 

○９番（池田誠一君）   

 終わります。 

○議長（高野誠二君）   

以上で池田議員の質疑、一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により平井邦廣議員の発言を許します。平井議員。 

［７番 平井邦廣君 登壇］ 

○７番（平井邦廣君）   

７番議員の平井でございます。発言通告にしたがいまして、一般質問を２点ほど

させていただきたいと思います。１点目、行財政改革の取り組みについて。２点目、

市税及び税外収入についてを質問いたしたいと思います。 

我が国の経済は、国内外の需要が復調し、設備投資や雇用も増加の傾向にあるな

ど、企業の景況感は改善しつつあり、また、市場金利の改善が期待できない中で個

人消費についても持ち直しつつあるところであります。 

しかしながら、原油価格が高騰し続けているなど、なお先行き不透明な状況と考

えられます。平成18年度、国の予算編成方針では、官から民へ、国から地方へを柱

に、これまで以上に構造改革を断行するとのことであります。特に、地方財政にお

いて三位一体改革を最も大きな課題として位置づけ、国から地方への税源移譲、国

庫補助負担金の一般財源化や交付税の見直しなどを予定しておりますが、合併支援

策や三位一体改革など先行き不透明な部分があり、自らの財源の拡大、確保に向け

て経営努力が必要不可欠と思われます。 

さて、平成18年度の本市の財政見通しにつきましては、このような国の政策や社

会経済状況の中において、補助金及び地方交付税の削減により17年度に引き続き大

幅な財源不足になっているようでありますし、歳入全般においても増加要因が見込
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まれないと考えておるところでございます。 

一方、歳出面においても、義務的経費並びに経常的経費が政策的経費を圧迫して

いる状況にあると考えられ、特に義務的経費については職員の高齢化による給与費

負担、並びにこれから迎える団塊の世代の退職者の増加が考えられ、また、扶助費

についても、少子高齢化の進展に伴い大幅な増加が見込まれるようであります。 

少々前置きが長くなりましたが、このような厳しい財政状況の中で18年度の予算

編成をされたところでありますが、本市の財政状況を考えるときに積極的な改革を

すべきであろうと思うが、行財政改革にどのように取り組まれるのか、また、施策

の展開をどう図っていかれるのか。さらに、第１次山鹿市総合計画にどのように反

映し、推進していかれるのかをお示しいただきたいと思います。 

次いで２点目でございます。市税及び税外収入の未済額について質問いたします。

平成16年度決算を見てみますと、市民税を初め固定資産税、軽自動車税、入湯税、

都市計画税等の市税の収入未済額が約３億7000万円、国民健康保険税が４億8000万

円となっており、また、保育料、住宅使用料、上下水道使用料などの税外収入を含

めると、滞納繰越額が大変な額になります。ますます増加傾向にあると思われます。 

平成18年度予算で相当額の財源不足ということでありますが、自主財源の確保や

市民負担の公平性の観点からも早急な対策が必要ではなかろうかと思われます。そ

こで、概略で結構ですので、現在、全体でどれぐらいの収入未済額があるのかお答

えいただきたいと思います。これで、第１回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

平井議員の一般質問１点目、行財政改革の取り組みについてお答えいたします。

昨日から議員各位に執行部答弁しておりますが、まず行政改革の基本的な考え方に

つきましては市民の行政参加と協働、二つ目に簡素・効率的な行政運営、三つ目に

組織機構と人事管理の見直しと、三つの基本項目を掲げております。 

財政構造改革におきましては、職員の意識改革の徹底及び体質改善、二つ目に歳

入構造の見直し、三つ目に歳出構造、事務事業の見直し、四つ目に市民サービスの

再構築を掲げております。 

この二つの大綱ともに、これらの基本方針のもとで個々に具体的な目標を定め、

推進するものでございます。これらを進めるに当たりしては、特に管理職の職員が

率先して実行すべきであろうと考えております。また、それぞれの立場で改革意識

を共有し、パートナーシップを強化しながら取り組むものであります。そして、地
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方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政基盤を構築してまいります。市民が

サービスを多様に享受できる環境をつくり上げることにより、人々が誇りを持てる

活力に満ちた山鹿市をつくり上げてまいります。 

続きまして、市税及び税外収入の未済額についてお答えします。ご意見のように

自主財源の確保というのが、この財政構造改革の中では大きな一つの柱になってま

いります。一般質問の中の全体の収入未済額についてお答えいたしますが、平成16

年度末の額は一般会計、特別会計、企業会計を除いておりますが11億6000万円とな

っております。これらの解消に向けましては、督促、催告はもとより、個別納付相

談等を通じて滞納者の自主納付意識の喚起を図り、支払意思のない方に対しまして

は差し押さえ等法的措置を講じるなど、税収及び税外収入の確保に特段の対応を行

うことといたしております。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 平井議員、了解ですか。 

○７番（平井邦廣君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 平井議員。 

［７番 平井邦廣君 登壇］ 

○７番（平井邦廣君）   

ご答弁ありがとうございました。長期的に安定した行財政運営、公平・公正な行

政サービスが強く求められております。答弁にありましたように、行政改革、財政

構造改革の基本方針のもとに個々に具体的な目標を定め推進するということであり

ますし、総合計画にあげているような施策を展開していくということであります。

改革を着実に実施していただき、市民の信頼と期待にこたえられるよう、また、多

様化する行政課題にも対応していただきますようお願いしたいと思います。 

それでは２回目の質問に入りますけども、さっきの池田議員の質問と若干重複す

るところがございますけども、お許しいただきたいと思います。本市の平成18年度

当初予算のあらましを見ますと、国の三位一体の改革に伴う財源不足が27億1000万

円生じているようでございますけども、これを税源移譲で３億9000万円、合併効果

で３億6000万円、事務事業の見直し等によるもので２億6000万円、基金からの繰入

で17億円補てんするということでございます。 

財政調整基金につきましては、合併時には約46億円と記憶しておりますけども、

17年度で15億円、18年度で17億円を繰り入れしたわけでございますけども、19年度

も同じようなことであれば残りの14億円はもう消えてなくなってしまうというよう
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な形になりはしないかと思っておりますし、合併して３年で基金の方はほとんど使

い果たしてしまったというような形になりはしないかと思っております。 

山鹿市総合計画で基本構想、基本計画、また、地域計画等を提示されております

けども、本会議での市長説明要旨も、総合計画と内容は同じように感じているとこ

ろであります。市長は、第１次の総合計画を基調とし、行政改革大綱並びに財政構

造改革大綱を遵守し、新たな自治体としての将来への礎を築いていくということで

あります。今後とも徹底した行財政改革を推進していただき、あわせて基金の積立

についても計画的に行っていただきますように要望しておきます。これについて、

答弁は要りません。 

市税及び税外収入につきまして２回目の質問をいたします。全体の収入未済額が

11億6000万円ということでございますけども、徹底した市税収入等の確保に努める

必要があると感じているところでございます。そこで、昨年より収納事務指導員と

納税相談員を配置し、滞納処分の指導や納税の相談の業務に当たっておられると思

います。収納率の向上を図っているところだと思いますが、実績といいますか、ど

のような効果が上がっているか教えていただきたい。また、収入未済額の減少及び

滞納防止のために、どのような対策を講じられておられるかお尋ねいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

２回目のお尋ねにお答えいたします。１点目の問題の中で、財政調整基金のご心

配をいただきました。確かにご意見がありましたように16年度末はたしか46億円ぐ

らいの積立でございまして、17年度に15億円、18年度17億円と取り崩しをすること

になります。しかしながら、各年の決算におきまして少々の10億円程度あたりの不

用額であったり実質収支が出てまいりますので、それらについて条例等に基づきま

して財調への繰り入れを行うということでありますので、18年度が17億円、これが

17年度の決算で17億円出てくるとは限りませんが、17億円取り崩したうちの幾らか

でも17年度決算の剰余分を積み立てに回したいと、そういうことで19年度へ備える、

あるいは20年度へ備える。そのうちに、先ほどから申し上げております行財政改革

の効果、これはほとんどが職員削減に伴う人件費の効果になりますけれども、2007

年問題をクリアした後は、その効果が大きなものとして表れてくると思います。ち

ょうど2007年問題の当事者が私どもでありますけれども、それを過ぎれば少しはよ

くなると思います。 

２点目の税収についてのお答えをします。徴収につきましては、夜間窓口を開放
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したり休日の徴収、それから、国民健康保険税におきましては資格証明書あるいは

短期保険証の発行、不動産・預金等の差し押さえ、こういうことを実施したいと考

えております。また、これらは既に実施しております。 

それから、昨年そういった収納対策をもっと力を入れようではないかということ

で週に１回、税務署ＯＢの方に来ていただいて強制執行等の手続きに対処できるよ

うにご指導をいただいております。また、納税相談員は11月より個別訪問、それか

ら納税相談等を実施していただいておりまして、２月末の実績では訪問件数が1285

件、収納額130万円となっております。また、税外の収入につきましても、法的な

手続きによる収納向上を実施する予定であります。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 平井議員、了解ですか。 

○７番（平井邦廣君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 平井議員。 

［７番 平井邦廣君 登壇］ 

○７番（平井邦廣君）   

ご答弁ありがとうございました。山鹿市財政構造改革大綱、財政健全化目標の中

に、市税、使用料及び手数料等の自主財源の適正化及び拡充強化が示されておりま

す。今後とも市民平等の観点から、滞納者に対し積極的な指導及び法手続き等の整

理対策を講じて、収入の確保と公正化に努め、収入未済額の解消に努めていただき

ますようお願いして質問を終わりますが、また、９月議会に、再度質問したいと思

います。これで質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、平井議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午後２時36分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後２時50分 開議 

○議長（高野誠二君）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により芹川正美議員の発言を許します。芹川議員。 

［２番 芹川正美君 登壇］ 

○２番（芹川正美君）   
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２番議員の芹川でございます。本日最後の順番になりますけれども、今しばらく

お時間をいただきたいと思います。私は、バイオマスセンターの環境対策と堆肥、

液肥の利用状況についてお伺いを１点だけさせていただきます。 

バイオマスセンターの建設に当たっては地元への事業説明会など開催され、地元

校区との環境保全協定も結ばれておりますが、臭いやハエの問題など、周辺住民か

らのいろいろな話が聞こえてまいります。近くにも農村集落終末処理場の建設予定

も考えておられますけれども、周辺の環境対策についてお尋ねをしたいと思います。

集落を含め小学校、保育園もありますので、現在の取り組み状況をお尋ねいたしま

す。 

それから、二つ目に堆肥・液肥についてお尋ねをいたします。堆肥・液肥は、土

づくりの基本となる素材でございますが、現在できています堆肥は素晴らしい堆肥

ができていると、私は思っております。園芸農家、花卉農家におきましても、すぐ

に使用できるという利点もありますし、また、せんだってお話がありました水辺プ

ラザの有機野菜の福岡の消費者の方々に高い評価を受けていることも、この恩恵の

一つではなかろうかと思います。現在の堆肥・液肥の利用状況をお尋ねを申し上げ

まして１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

バイオマスセンターの環境対策と堆肥・液肥の利用状況についてお答えいたしま

す。バイオマスセンター建設に当たりましては、県条例に定められた基準を遵守し

た設計施工を行っているところです。具体的には、施工前の建設用地周辺の環境調

査、大気、騒音、臭気などでございますが実施し、施設建設による周辺地域の影響

を想定した上で、その対応策を取り込んだ設計施工を行っており、さらに、施設の

供用開始後において事後調査を実施しております。 

その結果、施設の運転後において周辺地域へ影響を及ぼす変化は認められず、環

境基準について法で定められた基準以下の数値が得られております。周辺家屋の飲

用水の水質についても年４回調査分析しておりますが、影響は見られておりません。

今後におきましても、周辺住民の不安を解消するために定期的な地下水や臭気調査

等を実施していく考えでおります。 

また、臭気の漏出やハエなどの衛生害虫発生へのご懸念については、センターで

は臭気の漏出対策として受入口の自動開閉シートシャッターや生物脱臭、化学脱臭

を併用した脱臭設備により臭気対策を行っております。さらに、害虫などの侵入防
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止対策として原料受入施設等にシートカーテンを設置しており、さらに堆肥生産過

程においては２週間以上にわたり70度以上の発酵熱にさらすことから、ふん尿に混

入してくるウジなどを死滅させることができます。 

なお、施設の運営状況等については、地元区長さんを含め関係者で組織するバイ

オマス利活用推進協議会において定期的な報告を行っておりますし、あわせて地元

区長さんとは環境保全推進会議を開催することとしており、その中で地元住民の

方々のご意見を伺いながら適正な管理運営に努めてまいります。 

次に、堆肥・液肥の利用についてお答えいたします。バイオマスセンターは、昨

年10月から供用を開始していることから、平成17年度における液肥・堆肥の利用に

つきましては、秋作からの供給となっております。昨年は、生産量も限られていま

したが、農家の施用時期には堆肥は750トンの利用があり、生産量のほぼ全量を出

荷しているところです。また、液肥につきましては、秋まき麦から利用していただ

いており、元肥・追肥費で1595トンの利用があっているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○２番（芹川正美君）   

 芹川議員、了解ですか。 

○２番（芹川正美君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 芹川議員。 

［２番 芹川正美君 登壇］ 

○２番（芹川正美君）   

 ２回目の質問をさせていただきます。現在、ＢＳＥ問題を初め食への安全性が重

要な課題になってきました。消費者に信頼と安全でおいしい農産物が求められる中、

今後、堆肥・液肥の利用、それを利用した付加価値のある農産物の販売促進はどの

ように計画され、進められているか、ＪＡとの協議なども含めお尋ねをしたいと思

います。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

 ２回目の質問にお答えいたします。平成18年度におきましては、年間を通した本

格的な利用となりますので、ＪＡや生産組織等とのさらなる連携強化を図り、利用

促進を図っていく必要があるものと認識をいたしております。具体的な方策といた
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しましては、水稲については消費者の特別栽培米への関心が高いことを受け、液肥

栽培米の生産目標面積を100ヘクタールと掲げております。これは、既に大阪の生

協からの注文を前提に計画しているものであり、液肥栽培米としてのブランドを広

くＰＲできる絶好のチャンスと受け止めております。 

 堆肥販売につきましては、一般市民を含めた堆肥利用促進としてＪＡなどを通し、

袋詰め堆肥の販売を４月から開始する計画であります。販売窓口も、鹿本地区のＪ

Ａだけでなく市全域での販売を展開してまいりたいと思っておりますので、年間を

通した収入の確保につながるものと考えております。 

 近年の消費動向を見ますと、環境保全型農業などで生産される農産物の需要が高

まっておりますが、これは消費者の目が安全・安心に向いている証であると認識す

るものであり、今後さらに行政、ＪＡが一体となって山鹿市の環境保全型農業のア

ピールによる農産物販売の販路開拓に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 芹川議員、了解ですか。 

○２番（芹川正美君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 芹川議員。 

［２番 芹川正美君 登壇］ 

○２番（芹川正美君）   

 ３回目の質問ということになりますが、答弁は要りません。臭気について私なり

の考えですけれども、熊本県の公害担当の環境保全課にお話を聞きますと、悪臭防

止法の中で22の物質が特定悪臭物質として規制されておりますが、その中でし尿の

ような臭い、いわゆるアンモニアになります。臭気強度が、換算しまして５とした

場合2.5、アンモニアが１ppmが県の規制基準でございます。今のところでは、素人

考えではバイオマスセンターについては違反にならないというようなことを言われ

たわけでございますが、はっきりした測定値、それから数カ所の測定地域を設けて

地元住民の不安を取り除き、臭気の出る施設におきましては改善をしていただき、

安心して生活ができるようになりますようにお願いを申し上げまして質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、芹川議員の一般質問は終了いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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 散 会   

○議長（高野誠二君）   

 これをもちまして、本日の質疑、一般質問は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後３時01分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成18年（第１回）山鹿市議会３月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第４号）   

 

平成18年３月14日（火曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

第２ 委員会付託 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

発言通告 

１．藤原 豊 

 一般質問 

 （１）公民館活動の活性化と相互連携について 

 （２）まほろばネット構想について 

２．古田信助 

 質  疑 

 （１）議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   ①P75 地方バス等対策費 

 （２）議案第48号 須屋・星原辺地総合整備計画 

 一般質問 

 （１）遠距離通学補助の廃止に伴い、その経緯について 

３．川野 功 

 質  疑 

 （１）議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   ①P111プラザファイブ再生支援事業 

 一般質問 

 （１）教育関係 

   ①山鹿市小中学校ＰＴＡ組織（市Ｐ）について 

   ②パソコン導入について 

 （２）旧４町総合支所の施設利用計画について 

 （３）地域イントラネット事業について 

４．立山 隆 

 一般質問 

 （１）農業政策について 

   ①品目横断的経営安定対策 
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５．北原昭三 

 質  疑 

 （１）議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   ①P99ごみ処理費 

 一般質問 

 （１）母子家庭等医療費の助成について（現物給付制度導入） 

６．横手啓介 

 質  疑 

 （１）議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   ①P95 健康温泉館「ゆ～かむ」 

   ②P101ＪＡ事業 

 一般質問 

 （１）地域活動補助金について 

 （２）水辺プラザ管理費について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

出席議員（30名） 

１番  北 原 昭 三 君   

２番  芹 川 正 美 君   

３番  藤 原   豊 君   

４番  立 山 秀 木 君   

５番  立 山   隆 君   

６番  原     徹 君   

７番  平 井 邦 廣 君   

８番  吉 本 政 幸 君   

９番  池 田 誠 一 君   

10番  堀   茂 幸 君   

11番  永 田 紘 二 君   

12番  森 川 昭 彦 君   

13番  早 田 順 一 君   

14番  川 野   功 君   

15番  古 荘 克 郎 君   
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16番  島 田 節 男 君   

17番  森   芳 顕 君   

18番  家 入 憲 隆 君   

19番  横 手 啓 介 君   

20番  高 野 誠 二 君   

21番  藤 原   弘 君   

22番  森   久 雄 君   

23番  西牟田   長 君   

24番  太田黒 鐵 郎 君   

25番  丸 山 寛 治 君   
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午前10時00分 開議 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 質疑・一般質問   

○議長（高野誠二君）   

 日程第１、３月10日に引き続き質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。藤原 豊議員。 

［３番 藤原 豊君 登壇］ 

○３番（藤原 豊君）   

 おはようございます。３番の藤原 豊でございます。 

発言通告に基づいて２点質問いたします。まず、最初に公民館活動の活性化と相

互連帯について質問いたします。総合計画の中で、人が輝く社会教育振興の中に

「地区公民館、自治公民館相互の連携を密にして、統一した公民館活動の目標（指

針）を示し、活発な公民館活動を推進するとともに、リーダー研修等により公民館

長、指導員の資質向上を目指します。さらに、地域の社会教育施設の整備をしま

す。」とうたってありますが、今まで自分の旧町のことしかわからず、公民館長、

指導員というのが分館長とどう違うのか。また、合併協議会で協議された内容とし

て、校区公民館及び自治公民館の組織については、当分の間現行どおりとし、新市

において関係者と協議し調整するとありましたが、消防団や体育指導員や別の団体

など、合併前、合併後、いろいろな調整が行われたものと認識しております。 

そして今後、市が行っていく行政改革で簡素・効率的な行政運営、組織機能の見

直しをしていく中で、幾点かの疑問が生じたので質問いたします。まず、旧４町に

おいては、分館長や自治公民館長などがそれぞれおられますが、旧山鹿市において

は区長が兼任されていると思います。そこで、分館長と自治公民館長との仕事の内

容は全く変わらないと思うので、名称など、その他いろいろ統一できないものなの

か。 

次に、旧山鹿市の地区公民館長と４町の代表分館長、自治公民館長、支館長の組

織的統合、それと、指導員と区長に対しての分館長、公民館長の兼ね合いがそろえ

ることはできないのか質問いたします。報酬についても、山鹿地区の公民館長と旧

町の分館長では、戸数などで格差が生じていると思うが、まず同じ組織をつくって

いくことに対して弊害があるのかと思い、以上２点質問いたします。 
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次の質問に移ります。まほろばネット構想について質問いたします。市民の人た

ちへ行政情報伝達手段として、旧市町独自の方法で現在行われています。旧山鹿市、

鹿本町は、防災無線システムを整備し、旧山鹿市は野外拡声機、鹿本町は野外拡声

機と個別受信機を利用し、災害時の緊急放送や一般行政の情報提供を行っています。

鹿北町、菊鹿町、鹿央町の３町は、ＮＴＴの回線を利用したオフトーク通信で一般

行政情報や緊急情報の提供をそれぞれ活用していますが、住民に対して情報等が一

斉に伝達されず、不公平感が生じていると思います。 

また、声による広報のために、高齢者や聴覚障害者に伝わりにくいと思われます。

今まで、多くの議員の方がまほろばネット構想、ケーブルテレビ事業に対して質問

をなされてきましたが、執行部の回答としては大きな課題として財源の問題だと認

識しております。また、合併前の新市建設計画の五つの構想で、ケーブルテレビ整

備事業が５、６年のうちには実施されるものと思っている市民の方もたくさんおら

れると思います。これは、１市４町の将来を見据えた十分検討された計画だと思っ

ております。 

先日、市長の答弁の中に「アンケートの結果でケーブルテレビの内容を知らない、

内容まではよくわからないと答えられた方が８割近くもあり、市民の認識度が低

い。」と説明がありましたが、合併前の座談会のときは出席率もとても低く、また、

その後ケーブルテレビに対しての説明不足もあってからの結果だと思っております。

このごろは、世代別のインターネットの利用率も、60歳になってから利用する人も

多くなっております。また、山鹿市のホームページのアクセスも56万回を超えたと

聞きました。 

国においてさまざまなＩＴ戦略がなされている現在、今、自分たちは未来の市民

の幸福のために子々孫々、将来において重大な困苦を残さないために改革に邁進す

るとあるが、それと同じに何を残していかなければならないのか間違った判断がな

されないよう、十分勉強し、検討しなければならないと思います。 

消防からは防災行政無線、総務からはオフトーク更新事業、情報企画からは地域

イントラネット基盤施設整備事業、それぞれありますが、ケーブルテレビがこれら

の地域課題を解決し得る、すべての市民が安心して快適に暮らせる山鹿市を築くも

のだと思っております。そこで、前期の基本計画の中で今後どのような計画を持た

れているのかお尋ねいたします。それにあわせて近隣の自治体の取り組み状況、ま

た、すべてこれらを網羅するもので、これに代わるような事業などはないか。 

以上、３点お尋ねします。 

○議長（高野誠二君）   

 これより執行部の答弁を求めます。田中教育長。 
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［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

おはようございます。昨日は、市内中学校の卒業式にご出席の上、励ましのお言

葉をいただきありがとうございました。おかげさまで636名の卒業生が、無事義務

教育の過程を終了いたしました。24日の小学校の卒業式も、どうかよろしくお願い

いたします。 

それでは、藤原議員の一般質問の１点目、公民館活動の活性化と相互連携につい

てお答えいたします。まず、分館長等の名称の統一についてでございますが、公民

館設置に関しては、合併前より旧山鹿市では小学校の校区単位、旧４町では行政区

単位となっております。お尋ねの分館長等の職名の統一についてでございますが、

分館長及び自治公民館長は旧４町における行政区単位における館長の名称でござい

ます。 

現在、山鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例では、

公民館分館長という名称で統一しています。なお、山鹿地区の８校区にあります公

民館につきましては、地区公民館長となっております。今後は、公民館のあり方を

検討していく中で、名称などの統一もあわせて改善していく必要がありますが、現

山鹿市の各小学校区代表の20名で構成する公民館連絡会議での意見や、公民館活動

の活性化について現在、社会教育委員会に諮問しているところでございますので、

その審議、答申を尊重しながら調整を図ってまいりたいと思います。 

次に、公民館長の組織的統合につきましては、旧山鹿の地区公民館長８名、旧

４町からは校区代表分館長３名ずつ、計20名で公民館連絡会議という組織を立ち上

げております。今後は、この連絡会議の中で情報交換、協議を重ね、できるだけ早

い時期に一体となった公民館活動が市内全域に浸透するよう努力してまいりたいと

思います。 

また、指導員につきましては、旧山鹿の８公民館には館長を補佐する立場として

指導員がおります。指導員は、非常勤職員で月に14日、各公民館に勤務しておりま

す。さらに、区長、嘱託員との兼ね合いはどうかという点でございますが、末端の

行政区にも専任の公民館長を置いたが望ましいと思われる点もありますが、旧山鹿

の場合を考えますと、124の行政区にお一人ずつ委嘱するとなれば嘱託員会との協

議が必要と思われますし、逆に、旧４町を区長兼任とすれば活動の衰退を懸念する

向きもあるかと思います。合併後１年を経過し、市全体の公民館組織の望ましい姿

がどうあるべきかを昨年９月に先ほど申しましたように諮問しておりますので、そ

の答申をいただきましたらば、組織・名称を含めリーダー育成や今後の方向づけが

示されるものと思います。その答申内容をしっかりと受けとめ、公民館活動の活性



- 198 -   

化と相互連携が図られますよう努めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長（高野誠二君）   

 福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

おはようございます。藤原議員ご質問のまほろばネット構想についてお答えをい

たします。新市建設計画において、まほろばネット構想は五つの構想の一つとして

掲げられたものでございます。総合計画においても、その構想を継承することとい

たしております。しかしながら、ケーブルテレビ事業につきましては、市内の各家

庭をネットワークで結ぶという規模や予算が大きな事業であることから、将来の情

報化の流れ、住民の意向や財政上に与える影響等、再度検討を要すると考えており

ます。 

実施計画において、何年度から事業に着手するといった時期の設定にはまだ至っ

ておりませんが、平成18年度において、これからの情報化社会に即した山鹿市の高

度情報化計画を策定することといたしておりますので、計画の策定段階においても、

この問題について地元住民の代表者や学識経験者を交え、検討が行われていくこと

になります。さまざまな立場でご意見を伺いながら、慎重に判断していかなければ

ならないと考えております。 

次に、近隣自治体の取組状況でございますが、菊池市につきましては防災行政無

線が利用されております。そのうち、泗水地区は各家庭に個別受信機が設置され、

そのほかにつきましては屋外支局のみでございます。また、植木町においても防災

行政無線が利用され、区長さん、消防団の幹部のお宅のみに個別受信機が設置され

ていると聞いております。和水町は、オフトークと防災行政無線が混在することか

ら、合併協議会において防災行政無線に統一する計画があったそうですが、実施時

期については未定であると聞いております。 

県内でのケーブルテレビの整備状況につきましては、南小国町、旧東陽村、旧坂

本村、旧泉村は公営で運用がされております。熊本ケーブルテレビは第三セクター、

また、天草ケーブルテレビは民間により運用がされている状況でございます。ケー

ブルテレビ事業の検討がなされた自治体はあさぎり町がございますが、事業の実施

までにはまだ至っていないと聞いております。また、すべてを網羅するような情報

伝達の手段がほかにあるのかということでのご質問でございますが、音声により情

報が伝えられる手段はそれぞれ目的、内容や運用が異なりますが、ほかにコミュニ

ティーＦＭ放送がございます。地域限定のラジオによるＦＭ放送といえますが、県
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内では熊本市、玉名市、八代市、小国町で行われております。ＦＭ放送が受信でき

るラジオで身近な地域の情報を自宅や車の中、また、農作業中でも聞くことができ

ます。一斉に放送されますので、区長さんが地元の集落へ限定して放送を行うこと

はできないと言えます。 

以上、答弁を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 藤原議員、了解ですか。 

○３番（藤原 豊君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 藤原議員。 

［３番 藤原 豊君 登壇］ 

○３番（藤原 豊君）   

ご答弁ありがとうございます。名称などが違うと違った業務をなされているのか

と思うこともありますので、早い時期に組織・名称を含め一体となった公民館活動

が山鹿市地域全域にできるようお願いいたします。 

２回目の質問を行います。近年、元気なお年寄りがふえてきていると感じます。

これは、今まで各市町が行ってきた生涯学習の支援体制の成果だと思います。老人

大学や母親の幼児教育、また、地域活性化のための勉強会、指導者の養成など、い

つどんな時代であっても年齢に応じた学習活動の充実と、積極的に参加しやすい機

会、内容が求められます。それに対して、講師や先生たちの確保や、いろいろな面

でご苦労もあったかと思いますが、今後さらに公民館活動を拡大推進するためには、

これまでの行政からの指導型を改めて参加者が何を期待しているのか、何を求めて

いるのか、時代の変化に対応し、多様化する社会の要求に応えていくことができる

ように、市民の人たちに対していろいろ調査を行い、広く参加者の希望を聞き入れ

たものにして、行政側が指導する形から市民の人たちが自主的に参加する市民主導

型に変わっていかなければならないと感じております。 

そこで、今後の公民館活動の目標、指針、事業計画に、どのぐらいの住民参加の

学習が組まれているのか、活動内容をお伺いいたします。 

次に、分館長研修が予算上取りやめになったと思っておりますが、区長会と合同

で行うとか２年に１回実施するとか、一堂に集まり発表会にするとか、いろいろな

研修方法はあると思うが、今後どのように考えておられるかお尋ねいたします。 

それから、地域の社会教育施設を整備するとありますが、一つの集落、行政区の

中には、複数の公民館施設を小組合単位で所有しているところもあり、中には老朽
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して新築、改修を考えているが、助成の計画はあるのか質問します。 

「まほろばネット構想、ケーブルテレビ事業につきましては、情報化の流れには

速いものがあり、時代を見越した施策の展開が必要で、山鹿市の高度情報化計画の

しっかりした策定を期待するものであります。また、第１次山鹿市総合計画の中で、

菊鹿地区の一部の地域で情報格差が生じており、地域産業発展の障害になっており

ます。」と書いてあります。自分のところの学校に先生が赴任してくるのに、内田

小学校は特別地域になっており、矢谷・山内分校はへき地の１級になっております。

こういう地域だからこそ、他の町と何ら格差のない状況を子どもたちのためにも行

政がつくり出してやるべきだと思います。山鹿市がどこに行っても同じ山鹿市であ

るために、情報格差是正に関する措置を講じていただきますよう強くお願いして終

わります。これには、答弁は要りません。終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

藤原議員の２回目の質問にお答えいたします。第１点目、住民参加の学習活動の

内容についてでございますが、山鹿市中央公民館を初め旧４町の公民館を主会場に

活動を展開しております。18年度におきましては、募集定員が1200名、これを超え

まして、趣味、文化や健康づくりなど、延べ70に上る公民館講座を実施する予定で

ございます。 

また、講座とは別枠で各分室ごとに高齢者向け教室として、先ほどおっしゃいま

した老人大学、これは地区によって名前、呼び方違っておりまして生涯大学とか高

齢者学級と呼んでおりますが、これも年間10回程度のペースで開催されております。

これにつきましても、年に１度は市全体で開催できないものかと今、検討を進めて

いるところでございます。 

さらに、本年度は議員ご指摘のように市民主導型に移行するためにも、市民の生

涯学習に関する意向調査を実施したいと考えております。変革の時代にあって、市

民の方々がどういう講座を望まれているのか、地域で必要とされる講座は何なのか

などを各年齢層にお尋ねし、市民の皆様のご意向を集約・分析し、今後の施策に反

映させて、より多くの市民の皆様が、講座に参加できる体制を構築していくつもり

でございます。 

２点目の分館長研修についての見解ですが、分館長の視野を広げ、公民館活動に

ついての理解を深める意味におきまして、研修の持つ意義は大きいものがあると認

識しております。しかし、昨今の厳しい財政状況を考え、現段階では宿泊つきの視
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察研修は計画しておりません。 

ただ、公民館関係者が一堂に集い、市内各地域での実践を発表する機会をつくる

ことや、近隣の先進的な地域を視察することなどについては検討を進めているとこ

ろでございます。今後の研修のあり方については、公民館長のご意見等も拝聴しな

がら教育委員会内部におきましても、さらに検討を重ねてまいりたいと思います。 

最後に、社会教育施設の整備についてお尋ねでございますが、市では山鹿市社会

教育施設整備費補助金交付要綱を定めており、学習活動や地域づくりの実践活動を

行うための公民館施設につきましては、整備の経費について補助金を交付するとし

ております。 

また、旧市町の補助制度は当面できるだけ尊重したいと考えております。一つの

集落に、複数の施設が存在していても、その施設が各種団体の活動や地域づくりの

場として機能しているのであれば助成の対象となります。補助率２分の１で、新築

で最高200万円、改修で最高100万円の補助制度でございますが、この補助金につき

ましては、予算編成時に嘱託員あるいは分館長の皆様に照会をしておりますので、

その際にお申し出いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

以上、答弁といたします。 

○議長（高野誠二君）   

 藤原議員、了解ですか。 

○３番（藤原 豊君）   

 終わります。 

○議長（高野誠二君）   

以上で、藤原議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、古田信助議員の発言を許します。古田議員。 

［29番 古田信助君 登壇］ 

○29番（古田信助君）   

29番の古田でございます。 

まず、質疑２点から先に質問したいと思います。議案第32号 地方バス対策費運

行費補助6700万円についてお尋ねをいたします。この補助は、国・県補助対象とな

るもの、県単独補助、市単独補助、いずれも運行赤字分を補填する内容となってお

りますが、予算の配分予定路線についてお知らせをいただきたいと思います。私は、

ほとんどバスには乗ったことがございませんけれども、どの路線がどのような状態

になっているか知りたいと思いましてお尋ねをいたします。 

２点目、議案第48号でございますが、須屋・星原辺地総合整備計画について、平

成18年度から20年度までの３年間、事業費１億1000万円の予定で行われます事業で
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ありますが、各年度の事業内容がわかればお知らせいただきたいと思います。この

路線は、星原部落を越え福岡県黒木町に通じる重要な道路でございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

古田議員さんの質疑にお答えをいたします。地方バス等対策費の内訳でございま

すが、まず民間の路線バスを維持するための補助といたしまして7340万円でござい

ますが、これは当山鹿市内では、行き先で大きく分けて17路線ほどの路線バスが運

行しておりまして、細かい運行系統につきましては全部で43系統ほどがございます。

そのうち赤字運行が予想される系統が30系統あるわけでございまして、この30系統

について現在補助をやっているというところでございます。 

それから、鹿北地域で運行されております路線につきましては貸切運行ですので、

委託料として措置をいたしております。358万1000円でございます。なお、この路

線の一部につきましては、スクールバスとしての利用も行っておりますので教育費

の予算の方で430万1000円と一緒に契約、執行しているところでございます。 

議員ご質問の鹿北地域のバス運行の料金問題につきましては、今後の循環バス構

想の進展に伴いまして、公平性の観点からも運行形態の検討とともに、一般の方に

つきましては有料化をお願いすべき時期がくるものと考えております。 

ただし、登下校の通学乗車につきましては、運行形態や基準等につきまして、教

育委員会とも協議しながら無料化を検討してまいりたいと考えております。 

以上で答弁を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 池田建設部長。 

［建設部長 池田永実君 登壇］ 

○建設部長（池田永実君）   

おはようございます。質疑の２点目、議案第48号 須屋・星原辺地総合整備計画

についてお答えいたします。この事業は、総務省の辺地総合整備計画として採択を

受けまして実施をいたします市道星原線の道路改良でございます。この路線は、鹿

北町の須屋・星原地区と福岡県の黒木町を結びます重要な路線でございますが、現

在に至るまで旧鹿北町と黒木町の間で道路改良についての協議が重ねられておりま

す。その結果、今回同じ辺地総合整備計画で取り組むことになったものでございま

す。 
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事業の概要としましては、計画年度が平成18年度から20年度までの３カ年計画で、

山鹿市の全体延長が500メートル、総事業費が１億1000万円でございます。年次計

画としましては、平成18年度に測量設計と用地買収を完了いたしまして、平成19年

度に工事区間250メートル、それから平成20年度で250メートルの２カ年で工事を行

う予定でございます。この改良工事の具体的な内容につきましては、ただいま申し

上げました総延長が500メートルでございますが、平成18年度で実施設計を行うこ

とにしておりますので、まずは地元との意見調整をしっかりやりまして、さらに、

技術的な面や費用対効果についても十分検討して整備に着手したいと思っておりま

す。 

以上、お答えします。 

○議長（高野誠二君）   

 古田議員、了解ですか。 

○29番（古田信助君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 古田議員。 

［29番 古田信助君 登壇］ 

○29番（古田信助君）   

議案第32号でございますが、鹿北町の自主運行バスは国・県補助対象外の路線で

ありますが、このバスはスクールバス的な要素が高いために教育費の予算等配分さ

れております。昨今の燃料費等の高騰で、運行会社産交バスでございますが、本年

度の見積額が予定よりも200万円以上の高額で提出されました。関係職員の熱心な

交渉、また、財政課のご配慮によりまして18年度も何とか運行できることとなりま

したが、将来の運行がとても心配でございます。 

市長が当初述べられました18年度施策の概要の説明、「安全で快適な暮らしを支

える基盤づくり」の中で、公共交通制度の一環として、循環バス等の実現に向け、

地域の特性に応じた新たな交通手段の導入を検討します。とあります。どうか一日

も早く実現に向けて検討されますようお願いをいたします。 

次に、議案第48号でございますが、この道路は県道菊池鹿北線から星原を越え、

福岡県の県道黒木北矢部線とあわせて改良しようと、15年前より鹿北町、黒木町、

矢部村の３町で道路期成会が設立されております。３町持ち回りで協議を重ねてお

ります。県境を越えて非常に関心の高い道路でございます。 

辺地債事業の適用を受けて今年から２年間継続で完成の予定であったと思います

が、設計がまた見直しとなったということであります。黒木町や矢部村で公共事業
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等が行われます場合は、採石、生コン等が一日に何十台も搬出される経済効果も高

い道路であります。どうか関係機関、また、関係地域との協議を十分に行っていた

だき、熊本県農村景観コンクール「美しき村賞」を受賞された地域にふさわしい設

計・施工が行われますよう、強く要望をいたしまして質疑を終わります。 

次に、一般質問に入ります。遠距離通学補助の廃止に伴い、その経緯についてと

いうことでお尋ねをいたします。３月に入りまして、中学校では昨日が卒業式でご

ざいましたが、各中学校とも寒い体育館内でありましたが素晴らしい卒業式ができ

たと思います。小学校の卒業式が終わりますと、入学式も間近になってまいりまし

た。「お父さん、ぼくは自転車通学するから、よか自転車ば買うて。」と、自転車

購入の足しにと考えておられた関係地域のご父兄もおられると思いますので、補助

金廃止を周知徹底するためにも、この制度の経緯についてお尋ねをいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

古田議員の一般質問、遠距離通学補助金廃止の経緯についてお答えいたします。

この制度の正式名称は山鹿市立小・中学校児童生徒遠距離通学者補助金交付要綱と

なっており、議員ご案内のように合併前は、旧鹿北町では小学校と中学校、旧菊鹿

町では中学校において実施されていた制度でございます。小学校においては片道

４キロ以上、中学校においては片道６キロ以上の通学者に年間１万円を補助すると

いうものでございます。 

合併に際し、この制度に対し十分な論議がなされてきたと言えない点がございま

した。そこで、平成17年度にこの制度をどのように取り扱っていくか、学校教育課

を中心に教育委員会分室教育課と幾度となく検討を重ねてまいりました。検討の背

景としましては、国の行財政改革が本市にも大きな影響を与えてきており、今後も

厳しい市政運営が予想されること、そして、特に最近児童生徒の通学路においての

事故、事件が大きな問題となっている状況、そういうことを勘案しまして、子ども

たちが安心して教育を受けられるように新たな行政課題として取り組む必要が生じ

てきた。そういう方向に持っていったらということになりました。 

遠距離通学者への補助制度も大変重要な施策と認識をいたしております。しかし、

限られた財源のより効果的な活用ということで、先ほど申し上げましたように分室

を含む担当者での協議の結果をもって教育委員会に諮り、平成18年度からは現行制

度を廃止して山鹿市の大きな財産である子ども、その大切な命を守る新たな施策と

して取り組んでまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 



- 205 -   

○議長（高野誠二君）   

 古田議員、了解ですか。 

○29番（古田信助君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 古田議員。 

［29番 古田信助君 登壇］ 

○29番（古田信助君）   

この制度を廃止して、子ども、その命を守る施策に取り組むという答弁でござい

ますが、いつの時代でも子どもは将来にわたっての宝でございます。その取り組み

の内容について、ご説明を求めます。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。田中教育長。 

［教育長 田中 宏君 登壇］ 

○教育長（田中 宏君）   

古田議員の一般質問の２回目にお答えいたします。内容ということでございます

が、まず事業名でございます。学校安全対策整備推進事業といたしております。普

通、スクールガード推進事業という方がわかりやすいかと思います。趣旨でござい

ますが、昨年来、特に登下校時における事件、事故が大きな問題となっている状況

を踏まえ、子どもたちが安心して登下校でき教育を受けられるよう、家庭や地域の

関係機関、団体と連携しながら、学校の安全管理に関する取り組みを推進し、安全

で安心できる学校づくりを目指すことといたしております。 

施策の内容でございますが、防犯に対しての専門家や有識者及び地域に精通して

いる方を学校安全指導員に委嘱し、学校周辺の巡回及び学校との連携により、下校

時の通学路での巡回指導を行うことといたしております。 

次に、実施方法でございますが、山鹿市教育委員会が旧山鹿市に２名、旧各町に

１名の学校安全指導員を委嘱します。そして、幼稚園、小中学校の巡回及び下校時

の巡回指導を週に２日程度、１日２時間程度行っていきたいと考えております。 

ご案内のように山鹿市内はもとより、全国各地で「地域の子どもは地域で守ろ

う」を合い言葉に、学校単位でＰＴＡ、老人会等を中心に、地域の方々によるボラ

ンティア団体の立ち上げがなされてきており、事件、事故を未然に防ぐ活動が活発

化してきております。大変心強く、ありがたく思っているところでございます。 

教育委員会といたしましても、山鹿市の子どもたちが安心して教育を受けられる

よう家庭や地域の関係団体と連携しながら、危険箇所を中心に安全対策を図ってま
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いりたいと考えております。議員各位を初め日頃の地域住民の皆様のご協力に感謝

申し上げ、答弁といたします。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、古田議員の質疑、一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、川野 功議員の発言を許します。川野議員。 

［14番 川野 功君 登壇］ 

○14番（川野 功君）   

おはようございます。14番、川野です。先日通告しておりました質疑と質問４点、

質疑、プラザファイブ再生支援事業。質問、教育関係、旧４町総合支所の施設利用

計画、地域イントラネット基盤施設整備事業について質問いたします。よろしくご

回答のほどお願いいたします。 

まず質疑ですけども、議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算の111ページ、

（款）商工費、（目）商工振興費、プラザファイブ再生支援事業について質問いた

します。９日の森議員の質問においても少し説明がございましたけども、事業内容

の具体的な説明と今後の事業スケジュールを現時点において、わかる範囲で結構で

すので説明のほどお願いいたします。 

次に、一般質問ですけども、山鹿市小中学校ＰＴＡ組織（市Ｐ）について質問い

たします。合併前は１市４町ごとに市Ｐや町Ｐがあり、その上に郡市Ｐ、県Ｐとい

うような組織体系になっておりました。町Ｐというのは、町単位の小中学校が集ま

った組織で、小中学校間や小学校同士の役員の親睦を深めたり、一緒に行事を行っ

たりと、それぞれの学校だけでなく地域を中学校の校区単位でまとめた、わかりや

すい組織だったと思います。 

しかし、合併後は、市内の小中学校はすべて山鹿市ＰＴＡ連絡協議会、つまり市

Ｐにまとめられました。中学校６校、小学校20校の大きな組織です。ピラミッド型

ではなく、市Ｐの下に単Ｐが26も並列に並んだ組織となっております。こういう組

織体系では、よほどうまく運営しないと小回りが効きにくく、意見も全体には通り

にくく、まとまらないでばらばらな動きになってしまいがちです。山鹿市ＰＴＡ連

絡協議会の組織と現状の問題点があればお答えください。 

次に、小中学校のパソコン導入について質問いたします。国の方は、平成12年か

ら17年までの間、ミレニアムプロジェクトとして情報化による教育立国プロジェク

トを進めてまいりました。多くの小中学校は、そのプロジェクトに沿って施設整備

と教育に取り組んできたと思います。学校の情報化による最終的な達成目標としま

しては、すべての子どもたちの情報リテラシー、ちゃんと操作ができて情報検索な

どができることを意味しますけども、を向上させるとともに、学校での日常的なコ
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ンピューター等の活用によって授業の形態を根本的に変革し、子どもたちの論理的

な思考力、創造力、表現力などを飛躍的に高め、また、情報化により学校、家庭、

地域間の連携を初め学校運営のあり方そのものを変えると、平成12年当時の文部相

のホームページに載っております。とても、ここまでパソコンを使った学習が進ん

でいるとは思えません。 

しかし、現在本市の中学校６校、小学校20校におけるパソコン教育及び配置状況

の実情をお尋ねいたします。また、今回の導入で市内の小中学校におけるパソコン

の配置はどのようになったかもお尋ねいたします。 

次に、旧４町総合支所の施設利用計画についてお尋ねいたします。合併までは、

各町の中心であり顔であった庁舎ですが、昨年の合併後は、そこで働いている職員

は、旧４町とも今は40名前後になっております。現在では、使われていない部屋や

施設は結構あるのではないでしょうか。立派な施設がもったいないことだと思いま

す。今後は、さらなる人員カットが予想されますので、不用になる部屋や施設もも

っとふえてくると思いますし、将来、本庁方式になれば、その数はさらに激減する

はずです。そうなってくると、この立派な施設が非常にもったいなく思えてきます。

当然、この施設の利用計画があると思いますが、市としての今後の考えをお尋ねい

たします。 

次に、地域イントラネット基盤施設整備事業について質問いたします。９月の一

般質問で、このイントラネット事業についてお尋ねいたしました。その中では、

「できるだけ回線の大きいものを設置ほしい。」とか、「すべて自前のケーブルを

設置してもらえないか。」などといろいろ議論しました。情報企画課の方でも時間

をかけ精力的に取り組んでおられたのに、その事業が今回の当初予算に計上されて

いませんでした。どうなってしまったのか心配しております。山鹿市の発展のため

には、なくてはならないものだと確信しております。今回予算に計上されなかった

理由と、今後の予定をお尋ねいたします。 

以上、１回目の質問、よろしくご回答のほどお願いいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

おはようございます。川野議員の質疑、プラザファイブ再生支援事業についてお

答えいたします。事業予算総額といたしまして1226万円でございます。その内容で

ございますが、管理組合が実施されます再生事業への補助として1200万円、その他

事務費として26万円の合わせまして1226万円でございます。1200万円の補助金につ
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きましては、平成18年度に同管理組合が実施予定であります商業施設計画（案）作

成、権利調整（案）作成、資金計画（案）作成及び管理主体の検討などに係る計画

コーディネート費用と基本設計書作成に係る費用の一部を補助するものでございま

す。 

次に、現時点における管理組合の事業スケジュールにつきましては、平成18年度

がただいまご説明申し上げましたとおり各種計画（案）の作成及び基本設計書の作

成、平成19年度が実施設計書作成、資金調達計画、権利変換に伴う評価方針及び管

理運営計画作成などであり、平成20年度に着工予定となっております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 八木田教育次長。 

［教育次長 八木田達博君 登壇］ 

○教育次長（八木田達博君）   

おはようございます。一般質問の教育関係１点目の山鹿市小中学校ＰＴＡ組織に

ついてお答えいたします。新山鹿市ＰＴＡ連絡協議会は、昨年の５月25日に発足し、

旧市町からの活動を引き続き行う必要があるということで、その後の役員会で分会

組織の必要性が議論され、７月の臨時総会において規約改正を行い、山鹿、鹿北、

菊鹿、鹿本、鹿央の５分会が設置されております。 

市Ｐ連の役員といたしましては、各地域ＰＴＡ分会で選出された代表者から、会

長１名、副会長４名、理事として分会より各１名が選出されております。その他役

員として、家庭部長１名、副部長１名、書記１名、参与１名の14名で役員会が構成

されております。現在、分会での活動がそれぞれ行われてまいりましたが、本年度

は合併初年度ということもございまして、問題点といたしましては各分会の活動内

容に温度差があったというふうに考えております。 

最近、子どもたちを脅かすような状況が頻発しております。子どもたちを守るた

め、分会組織と地域が密着した活動が大変重要であると考えております。今後は、

役員会で協議した活動内容や方針をすべてのＰＴＡ会員に周知徹底できるように組

織の連携を深め、会員同士のつながりを強化し、分会活動を活性化できるよう支援

してまいりたいというふうに考えております。 

続きまして、パソコン導入についてお答えいたします。小中学校情報教育の目標

といたしましては、高度情報化時代に対応できる情報活用能力を育成することとし、

小中学校の各段階に応じて各教科や総合的な学習の時間等で情報教育を実施してお

り、小学校では学級担任の先生、中学校では技術・家庭科の担当の先生が必修科目

として取り組んでおります。 
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授業の内容でございますが、小学校では学年に応じ、子どもに早い段階でＩＴ機

器に触れさせ、パソコンの基礎的知識の学習、初歩的な操作能力の取得を目標とし

ております。中学校では、各教科等の授業の中で、先生のプレゼンテーションや子

どもたちが自らコンピューターを駆使しインターネットを調べ、活用したりするこ

とにより、生徒の操作知識の向上、応用力を高める授業に役立てております。 

配置状況につきましてでございますが、現在、基本的に一人１台という配置がな

されております。しかしながら、一部の小学校におきましては、古い機器やＯＳが

まだ残されておりまして、４、５人に１台というふうな基準に満たないところもご

ざいます。今議会には、小中学校のパソコン機器、それからソフトなどの導入予算、

それから教室の改装工事費等をお願いしているところでございます。基本的に、児

童生徒一人に１台の配置を完了したいというふうに考えております。今後とも、パ

ソコン機器等を有効に活用し、情報教育の向上に努めてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。以上、答弁を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

旧４町総合支所の施設利用についてお答えいたします。現在、明確な計画はもっ

ておりませんが、18年度になるべく早く公共施設再編整備方針というのを策定した

いと考えておりまして、他の施設同様、施設のあり方、目的を明確にした上で、そ

の方向性を総合的に確立したいと考えております。 

本庁方式への移行の場合というお尋ねもございました。どのような機能や役割を

担うべきか、いかにして市民サービスの維持を図っていくかについても十分検討の

必要があります。諸証明、相談窓口業務など、地域の市民総合窓口センター的な機

能が必要であろうと考えております。 

また、地域ごとに健康、福祉、あるいは社会教育面談など、さまざまな地域活動

の拠点となる健康福祉コミュニティーセンター的な機能を持つ施設も必要であろう

と考えております。これらの機能は、それぞれの地域に密着した役割を担うことに

なり、独立した施設で担うのではなく、極力一つの施設に集約した方が効率的では

ないかとも考えております。その施設をどこに求めるのかは、総合支所を含め、現

在ある施設を有効活用できるよう十分検討してまいりたいと思っております。 

○議長（高野誠二君）   

 福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 
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○企画振興部長（福田憲之君）   

川野議員のご質問、地域イントラネット事業についてお答えをいたします。地域

イントラネット基盤施設整備事業につきましては、本年度、既に基本計画の策定を

完了し、18年度以降に実施計画及び事業を行うこととして進めてきたところでござ

います。ネットワークの構築につきまして、基本計画策定後に再度検討を行う必要

が出てきましたので、当初予算は見送ることといたしました。 

ネットワークの構築の方法については、自治体により考え方やその構築方法につ

いては違いがございます。山鹿市における基本計画策定の段階では、自前のネット

ワークを構築するといった側面から、光ファイバーケーブルを自設することを基本

として考えてきたところでございます。構築方法には、ほかにも行財政改革におい

て公共施設の整理、合理化、統廃合が検討される中で、廃止されることも予想され

る公共施設のルートのみネットワークを借り上げる方法等もございます。現時点で、

どの公共施設が廃止されるのか確定はしておりませんが、廃止された場合にはセキ

ュリティー上の問題からネットワークを撤去する必要がございますが、借り上げの

場合には容易に対応できることとなります。 

また、すべてのルートを借り上げる方法もございます。この場合は、新たに通信

事業者にケーブルを敷設させることにより、余剰回線を一般のサービスに振り分け

て地域の情報化が進むといった二次効果が期待できることも想定されます。それぞ

れの構築方法ごとに可能性、メリット、デメリット、費用、管理の難易性、将来性

を検討することとしたところでございます。 

また、本年の１月に発表されました国の新ＩＴ戦略を受けて、通信事業者におい

ては、今後の山鹿市における通信事業が地域イントラの基本計画策定段階と変わっ

ていないのかという点について再度通信事業者と協議を行うこととしたため、当初

予算は見送ることにしたところでございます。 

なお、18年度中に国庫補助金を活用することは難しくなったところでございます

が、仮に18年度中におきまして事業対応が可能になった場合においても、特例債等

の活用により、事業の執行については支障がないものと考えております。よりよき

事業とするために検討を深めている状況でございまして、早い段階で実現できるよ

う努力をしてまいりたいと考えております。以上で、答弁を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 ここで、しばらく休憩いたします。 

午前11時00分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時12分 開議 
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○議長（高野誠二君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。川野議員、了解ですか。 

○14番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 川野議員。 

［14番 川野 功君 登壇］ 

○14番（川野 功君）   

ご回答ありがとうございました。それでは、プラザファイブ再生支援事業につい

て２回目の質疑をいたします。今回の支援事業が、基本計画づくり、基本設計書作

成への支援ということ、また、現時点における今後の事業スケジュールについては

わかりました。プラザファイブは、私が高校を出てからすぐぐらいにオープンしま

して、当時は「山鹿も都会になったな。」と思った記憶がございます。ぜひこれか

らも山鹿市の中心的なシンボルとして光り輝いていてほしいと願っております。 

現在国会では、まちづくり三法の改正が審議されておりますが、その大きな方向

性として考えられていることは、既に中心市街地活性化区域にある公共、公益施設

を外には出さない。また、新しく設置する公共、公益施設については、同区域内に

設置すべきであるということであります。 

そこでお尋ねしたいのですが、市のプラザファイブ再生事業に対するスタンスは

どうなのかということです。もう少し具体的に申し上げますと、再生事業の中に市

の施設も設置される予定があるのかという点についてお尋ねいたします。質疑とい

う点から少し逸脱しているかもしれませんけども、よろしくご回答のほどお願いい

たします。 

次に、（１）教育関係について２回目の質問をいたします。山鹿市小中学校ＰＴ

Ａ組織（市Ｐ）について問題点があればお答えくださいとお尋ねしましたが、なか

ったみたいですので私の感じた点を言います。昨年後半、子どもたちの命を奪う痛

ましい事件が全国で勃発いたしました。各学校や地域でも、何とか子どもたちを守

ろうという動きが出だしました。ほかの地区はちょっと具体的にはわかりませんけ

ども、鹿本町の対応としましては、鹿本中は防犯パトロール車を生徒の下校時にＰ

ＴＡで毎日２台走らせることにしました。来民小学校は、子どもの下校時、危ない

と思われるところを保護者が街頭指導に立っております。 

ここで、共通の問題が上がりました。地域の人たちにも協力をお願いしたいのだ

がお願いしにくいという点です。つまり、単Ｐだけでは地域への呼びかけが弱くな

るので、まず自分たちが行動してから地域の人たちにもお願いしようということに
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なったのです。それはそれでいいことなのですが、急を要することなどに対しては

対応しにくいのが現状です。やはり、旧町Ｐのように町全体でまとまっていないと

地域と密着したことができにくいのです。つまり、分会組織と地域が密着しなけれ

ばならないのですが、その分会が機能していない点にあると思います。 

ただ、今回すべての分会が機能していないといったわけではありません。山鹿市

ＰＴＡ連絡協議会発足総会が昨年５月25日に開かれましたが、その規約の中に分会

という組織はなく、臨時総会が７月19日に開かれ、そこで初めて家庭部会と分会組

織が規約に盛り込まれました。やはり、分会は必要となったのでしょう。 

しかし、その内容は「市の目的達成のために次の分会を置く。（山鹿、鹿北、菊

鹿、鹿本、鹿央）」と書いてあるだけです。これでは、ほとんど機能しないのでは

ないでしょうか。ＰＴＡには、ちゃんと問題意識を持って積極的に動いてくれる保

護者もいれば、そうでない方もおられます。そういう人の集まりで毎年メンバーが

変わってしまいますので、毎年きちっと動くようにするためには組織をしっかり構

築しておかなければなりません。決まっていないなら、そのまま流れて１年が過ぎ

てしまいます。その点、詰めが甘かったと思います。 

例えば、市Ｐの方で分会を置くとだけうたって、各町の分会の方で規約をつくっ

てもいいと思います。まずは、きちっと組織をつくり上げておくことが重要です。

それを教育委員会がしっかりサポートしなければならないと思います。地域と密着

したＰＴＡ活動をするために、分会が重要な動きができるようよろしくお願いいた

します。 

次に、（１）の②のパソコン導入について。学校にパソコンを置き、授業でパソ

コンを使うということは、単にパソコンの使い方、例えばワープロや表計算の使い

方を覚えたり、その仕組みを習ったり、インターネットで検索したりするだけでは

ないと平成12年、当時の文部省も言っております。しかし、現実はほとんど技術の

時間に限定して使用したり、単に授業に関係ある項目を検索するだけの授業がほと

んどです。今回導入後は、もっと有効な活用をしていただきたいと思っております

が、どのような授業を計画しているのかお尋ねいたします。 

例えば、福岡教育大学附属久留米中学校では、英語教育にパソコンを活用してお

ります。従来のようないろいろなカセットとかＣＤなどは要らず、パソコンのデー

タからネイティブな発音を聞いたり、その波形を目で確認できたり、離れたところ

の別の生徒とペアを組んで会話したりできます。また、自分の声を録音して比較し

たりできますので、授業が飛躍的に効果を上げているそうです。 

理科や歴史などは、もっと面白くてわかりやすい授業ができるはずです。そうい

う授業のコンテンツにもぜひ力を入れていただきたいと思います。そして、すべて
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の先生が有効な使い方ができるのが理想ですが、実際はそれは難しいことです。し

かし、せっかく高価な買い物をするわけですので、パソコン活用に詳しい先生を育

てることは絶対必要です。教育委員会として、そういう先生を特別に育てるという

ことをやっているのかどうか、お尋ねいたします。 

次に、（２）の旧４町総合支所の施設利用計画について２回目の質問をいたしま

す。空いている場所、部屋があった場合、例えば４月に旧４町の商工会が合併しま

すが、そういう団体から貸してほしいという要望が出た場合などは、どう対処され

るのかお尋ねいたします。 

次に、（３）の地域イントラネット基盤施設整備事業について２回目の質問をい

たします。早い段階で実現できるよう努力するということでした。ぜひ、頑張って

いただきたいものです。ただ、計画変更が後退したものにならないようにと願って

おります。この後退というのはいろいろな見解がありますが、あくまでも私の見解

においてです。ケーブルは、100％自前で設置するのがベストという考えです。で

ないと、いろんなことをするのに支障が出てくる可能性があります。その点が一番

心配です。特定の民間業者に利用されないで、真に市民のことを考えたネットワー

クの構築をぜひともお願いいたします。 

今まで日本では、情報技術のことをＩＴ（インフォメーションテクノロジー）と

言っておりました。しかし、最近ではＩＣＴ（インフォメーション＆コミュニケー

ションテクノロジー）と言うそうです。そして、それの目指すものは、「いつでも、

どこでも、何でも、誰でも」というユビキタスネット社会です。そこで市長にお尋

ねいたしますが、地域イントラネット基盤施設整備事業とまほろばネット構想の将

来的な考えについて、どのようなご見解なのかお尋ねいたします。 

以上、２回目の質問よろしくご回答のほどお願いいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

２回目の質疑にお答えいたします。プラザファイブ再生事業の考え方といたしま

して、現状の土地は共有、建物は区分所有という複雑な権利形態を取り除き、行政、

民間おのおのの土地におのおのの建物が建っているという状態にすることにより、

施設の管理・運営をしやすくするという基本方針がございます。現在の再生計画は、

大まかには商業ビルは民間、さくら湯は行政という役割分担の中で進められており、

行政が商業ビル内に資産を所有することはないと考えております。 

ただし、商業ビルとさくら湯が隣接して整備されることによる相乗効果につきま
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しては、大きな期待をしているところでございます。 

また、議員ご指摘のとおり、国が示す今後のまちづくりの方向性は、これまでの

商業を中心とした市街地の活性化のみではなく、都市機能充実の視点に重きを置い

たものであり、中心市街地内に公共・公益施設を集中させ、活性化を図るべきとい

うものでございます。 

商業ビル内への賃借等による公共・公益施設の設置につきましては、市民サービ

スの向上という視点から、今後の再生事業計画の中で検討を行ってまいりたいと考

えます。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 八木田教育次長。 

［教育次長 八木田達博君 登壇］ 

○教育次長（八木田達博君）   

２回目のご質問のＰＴＡ分会組織についてお答え申し上げます。問題点といたし

ましては、各分会の活動に温度差があったというふうに考えているところでござい

ます。議員おっしゃいましたとおりに、昨年５月の新山鹿市ＰＴＡ連絡協議会設立

後も、旧市町Ｐ連単位で合併後の組織のあり方について協議が重ねられまして、や

はり分会組織を置くべきということで、７月の臨時総会で承認されております。 

本年度は合併初年度ということもございまして、新市Ｐ連の役員会での協議内容

が各分会組織や単位ＰＴＡ組織まで浸透せず、うまく機能しなかったものというふ

うに考えております。ただ、役員会や子どもを守る運動、研修会あるいは親睦の

ビーチバレーボール大会等、活発に活動された分会もございました。 

新年度では、17年度の活動の反省点を新旧役員で協議を重ねてもらいまして、活

動が毎年きちんと機能していくように、教育委員会としてもサポートをしてまいり

たいというふうに考えております。また、地域と密着した活動をするためには、お

っしゃいますように分会組織に規約を設けることも必要であると考えております。

そういう助言をしてまいりたいというふうに考えております。 

それから、２点目の情報教育の充実をどのように進めるかということにつきまし

て、ご答弁を申し上げます。小中学校のパソコン機器等は、年間使用料などかなり

高額な予算となりまして、より有効な活用が求められているところでございます。

平成17年度におきましては、各学校のパソコンの設置状況や利用形態について聞き

取り調査を行ってまいりましたが、各学校間の格差というものが見えてまいりまし

て、そのことを踏まえまして今回、小中学校の情報教育は教職員のＩＴ技術の向上

や指導力アップのための調査研究など研修の充実を図るとともに、導入機器をフル

に活用したいというふうに考えているところでございます。 
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特に、小学校におきましては、理科、算数、社会などの普通教科授業へ積極的に

応用してまいりたいというふうに考えております。また、中学校におきましては、

これまで以上にパソコンを授業に活用し、最適な教育用のソフトウェアを利用する

ことにより、生徒みずからが興味を持ち、個々の生徒の独創性が向上するような質

の高い情報教育と教職員自体の情報リテラシーの向上をさらに推進してまいりたい

というふうに考えておるところでございます。 

なお、県立教育センターでは、現在パソコン教育の専門研修としてさまざまな研

修が実施されているところでございます。以上、お答え申し上げます。 

○議長（高野誠二君）   

 西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

総合支所の施設利用について貸付の要望等があった場合どうかというお尋ねでご

ざいます。総合支所は、行政財産でありまして目的外の使用許可は認められますけ

ども、長期的な使用許可ということになりますと慎重に取り扱うべきと考えており

ます。また、地方自治法上貸し付けができないということでありますので、１回目

のお尋ねにお答えしましたように公共施設再編整備方針、その中でどういうふうに

取り扱うか検討させていただきたいと思っております。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

川野議員のご質問の３点目、地域イントラネット事業についての２回目のご質問

にお答えいたします。地域イントラネット基盤施設整備事業は、高度情報化社会を

迎え、ＩＣＴの持つ付加価値を最大限に活用するための基盤であり、必要な事業で

あると考えております。 

問題点を残す部分については逐次解決を図り、実現に向けて努力をしてまいりた

いと考えております。まほろばネット構想につきましては、市民の意向、財政への

影響等さまざまな視点から、引き続き検討を要すると考えております。将来の山鹿

市の情報化構想の設計図ともいえる高度情報化計画の策定段階においても論議をい

ただくこととなりましたし、さまざまな意見を伺いながら判断する必要があると感

じております。そのためにしばらく時間をいただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（高野誠二君）   



- 216 -   

 川野議員、了解ですか。 

○14番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 川野議員。 

［14番 川野 功君 登壇］ 

○14番（川野 功君）   

２回目のご答弁ありがとうございました。質疑と質問の（２）と（３）について

再質問いたします。 

プラザファイブ再生支援事業について３回目の質疑ですが、予算に関する説明書

の89ページ、この事業の期待できる成果として「プラザファイブ再生事業を支援し、

本市商業の核施設を整備することにより、プラザファイブはもちろん周辺商店街へ

の波及効果も期待でき、中心商店街への来街者の増加、売上額の増加が見込め、賑

わいのある商店街、活力ある中心市街地の創出が期待できる。」とありますが、こ

のような開発をして実際に期待する効果が出るようにするためには、市の施設が相

当入ってこないと効果が出てこないのではと思います。市長の所信表明の中にも

「積極的に支援します。」ということがうたわれております。支援するということ

は、計画を立てるときにコンサル料を少し負担して後の支援はなしということだけ

にはならないよう強く要望し、期待いたします。これは、答弁は要りません。 

次に、（２）の旧４町総合支所の施設利用計画について３回目のお尋ねをいたし

ます。市長の考えでは、新庁舎は３年間は考えていないということでした。場所も

発表されないということは計画すら立てられない状態ですから、あと本庁舎ができ

るまでには早くても７、８年ぐらいかかるのではないでしょうか。その間、現在の

プレハブ庁舎や旧山鹿市の本庁舎をどうするのか、その利用計画もお尋ねいたしま

す。 

本市で計画している地域イントラネット事業が目指しているものは、先ほど言い

ましたユビキタスネット社会です。総務省のホームページでは、世界最先端のＩＴ

国家への到達も目前となり、さらに2010年までには、いつでもどこでも何でも誰で

もという次世代のユビキタスネット社会も手の届くところに。この新たらしい社会

では、高齢者を含め誰でも簡単に機器やサービスを利用できるユニバーサルな社会

も実現と書いてあります。これが実現できれば、行政の仕事も誰でもどこでも仕事

ができるようになることを目指しているということだと思います。 

本庁方式とか総合支所方式、分庁方式とかにとらわれないで、自由な発想で働く

場所も決められます。旧４町総合支所施設を有効に使ってむだな投資を防ぐことも
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可能です。市の方では、将来は本庁方式にすると明確に言っておられますが、これ

からＩＴからＩＣＴという情報社会に移っていくことを考えると、もう少し弾力的

にお考えになり、分庁方式ということも視野に入れていただきたいと思いますが、

お考えをお尋ねいたします。 

次に、地域イントラネット基盤施設整備事業について３回目の質問をいたします。

小中学校のパソコンは、今回はリースでの購入の一般財源だけ利用されております。

教育関係予算には、有利な起債等が余りありませんので仕方のないことだと思いま

すが、今回はイントラネット基盤施設整備事業にのせて行うと聞いておりました。

当初の計画どおり地域イントラネット基盤施設整備事業と絡めた事業だと、もっと

有利な起債が使えて、教育関係の情報機器にも、もう少し拡充ができたのではない

かと思います。その点に関して、お考えをお聞きいたします。 

次に、市長にお尋ねします。まほろばネット構想につきましては、何か完全に消

えたものと思っておりましたが、少しは可能性が残されていると判断してよろしい

のかどうかお尋ねいたします。 

以上、３回目の質問を終わります。もう再質問できませんので、わかりやすく納

得のいくようなご答弁を期待いたします。よろしくお願いします。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

総合支所利用計画について３回目の質問にお答えいたします。現在の本庁及び別

館の利用計画についてのお尋ねがございました。18年度以降、段階的な本庁方式へ

移行を進めることとしております。職員数の削減とあわせ実施することにより、本

庁方式へのスムーズな移行を目指すものでございます。限られた面積を有効活用し、

本庁舎としての機能の維持・向上を図ってまいりたいと考えております。 

次に、ＩＴ化の積極的な推進により自由な発想で働く場所も決められるのではな

いか、分庁方式あたりを考えられないかというお話でありました。当初から申し上

げておりますように、本庁方式へ移行することといたしております。 

それから、ご意見のＩＴの積極的な推進というのは、当然行政の中でも進めてま

いりたいと思いますが、本来的に行政活動の拠点は１カ所で行うのが理想ではない

かと考えておりまして、従前と考え方が変わってはおりませんのでご了解願いたい

と思います。 

次に、これはパソコンの導入についての財源のお尋ねがございました。教育関係

にも有利な起債を使ってはどうかということですけども、このパソコン機器は日進
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月歩といいますよりも秒進分歩の世界ではないかと考えておりまして、この起債と

か補助金をもらって買い取りにしますと、その更新に結構時間がかかるといいます

か、そういうこともございましてリースとしております。また、有利な起債、合併

特例債あるいは過疎債等の有効活用も考えてまいりたいと思っております。 

○議長（高野誠二君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

川野議員の３回目のご質問にお答えいたします。まほろばネット構想の将来性に

ついてのご質問ですが、先ほど申し上げましたとおり規模も事業費も大きな事業だ

けに、平成18年度に策定を予定しております高度情報化計画をもとに慎重に判断す

べきであると考えております。このような状況であり、可能性が全くなくなったと

いうことではないと判断していただいて結構かと思います。以上でございます。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、川野議員の質疑、一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、立山 隆議員の発言を許します。立山議員。 

［５番 立山 隆君 登壇］ 

○５番（立山 隆君）   

こんにちは。５番議員の立山 隆でございます。 

私は農業政策、19年度産より始まります品目横断的経営安定対策について質問さ

せていただきます。この長い言葉ですけど、品目横断的経営安定対策については平

成19年度産より導入されますし、また、麦については18年作付けより対象となると

いうことで、市、ＪＡ、関係機関では、昨年12月より今年の２月まで各集落を回り

説明会を行っていただきました。本当にお疲れさまでした。 

この説明会を受けて議会でも、12月定例会では芹川議員が、また、今回の３月定

例会では永田議員が質問されておりますし、それだけこの農政改革に対して大改革

だという意識が強いものと思っております。また、集落農家では、不安に揺れてい

ると思っております。理解できない点が多々あるものと思い、しかし、これだけは

避けて通れない農業の大改革だと思っております。 

一昔は、農家は規模拡大しなければ生き残れないという政策指針を示しながら、

昭和40年代からは生産調整が始まりました。米価の安定のためと、農家は転作・休

耕に努めてまいりましたが、米の価格は下がる一方です。これでは規模拡大は望め

ませんし、また、熊本県では水稲作付１ヘクタール未満の農家が74％と聞いており

ます。そして、施設園芸などの集約型農業を経営の柱とし、これに米、麦、大豆な
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どの土地利用型農業と組み合わせた農業経営は、山鹿市でも同様な経営形態と思い

ます。 

このような中、19年産からは意欲と能力のある担い手を対象に限定し、その経営

の安定を図る政策に転換されます。戦後最大の農政改革とうたわれていますし、そ

の対策の支援対象となる担い手に、一つに認定農業者、二つに集落営農組織、認定

農業者においては４ヘクタール以上の経営、集落営農組織では20ヘクタール以上の

要件を満たさなくてはなりません。 

質問１点目に、山鹿市では認定農業者の個人経営、また、集落営農組織のどちら

に重点を置いた支援をされるかお聞きいたします。 

２点目に、集落営農組織では経理の一元化が義務づけられていますが、経理など

組織の中では無理が生じてくるものと思います。専門に経理を担当する人物が必要

となります。このような経理はどのように指導されますか。 

３点目に、所得確保の特例では、農業所得が市町村が策定する基本構想の半分を

超え、対象品目の収入、所得または経営規模が、農業経営全体の概ね３分の１の経

営が対象になる。集落営農の場合は、主たる従事者が組織から受け取る農業取得が

基本構想の半分を超え、対象品目の就農などが組織全体の収入の３分の１以上であ

ることが必要とあり、山鹿市の基本構想の目標所得はどれだけ設定してあるかお伺

いいたします。 

４点目に、農用地利用集積支援事業について、過去の活用状況を教えていただき

たいと思います。１回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

立山議員の一般質問、品目横断的経営安定対策についてお答えいたします。まず、

１点目の認定農業者と集落営農のどちらに重点を置いた支援かというお尋ねでござ

いますが、今回の制度ではその集落で認定農業者が担い手となる場合、また、集落

営農が担い手となる場合、あるいは認定農業者と集落営農が混在する場合などが考

えられます。このため、どちらに重点を置くということではなく、その集落の実情

に応じた方針を決定していただきたいというふうに思っております。 

ただ、認定農業者であっても、土地利用型農業を経営の柱としていない場合は、

コスト的に合いませんし、極力集落営農への参画を図るか、土地利用型を柱とする

認定農業者等へ委託がなされるような対応をお願いしたいと思います。このことで、

今回の対策を活用した地域の担い手育成につながるものと考えております。 
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２点目の経理指導の計画についてでございます。議員ご案内のように、集落営農

における米、麦、大豆の販売収益等は、経理の一元化が必要であります。経理の方

法などについては、県や農協と連携を図りながら、研修会などにより周知をしてい

く予定であります。それぞれの経営の状況を熟知する上では、集落で行うことが基

本であると考えますが、農協などで経理業務のお手伝いができるように検討してい

るところでございます。 

３点目の所得特例の目標所得ですが、認定農業者４ヘクタール以上、集落営農20

ヘクタール以上の面積要件を満たさなくても、市町村基本構想の目標所得の過半を

確保していれば特例を受けられる措置があります。山鹿市の目標所得については、

現在のところ旧市町の基本構想が適用されておりますので格差がありますが、新市

といたしましては県に600万円で協議をしているところでございます。 

４点目の農用地利用集積支援事業の利用状況についてということでございますが、

この事業は現在進めている品目横断的対策の目的である担い手の育成を助け、補完

する事業でもあります。品目横断における集落営農が担い手要件を満たすには、地

域の農地の３分の２を集積する目標を持たねばなりません。農地の貸し借りが個人

ごとに行われては農地が分散しますので、ＪＡ農地保有合理化法人に一旦預けた上

で利用しやすいように集積をして、担い手に貸し付けしようとする事業であります。 

鹿央町の畑地帯で約４ヘクタールが、この保有合理化法人を通してニンジン農家

に賃借されました。さらに、約６ヘクタールが予定されており、担い手育成として、

また、遊休地対策としても農地利用集積が行われているところであります。 

ただ、事業の補助対象要件として、その地域の地主と耕作者の合意による組織を

つくることとしておりますので、今のところ、まだそこまでには至っておらず、残

念ながら事業助成金の対象とはなっておりません。この制度を利用するには、地域

の話し合いが基本であり、現在、品目横断に対する話し合いが始まっておりますの

で、この進捗に合わせて活用していただきたいと考えているところであります。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 立山議員、了解ですか。 

○５番（立山 隆君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 立山議員。 

［５番 立山 隆君 登壇］ 

○５番（立山 隆君）   
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２回目の質問に入ります。認定農業者の加入者数は、熊本県は全国的に上位にあ

ると聞いておりますし、山鹿市でも他市町村に比べますと上位に位置されていると

思います。鹿本地方では３年前、1000人達成大会も行われたところですけど、認定

農業者へのメリットはなかなか経営の中に生かされることが少なく、形だけのよう

に思われます。 

しかし、この品目横断的経営安定対策では、認定農業者が大きな力になるものと

考えております。認定農業者が地域のリーダーとなって、この対策に対応してもら

いたいと思います。 

農業関係の新聞などに目を向けますと、経営安定対策への説明会の後、加入申請

が多くなっているということが各方面で紹介されておりますし、農業委員を中心に

加入促進、農業者の掘り起こしも積極的に進められています。山鹿市でも、このよ

うな推進状況、また、説明会後の認定農業者の申請はどのような状況にあるかを教

えてください。 

２点目に、９日の永田議員の説明の中に、196集落の中で世話人の提出があって

いるのは142集落、972名と説明がありましたが、一つの集落では面積が満たない集

落が出てくるものと思います。この満たない面積に対して複数の集落でも考えられ

ると思いますが、この複数の集落でも対応するための特例を生かした政策が必要で

はないかと思います。それで、本市ではどれだけの集落が受けられ、また、どのよ

うな特例があるかをお聞きいたします。 

３点目に、集落営農組織の経営担当者にＪＡ職員にお願いするということですが、

ＪＡでも人員削減がなされ、各支所に５名程度の職員と聞いておりますし、ＪＡに

お願いする場合、ＪＡとの打ち合わせはできているのですか。お伺いいたします。 

４点目に、農業委員会の基本台帳の台帳面積と耕作台帳面積には大きな差がある

と思っております。今後、この品目横断的安定対策支援事業をする場合、利用権設

定をもちろんしなくてはならないと思っておりますし、現在は個人同士の貸し借り

で規模拡大がなされていると思っております。この対策では、農用地利用集積支援

事業を活用することになるかと思います。 

山鹿市では、40ヘクタール、400万円の予算提案をなされておりますし、この内

容にいたしましても10アール当たり１万円、貸し手、借り手、ＪＡ、地元が各2500

円と聞いておりますし、今後はお互いに認定農業者が個人契約した場合、貸し借り

した場合も、中にＪＡ、地元の参加もしなくてはならないのか、お聞きしたいと思

います。以上、２回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。藏原経済部長。 



- 222 -   

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

２回目の一般質問にお答えいたします。まず、１点目でございます。認定農業者

の認定につきましては、意欲ある農業者がみずからの経営改善計画を策定すること

で経営の改善を図ろうとするものであります。したがいまして、今回の制度にとら

われず大いに活用していただくように今後も推進を図ってまいりたいと思っており

ます。 

なお、説明会後の認定申請につきましては、２月に３名の新規認定を行っており

ます。今後も、４名ほどの申請予定があると伺っているところでございます。 

次に、特例要件を受けられる集落についてということでございますが、特例緩和

の要件につきましては物理的、これは面積特例でございます。生産調整特例、所得

特例などがあると伺っておりますが、まだ、具体的な提示があっていない状況でご

ざいます。どれだけの集落が対象になるか把握できていない状況でございますが、

今後、世話人さん方を通しまして特例などの措置に対応できるようにしてまいりた

いと考えております。 

次に、ＪＡとの協議状況等についてということでございますが、ＪＡにおきまし

ても農政の大改革ということで、行政と一体となる取り組みがなされている状況で

ございます。新たに農地保有合理化推進室の設置がなされ、その担当部署と連携を

取りながら推進を図っているところでございます。今後におきましても、さらなる

推進体制の強化についてお願いをしていきたいというふうに考えております。 

次に、農用地利用集積支援事業の対象についてでございますが、この貸し借りに

つきましては、制度が機能するためには地域の地主も農業者も、貸し借りの方法に

ついては合理化法人を通した貸借をするという合意に基づき事業に取り組む組織、

ここでいう地元が必要でございます。また、貸し手と借り手を仲介するＪＡ合理化

法人が必要でございます。四者の連携を基本とする取り組みでありますので、ご理

解をいただきますようにお願いをいたしまして、お答えといたします。 

○議長（高野誠二君）   

 立山議員、了解ですか。 

○５番（立山 隆君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 立山議員。 

［５番 立山 隆君 登壇］ 

○５番（立山 隆君）   
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この品目横断的経営安定対策につきましては、農家の不安もたくさんあります。

一つ、二つ例を挙げてみますと「担い手重視の陰で小さい農家が振り落とされるの

ではないか。」「小規模農家はこれを機に麦作、大豆作をやめるのではないか。」

また、高齢者の方から「つくれないようになったら認定農業者に貸すけんよかたい。

組織には入らなくてもよかろう。」というような不安が数々、声として聞かされま

す。また、私個人で心配するのは、この政策に対象外の人たちが今、水田農業確立

対策事業で実施しておられます転作をやってくれるのだろうかということも心配で

あります。 

また、農協への米の出荷量は半分にも満たないと聞いておりますし、個人販売が

半分以上ということになるわけですけど、このように農協に出荷していない方々が

どういう態度を取られるのかも心配となっております。この２点は、私個人の心配

として、また今後ともご指導をお願いします。この品目横断的経営安定対策は、や

らなくてはならない緊急対策です。全農家が要件を満たせるように、農地の利用集

積、地域のリーダー育成に積極的にご指導、ご支援をお願いいたしまして、私の質

問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、立山議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、昼食のためしばらく休憩いたします。午後は、１時30分より再開いたし

ます。 

午後０時01分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後１時30分 開議 

○議長（高野誠二君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次の通告順により、北原昭三議員の発言を許します。北原議員。 

［１番 北原昭三君 登壇］ 

○１番（北原昭三君）   

皆様、こんにちは。１番議員の北原でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

早速ですが、発言通告にしたがいまして、今回質疑１点と一般質問を１点させて

いただきます。質疑の１回目ですが、議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算

で、（款）衛生費、（目）ごみ処理費、総額８億4283万5000円となっております。

説明欄で、内訳としまして１ごみ処理費２億4043万6000円、２リサイクル推進事業

費230万円、３山鹿広域行政事務組合６億９万9000円とあります。まず、その中で
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ごみ処理費２億4043万6000円につきましてお伺いをいたします。前年度２億2092万

2000円と今回の18年度予算を比較した場合、1951万4000円の増となっております。

その中で、増の主な要因を教えていただきたいと思います。 

続きまして、一般質問の１回目に移ります。母子家庭を取り巻く環境が厳しさを

増しており、ほぼ５年ごとに実施している全国母子世帯等調査によると、2003年の

全国の母子世帯数は約123万世帯で、前回調査1998年の95万世帯から28.3％増加し

ております。経済的に厳しい状況に置かれていることが多く、医療費を助成し、経

済的・精神的な援助を図り、母子の健康の保持・増進を図ることが必要不可欠かと

思われます。 

それでは、母子家庭等医療費の助成、現物給付制度導入についてお伺いをいたし

ます。私が昨年６月に一般質問をさせていただきました乳幼児医療費の申請方法と

同じく、母子家庭等医療費についても、自己負担金を支払った後に領収書、診療証

明を市へ提出し、払い戻しを受ける償還払いでございます。 

それでは、質問をいたします。１問目としまして、本市の母子家庭の世帯数及び

受給者数をお知らせいただきたいと思います。２問目としまして、福祉として母子

家庭等に対する援助はどのようなものがありますか。３問目としまして、先ほど私

の見解で申しましたが詳しく現行の償還払いの流れといいますか、フローについて

教えていただきたいと思います。以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。熊野環境部長。 

［環境部長 熊野次男君 登壇］ 

○環境部長（熊野次男君）   

北原議員の質疑にお答えいたします。ごみ処理費の主な事業内容は、ごみの収集、

減量化に関する推進事業及び広域行政組合へのごみの処理費負担金等でございます。

ご質疑のごみ処理費につきましては、ごみの収集委託料、ごみ袋製造費、リサイク

ル推進事業がございます。お尋ねの前年比1951万円の増加要因といたしましては、

主に資源物収集増加に伴う経費、バイオマスへの生ごみ搬入に伴う人件費、ごみ収

集委託の個人から法人への変更等によるものでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

北原議員の一般質問の母子家庭等医療費の助成についてお答えいたします。母子
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家庭等医療費の助成につきましては、合併協議会の決定に基づきまして平成17年

４月診療分から統一の取り扱いとなりました。助成対象者は、20歳未満の児童を扶

養している母子家庭の母、父子家庭の父、その方に扶養されている18歳未満の児童

及び父母のいない18歳未満の児童とし、所得が児童扶養手当の支給制限以下である

ことが条件となります。 

助成内容としまして、医療費にかかる一部負担金のうち高額療養費、付加給付費、

入院時の食事療養費、それから保険適用外の自費分を除いた額を対象として、児童

扶養手当の全額支給に該当する場合は全額を助成し、児童扶養手当の一部支給に該

当する場合は３分の２を助成しているところでございます。 

平成17年１月から12月までの助成額としまして1381万6944円となっております。

うち、県補助金としまして558万4000円、一般財源が823万2944円でございます。本

年３月１日現在の受給者数は610世帯で1578人となっております。内訳としまして

は、全額助成が362世帯で988人、３分の２の助成が248世帯で590人となっておりま

す。 

現在の本市における助成方法は、償還払いのみの取り扱いでございます。申請の

方法としましては、受診された医療機関等の窓口に受給者証を提示し一部負担金を

支払い、助成申請書に１カ月分の診療証明をもらって市に申請していただきます。

審査・確認の上、申請された翌月には指定された口座に振り込んでおるところでご

ざいます。 

母子家庭、父子家庭、寡婦などのひとり親家庭等に対する支援策としまして、医

療費助成のほかに、母子家庭の母に対し各種教育訓練の受講料の一部を補助する母

子家庭自立支援教育訓練助成事業、それから、母子自立支援員によります相談事業、

それから、ひとり親家庭等に家庭支援専門員を派遣するひとり親家庭等日常生活支

援事業を実施しておりますので、これらの事業を有効に活用いただければと思って

おります。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 北原議員、了解ですか。 

○１番（北原昭三君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 北原議員。 

［１番 北原昭三君 登壇］ 

○１番（北原昭三君）   
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ご答弁ありがとうございました。２回目の質問をさせていただきます。まず、質

疑の件につきまして、年々環境問題に対する市民の皆様の意識、関心の高まりを強

く感じている昨今ではなかろうかと思います。広くは、地球温暖化対策から身近な

ところでは省エネルギー、ごみ減量問題などの多くの問題を抱えながらも、次の世

代の人たちに、このふるさと山鹿をつないでいかなければなりません。 

そこで５問お尋ねしたいと思います。本市としまして、１問目、可燃物、不可燃

物の収集量、２問目といたしまして、その収集費用、３問目といたしまして処理費

用、これは負担金だと思いますが、よろしくお願いをいたします。 

４問目、リサイクル推進事業で、予算に対する説明書の中で「エコタウン構想を

実現するために、住民みずからが行うごみの減量化・資源化を支援し、住民、事業

者、行政が一体となっての地域循環型社会の形成を図る。」とありました。つまり、

ゼロ・エミッション構想、あらゆる廃棄物を産業分野の原料として活用し、最終的

には廃棄物をゼロにすることだと私は理解させていただきました。リサイクル推進

事業の中で、ごみ処理機の普及と明記してありましたが、具体的に生ごみ処理機助

成事業とはどういうものであり、また、補助金額はどのくらいでしょうか。教えて

いただきたいと思います。 

５問目、これは参考のためにお聞きいたします。生ごみの減量化対策に、燃やさ

ないで生ごみを処理するディスポーザーという処理機があります。このディスポー

ザーは、どのようなものでしょうか。以上、よろしくお願いをいたします。 

続きまして、一般質問の現物給付制度導入について２回目の質問をさせていただ

きます。県下では、熊本市、水俣市の２市が、現物給付制度の導入をしております。

熊本市、水俣市の現物給付制度の導入の経緯としましては、熊本市では市民からの

要望が多かった。中でも、前住所地で現物支給を受けていた県外転入者からの要望、

並びに定例会本会議質問を初め議員からの質問、要望があり、熊本市では平成９年

より、水俣市では重度身障者が現物給付になっておりましたので、これにあわせて

導入され、昭和63年から導入に至ったとのことでございます。 

作業上、熊本市では従来、現物給付を支給する場合は、該当要件のチェック作業

を手作業でする必要があり、多くの時間を費やしていたそうですが、平成９年の電

算化システム導入により作業時間の大幅な省略が可能となったとのことでございま

した。なお、乳幼児医療費助成については既に現物支給を実施されておりましたが、

この同時期に電算システムを導入し、事務の軽減が図られたとのことでした。 

医師会からの協力などいろいろな事情もあると思いますが、本市としまして現物

給付制の導入につきましての見解をお伺いしたいと思います。 

以上で２回目の質問を終わります。 
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○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。熊野環境部長。 

［環境部長 熊野次男君 登壇］ 

○環境部長（熊野次男君）   

２回目の質疑にお答えいたします。まず、ごみの排出量でございますが、平成16

年11月から平成17年10月までの１年間の数量で申し上げますと、可燃ごみが8306ト

ン、前年と同じ期間で比較いたしますと12％減少しております。不燃ごみにつきま

しては1422トンで28％減量しております。これは、市民の皆様のご協力と指定袋利

用による減量化が考えられるところでございます。一方、資源物は1444トンで27％

の増加となっております。これは、分別収集が浸透したものと考えております。 

次に、広域への負担金の件でございますが、平成18年度の各施設の負担金は鹿央

のクリーンセンターで３億4156万円、前年度比4196万円の減少。植木の最終埋立処

分場で１億3196万円、前年度比1664万円の減少、リサイクルプラザで１億2169万円、

3748万円増加をいたしております。なお、リサイクルプラザの負担金の増加は、償

還元金の増加によるものでございます。 

３点目の生ごみ処理機設置補助制度についてお答えいたします。各家庭から排出

される生ごみの減量化を図るため、生ごみ処理容器、通常コンポストといいますが、

及び電動式生ごみ処理機を購入設置された方に補助するものでございます。補助金

の額でございますが、コンポストの場合、１世帯２基までで補助率が50％で限度額

が2000円、電動式生ごみ処理機は１世帯１基で、補助率は同じく50％で限度額が

２万円でございます。 

最後に、ディスポーザーでございますが、これは流し台の下に取り付けまして、

回転歯が高速回転し、生ごみを粉砕して排水溝から下水道等に流すものでございま

す。これを使用いたしますと、下水道の処理施設におきまして水質汚濁や汚泥の増

加要因が考えられ、また、処理処分の維持管理費が増加することが考えられます。

以上のことで、ディスポーザーでの処理方法は望ましくないものと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

２回目のご質問にお答えいたします。先ほどお答えしましたように、現在の本市

における母子家庭等医療費の助成方法といたしましては、償還払いのみの取り扱い

をしております。県内15市の状況を見てみますと、議員述べられましたとおり熊本
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市と水俣市の２市が市内の医療機関を受診した場合が現物給付で、市外の医療機関

を受診した場合は償還払いの併用ということになっております。本市を含めまして

13市におきましては、償還払いのみの取り扱いとなっております。 

現物給付制度導入につきましては、いくつかの問題点がございます。１点目とし

まして、一部負担金を支払わないことによって医療費に対する自覚がなくなり頻回

受診、重複受診を助長し、医療費の上昇につながる恐れがある。財政的な負担の増

加が予想されることです。 

それから、２点目としまして、付加給付がある保険組合の被保険者に対しては償

還払いを取らざるを得ず、保険者によって取り扱いが変わって不平等性が生じるこ

とです。さらに現在の本市における助成額が、全額助成と３分の２助成の２段階と

なっているため、年度途中で所得の更正により助成額の段階が変更になった場合の

対応が困難になります。 

また、医療費制度に対します国の政策が過渡期を迎えているところでありますの

で、現物給付制度導入につきましては今後、国の動向を見極めながら検討してまい

りたいと思います。ご理解を賜りますようお願い申し上げまして答弁といたします。 

○議長（高野誠二君）   

 北原議員、了解ですか。 

○１番（北原昭三君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 北原議員。 

［１番 北原昭三君 登壇］ 

○１番（北原昭三君）   

いろいろとご答弁ありがとうございました。ごみにつきましては、収集量は減少

方向にということでございましたので安心いたしました。ごみ問題といいますか、

ごみの減量化には皆様もご存知のとおり三つのＲが必要と聞いたことがあります。

１番目、リデュース、減らす、出さない。２番目、リユース、繰り返し使う、３番

目、リサイクル、再資源化です。やはり、最後は各個人の心構え、意識がどうある

かでごみの排出量削減、相乗効果として環境保全に影響すると思います。 

今後も、毎月環境課より発行されております山鹿環境便にいろんな情報等を掲載

していただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

一般質問、現物給付制度の導入につきまして３回目の質問をさせていただきます。

先般の市長説明要旨の中で、「最近の住民意識調査では７割を超える市民が、ずっ

と山鹿に住み続けたいという意向であり、市民の皆様の新市への期待。」というふ
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うに書いてございました。冒頭に申しましたように、母子家庭を取り巻く環境が厳

しさを増しており、対象者の方より、償還払いは一時的ではありますが家計の負担

は重く、手続きが煩雑であるとのことです。小さいことかもしれませんが、本人に

とっては重要なことと思います。ずっと山鹿市に住み続けたいという人が、もっと

もっとふえるような市民サービスをご期待申し上げます。最後に現物給付制度の導

入について市長の見解をお伺いいたします。 

以上で、私の質疑、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

北原議員の３回目のご質問にお答えいたします。母子家庭等医療費の現物給付制

度導入につきましては、先ほど市民福祉部長がお答えしましたとおり幾つかの問題

点がありますし、医療費制度に対する国の政策が過渡期を迎えておるところであり

ますので、今後、国の動向を見極めていく必要があると思います。私といたしまし

ても、市長会等を通じ、母子家庭等医療費の現物給付が国において制度化されるよ

う働きかけてまいりたいと思いますので、議員各位のご支援・ご協力よろしくお願

い申し上げたいと思います。以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、北原議員の質疑、一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、横手啓介議員の発言を許します。横手議員。 

［19番 横手啓介君 登壇］ 

○19番（横手啓介君）   

こんにちは。最後の質問者となりました。最後までよろしくお願いいたします。 

今回、質疑を２点、それと一般質問を２点いたします。まず質疑から、議案第32

号 平成18年度山鹿市一般会計予算、95ページ、健康温泉館「ゆ～かむ」について

でございます。健康づくり推進費ということで9350万1000円を計上してあります。

また、収入として衛生使用料3600万4000円、43ページ、それと衛生費雑入というこ

とで483万円、66ページですけども、合わせて4083万4000円の収入であります。そ

の倍以上の金額が維持管理にかかっているということでございますけども、執行部

として費用対効果をどのように考えておられるのかをお答えを願いたいと思います。 

続きまして質疑の２点目、同じく平成18年度山鹿市一般会計予算の101ページ、

ＪＡ事業でございます。この事業は今まで４町ではあった事業ですけども旧山鹿市

においてはなかった事業でございます。今回初めて出てきておりますので、どのよ



- 230 -   

うな補助金なのかをお伺いをいたします。 

続きまして一般質問、地域活動補助金についてでございます。まず、17年度に

6000万円の計上が行われております。旧山鹿市において2000万円、各旧４町におい

て1000万円ずつの予算が組まれておりますけども、17年度においてどのようなもの

に使われてきたのか、現時点でのことで結構ですのでお知らせください。 

私は、山鹿地域の山鹿校区に住んでおります。どのようなことに使われているの

か、あんまり見えてこないといいますか聞こえてもきませんので、どのようなこと

に使われたのか。また、その執行率も、あわせてお知らせをください。山鹿地域に

おいては、８校区それぞれに200万円、団体に400万円、計の2000万円というふうに

なっております。他の４地域においてはどのように分配されておるのかも、あわせ

てお知らせをください。 

続きまして、一般質問の２点目、水辺プラザの管理費について質問をいたします。

これは、議案第32号の一般会計予算の方にも計上されております。104ページに

2460万6000円と組まれております。質疑としてすべきかとも思いましたけども、少

し掘り下げたいと思いまして一般質問といたしました。議案第65号においても、指

定管理者制度に株式会社鹿本町振興公社に指定するという議案が出ておりますけど

も、そのことを前提といたしまして質問をいたします。 

今回、一般会計で計上してあります2460万6000円は、部長の説明で雨漏りの修理

であるというふうに説明を受けました。どうも釈然としない気持ちであります。と

申しますのも、平成16年度の経営状況の報告を見ますと269万4741円の利益を出さ

れ、株主配当で223万8000円が旧鹿本町限定の株主へ配当金が配られております。

もし、利益が出ていないなら、この雨漏り修理は妥当であるかな、仕方がないかな

というふうに思いますけども、利益を出して配当を出し、また、17年度も配当があ

るというふうに聞いております。株主配当をし、建物に不具合を生じると、市の税

金を使い、それを直すということで、何か釈然としないというような気持ちが起こ

ってくるわけです。この気持ちをぜひ晴らさせていただきたいということで質問を

いたします。よろしくお願いいたします。 

１回目の質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算の95ページ、健康温泉館「ゆ～か

む」についての横手議員の質疑にお答えいたします。ゆ～かむの平成18年度運営費
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9350万1000円を歳出予算として計上いたしております。この中に、現在、施設の一

部借地料としまして年間55万9000円を支払っておりますけれども、この用地を購入

するための予算927万円が含まれております。また、歳入は、施設使用料及び手数

用3600万4000円、雑入483万円、合計の4083万4000円を計上いたしております。歳

出の額の43.7％に当たります。 

費用対効果のご説明を求められましたが、ゆ～かむは温泉を活用したプール、あ

るいは筋力トレーニングができる運動機器を備えておりまして、市民の方々の健康

増進と体力づくりの施設として運営しているところでございます。 

以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 

○経済部長（藏原栄一君）   

質疑の２点目、ＪＡ事業についてお答えいたします。今回の補助金については、

これまで旧市町のＪＡ部会支部でそれぞれに取り組んでいた事業補助金を統一し、

山鹿市全体のＪＡ各部会活動補助制度に切り替えて、目的の共有を図るためのもの

でございます。 

事業の内容としては、農業者の技術取得のための研修や販売促進、売れる農産物

づくりのための新規作物や振興作物の推進、品目横断的経営安定対策に対応し農地

流動化を促進するため、農協の農地保有合理化法人との連携・活用、また、黄化葉

病が地域に広がりつつあることを受けて、産地の一大危機であるため徹底的な防除

を行い、産地の回復に努めていきたいと考えております。 

市としましては、それぞれの事業に基準を設け、経費の２分の１及び３分の１の

補助として考えているところでございます。農業の活性化を図る上で補助制度の見

直しを検討してきましたが、その中で効率的な農業経営を促進するには、定着して

いるＪＡの部会の活動を助長することが必要と判断し、また、補助制度をＪＡ本所

営農部局で管理することで山鹿市全体のそれぞれの部会活動に浸透すると判断し、

予算計上したものでございます。 

続きまして一般質問の２点目、水辺プラザ管理費についてお答えいたします。水

辺プラザかもとは、旧鹿本町が都市と農村の交流を目的として農産物の直売施設と

温泉を兼ね備えた施設として建設、平成11年４月にオープンして本年８年目を迎え

ますが、この施設の一部に損耗や故障が発生、また、安全対策の必要な箇所がある

ため、これを平成18年度に改修工事を予定しているものでございます。 

内容としましては、屋上のトップコートの被膜、街路灯のバッテリーの交換、浄
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化槽破砕機の交換、受電設備の増設及び公園のフェンス設置でございます。屋上の

トップコートの被膜につきましては、施設本体の屋上に防水のためＦＲＰを設置、

この効果を持続させるため被膜塗装がされていますが、この被膜が損耗し、雨漏り

のおそれなどがあるため、この塗装工事を行うものです。 

また、街路灯については、太陽光発電及び風力発電の電力をバッテリーに蓄える

自立型でありますが、バッテリーが７年を超え交換時期がきたことによる取りかえ

でございます。浄化槽の破砕機については、故障による取りかえ工事を行うもので

す。 

受電設備については、保健所の指導により冷蔵施設の追加設置などにより、施設

内の電力供給の増加による異常負荷防止対策が必要であるため増設するものでござ

います。 

また、遊具施設周辺のフェンス設置は、子どもたちの道路への飛び出しを防ぐた

めの安全施設設置工事です。平成18年度から第三セクター株式会社鹿本町振興公社

に指定管理の予定でございますが、施設改修については内容を検討してまいりまし

たが、市として改修するべきもので今回予算計上させていただいたものでございま

す。なお、株式会社鹿本町振興公社は、旧鹿本町時代から利益の中から寄附という

形で行政に還元されており、平成17年度においても寄附を行われる予定と伺ってお

ります。以上、ご理解賜りますようお願い申し上げまして答弁といたします。 

○議長（高野誠二君）   

 福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

横手議員さんの一般質問にお答えをいたします。地域活動補助金につきましては、

ご存知のとおり山鹿地域が2000万円、４町地域がそれぞれ1000万円でございます。

今年度の各地域での決算見込みといたしましては、４町地域におきましては、ほぼ

1000万円近くとなる見込みでございますが、山鹿地域は1500万円ほどになるようで

ございます。これは、団体枠分と山鹿校区分での申請が少なかったということで

1500万円ほどになっております。また、山鹿地域関係につきましては、８校区200

万円で1600万円、各種団体枠として400万円、合計の2000万円として調整がなされ

ております。また、４町におきましては、地域協働組織におきまして地区分、また、

団体分を一括して調整が行われているところでございます。 

次に、それぞれの地域での主な使途内容についてでございますが、旧市町での行

政の取り組み状況で違いが出てきております。つまり、これまでの集落活動への助

成の有無や、公民館やスポーツなどの組織形態の違いや、その活動の助成の有無な
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ど、また、市街地部や農村部での自治活動の違いなどもございます。 

まず、山鹿地域でございますが、行政区関係の内容といたしましては、集落のご

み集積所、案内看板、公園整備などのハード的な事業が中心のようでございます。

そのほかに地域の祭りや花壇づくり、どんどや、スポーツ交流、広報誌の発行など

もされているようでございますし、団体につきましては、子育て交流、地域祭り、

子ども祭り、世代間交流、伝統芸能伝承、防犯・防災などのソフト事業がございま

す。 

次に、鹿北地域でございますが、行政区関係では地域環境整備、地域の祭り、地

域伝承行事、花いっぱい運動、敬老祝い、産業祭り、子ども育成、スポーツ交流な

どでございます。団体につきましては、地域祭り、スポーツ交流、子ども育成、防

災交通、小さな親切運動、花いっぱい運動などのようでございますが、都市住民と

の農業収穫交流など新しい取り組みも行われております。 

菊鹿地域でございます。行政区関係でございますが、地域環境整備、地域祭り、

地域伝承祭り、スポーツ交流、敬老祝い、世代間交流などが多いようでございます。

団体につきましては、スポーツ交流、子ども育成、防犯・防災、研修勉強会などが

行われております。 

次に、鹿本地域関係でございます。行政区関係では、花いっぱい運動、地域環境

美化、スポーツ交流、地域祭り、敬老祝い、世代間交流などが多いようでございま

す。団体につきましては、子どもの教育育成関係が多いようですが、どんどや等伝

承行事、世代間交流、花いっぱい運動、地域環境美化、スポーツ交流、商店街振興、

地域情報誌発行など多岐にわたっております。 

最後に鹿央地域でございます。行政区関係では、地域環境美化、地域祭り、敬老

祝い、花いっぱい運動、世代間交流、伝承行事などが多いようです。団体につきま

しては、地域祭り、子ども祭り、景観づくり、赤米栽培体験、スポーツ交流などが

多いようでございます。以上で答弁を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 横手議員、了解ですか。 

○19番（横手啓介君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 横手議員。 

［19番 横手啓介君 登壇］ 

○19番（横手啓介君）   

２回目の質問をいたします。まず、質疑の１点目、ゆ～かむについてでございま
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す。答弁において費用対効果ということをお聞きしたんですが、何かどのような費

用対効果かなというふうに感じました。市民の健康増進に寄与しているというよう

なことでございますが、話に聞きますと、ゆ～かむについては山鹿市内もさること

ながらよその町から、特に福岡の方ですけども多くの方々が来られているというふ

うに聞いております。 

多くの方々が利用されているということに山鹿市の市民の税金を使っているとい

うような考え方もございますが、それに対する何らかの効果がなければならないと

思います。例えば、鹿北地区に対しての経済効果という点を思うわけですが、そう

いう点はどのように執行部としては考えておられるのかお聞きをいたします。 

また、ゆ～かむには、温泉プールということでプールもございますが、この施設

は体育施設としての利用があるのか。あれば、その利用頻度をお知らせいただきた

いと思います。 

続きまして質疑の２点目、ＪＡ事業でございます。ＪＡの行う事業に対する補助

を２分の１、３分の１というふうなことでされるということですが、今、黄化葉病

のことが言われました。大変な病気で、私も市場にセリに行くんですが、本当に昨

年の秋ぐらいからほとんどメロンが出なくなって、たまに出ても全然おいしくない

と、甘味がないというような状況でございます。 

黄化病対策をするということですけど、ただ、これをＪＡの組合員だけでされて

も何の効果もないと思います。組合員以外すべての農業者向け、また、本来ですな

ら、家庭菜園までも含めなければならないというふうに考えますが、執行部として

はどのようなお考えでおられますかお聞きをいたします。 

続きまして一般質問、地域活動補助金についてでありますが、今、部長の方から、

いろいろよその町、また山鹿校区に関しましても話が出ておりますけど、４町に関

しましては大体同じような使い方がなされておると。ただ、山鹿地区、山鹿校区に

関しましては、やっぱり初めてのことで使い方がわからないというようなことで予

算の方も500万円ほど残っているというふうなことでございます。 

これは、いろんな団体等に周知不足じゃなかろうかというふうに考えます。広報

など、もしくはパンフレットなどで知らせたらいかがかなと思いますが、執行部と

してどのようにお考えかお聞きをいたします。 

続きまして、水辺プラザに関してであります。釈然としない気持ちをどうにか解

消してくれということを申し上げましたが、やっぱり何か晴れません。普通、多く

の市民は、高い固定資産税を払いながら家屋の修繕は、少ないか多いかわかりませ

んけど自分の収入の中で払います。または、銀行などから借入を起こし、その修

繕・修理を行うのが普通であります、水辺プラザは市の持分ということで固定資産
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税もなく、修繕においては市のお金が使われていくということでうらやましいとい

うのが一番先にくる気持ちでしょうかね。そう思うわけです。 

そこで、普通のものと市が持っている財産等を比較するわけにはいきませんが、

やっぱり普通の市民からはうらやましい。これがわかったら、ちょっとおかしいと

いうふうにみんな思うんじゃないかと思います。もう一回釈然としない気持ちを晴

れさせていただくために、もう一度説明をお願いしたいというふうに思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。森市民福祉部長。 

［市民福祉部長 森 和芳君 登壇］ 

○市民福祉部長（森 和芳君）   

２回目の質疑のゆ～かむの利用状況、それから経済効果等につきましてお答えい

たします。まず、市内、市外の利用状況についてでございますが、平成18年の２月

までのビジターの市内利用者は３万3243人、市外の利用者が３万2738人、合計の

６万5981人となっております。市民のご利用は50.4％になっております。また、会

員は月ごとに160人から230人の更新がありまして平均193人、市内の方が148人、市

外が45人。市民の会員の方が76.7％を占めております。会員の利用者は、述べ３万

1934人です。会員利用は、市内の方のご利用が多く見られますけども、一般の利用

者につきましては、まだまだ市民の十分な利用がなされていない状況にございます。 

次に、経済効果についてお答えします。ゆ～かむは健康増進施設ですので、施設

等を有効に活用し、温泉水プールでの事業、それからトレーニングルームの事業、

スタジオにおける事業、ゆ～かむレストラン事業などの健康増進に努めているとこ

ろでございます。経済効果として大きく上げられるものではありませんけれども、

道の駅小栗郷での農産物販売、それからレストランでの食事による収入、あるいは、

市内観光等には寄与しているものと考えております。 

次に、温泉水プールの利用についてお答えいたします。この温泉水プールの利用

につきましても体育施設としての利用ではなくて健康増進施設でありますので、主

にトレーナーの指導等による各種教室として、水中ウォーキング教室、水中ストレ

ッチャーウォーキング教室、アクアボディシェイプ教室などを、週１回から４回実

施しております。なお、一部小学生の水泳教室としても、初級コース８名と育成

コース15名の利用があっております。以上、お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 藏原経済部長。 

［経済部長 藏原栄一君 登壇］ 
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○経済部長（藏原栄一君）   

ＪＡ事業の２回目の質疑にお答えいたします。黄化葉病につきましては、ＪＡ部

会の園芸作だけの問題ではないということを、市もＪＡも認識をしているところで

ございます。このため、今回の事業では山鹿市全体としての取り組みを行い、黄化

葉病の早期撲滅を計画しております。また、農地保有合理化法人活動についても、

組合員以外も取り組んでいく事業でございます。 

続きまして一般質問の２点目、水辺プラザ管理費の２回目の質問にお答えいたし

ます。水辺プラザについては、旧鹿本町が地域住民の憩いの場と都市住民との交流

により、地域の活性化を図る目的で建設した施設でございます。この運営に当たり、

町が直営で行うか民との連携による第三セクターで行うかを検討された経過がござ

いますが、結論としては民の経営能力を活用する第三セクターで運営がなされてき

たところでございます。 

また、本施設を利用する農作物などの出荷組合員も280名おりますし、トレーサ

ビリティー制度の実施など規律を守りながら、この施設を利用して出荷し、農作物

などの販売利益を得て活力ある農業経営に取り組んでおられます。この施設が市の

活性化を図るための施設であるということを、あわせてご理解いただきますようお

願いいたしまして答弁といたします。 

○議長（高野誠二君）   

 福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

２回目のご質問にお答えを申し上げます。地域活動補助金の広報・周知につきま

しては、この制度のスタート時におきまして広報でお知らせし、また、説明会等も

実施いたしましたが、まだ十分ではなかったと思っております。特に、行政区以外

の団体に対しての案内や説明が足りなかったものと反省をいたしております。今後

は、チラシや説明会など効果的な方法を検討しながら、各種団体の地域づくり活動

への参加を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（高野誠二君）   

 横手議員、了解ですか。 

○19番（横手啓介君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 横手議員。 

［19番 横手啓介君 登壇］ 
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○19番（横手啓介君）   

３回目の質問をいたします。まず、質疑のゆ～かむについてでございますが、こ

れは所管でもございますので、また委員会の方でさせていただきたいというふうに

思います。 

続きまして、ＪＡ事業についてです。今、これはＪＡの組合員だけでなく全体で

やっていくということでございましたので納得はいたしましたけども、最近ではス

イカの方にも、その被害が広がっているというふうに聞きました。本当、早急な対

策というのが今後重要になるかと思います。この件もぜひとも急いでやっていただ

きたいと、組合員だけじゃなく山鹿市民全体、農業者全体にやっていただきたいと

お願いをいたします。 

続きまして、一般質問の地域活動補助金についてでございます。また新しくパン

フレットもしくは広報をやるということで理解してよろしかろうと思いますけど、

今まで旧山鹿市においては各地域で行ってきた部分がございます。例えば、公民館

の修理であるとか、ごみの集積場の設置場所の整備であるとか、そういうのが大体

各地域、各住民がお金を出し合ってやってきたところがあります。これが今、話の

中ではその補助金の中から出るというようなことも新たに出てきたわけですけど、

そういう今まで市民がお金を出していた部分は、これから先この補助金で出ますよ

というような、詳しい広報等もよろしくお願いしたいというふうに思います。また、

それが私どもが初めて質問するに当たって知ったのが100％補助だというふうに聞

いておりますので、その100％補助も広報等には載せていただきたいというふうに

思います。 

続きまして、水辺プラザ管理費についてでございますが、どうも釈然としない気

持ちはいっぱいではございます、今後また指定管理者制度で移っていきます、その

中でぜひとも今社長、ここにおられます、株主の中でも私の言ったことをぜひ伝え

ていっていただきたいというふうに思います。 

これで質問を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 福田企画振興部長。 

［企画振興部長 福田憲之君 登壇］ 

○企画振興部長（福田憲之君）   

地域活動補助金関係の広報関係につきましては十分内容を熟知いたしまして、地

域審議会や地域協働組織、各種団体に、内容を十分検討いたしましてお知らせをし

ていきたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   
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 答弁を求めます。杉燒助役。 

［助役 杉燒義文君 登壇］ 

○助役（杉燒義文君）   

横手議員さん、釈然としない気持ちの中で、水辺プラザの修繕費予算を例にご質

問をいただいております。ご案内のとおり、本市が出資しております第三セクター

の代表職にありますので少し補足をさせていただきます。 

第三セクターの制度的施設の性質からいたしますと、施設そのものは先ほどご案

内いただいたとおり行政の資産でございますので、必要については今日までも行政

が対応をいたしてきております。公が有する施設の修繕ということでございまして、

現状につきましてはご理解をいただきたいというふうに思います。 

横手議員さん、民の感覚からのご意見として水辺プラザ、利益が上がっている状

況では、三セクの会社に修繕等はやらせてもよいのではないかというようなことだ

というふうに思います。釈然としないご意見、まさにそこら辺、十分に理解すると

ころではございます。今、従来の第三セクターの基本的有り様そのものが問われて

いるということは、ご案内のとおりだろうというふうに思います。指摘されており

ます、まさに行政依存の経営体質ということでありまして、本市が出資します第三

セクターにも少なからず反省をし、そして、改善をすべきところもあるというふう

に理解をいたしております。 

今議会で提案をいたしております指定管理者制度への運営移行が、まさにその改

善に向けての取り組みの一つでもあると思いますし、第三セクターの代表職にあり

ます私としましても、今、議員のご意見のとおり、早く民の方向への方向づけをし

てまいりたいというふうに思っております。第三セクターの改革のときでもありま

すので、行革の取り組み速度に遅れることのないように改善に向けて努めてまいり

ますので、今後ともよろしくご指導のほどをお願い申し上げておきたいと思います。 

以上です。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、横手議員の質疑、一般質問は終了いたしました。 

 これをもちまして、通告による質疑、一般質問は全部終了いたしました。これに

て質疑、一般質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第85号から議案第91号ま

での城北財産区管理委員の選任についての７案件は、会議規則第37条第２項の規定

により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   
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 ご異議なしと認めます。よって、議案第85号から議案第91号までの７案件は、委

員会付託を省略することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 委員会付託   

○議長（高野誠二君）   

日程第２、委員会付託を行います。 

ただいま議題となっております議案第85号から議案第91号までを除く全案件を、

お手元に配付いたしております付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いた

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 散 会   

○議長（高野誠二君）   

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後２時29分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成18年（第１回）山鹿市議会３月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第５号）   

 

平成18年３月23日（木曜日）午前10時開議 

第１ 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

         （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の一部変更について） 

   議案第２号 専決処分の承認を求めることについて 

         （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、

共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について） 

   議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号） 

   議案第４号 平成17年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第５号 平成17年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第６号 平成17年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第７号 平成17年度六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第８号 平成17年度城北財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第９号 平成17年度稲田財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第10号 平成17年度稲田六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第11号 平成17年度山鹿市病院事業会計補正予算（第５号） 

   議案第12号 山鹿市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

   議案第13号 山鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例 

   議案第14号 山鹿市長等の給与の特例に関する条例 

   議案第15号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第16号 山鹿市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

   議案第17号 山鹿市国民保護協議会条例 

   議案第18号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 

   議案第19号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例 

   議案第20号 山鹿市在宅高齢者福祉対策事業費用徴収条例の一部を改正する条例 

   議案第21号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条

例 

   議案第22号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
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   議案第23号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第24号 山鹿市城北財産区財政調整基金条例等の一部を改正する条例 

   議案第25号 山鹿市稲田財産区財政調整基金条例 

   議案第26号 山鹿市鹿央古代の森交流施設条例 

   議案第27号 山鹿市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

   議案第28号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

   議案第29号 山鹿市営墓地条例の一部を改正する条例 

   議案第30号 山鹿市放置自動車発生の防止及び適正な処理に関する条例 

   議案第31号 山鹿市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

   議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   議案第33号 平成18年度山鹿市国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第34号 平成18年度山鹿市老人保健事業特別会計予算 

   議案第35号 平成18年度山鹿市用地先行取得事業特別会計予算 

   議案第36号 平成18年度山鹿市農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第37号 平成18年度山鹿市介護保険事業特別会計予算 

   議案第38号 平成18年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計予算 

   議案第39号 平成18年度山鹿市簡易水道事業特別会計予算 

   議案第40号 平成18年度六郷財産区特別会計予算 

   議案第41号 平成18年度城北財産区特別会計予算 

   議案第42号 平成18年度稲田財産区特別会計予算 

   議案第43号 平成18年度稲田六郷財産区特別会計予算 

   議案第44号 平成18年度山鹿市水道事業会計予算 

   議案第45号 平成18年度山鹿市病院事業会計予算 

   議案第46号 平成18年度山鹿市下水道事業会計予算 

   議案第47号 山鹿市基本構想 

   議案第48号 須屋・星原辺地総合整備計画 

   議案第49号 岩倉辺地総合整備計画 

   議案第50号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の共同設置について 

   議案第51号 公の施設の指定管理者の指定について（消防団第16分団拠点施設） 

   議案第52号 公の施設の指定管理者の指定について（市民会館） 

   議案第53号 公の施設の指定管理者の指定について（稲田地域交流センター） 

   議案第54号 公の施設の指定管理者の指定について（木工体験施設） 

   議案第55号 公の施設の指定管理者の指定について（本分地区多目的集会施設） 

   議案第56号 公の施設の指定管理者の指定について（山村・都市交流施設） 
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   議案第57号 公の施設の指定管理者の指定について（池田地区農業集落多目的集

会施設） 

   議案第58号 公の施設の指定管理者の指定について（酒造野地区農業集落多目的

集会施設） 

   議案第59号 公の施設の指定管理者の指定について（一本松農村公園） 

   議案第60号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央生産物直売所） 

   議案第61号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央ふるさと親木館） 

   議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿本ふれあい木香館） 

   議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について（特産工芸村） 

   議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について（鞠智城跡物産館） 

   議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について（水辺プラザかもと） 

   議案第66号 公の施設の指定管理者の指定について（道の駅小栗郷） 

   議案第67号 公の施設の指定管理者の指定について（小栗郷カントリーパーク） 

   議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（灯籠民芸館） 

   議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（キャ

ンプ場、テント村）） 

   議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（きら

り）） 

   議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について（岳間渓谷キャンプ場） 

   議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（待合所

棟）） 

   議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（物販棟）） 

   議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について（勤労青少年ホーム） 

   議案第75号 公の施設の指定管理者の指定について（八千代座等） 

   議案第76号 公の施設の指定管理者の指定について（市民スポーツセンター） 

   議案第77号 公の施設の指定管理者の指定について（市民プール） 

   議案第78号 公の施設の指定管理者の指定について（サイクリングターミナル） 

   議案第79号 市道路線の認定について 

   議案第80号 市道路線の認定について 

   議案第81号 市道路線の認定について 

   議案第82号 市道路線の認定について 

   議案第83号 市道路線の認定について 

   議案第84号 市道路線の認定について 

   議案第85号 城北財産区管理委員の選任について 
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   議案第86号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第87号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第88号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第89号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第90号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第91号 城北財産区管理委員の選任について 

   請願第３号 屋内公認プールの建設に関する請願書 

   陳情第５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情書 

   陳情第６号 市町村管理栄養士設置に関する陳情書 

   陳情第７号 山鹿市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書 

   陳情第８号 情報格差解消に関する陳情書 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 所管事務調査の委員会付託 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

本日の会議に付した事件 

第１ 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

         （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の一部変更について） 

   議案第２号 専決処分の承認を求めることについて 

         （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、

共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について） 

   議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号） 

   議案第４号 平成17年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第５号 平成17年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第６号 平成17年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第７号 平成17年度六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第８号 平成17年度城北財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第９号 平成17年度稲田財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第10号 平成17年度稲田六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 

   議案第11号 平成17年度山鹿市病院事業会計補正予算（第５号） 

   議案第12号 山鹿市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

   議案第13号 山鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する
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条例の一部を改正する条例 

   議案第14号 山鹿市長等の給与の特例に関する条例 

   議案第15号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第16号 山鹿市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

   議案第17号 山鹿市国民保護協議会条例 

   議案第18号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 

   議案第19号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例 

   議案第20号 山鹿市在宅高齢者福祉対策事業費用徴収条例の一部を改正する条例 

   議案第21号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条

例 

   議案第22号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

   議案第23号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第24号 山鹿市城北財産区財政調整基金条例等の一部を改正する条例 

   議案第25号 山鹿市稲田財産区財政調整基金条例 

   議案第26号 山鹿市鹿央古代の森交流施設条例 

   議案第27号 山鹿市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

   議案第28号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

   議案第29号 山鹿市営墓地条例の一部を改正する条例 

   議案第30号 山鹿市放置自動車発生の防止及び適正な処理に関する条例 

   議案第31号 山鹿市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

   議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

   議案第33号 平成18年度山鹿市国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第34号 平成18年度山鹿市老人保健事業特別会計予算 

   議案第35号 平成18年度山鹿市用地先行取得事業特別会計予算 

   議案第36号 平成18年度山鹿市農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第37号 平成18年度山鹿市介護保険事業特別会計予算 

   議案第38号 平成18年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計予算 

   議案第39号 平成18年度山鹿市簡易水道事業特別会計予算 

   議案第40号 平成18年度六郷財産区特別会計予算 

   議案第41号 平成18年度城北財産区特別会計予算 

   議案第42号 平成18年度稲田財産区特別会計予算 

   議案第43号 平成18年度稲田六郷財産区特別会計予算 

   議案第44号 平成18年度山鹿市水道事業会計予算 
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   議案第45号 平成18年度山鹿市病院事業会計予算 

   議案第46号 平成18年度山鹿市下水道事業会計予算 

   議案第47号 山鹿市基本構想 

   議案第48号 須屋・星原辺地総合整備計画 

   議案第49号 岩倉辺地総合整備計画 

   議案第50号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の共同設置について 

   議案第51号 公の施設の指定管理者の指定について（消防団第16分団拠点施設） 

   議案第52号 公の施設の指定管理者の指定について（市民会館） 

   議案第53号 公の施設の指定管理者の指定について（稲田地域交流センター） 

   議案第54号 公の施設の指定管理者の指定について（木工体験施設） 

   議案第55号 公の施設の指定管理者の指定について（本分地区多目的集会施設） 

   議案第56号 公の施設の指定管理者の指定について（山村・都市交流施設） 

   議案第57号 公の施設の指定管理者の指定について（池田地区農業集落多目的集

会施設） 

   議案第58号 公の施設の指定管理者の指定について（酒造野地区農業集落多目的

集会施設） 

   議案第59号 公の施設の指定管理者の指定について（一本松農村公園） 

   議案第60号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央生産物直売所） 

   議案第61号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央ふるさと親木館） 

   議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿本ふれあい木香館） 

   議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について（特産工芸村） 

   議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について（鞠智城跡物産館） 

   議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について（水辺プラザかもと） 

   議案第66号 公の施設の指定管理者の指定について（道の駅小栗郷） 

   議案第67号 公の施設の指定管理者の指定について（小栗郷カントリーパーク） 

   議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（灯籠民芸館） 

   議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（キャ

ンプ場、テント村）） 

   議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（きら

り）） 

   議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について（岳間渓谷キャンプ場） 

   議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（待合所

棟）） 

   議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（物販棟）） 
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   議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について（勤労青少年ホーム） 

   議案第75号 公の施設の指定管理者の指定について（八千代座等） 

   議案第76号 公の施設の指定管理者の指定について（市民スポーツセンター） 

   議案第77号 公の施設の指定管理者の指定について（市民プール） 

   議案第78号 公の施設の指定管理者の指定について（サイクリングターミナル） 

   議案第79号 市道路線の認定について 

   議案第80号 市道路線の認定について 

   議案第81号 市道路線の認定について 

   議案第82号 市道路線の認定について 

   議案第83号 市道路線の認定について 

   議案第84号 市道路線の認定について 

   議案第85号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第86号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第87号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第88号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第89号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第90号 城北財産区管理委員の選任について 

   議案第91号 城北財産区管理委員の選任について 

   請願第３号 屋内公認プールの建設に関する請願書 

   陳情第５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情書 

   陳情第６号 市町村管理栄養士設置に関する陳情書 

   陳情第７号 山鹿市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書 

   陳情第８号 情報格差解消に関する陳情書 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 所管事務調査の委員会付託 

日程追加 

第３ 議案第92号 財産の処分について 

   議案第93号 財産の譲渡について 

   議案第94号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第９号） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

出席議員（30名） 

１番  北 原 昭 三 君   
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２番  芹 川 正 美 君   

３番  藤 原   豊 君   

４番  立 山 秀 木 君   

５番  立 山   隆 君   

６番  原     徹 君   

７番  平 井 邦 廣 君   

８番  吉 本 政 幸 君   

９番  池 田 誠 一 君   

10番  堀   茂 幸 君   

11番  永 田 紘 二 君   

12番  森 川 昭 彦 君   

13番  早 田 順 一 君   

14番  川 野   功 君   

15番  古 荘 克 郎 君   

16番  島 田 節 男 君   

17番  森   芳 顕 君   

18番  家 入 憲 隆 君   

19番  横 手 啓 介 君   

20番  高 野 誠 二 君   

21番  藤 原   弘 君   

22番  森   久 雄 君   

23番  西牟田   長 君   

24番  太田黒 鐵 郎 君   

25番  丸 山 寛 治 君   

26番  寺 崎 勇 児 君   

27番  高 口 功二郎 君   

28番  山 口 晋 正 君   

29番  古 田 信 助 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

助      役     杉 燒 義 文 君   

収   入   役     永 田 忠 晴 君   
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教   育   長     田 中   宏 君   

総 務 部 長     西 田 秀 行 君   

企 画 振 興 部 長     福 田 憲 之 君   

市 民 福 祉 部 長     森   和 芳 君   

経 済 部 長     藏 原 栄 一 君   

建 設 部 長     池 田 永 実 君   

環 境 部 長     熊 野 次 男 君   

水 道 局 長     池 田 幸 一 君   
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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午前10時00分 開議 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 おはようございます。これより本日の会議を開きます。 

 お手元に議案の正誤表が提出されておりますのでご了承願います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 議案第１号～議案第91号   

     請願第３号   

     陳情第５号～陳情第８号   

○議長（高野誠二君）   

 日程第１、各常任委員会に付託してありました議案、請願、陳情及び議案第85号

から91号までの全案件を議題といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

        （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び 

        規約の一部変更について） 

  議案第２号 専決処分の承認を求めることについて 

        （熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、共 

        同処理する事務の変更及び規約の一部変更について） 

  議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号） 

  議案第４号 平成17年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  議案第５号 平成17年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第６号 平成17年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  議案第７号 平成17年度六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 

  議案第８号 平成17年度城北財産区特別会計補正予算（第１号） 

  議案第９号 平成17年度稲田財産区特別会計補正予算（第１号） 

  議案第10号 平成17年度稲田六郷財産区特別会計補正予算（第１号） 

  議案第11号 平成17年度山鹿市病院事業会計補正予算（第５号） 

  議案第12号 山鹿市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

  議案第13号 山鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条 

例の一部を改正する条例 

  議案第14号 山鹿市長等の給与の特例に関する条例 

  議案第15号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第16号 山鹿市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 



- 253 -   

  議案第17号 山鹿市国民保護協議会条例 

  議案第18号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改 

正する条例 

  議案第19号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例 

  議案第20号 山鹿市在宅高齢者福祉対策事業費用徴収条例の一部を改正する条例 

  議案第21号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例 

  議案第22号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  議案第23号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第24号 山鹿市城北財産区財政調整基金条例等の一部を改正する条例 

  議案第25号 山鹿市稲田財産区財政調整基金条例 

  議案第26号 山鹿市鹿央古代の森交流施設条例 

  議案第27号 山鹿市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

  議案第28号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

  議案第29号 山鹿市営墓地条例の一部を改正する条例 

  議案第30号 山鹿市放置自動車発生の防止及び適正な処理に関する条例 

  議案第31号 山鹿市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

  議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算 

  議案第33号 平成18年度山鹿市国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第34号 平成18年度山鹿市老人保健事業特別会計予算 

  議案第35号 平成18年度山鹿市用地先行取得事業特別会計予算 

  議案第36号 平成18年度山鹿市農業集落排水事業特別会計予算 

  議案第37号 平成18年度山鹿市介護保険事業特別会計予算 

  議案第38号 平成18年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計予算 

  議案第39号 平成18年度山鹿市簡易水道事業特別会計予算 

  議案第40号 平成18年度六郷財産区特別会計予算 

  議案第41号 平成18年度城北財産区特別会計予算 

  議案第42号 平成18年度稲田財産区特別会計予算 

  議案第43号 平成18年度稲田六郷財産区特別会計予算 

  議案第44号 平成18年度山鹿市水道事業会計予算 

  議案第45号 平成18年度山鹿市病院事業会計予算 

  議案第46号 平成18年度山鹿市下水道事業会計予算 

  議案第47号 山鹿市基本構想 

  議案第48号 須屋・星原辺地総合整備計画 

  議案第49号 岩倉辺地総合整備計画 
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  議案第50号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の共同設置について 

  議案第51号 公の施設の指定管理者の指定について（消防団第16分団拠点施設） 

  議案第52号 公の施設の指定管理者の指定について（市民会館） 

  議案第53号 公の施設の指定管理者の指定について（稲田地域交流センター） 

  議案第54号 公の施設の指定管理者の指定について（木工体験施設） 

  議案第55号 公の施設の指定管理者の指定について（本分地区多目的集会施設） 

  議案第56号 公の施設の指定管理者の指定について（山村・都市交流施設） 

  議案第57号 公の施設の指定管理者の指定について（池田地区農業集落多目的集会 

施設） 

  議案第58号 公の施設の指定管理者の指定について（酒造野地区農業集落多目的集 

会施設） 

  議案第59号 公の施設の指定管理者の指定について（一本松農村公園） 

  議案第60号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央生産物直売所） 

  議案第61号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央ふるさと親木館） 

  議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿本ふれあい木香館） 

  議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について（特産工芸村） 

  議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について（鞠智城跡物産館） 

  議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について（水辺プラザかもと） 

  議案第66号 公の施設の指定管理者の指定について（道の駅小栗郷） 

  議案第67号 公の施設の指定管理者の指定について（小栗郷カントリーパーク） 

  議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（灯籠民芸館） 

  議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（キャン 

プ場、テント村）） 

  議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について(矢谷渓谷キャンプ場(きらり)) 

  議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について（岳間渓谷キャンプ場） 

  議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（待合所棟）） 

  議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（物販棟）） 

  議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について（勤労青少年ホーム） 

  議案第75号 公の施設の指定管理者の指定について（八千代座等） 

  議案第76号 公の施設の指定管理者の指定について（市民スポーツセンター） 

  議案第77号 公の施設の指定管理者の指定について（市民プール） 

  議案第78号 公の施設の指定管理者の指定について（サイクリングターミナル） 

  議案第79号 市道路線の認定について 

  議案第80号 市道路線の認定について 
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  議案第81号 市道路線の認定について 

  議案第82号 市道路線の認定について 

  議案第83号 市道路線の認定について 

  議案第84号 市道路線の認定について 

  議案第85号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第86号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第87号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第88号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第89号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第90号 城北財産区管理委員の選任について 

  議案第91号 城北財産区管理委員の選任について 

  請願第３号 屋内公認プールの建設に関する請願書 

  陳情第５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情書 

  陳情第６号 市町村管理栄養士設置に関する陳情書 

  陳情第７号 山鹿市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書 

  陳情第８号 情報格差解消に関する陳情書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 各常任委員長の報告を求めます。堀経済観光常任委員長。 

［経済観光常任委員長 堀 茂幸君 登壇］ 

○経済観光常任委員長（堀 茂幸君）   

 おはようございます。 

 本定例会におきまして経済観光常任委員会に付託された案件は議案32件でありま

す。 

 去る３月15日午前10時より議員控室において、委員全員出席、執行部より関係職

員の出席を求め委員会を開催いたしました。まず、議案審査に先立ちまして、審査

の方法について各委員より意見を求め、方法についてお諮りをいたしました。そし

て、次のように決定いたしました。 

 議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算を一つ、議案第７号から議案第

10号までの平成17年度各財産区の補正予算４案件を一括とし、議案第24号、25号、

財産区の財政調整基金条例の関係の２案件を一括とし、議案第26号 山鹿市古代の

森交流施設条例を一つとして、議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算を一つ

として、議案第40号から議案43号までの平成18年度各財産区の特別会計予算の４案

件を一括とし、議案第53号から議案第71号までの公の施設の指定管理者の指定につ
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いての19案件を一括として７区分とし、審査を行いました。 

その結果についてご報告いたします。 

議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第７号 平成17年度六郷財産区特別会計補正予算（第１号）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第８号 平成17年度城北財産区特別会計補正予算（第１号）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第９号 平成17年度稲田財産区特別会計補正予算（第１号）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第10号 平成17年度稲田六郷財産区特別会計補正予算（第１号）、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

議案第24号 山鹿市城北財産区財政調整基金条例等の一部を改正する条例、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第25号 山鹿市稲田財産区財政調整基金条例、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

議案第26号 山鹿市鹿央古代の森交流施設条例、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算（中所管）、このことにつきまして

は非常に説明項目が多いというようなことで、各目ごとに提案理由の説明を受け、

審査を行いました。 

その中で意見、質疑として出ました点を何点かご紹介申し上げたいと思います。

経営改善指導員を２人から３人に増員する件でございますけれども、その増員した

１名含め３人の担当範囲は今後検討するというような執行部の答えでありました。 

それから放牧事業、これは転作事業に絡むものではないかというような意見が出

ましたけれども、これは西原村への放牧の委託事業であるというような説明を受け

ました。 

それに、品目的横断安定対策につきましては、モデル地域を設定し、今後推進し

ていくというようなことでございます。 

それと広域農道、菊鹿から山鹿に至る広域農道ですけれども、平成21年、2009年

に完了予定との報告がありました。 

それから、商工会の合併に伴う今年18年４月の合併でございますけれども、経営

指導員の処遇についてというようなことの質問の中で、減数になるというようなこ

とで経営指導員はどうなるかというような質問でございますけれども、10年後まで
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は現況の維持で、給料あたりはそのままであるというような説明がありました。 

全体的に見まして旧市町からのしがらみと申しますか、まだまだ一貫性不足を感

じたというようなことで、予算的にも地域的な格差が多いというようなこともあっ

たような気がいたします。 

議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計補正予算（中所管）、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

議案第40号 平成18年度六郷財産区特別会計予算、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

議案第41号 平成18年度城北財産区特別会計予算、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

議案第42号 平成18年度稲田財産区特別会計予算、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

議案第43号 平成18年度稲田六郷財産区特別会計予算、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

議案第53号 公の施設の指定管理者の指定について（稲田地域交流センター）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第54号 公の施設の指定管理者の指定について（木工体験施設）、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

議案第55号 公の施設の指定管理者の指定について（本分地区多目的集会施設）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第56号 公の施設の指定管理者の指定について（山村・都市交流施設）、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第57号 公の施設の指定管理者の指定について（池田地区農業集落多目的集

会施設）、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第58号 公の施設の指定管理者の指定について（酒造野地区農業集落多目的

集会施設）、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第59号 公の施設の指定管理者の指定について（一本松農村公園）、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

議案第60号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央生産物直売所）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第61号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿央ふるさと親木館）、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について（鹿本ふれあい木香館）、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 
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議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について（特産工芸村）、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について（鞠智城跡物産館）、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について（水辺プラザかもと）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第66号 公の施設の指定管理者の指定について（道の駅小栗郷）、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

議案第67号 公の施設の指定管理者の指定について（小栗郷カントリーパーク）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（灯籠民芸館）、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（キャ

ンプ場、テント村））、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第70号 公の施設の指定管理者の指定について（矢谷渓谷キャンプ場（きら

り））、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について（岳間渓谷キャンプ場）、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、経済観光常任委員会の報告を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 永田文教厚生常任委員長。 

［文教厚生常任委員長 永田紘二君 登壇］ 

○文教厚生常任委員長（永田紘二君）   

 おはようございます。 

 文教厚生常任委員会の審査の報告を行います。 

 まず、閉会中の１月24日議員控室におきまして、委員全員出席のもと、関係職員

の出席を求め、継続審査中の２案件を審査するため委員会を開催いたしました。 

 請願第２号 山鹿市教育の日条例制定に関する請願書につきましては、平成18年

１月６日付で提出者、紹介議員より議長に取り下げ願いが提出された旨、報告を受

けました。請願書の取り扱いが３月定例会の本会議に委ねられるということになり

ましたので、審査を行いませんでした。 

請願第３号 屋内公認プールの建設に関する請願書につきましては、なお慎重に

審査する必要があると認め、継続審査すべきものと決しました。 

 審査終了後、引き続き各総合支所を中心に諸施設の現地調査を行いました。 
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 次に、本定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案23件、陳情

２件、継続審査中の請願１件であります。 

 本委員会は、３月16日、17日の２日間にわたり委員会を開催いたしました。その

審査の結果につきまして、ご報告をいたします。 

 ３月16日、17日の両日、本庁舎の３階会議室におきまして午前10時より委員会を

開催し、委員全員出席のもと、執行部より関係職員の出席を求め、付託案件につき

まして慎重に審査を行いました。 

議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第４号 平成17年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第５号 平成17年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第６号 平成17年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第11号 平成17年度山鹿市病院事業会計補正予算（第５号）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第19号 山鹿市手数料条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

議案第20号 山鹿市在宅高齢者福祉対策事業費用徴収条例の一部を改正する条例、

この件につきましては反対討論、賛成討論があり、採決の結果、賛成多数により原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第21号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条

例、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第22号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

議案第23号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

議案第31号 山鹿市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例、この件

につきましては反対討論、賛成討論がありました。採決の結果、賛成多数により原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算（中所管）、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

議案第33号 平成18年度山鹿市国民健康保険事業特別会計予算、原案のとおり可



- 260 -   

決すべきものと決しました。 

議案第34号 平成18年度山鹿市老人保健事業特別会計予算、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

議案第37号 平成18年度山鹿市介護保険事業特別会計予算、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

議案第38号 平成18年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計予算、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

議案第45号 平成18年度山鹿市病院事業会計予算、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

議案第50号 山鹿市・植木町障害程度区分認定審査会の共同設置について、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について（勤労青少年ホーム）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第75号 公の施設の指定管理者の指定について（八千代座等）、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第76号 公の施設の指定管理者の指定について（市民スポーツセンター）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第77号 公の施設の指定管理者の指定について（市民プール）、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第78号 公の施設の指定管理者の指定について（サイクリングターミナル）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

陳情第６号 市町村管理栄養士設置に関する陳情書、なお慎重に審査する必要が

あると認め、継続審査すべきものと決しました。 

陳情第７号 山鹿市の特色ある子育て支援の充実・強化についての陳情書、なお

慎重に審査する必要があると認め、継続審査すべきものと決しました。 

請願第３号 屋内公認プールの建設に関する請願書につきましては、17日の審査

に引き続きまして、本日午前９時より委員会を開催をし、審査しました。趣旨採択

すべきものと決しました。 

また、閉会中の所管事務調査として教育行政など所管事務調査をすべきであると、

委員会として決しました。 

 以上で、文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 森川建設環境常任委員長。 

［建設環境常任委員長 森川昭彦君 登壇］ 
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○建設環境常任委員長（森川昭彦君）   

 おはようございます。 

 本定例会におきまして建設環境常任委員会に付託をされました案件は、議案18件

でございます。 

 ３月17日午前10時から議員控室におきまして、委員全員出席、執行部より関係職

員の出席を求め、委員会を開催いたしました。その結果について、ご報告を申し上

げます。 

 まず、議案審査に先立ちまして市道路線の認定、それぞれの位置は議案書に添付

をしてございますが、市道路線の認定について上程をされております６カ所の現地

調査をいたしました。鹿央町の不老地内線、谷境谷線、一里木団地１号線、２号線

の４カ所、山鹿の古閑丸東方線、向尾線の２カ所を調査いたしました。担当職員の

説明を受けました。その後、４月23日に完成式典が予定をされております。バスの

駅整備事業の現地を視察をいたしました。 

午後１時30分より委員会を再開をし、議案審査を行いました。午前中に現地調査

をいたしました議案第72号、73号、指定管理者の指定でございますが、この２議案

と議案第79号から84号までの６議案、市道路線の認定の議案につきまして一括議題

として議案審査を行いました。 

 議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 議案第27号 山鹿市営住宅管理条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 議案第28号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 議案第29号 山鹿市営墓地条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 議案第30号 山鹿市放置自動車発生の防止及び適正な処理に関する条例、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算（中所管）、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第36号 平成18年度山鹿市農業集落排水事業特別会計予算、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 議案第39号 平成18年度山鹿市簡易水道事業特別会計予算、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 議案第44号 平成18年度山鹿市水道事業会計予算、原案のとおり可決すべきもの
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と決しました。 

 議案第46号 平成18年度山鹿市下水道事業会計予算、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 議案第72号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（待合所

棟））、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について（バスセンター（物販棟））

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第79号 市道路線の認定について、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 議案第80号 市道路線の認定について、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 議案第81号 市道路線の認定について、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 議案第82号 市道路線の認定について、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 議案第83号 市道路線の認定について、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 議案第84号 市道路線の認定について、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 以上、建設環境常任委員会の報告を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 丸山総務企画常任委員長。 

［総務企画常任委員長 丸山康昭君 登壇］ 

○総務企画常任委員長（丸山康昭君）   

 おはようございます。 

総務企画常任委員会より報告いたします。本定例会におきまして付託されました

案件は、議案17件、陳情１件、継続審査中の陳情１件であります。 

 当委員会は、去る３月20日午前10時から議員控室におきまして、委員全員出席、

執行部より関係職員の出席を求め委員会を開催いたしました。その結果について、

ご報告いたします。 

 なお、議案第１号、第２号、専決処分に関するもの、議案第16号、17号、国民保

護に関するもの、議案第48号、49号、辺地整備に関するもの、議案第51号、52号、

指定管理者制度に関するもの、それぞれ関連がある案件につきましては一括議題と

して審査をいたしました。 
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議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（熊本県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について）、原案のとおり

承認すべきものと決しました。 

議案第２号 専決処分の承認を求めることについて、（熊本県市町村総合事務組

合を組織する地方公共団体の数の減少、共同処理する事務の変更及び規約の一部変

更について）、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第３号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第８号）、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

議案第12号 山鹿市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第13号 山鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第14号 山鹿市長等の給与の特例に関する条例、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

議案第15号 山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第16号 山鹿市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

議案第17号 山鹿市国民保護協議会条例、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

議案第18号 山鹿市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第32号 平成18年度山鹿市一般会計予算、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

議案第35号 平成18年度山鹿市用地先行取得事業特別会計予算、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

議案第47号 山鹿市基本構想、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第48号 須屋・星原辺地総合整備計画、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

議案第49号 岩倉辺地総合整備計画、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第51号 公の施設の指定管理者の指定について（消防団第16分団拠点施設）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第52号 公の施設の指定管理者の指定について（市民会館）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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陳情第５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情書、なお慎重に審

議する必要ありとして継続審査とすることに決しました。 

陳情第８号 情報格差解消に関する陳情書、原案のとおり採択すべきものと決し

ました。 

なお、閉会中の所管事務調査として、行財政改革及び生活交通調査事業を行うこ

とと決しました。 

以上、総務企画常任委員会の報告を終わります。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論の通告があっておりますので発言を許します。原議員。 

［６番 原  徹君 登壇］ 

○６番（原  徹君）   

 議席番号６番、日本共産党の原でございます。 

私は、議案第16号 山鹿市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例と、

それに関連しての議案第17号 山鹿市国民保護協議会条例並びに議案第20号 山鹿

市在宅高齢者福祉対策事業費用徴収条例の一部を改正する条例と議案第31号 山鹿

市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例、以上の四つの議案に反対を

表明いたします。 

 初めに、議案第16号と17号の山鹿市国民保護対策条例に関して、２点から反対討

論を行います。１点目です。私は、二つの条例案を見たとき、この平和な山鹿市に

おいてこのような条例が提案されること自体に大きな違和感を持つと同時に、戦争

体験者の私には深い戦慄さえ覚えました。 

この二つの条例案には、国民保護という言葉を使って、あたかも災害救助におけ

る住民避難計画と同様なもののように装っていますが、根本的には全く異質のもの

です。この二つの条例案を一言で言えば、国民保護という言葉を借りてアメリカの

無法な戦争に国民、自治体、民間を強制的に総動員する条例だと指摘しなければな

りません。 

2005年２月と12月に行われました日米安全保障協議委員会の共同文書には、日米
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同盟の地球的規模への拡大という方向を、さらに大きく推し進める重大な内容が盛

り込まれております。日米の世界における共通の戦略として、国際テロ、大量破壊

兵器への大綱が掲げられました。すなわち、世界のどこでもアフガン戦争、イラク

戦争のような先制攻撃の戦争が行われた際に、日米が軍事同盟を進めることが共通

の戦略目標とされております。 

 また、地域における共通の戦略目標としてアジア太平洋地域の不透明や不確実性

への対処をあげ、日米が共同して、この地域での軍事的対応を行うことも宣言して

おります。米軍と自衛隊が一体となって海外での共同作戦を可能にする体制を打ち

出し、指令部機能の統合、基地の共同使用、共同演習の拡大、情報・通信・作戦の

一体化をより一段と進め、世界中の紛争に関与する体制をつくることが確認された

のです。 

 そのために、自衛隊の海外派兵の恒久立法や秘密保護法など、新たな法整備が計

画されてきました。自衛隊が米軍と一体となって海外での無法な戦争に加担してい

くならば、当然、日本が武力攻撃やテロに直面する可能性は避けられません。その

ための武力攻撃事態法であり、それに基づいて提案されたのが議案第16号と17号で

あります。 

 今、沖縄県のアメリカ海兵隊のための新基地建設、神奈川県キャンプ座間への米

陸軍の新司令部の移設、横須賀基地への原子力空母の配置、山口県岩国基地への空

母艦船移転など、米軍基地増強計画に対して各自治体の首長を先頭に、県民、市民

が一致団結して反対運動が展開されています。先日の岩国市での住民投票では、

98％の市民が空母艦船移転に反対を表明しております。 

 また一方、日本国憲法９条２項を改変して、アメリカの先制攻撃の戦争に参戦す

るために自衛隊を戦争のできる軍隊にして、戦争をする国につくり変えようとする

動きが強まっています。それに対して、世界に誇る憲法９条を宝にして平和を守ろ

うと９条の会が全国津々浦々で結成され、わずか１年間で4,000を超える組織に広

がっています。憲法９条を守ることが、他国からの武力攻撃やテロからの最大の防

御であることは、戦後60年の日本の歴史が証明しております。この歴史的教訓に立

って、アメリカの無法な戦争に加担するための条例を山鹿市議会が認めるべきでは

ないと考えます。 

 ２点目は、この条例案のもう一つの問題点は、６万市民の命と安全に関わる重大

な計画の策定に、市の最高の決議機関である山鹿市議会に何の権限も与えられない

条例だということです。議会には、審議権も決議権もありません。これは、どうい

うことでしょうか。重大な問題であります。 

 また、国民保護協議会のメンバーは、自衛隊と市職員ほかで構成されるとのこと
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です。これまた、議員や議会には何の権限も与えられません。このこと自体、議会

制民主主義を無視して軍事優先への道を開こうというものであります。議会を無視

した条例を山鹿市議会として絶対に認めるわけにはいかないのではないでしょうか。 

 議員の皆さんに強く訴え、良識ある判断を期待するものであります。 

 次に、議案第20号 在宅高齢者の福祉対策事業の利用料の値上げと、議案第31号 

山鹿市立病院が発行する証明書の手数料などの値上げに反対します。 

２点反対理由を述べます。１点目です。これまで、小泉内閣が構造改革として進

めてきた新自由主義の経済路線、すなわち大企業の利潤追求を最優先にして、規制

緩和万能、市場原理主義、弱肉強食を進める経済路線は、日本経済と国民生活の矛

盾をあらゆる分野で深刻にしております。 

雇用と所得の破壊、中小零細企業の倒産、経営難等が進むもとで、1990年代末か

ら貧困と社会格差の新たな広がりが重大な社会問題となってきています。生活保護

世帯は100万世帯を突破、学用品や給食費、修学旅行費等の就学援助金を受けてい

る児童・生徒の割合は12.8％で、この10年間で２倍以上になっているそうでありま

す。 

貯蓄ゼロの世帯も急増して23.8％に達し、年金は月数万円という高齢者がふえて

おります。このような中で政府与党は、民主党と競い合うようにして、消費税と所

得税増税を合わせると24兆円という史上空前の庶民大増税への暴走を始めようとし

ております。 

さらに、社会保障は、医療、年金、介護、障害者支援で連続的な改悪が強行され、

平成18年度には再び医療の大改悪が狙われているわけです。社会保障とは、本来人

間らしい暮らしの支えになるべきものですが、それが逆に人間の尊厳を踏みにじる

ものにおとしめられているのです。これらの庶民大増税と社会保障の連続改悪の根

底には、財界、大企業の求めに応じて法人税の減税が繰り返されてきたことに最大

の要因があります。 

大企業は、バブル期を上回る利益を上げているのに法人税収入は半分にまで落ち

込み、その上、日本経団連は消費税、所得税の増税とともに法人税の一層の減税を

要求し、企業の社会保険料の負担を一切なくすことまで要求してきております。財

界大企業の負担を減らし、その穴埋めを庶民生活に押しつける、これが小泉流の構

造改革路線であります。 

この住民、国民に負担を押しつける悪政から市民を守るのが地方自治です。議案

第20号は、在宅高齢者の福祉事業利用料の値上げであり、議案第31号は山鹿市立病

院が診断書を発行する際の手数料値上げです。政府与党が、連続して庶民大増税と

社会保障の改悪を押しつけるこの時期に、市も一緒になって市民に負担増を押しつ
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ける施策は絶対にとるべきことではありません。 

２点目です。特に、在宅高齢者の生活状況は極めて厳しいものがあります。在宅

高齢者といえば80歳代から90歳代の方で、身よりもない一人ぼっちのお年寄りが多

数おられます。生活費は月７万円前後の年金、家賃を払うと残りは４万円ほど、こ

れで食費、光熱費、病院医療費などを支払うと数千円しか残りません。この数千円

で在宅高齢者福祉事業を楽しみに利用しておられるのです。 

ところが、議案第20号の条例改正案は、１食300円だった食の自立支援事業が500

円に、家事指導としての食事づくり、洗濯、掃除など、１時間100円だったものが

一挙に500円に、そして１時間を超えると30分ごとに50円増しだったのが250円増し

に値上げするという、とんでもない提案であります。 

私が知っている在宅高齢者の方は、週３回、２時間ずつ家事指導を利用しておら

れました。週600円、月2400円あればよかったのですが、改正されると５倍に跳ね

上がり１万5000円となります。これでは、週３回を１回に減らすしかありません。 

しかし、手助けを必要とする在宅高齢者にとっては、週１回の家事指導は死活問

題です。このような弱者いじめの市政を許していいのでしょうか。 

中嶋市長、あなたは昨年の市長選挙時に中嶋憲正の山鹿市政の思いという後援会

だよりを市内の各所に配布されました。有権者から見れば、中嶋市長候補の公約と

判断したと思いますし、私自身でさえ賛同できる内容であると判断、今でもその当

時の後援会だよりを大切に保管しております。「優しさあふれる福祉づくり、子ど

もから高齢者まで夢を持てる生活の場づくり、健康と笑顔で暮らせるふるさと山鹿

をつくる、お年寄りを大切に、親を大切に、子どもを大切に、人を敬い感謝する心

を育て、人が輝くふるさと山鹿をつくる。」市長は、このように述べられておられ

ます。何とすばらしい公約でしょう。 

ところが、市長は先日の文教厚生常任委員会で、在宅高齢者の福祉事業利用の値

上げに対して「国・県からの補助金がカットされたから、少しずつの負担をお願い

しなければならない。」と値上げを肯定されました。私たち健康な者にとって、ま

た、市長のような高給取りにとっては100円、200円は少しの負担でしょうが、在宅

高齢者にとっては実に貴重な金額なのです。 

市長の山鹿市政への思いから鑑みまして、在宅高齢者の福利事業の利用料を値上

げすることは絶対に許されないのではないでしょうか。それとも、市長の公約は市

長選挙に勝利するためだけの山鹿市政への思いだったのでしょうか。もしそうであ

れば、市民を裏切ることになります。 

この改定によって、市の純益は650万円ほどという担当課からの説明がありまし

た。このくらいの650万円ぐらいのお金だったら無駄を削れば何とかなります。特
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に、私がこれまで要求してまいりました解放同盟への補助金、こういう不当な補助

金をまだ今でも1,121万円組んであるわけです。こういうものを、この高齢者対策

事業につぎ込めば解決できるわけであります。温かい山鹿市政を目指すとともに、

また、弱者救済の立場からも皆さんの正しいご判断を期待しまして反対討論を終わ

ります。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で、通告による討論は終わりました。ほかに、討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号及び議案第２号の２案件を一括採決いたします。 

 議案第１号から議案第２号の２案件に対する委員長報告は承認であります。委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、２案件は原案のとおり承認されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第３号から議案第11号までの９案件を一括採決いたします。 

 議案第３号から議案第11号までの９案件に対する委員長報告は可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、９案件は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第12号から議案第15号までの４案件を一括採決いたします。 

議案第12号から議案第15号までの４案件に対する委員長報告は可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、４案件は原案のとおり可決されました。 
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○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第16号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（高野誠二君）   

 起立多数であります。 

 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第17号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（高野誠二君）   

 起立多数であります。 

 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第18号及び議案第19号の２案件を一括採決いたします。 

 議案第18号及び議案第19号の２案件に対する委員長報告は可決であります。委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、２案件は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第20号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（高野誠二君）   

 起立多数であります。 

 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第21号から議案第30号までの10案件を一括採決いたします。 

 議案第21号から議案第30号までの10案件に対する委員長報告は可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、10案件は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第31号に対する委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（高野誠二君）   

 起立多数であります。 

 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第32号から議案第46号までの15案件を一括採決いたします。 

 議案第32号から議案第46号までの15案件に対する委員長報告は可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、15案件は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第47号から議案第50号までの４案件を一括採決いたします。 

 議案第47号から議案第50号までの４案件に対する委員長報告は可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、４案件は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第51号から議案第78号までの28案件を一括採決いたします。 

 議案第51号から議案第78号までの28案件に対する委員長報告は可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、28案件は原案のとおり可決されました。 
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○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第79号から議案第84号までの６案件を一括採決いたします。 

 議案第79号から議案第84号までの６案件に対する委員長報告は可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、６案件は原案のとおり可決されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、議案第85号から議案第91号までの城北財産区管理委員の選任についての

７案件を一括採決いたします。 

 議案第85号から議案第91号までの７案件について同意を求める件は、これに同意

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、７案件は同意することに決しました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、請願第３号に対する委員長報告は趣旨採択であります。委員長報告のとお

り決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、請願第３号は趣旨採択されました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、陳情第５号から陳情第７号までの３案件を一括採決いたします。 

 陳情第５号から陳情第７号までの３案件に対する委員長報告は継続審査でありま

す。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、３案件は閉会中の継続審査とすることに決しました。 

○議長（高野誠二君）   

 次に、陳情第８号に対する委員長報告は採択であります。委員長報告のとおり決
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することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、陳情第８号は原案のとおり採択されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 所管事務調査の委員会付託   

○議長（高野誠二君）   

 日程第２、所管事務調査の委員会付託についてを議題といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 地方自治法第109条第６項及び会議規則第98条第１項及び地方自治法第109条の

２第４項及び会議規則第98条第２項の規定により、常任委員会並びに議会運営委員

会の所管事務審査資料収集並びに調査を平成18年度中にいたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、閉会中の審査資料収集並びに調査を付託することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程追加   

日程第３   

 議案第92号 財産の処分について   

 議案第93号 財産の譲渡について   

 議案第94号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第９号）   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（高野誠二君）   

 ただいま議案３件が提出されました。職員に配付いたさせます。 

［職員配付］ 

○議長（高野誠二君）   

 お諮りいたします。 

 この際、議案３件を日程に追加し議題とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   
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 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案３件を日程に追加し議題とすることに決しました。 

 日程第３、直ちに一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

 今回ご提案申し上げております議案第92号から94号につきましては、山鹿市総合

センター、いわゆる開発センター処分に係る一連の関連議案でございますので、

３議案通してご説明を申し上げます。 

 まず、議案第92号 財産の処分についてご説明申し上げます。１ページをお願い

いたします。本案は、地方自治法に基づきまして議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、財産の処分を行うに当たり

まして議会の議決が必要でありますので、ご提案申し上げるものであります。 

 内容について、ご説明いたします。処分する土地につきましては、山鹿市菊鹿町

池永字坂本46番１ほか４筆であります。地目は、宅地並びに雑種地です。地籍、面

積ですが9918.27平米です。処分価格は2521万7000円であります。当処分価格につ

きましては鑑定評価に基づくものでございます。契約の相手方は、有限会社アジツ

ウ 代表取締役坂本通昭氏であります。 

 通常、市有財産の処分を行う場合、条例等において定める額を超えるときは競争

入札により行うものでありますが、今回の場合は以下の理由により地方自治法及び

同法施行令に基づき随意契約といたしております。 

まず、その理由の一つ目は、当センターにおける土地及び建物について、平成29

年３月までの賃貸借契約が締結されており、同契約により売却する場合にあっては

借り主の承諾を必要とするものでございます。 

二つ目に、借り主は同契約に基づきまして当センターの管理運営等を行ってきた

中で、当該施設の維持改修に要した経費の相当額を負担していることであります。 

三つ目に、借り主所有の物件があるということでございます。すなわち、私権が

設定されております。 

これらの理由により、当該施設の売却を随意契約とするものでございます。 

続きまして、議案第93号 財産の譲渡についてご説明いたします。本案は、地方

自治法第96条第１項第６号の規定に基づき、財産を譲渡するに当たりまして議会の

議決を経るものでございます。 

その内容について、ご説明いたします。譲渡する建物は、山鹿市総合センター及

び、これに付随しますポンプ小屋でございます。構造、床面積は、記載のとおりで



- 274 -   

す。譲渡価格はゼロ円であります。この価格ゼロ円の根拠をご説明申し上げます。

まず、先ほど申し上げました既契約、現在の賃貸借契約でありますが、それと民法

上の取り扱いによりまして、山鹿市は現時点において当施設を使用収益できる状態

で貸し付ける義務を負っております。直ちに改修を要する状況にありまして、市側

で改修を行わない場合、借り主が改修を行い、市にその費用を請求することになり

ます。 

また、譲渡する場合も使用収益できる状態であることが条件となります。この改

修に要する費用は、建物評価額を大きく上回っております。また、過去において借

り主が相当額の設備投資をされていることでございます。 

また、当施設を現在の契約により平成29年３月まで維持するとなりますと、相当

額の費用が見込まれる。これらの理由により、当該施設にかかる譲渡額をゼロ円と

するものであります。 

契約の相手方は、土地の購入者であります有限会社アジツウ 代表取締役坂本通

昭氏でございます。 

続きまして、議案第94号 平成17年度山鹿市一般会計補正予算（第９号）につい

てご説明申し上げます。本案は、第92号でご説明しました売却にかかる補正であり

ます。１ページをお願いします。第１条は、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予

算総額に2521万7000円を追加し、総額を273億4101万円とするものです。 

８ページをお願いいたします。３歳出、（款）総務費、（目）基金費の補正額は

2521万7000円でございます。総合センター売却に伴う収入を財政調整基金へ積み立

てるものでございます。 

以上、補正予算の内容についてご説明申し上げました。 

どうぞ慎重審議の上、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 この際、議案審査のため暫時休憩いたします。 

午前11時04分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前11時17分 開議 

○議長（高野誠二君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより、ただいま議題となっております３案件について質疑を行います。 

 発言の通告があっておりますので発言を許します。家入憲隆議員。 

［18番 家入憲隆君 登壇］ 

○18番（家入憲隆君）   
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 18番の家入でございます。ただいま、議案第92号、93号、94号について提案理由

の説明がありました。この件について質問いたします。 

 質疑を行います前に、総合センターの件がここに至った経緯、これまでの問題点

を私が行った調査に基づき申し上げたいと存じます。私は、総合センターの問題に

ついては合併前から、契約内容１、菊鹿町総合センター管理委託契約書、平成14年

４月１日締結の受託者、菊鹿町観光協会の中に観光農業振興部会は存在せず架空の

団体であり、偽装契約ではないかと指摘しております。また、２番目に同じ物件、

菊鹿町総合センターに対して、平成10年４月１日付の覚書、同じく同物件に平成11

年１月16日付の確約書、同じく総合センターに関する問題で平成11年４月１日付の

確認書なるものが取り交わされております。 

これらは、同じ物件に対し管理委託と賃貸借契約が同時に存在するので二重契約

ではないかという指摘をしてきております。この契約の相手側が、それぞれの契約

に対して少しずつ微妙に変わってくるわけです。どういうことかと言いますと、

１番は観光協会の中の観光農業振興部会会長、２番目は有限会社アジツウと観光農

業振興会との連名、３番目はアジツウの代表、４番目は全く個人、こういう形にな

ってくるわけです。 

 ３番目、菊鹿町総合センターは行政財産でもあるにもかかわらず、平成12年６月

22日、本社事務を移転登記、同じく平成12年２月23日、木造平屋建公衆浴場の所有

権保存登記、同じく平成12年６月16日、木造平屋建公衆浴場に個人資産８件を含む

共同担保による根抵当権が設定されています。それぞれに私権、地上権、抵当権が

発生しているものでございます。これらの件は、地方自治法第238条の４第１項に

抵触する、こういうことでございます。などについて問題を提起し、その違法性あ

るいは責任の所在について追求してまいりました。残念ながら、合併前にこれらの

問題について結論を見ることなく新市へ引き継がれたところであります。 

 そもそも、この問題の要因は、私は旧菊鹿町の契約事務に対する認識の甘さ、特

に当時の町長の倫理観の欠如、これが招いたものと考えております。当時の執行部、

町長初め、ごく一部の職員は安易に契約を交わし、そのことが後々どのような影響

を及ぼすことになるか深く考えていなかったように思います。 

行政事務というものは法令等を遵守し、その事務を行うべきものであるのに、そ

れを怠り、問題を先送りした結果が、今日までこの問題を長引かせたものと思って

おります。 

 また、一方ではチェック体制の不備、その要因も一つであったかと思います。 

今回の問題で総務部長より、私の調査に基づいての聞き取り調査をしていただき

ました。そのとき総務部長の周りに、すぐ専門のスタッフがささっと来られて、こ
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の問題を即解決できる姿を見て「ああ、やっぱり菊鹿町はこれが不足しとった

な。」と、つくづく思っております。 

 当然、議決機関である私を含み当時の議会においても、その責任は非常に重いも

のがあると思っております。その他言いたいことは山ほどありますが、新市となっ

た今にあっては、この問題を解決することが今の私たちの責任であると痛感し、本

日質問いたします。 

 それでは、92号から94号までの３号につきまして一括して質問します。今回、執

行部におかれては、その処分案として土地建物それぞれ提案されておりますが、長

年の懸案が解決できること、また、現契約が平成29年３月31日までの長期にわたる

ことと、この契約書の７条、８条を考えるとき、その間の市負担も相当額になると

予測されます。私は、基本的には、それでよかったなと思っております。 

 まず第１点目、総合センターを売却するに当たって鑑定評価額についてお尋ねし

ます。総合センターの鑑定評価については、専門的な観点、１物件の規模、２形状

などが導き出される資産価格から評価がなされるものと思いますが、それ以外の要

因として総合センターにかかる複雑な契約、これは先ほど申し上げました１覚書、

２確認書、３確約書、４公有財産賃貸借契約等に基づき行われた私権、抵当権の設

定、また、個人資産８件を含む共同担保が設定され、このことが著しく評価額を低

下させ、近隣の実勢宅地単価、私たちがあの辺の単価は一応聞いておりますが、そ

の単価よりもかなり安いのではないかと思います。この点、いかがでしょうか。説

明を願います。 

 第２点目、議案第93号 財産の譲渡について質問します。譲渡価格はゼロ円と、

先ほど説明を受けました。その主たる要因は、旧菊鹿町で平成15年３月４日付で公

有財産賃貸借契約書が締結されています。この契約書は、後年度以降平成29年３月

31日まで支払わなくてはならない旨の契約が、議会に諮ることなく取り交わされて

います。 

説明では、「当施設を使用収益できる状態で貸し付ける義務を負っており、直ち

に改修を要する状況にあります。」との先ほど説明でしたが、だとすると議会の議

決を得ずして取り交わされた契約でも法的効力を発すると解釈するべきかどうか、

説明願います。というのは、後年度以降予算を伴う契約ですから、議会の承認なく

しては本来は契約されないものと私は思っております。 

 また、旧菊鹿町当時、平成15年度、国、県に対し補助金の返還を行っていると思

います。補助金の返還額は物件の残存価格に対するものであるため、最低でもその

価格1350万円の資産価値はあると私は思っております。今回、なぜゼロ円になった

か説明を求めます。 
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 第３点目、今回総合センターの売買仮契約が取り交わされているとの説明でした。

今回の売買仮契約に条件なるものが付されているか。要するに、固定資産税は免除

してくださいとか、そういうものが付されているか説明を願います。 

 また、この物件が譲渡された後、固定資産税はどのようになるかお尋ねいたしま

す。これが、今後売却してプラスになる唯一の話ではなかろうかと私は思って質問

いたしました。 

 第４点目、この物件の売却に伴う収入を財政調整基金へ積み立てられるというこ

とでありますが、元菊鹿町当時、町長より区長さん方に「総合センターの売却によ

る代金は町民に還元する。」との口頭での約束がなされていますが、このことが将

来的に、その使途をどのように考えておられるかお尋ねいたします。 

 第５点目、これは質問ではなくて今申し上げましたるる問題を総括という意味で、

できましたら説明していただきたいということで第５点目といたしました。今後こ

のような不祥事を二度と起こさないために、今回精査された結果、全体の総括とい

う意味合いを含み、どこに問題があり、また責任の所在について感じられることが

ありましたら教えていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 以上、５点質問いたします。 

○議長（高野誠二君）   

 執行部の答弁を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

 議案第92号から94号について４点ほどお尋ねがございました。まず、１点目の鑑

定評価についてのお尋ねでございますが、今回の物件の鑑定評価に当たりましては

一般的に用いられます評価手法、取引事例比較法などによって評価をしていただい

ております。ただ、その物件の評価に際し、合併前交わされておりました契約が評

価額に影響を及ぼしたのではないかというご意見であります。今回の場合は、その

契約に基づきまして借受人がその場に居着いたままでの取引をしなければならない

ということでございまして、このことは市場での競争原理を弱める減価要因の一つ

であったと思っております。 

 それから２点目、この契約について当時の議会は知らなかったということでござ

いますが、私どもとしましては合併に際して、この物件を引き継いだわけでござい

ままして、その根拠となります契約については顧問弁護士にも確認をいたしました

が有効するということでございます。 

したがいまして、この契約については効力があるということでございますので、

それを基に問題を考えてまいりました。建物についての譲渡価格ゼロの根拠につい
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てということでございますが、確かに鑑定評価で資産価値はございまして、評価も

ちゃんと出ております。 

しかしながら、提案理由でも説明申し上げましたが、借受人がこれまで投資した

金額、相当額の金額を投資されておりますし、また、現時点で改修に要する経費、

これは先方から当時、菊鹿町役場の方に見積書が提出されておりまして、その見積

書の内容につきましては、さらに専門家に現場の立会の上で精査をいただきました。

その結果、これも相当額出てまいりました。 

 また、これらのことから考えますと、家入議員の方からもお話がありましたが、

これから11年間の賃貸借契約の期間の間に相当の行政負担も出てくると予想できま

す。したがいまして、譲渡価格をゼロ円と判断いたしました。 

 ３点目に、現在仮契約をしておりますけれども、売買の仮契約でありますが、そ

れについて条件があるのかどうかというお話でした。一切ございませんで、あくま

で一般的に交わされる契約の内容でございます。 

この物件にかかる固定資産税についてもお尋ねがございました。これにつきまし

ては、地方税法及び山鹿市税条例に基づき平成19年１月１日付で課税することにな

ります。土地につきましては鑑定評価に基づく課税、また、建物につきましては改

めて評価もやってみたいと考えております。 

 ４点目に、この売却代金について、合併前に町長さんから住民へ還元をするとい

うような発言があったということでございますが、そういうことができるのかどう

か疑問でありますけれども、今回はこの物件売り払いにつきます使途につきまして

は一旦財調に積立を行いまして、これからの地域づくり、あるいは、まちづくりに

有効に活用したいと、そのように考えております。 

 最後に、５点目に総括のお話がございました。それに、責任の所在ということで

もございました。この件を、昨年の秋から数人のスタッフと一緒に、いろいろ解決

の道を探りながらやってまいりましたけれども、家入議員からいろいろ問題提起が

あったように、当時の契約の内容について自治法上やや疑問を感じる点が何点かご

ざいました。 

 しかしながら、当時この施設をいかに有効に活用するかという思いでのことだっ

たのではないかと思いつつも、冷静に見ますと、そういう点も見受けられたという

ことでございます。 

責任の所在ということでありますが、新市において引き継ぎをいたしましたので、

今日的な責任としてはこの施設を健全に、なおかつ有効に管理運営するという責任

がございます。 

 しかしながら、今回は家入議員も決して満足されておるとは思いませんが、解決
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することでこの責任を果たしたいと、そのように考えているところであります。 

総括にはなりませんが、以上お答えいたします。 

○議長（高野誠二君）   

 家入議員、了解ですか。 

○18番（家入憲隆君）   

 議長。 

○議長（高野誠二君）   

 家入議員。 

［18番 家入憲隆君 登壇］ 

○18番（家入憲隆君）   

 総合センターに関することは、まだまだたくさん確認したいことがありますが、

今、総務部長より一応総括という意味で気持ちを聞かせていただきましたし、私も

今回、今の質問に対しては一応理解できました。 

 本来はもう１回質問したいと思っておりましたですが、せっかく仮契約まで進ん

でおりますので、そこで最後にこの件、総合センターにかかる一連の問題に関して、

私の思いを申し上げて終わりにしたいと思います。 

私は、この一連の問題に対しまして議員活動の大半を費やし取り組んできました。

その思いが、執行部に今プロジェクトチームと言われましたが、伝わり、この度、

問題の解決が見ようとしている中ではないかと思っております。合併後、新体制の

もと問題を精査され、手探り状態から始められたのではないかと思っております。

大変ご苦労があったことと思います。 

 先ほど、西田部長から私のことについてありがたい言葉をいただきましたが、私

といたしましてもこの問題が解決することを望んでいる一人であります。問題解決

に当たり、一言お願いをして終わりたいと思います。合併を期に新しい自治体が生

まれ、今日執行部におかれては、これから山鹿市が何年も何年も歩み続けていく中

で、このたびのことを教訓とし、新しい自治体として市民に胸を張って行政運営を

行われることを切に願い、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（高野誠二君）   

 答弁を求めます。西田総務部長。 

［総務部長 西田秀行君 登壇］ 

○総務部長（西田秀行君）   

 ありがとうございました。一言お礼を申し上げたいと思います。この件が、今回

議決をいただきますと解決を見ようとしておりますけれども、家入議員の長年にわ

たるご尽力のたまものであると思います。この仕事に着手しましてから、いろんな
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問題提起をいただきましたし、ご意見もいただきました。この場をお借りしてお礼

を申し上げたいと思います。 

なお、２回目に申されましたけれども、多くの公共施設を持っておりまして、こ

れからこういった遺漏のないように、職員全員心がけて仕事をしてまいりたいと思

います。 

○議長（高野誠二君）   

 以上で通告による質疑を終わります。ほかに質疑ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております３案件については、会議規則第37条第２項の規定

により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会付託は省略することに決しました。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 議案第92号から議案第94号までの３案件を一括採決いたします。 

 議案第92号から議案第94号までの３案件について、原案のとおり決することにご

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（高野誠二君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、３案件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 ○ 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 閉 会   

○議長（高野誠二君）   

 これをもちまして、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 よって、平成18年（第１回）山鹿市議会３月定例会を閉会いたします。 
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午前11時40分 閉会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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